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規 則

　川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第66号

　　　川崎市市税条例施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第28

号）の一部を次のように改正する。

　第２条の３第１号中「東京手形交換所」を「電子交換

所」に改め、同号イ中「取立」を「取立て」に改め、同

条第２号中「東京手形交換所」を「電子交換所」に改め、

同号ア中「あて」を「宛て」に改め、同号イ中「引受」

を「引受け」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和４年11月４日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第67号

　　　川崎市都市公園条例施行規則の一部を改

　　　正する規則

　川崎市都市公園条例施行規則（昭和32年川崎市規則第

６号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項の表中「1,000円」を「1,010円」に、

「5,000円」を「5,090円」に、「10,000円」を「10,180円」

に、「2,500円」を「2,540円」に改める。

　第６条第１項の表を次のように改める。
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　有料施設の使用料

種別
専用使用料 個人使用料

単位 金額 単位 金額

陸上競技場

等々力

多摩川緑地

古市場

１回（４時間以内）

同（同）

26,480円

910円

１人１回

18歳以上の者

13歳以上18歳未満の者

（高校生を含む。）

200円

100円

陸上競技場

照明施設
１回（１時間以内）

全点灯 103,880円

４分の３点灯 77,910円

２分の１点灯 51,940円

４分の１点灯 25,970円

陸上競技場

第１特別室
１箇所１回（４時間以内） 18,330円

陸上競技場

第２特別室
同（同） 6,110円

陸上競技場

第３特別室

第１

第２

同（同）

同（同）

13,240円

6,110円

陸上競技場

第４特別室
１回（同） 24,440円

陸上競技場

会議室

第１（区画しない場合）

第１（区画する場合）

Ａ区画

Ｂ区画

第２

第３

同（同）

同（同）

１箇所（同）

１回

同（同）

同（同）

6,110円

4,070円

1,010円

4,070円

1,010円

陸上競技場

シャワー室

第１

第２

１箇所

１回

同

3,050円

710円

陸上競技場

ロッカー室

第１

第２

　同

　同

3,050円

1,010円

陸上競技場

関係者室

第１（区画しない場合）

第１（区画する場合）

Ａ区画

Ｂ区画

第２

１回（４時間以内）

同（同）

同（同）

１箇所（同）

１回

10,180円

6,110円

4,070円

1,010円

陸上競技場

練習室
同（同） 4,070円
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陸上競技場

多目的室

第１

第２

１回（同）

同（同）

6,110円

2,030円

陸上競技場

放送室
同（同） 3,050円

陸上競技場

テレビ・ラジオ中継室

１箇所（同）

１回
6,110円

陸上競技場

大型映像装置

１箇所

１日１回
50,920円

陸上競技場

写真判定室
１日１回 18,330円

補助競技場 １回（４時間以内） 5,090円

１人１回

18歳以上の者

13歳以上18歳未満の者

（高校生を含む。）

200円

100円

運動広場 同（１時間以内） 1,010円

野球場

等々力

御幸

とんびいけ

多摩川緑地

上平間

丸子橋

上丸子天神町第１

上丸子天神町第２

上丸子天神町第３

上丸子天神町第４

北見方第１

北見方第２

諏訪

二子第１

二子第２

宇奈根第１

宇奈根第２

同（２時間以内）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

同（同）

11,500円

2,540円

2,540円

500円

2,540円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

500円

野球場

照明施設

御幸

等々力

とんびいけ

同（１時間以内）

1,000ルクス

１回（１時間以内）

750ルクス

１回（１時間以内）

500ルクス

１回（１時間以内）

350ルクス

１回（１時間以内）

１回（１時間以内）

6,110円

5,800円

4,300円

2,900円

2,000円

6,110円

野球場会議室

第１（区画しない場合）

第１（区画する場合）

Ａ区画

Ｂ区画

第２

同（４時間以内）

同（同）

同（同）

１箇所（同）

１回

8,200円

4,100円

4,100円

1,700円

野球場

シャワー室

１箇所

１回
2,400円

野球場

ロッカー室
同 2,800円
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野球場関係者室

第１

第２（区画しない場合）

第２（区画する場合）

Ａ区画

Ｂ区画

第３

第４

第５

１回（４時間以内）

同（同）

同（同）

同（同）

１箇所（同）

１回

同（同）

１回（同）

3,000円

1,500円

1,500円

2,900円

2,900円

4,300円

屋内野球練習場
１箇所（１時間以内）

１回
1,000円

サッカー場

等々力第１

等々力第２

多摩川緑地

上平間

古市場

１回（２時間以内）

同（同）

同（同）

同（同）

2,540円

2,540円

500円

500円

サッカー場

照明施設

等々力第１

等々力第２

１回（１時間以内） 1,520円

テニスコート

富士見

等々力

とんびいけ

１面（同）

１回
760円

テニスコート照明施設

富士見

等々力

同（同） 810円

バレーボール場 同（同） 750円

相撲場 １回（４時間以内） 5,090円

１人１回（２時間以内）

18歳以上の者

13歳以上18歳未満の者

（高校生を含む。）

200円

100円

水泳プール

大師

平間

小倉西

稲田

釣池

等々力

１回（４時間以内） 18,330円

１人１回

15歳以上の者

（以下「大人」という。）

３歳以上15歳未満の者

（中学生を含む。）

300円

100円

１人１回

大人

６歳以上15歳未満の者

（中学生を含む。）

760円

200円

野外音楽堂 １回（４時間以内） 6,350円

　第６条第２項第４号中「50,000円」を「50,920円」に

改め、同項第６号中「5,000円」を「5,090円」に改め、

同項第７号中「割引」の次に「（10円未満の端数は、切

り捨てる。）」を加える。

　第２号様式の11中「￥750」を「￥760」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　（経過措置）

２ 　この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者

の当該使用の許可に係る使用料については、なお従前

の例による。

３ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第68号

　　　川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則

　川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）の

一部を次のように改正する。

　第72条第１号中「東京手形交換所若しくは横浜手形交

換所の参加地域内」を「日本国内」に改め、「又は神奈
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川県の交換決済可能地域内としたもの」を削り、同条第

２号中「東京手形交換所若しくは横浜手形交換所」を

「電子交換所」に改め、「、神奈川県の交換決済可能地

域内の金融機関」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和４年11月４日から施行する。

告 示

川崎市告示第575号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　5,000円

　　　自動二輪車　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第576号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医師名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

堀内一哉
さぎぬま一丁目

クリニック

川崎市宮前区鷺沼１丁目24―４

ライズモール１階

　　　───────────────────

川崎市告示第577号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

　（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第578号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第579号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────
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川崎市告示第580号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の

規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機

関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３

第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第581号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第582号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第583号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第584号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の一部の指定の解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項

の規定に基づき、次の形質変更時要届出区域の一部の指

定を解除しますので、同条第３項の規定に基づき告示し

ます。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する形質変更時要届出区域

　 　令和３年度川崎市告示第62号により指定した区域

（中原区小杉町一丁目390番１、393番、394番１、395

番１、396番、397番１、397番２、397番３、397番４、

398番１、398番２、398番５の各一部）の一部（別図

のとおり）

２ 　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　 　六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化

合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒

素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

３ 　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

　　鉛及びその化合物

４ 　講じられた汚染の除去等の措置

　　基準不適合土壌の掘削による除去

　　　───────────────────
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川崎市告示第585号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年11月２日から令和４年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
上作延

第32号線

川崎市高津区上作延

503番５先
３.18 ５.42

川崎市高津区上作延

503番５先

新
上作延

第32号線

川崎市高津区上作延

503番４先
４.00 ５.42

川崎市高津区上作延

503番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第586号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和４年11月２日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年11月２日から令和４年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

上作延

第32号線

川崎市高津区上作延503番４先

川崎市高津区上作延503番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第587号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年11月２日から令和４年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
西生田

第61号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6472番４先
５.00 ８.74

川崎市多摩区西生田

３丁目6470番５先

新
西生田

第61号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6472番８先
６.00 ８.74

川崎市多摩区西生田

３丁目6470番１先

旧
西生田

第82号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6472番４先
１.82 14.02

川崎市多摩区西生田

３丁目6471番２先

新
西生田

第82号線

川崎市多摩区西生田

３丁目6472番８先
６.00 13.29

川崎市多摩区西生田

３丁目6471番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第588号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和４年11月２日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年11月２日から令和４年11月17日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

西生田

第61号線

川崎市多摩区西生田３丁目6472番８先

川崎市多摩区西生田３丁目6470番１先

西生田

第82号線

川崎市多摩区西生田３丁目6472番８先

川崎市多摩区西生田３丁目6471番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第589号

　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

株式会社リリーフ リリーフ
川崎市高津区新作二丁目10番１

－607号
居宅介護 令和４年９月30日 1415300852

株式会社リリーフ リリーフ
川崎市高津区新作二丁目10番１

－607号
重度訪問介護 令和４年９月30日 1415300852
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生活協同組合

パルシステム神奈川

生活協同組合パルシステ

ム神奈川ぬくもり麻生

川崎市麻生区王禅寺西５－２－

14　パルシステム神奈川麻生セ

ンター内

居宅介護 令和４年９月１日 1415600566

生活協同組合

パルシステム神奈川

生活協同組合パルシステ

ム神奈川ぬくもり麻生

川崎市麻生区王禅寺西５－２－

14　パルシステム神奈川麻生セ

ンター内

重度訪問介護 令和４年９月１日 1415600566

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第590号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社クレシタ
相談支援事業所

クレシタ
川崎市幸区下平間131番地　洋光ビル301号室 計画相談支援 令和４年11月１日 1435100837

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第591号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定につい

　　　て

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社

ネクストサンズ
訪問介護ネクスト

川崎市宮前区東有馬２－15－

19　アントレ―鷺沼Ａ102
居宅介護 令和４年11月１日 1415501038

株式会社

ネクストサンズ
訪問介護ネクスト

川崎市宮前区東有馬２－15－

19　アントレ―鷺沼Ａ102
重度訪問介護 令和４年11月１日 1415501038

合同会社

インプレッション

就労定着支援事業所

インプレッション　かしまだ
川崎市幸区塚越二丁目218番地 就労定着支援 令和４年11月１日 1415100740

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第592号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ＬＩＢＯ
ＬＩＢＯらぼ

かわさき園

川崎市川崎区宮前町２番２号　

川崎エヌズビル１階１Ｆ号室
児童発達支援 令和４年11月１日 1455000719

株式会社ＬＩＢＯ
ＬＩＢＯらぼ

かわさきにし園

川崎市幸区中幸町１番18号　

アルケディア御幸１階
児童発達支援 令和４年11月１日 1455100485

アンダンテミライ

株式会社

ｔｏｉｒｏ

向ヶ丘遊園
川崎市多摩区登戸2929　田辺事務所１号室 児童発達支援 令和４年11月１日 1455400570

アンダンテミライ

株式会社

ｔｏｉｒｏ

向ヶ丘遊園
川崎市多摩区登戸2929　田辺事務所１号室

放課後等

デイサービス
令和４年11月１日 1455400570

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第593号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１

項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別

表のとおり告示します。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社クレシタ 相談支援事業所クレシタ
川崎市幸区下平間131番地　

洋光ビル301号室
障害児相談支援 令和４年11月１日 1475100473

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第594号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　5,000円

　　　自動二輪車　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第595号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１

項の規定により、地縁による団体として認可しましたの

で、同条第10項の規定により次のとおり告示します｡

　　令和４年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　小杉御殿町二丁目町内会

２ 　規約に定める目的

　 　住民の文化的教養を高め自治を振興し、社会福祉の

増進を計るとともに、会員相互の親睦、交友を深め、

良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同

活動を行うことを目的とする

３ 　区域

　 　川崎市中原区小杉御殿町２丁目のうち47番の小杉御

殿団地を除く全域

４ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市中原区小杉御殿町２丁目68番地

５ 　代表者の氏名及び住所

　　田添　博

　　川崎市中原区小杉御殿町２丁目68番地

６ 　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職

務代行者の選任の有無

　　なし

７ 　代理人の有無

　　なし

８ 　規約に解散の事由を定めたときはその理由

　　なし

９ 　認可年月日

　　令和４年11月14日

　　　───────────────────

川崎市告示第596号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の

規定において準用する同法第19条第１項の規定により、

都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図

書を公衆の縦覧に供します。

　　令和４年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画生産緑地地区の変更

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　川崎市　麻生区　片平８丁目地内

　⑵ 　削除する部分

　　 　川崎市　麻生区　王禅寺東２丁目及び王禅寺西８

丁目地内

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市

　　　　中原区

　　　　 　井田２丁目、井田３丁目、井田三舞町及び上

小田中１丁目地内

　　　　高津区

　　　　 　北見方１丁目、二子３丁目、新作１丁目、新

作６丁目、末長１丁目、千年、北野川、東野川

２丁目、宇奈根、久末及び子母口地内

　　　　宮前区

　　　　 　有馬６丁目、有馬７丁目、東有馬２丁目、東
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有馬４丁目、菅生１丁目、菅生４丁目、菅生６

丁目、野川台１丁目、西野川１丁目、西野川２

丁目、西野川３丁目、南野川１丁目、南野川３

丁目、馬絹１丁目、初山１丁目、土橋６丁目及

び平６丁目地内

　　　　多摩区

　　　　 　菅２丁目、菅５丁目、菅６丁目、菅北浦１丁

目、菅稲田堤３丁目、菅馬場３丁目、長尾５丁

目、長尾７丁目、中野島３丁目、栗谷３丁目、

生田１丁目、堰２丁目及び登戸地内

　　　　麻生区

　　　　 　栗木３丁目、栗木台２丁目、はるひ野５丁目、

千代ヶ丘５丁目、王禅寺東５丁目、王禅寺東６

丁目、白鳥４丁目、高石１丁目及び高石３丁目

地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第597号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医師名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

宮本謙一
みやもと訪問

クリニック

川崎市多摩区菅北浦２-17-15　マ

スダエレメントビル３階

　　　───────────────────

川崎市告示第598号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医師名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

宮本謙一
みやもと訪問

クリニック

川崎市多摩区菅北浦２-17-15　マ

スダエレメントビル３階

　　　───────────────────

川崎市告示第599号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和４年９月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

有限会社林商会 1475202766 ハヤシケアサービス
川崎市中原区田尻町29－１　802

号ライオンズプラザ平間駅前
訪問介護

株式会社おりーぶ 1475602106
居宅介護支援

おりーぶ
川崎市麻生区白鳥４丁目327－70 居宅介護支援

株式会社ユニマットリタイ

アメント・コミュニティ
1475000772

かわさきグループホーム

そよ風
川崎市川崎区浜町３－３－２

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同

生活介護

株式会社リリーフ 1475302749 リリーフ
川崎市高津区新作２丁目10番１

－607号
訪問介護

特定非営利活動法人

エスカーパス
1475202352

ケアセンター樹々

苅宿

川崎市中原区苅宿39－44ユーハ

イム101
居宅介護支援

株式会社ピクセルケア 1475202212 株式会社ピクセルケア 川崎市中原区新城５－７－５ 居宅介護支援

特定非営利活動法人地域

福祉サービス・ぐみの家
1475500474

地域福祉サービス・

ぐみの家

川崎市宮前区初山２－17－９プ

チセゾン201
居宅介護支援

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第600号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和４年11月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ルデア 1475502827
ヘルパーステーション

ハンナ

川崎市宮前区有馬５丁目１－１　

伊藤レジデンス402
訪問介護

セントケア神奈川

株式会社
1495600684

セントケア看護小規模

ゆりがおか
川崎市麻生区高石２丁目20番12号

看護小規模多機能型

居宅介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第601号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年11月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　5,000円

　　　自動二輪車　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

公 告

川崎市公告第1154号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。 

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市宮前区西野川２丁目1055番１

　　　　　　　　　　　　　　　ほか４筆

　　　　　　　　　　　　　　　　　601平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　 　東京都千代田区丸の内２−４−１　丸の内ビルディン

グ12F

　 　株式会社　オープンハウス・ディベロップメント　

代表取締役　山田照

３　予定建築物の用途 

　　一都建手の住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:７戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和４年５月17日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第15号

　　　───────────────────

川崎市公告第1155号

　川崎都市計画公園の変更（３・３・105号入江崎公園

ほか２公園）を予定しています。都市計画法（昭和43年

法律第100号）第16条第１項に基づく、川崎市都市計画
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公聴会規則（平成12年川崎市規則第63号。以下「規則」

という。）の規定により、次のとおり公聴会を開催しま

すので、公告します。

　なお、規則第２条の規定により、公述の申出がないと

きは、公聴会を開催しません。

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の内容

　⑴ 　都市計画の種類及び名称

　　ア 　川崎都市計画公園の変更（３・３・105号入江

崎公園ほか２公園）

　⑵ 　都市計画を定める土地の区域

　川崎都市計画公園　３・３・105号入江崎公園

　　ア 　追加する部分

　　　　なし

　　イ 　削除する部分

　　　　なし

　　ウ 　変更する部分

　　　　川崎市　川崎区　塩浜３丁目地内

 　川崎都市計画公園　２・２・127号池上新町南公園

　　ア 　追加する部分

　　　　なし

　　イ 　削除する部分

　　　　なし

　　ウ 　変更する部分 

　川崎市　川崎区　池上新町３丁目地内

　川崎都市計画公園　２・２・123号塩浜中公園

　　ア 　追加する部分

　　　　なし

　　イ 　削除する部分

　　　　川崎市川崎区塩浜３丁目地内

　　ウ 　変更する部分

　　　　なし

２ 　公聴会の開催の日時及び場所

　⑴ 　日　時　令和５年１月14日（土）午前10時から

　⑵ 　場　所　 川崎市立四谷小学校体育館（川崎区四谷

下町４－１）

３ 　公述申出書の提出期間及び提出先

　 　公述の申出は、公述意見の要旨及び住所・氏名等を

記載した「公述申出書」を提出してください。なお、

公述申出書の参考書式は、素案縦覧場所に備えており

ます。

　⑴ 　提出期間　 令和４年12月９日（金）から12月23日

（金）まで

　⑵ 　提出先　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地）

４ 　都市計画素案の説明会及び縦覧

　 　公聴会に先立ち、都市計画素案の説明会を次のとお

り開催します。また、説明会後、都市計画素案の縦覧

を行います。

　⑴ 　説明会

　　ア 　日　時　 令和４年12月８日（木）午後７時から

午後８時30分まで

　　イ 　場　所　 川崎市立四谷小学校体育館（川崎区四

谷下町４－１）

　⑵ 　縦　覧

　　ア 　日　時　 令和４年12月９日（金）から12月23日

（金）まで

　　イ 　場　所　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町６番地　明治安田生命

川崎ビル５階）

　　　　　　　　 川崎区役所３階市政資料コーナー（川

崎区東田町８番地）

　　　　　　　　 川崎区役所大師支所（川崎区東門前２

－１－１）

　　　　　　　　 川崎区役所田島支所（川崎区鋼管通２

－３－７）

　　　　　　　　 川崎市立川崎図書館（川崎区駅前本町

12－１　川崎駅前タワーリバーク４階）

　　　　　　　　※ 都市計画課、川崎区役所、大師支所

及び田島支所は、閉庁日（土・日曜

日・祝日）を除く平日の午前８時30

分から午後５時まで。

　　　　　　　　※ 川崎図書館は、平日の午前９時30分

から午後７時まで及び土・日曜日・

祝日の午前９時30分から午後５時ま

で。なお、休館日がありますので御

注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1156号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築造主

住所・氏名

横浜市西区北二丁目９番10号　横浜ＨＳビル

７階　株式会社リアル　

代表取締役　桑原　真

道路位置の

地名・地番

川崎市川崎区浅田三丁目88番１の一部　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　別図省略

幅員

４．50メートル

延長

29．71メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第211号 指定年月日 令和４年11月１日

　　　───────────────────
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川崎市公告第1157号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和４年11月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名

　 　多摩区役所窓口広告付き受付・呼出システム設置等

に伴う広告事業者企画提案募集

２ 　機器の設置等の期間

　　令和５年５月から令和10年５月まで

３ 　履行場所

　　多摩区総合庁舎（川崎市多摩区登戸1775－１）１階

　　区民課、証明発行コーナー、保険年金課

４ 　内容

　⑴ 　市民サービスの向上と窓口業務の効率化等ととも

に、行政情報の発信と地域経済の活性化を図ること

を目的に、「多摩区役所窓口受付・呼出システム」

を導入するにあたり、設置費用や運営経費等の削減

に繋がる事業者からの企画提案を募集します。

　⑵ 　多摩区総合庁舎１階の区民課、証明発行コーナ

ー、保険年金課の各窓口に、番号発券機、番号呼出

機、表示パネル、番号案内表示モニタ等で構成され

たシステムを無償で提供するとともに、システムと

連動して、窓口の待ち人数や待ち時間等の状況につ

いて、インターネット上で情報提供を行うWebサイ

トを無償提供していただきます。

　　 　また、広告表示モニタを設置し、民間広告や行政

情報等を放映していただきます。

５ 　応募資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他」、種目「広告代理店」に登載されて

いること。

　⑶ 　提案期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市または他自治体において、同種・同規模の業

務の履行実績があること。

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年３月19日条例第

５号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号

に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団

員等または同条第５号に規定する暴力団経営支配法

人等に該当しないこと。

６ 　参加意向申出書等の提出及び問い合わせ先等

　 　参加を希望する事業者は、次により参加意向申出

書、５の各号を証する資料を持参または郵送により提

出していただきます。

　⑴ 　参加意向申出書等の提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市多摩区登戸1775－１多摩区総合庁舎１階

　　　多摩区役所区民サービス部区民課住民記録第２係

　　 　 電話　044-935-3152　　電子メール　71kumin@

city.kawasaki.jp

　⑵ 　受付期間等

　　 　受付期間：令和４年11月１日（火）から11月７日

（月）まで

　　 　受付時間：午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く）

７ 　提案資格確認結果通知書の交付

　 　５により参加意向申出書を提出した事業者には、令

和４年11月11日（金）までに確認結果について、川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際の電子メール

アドレス宛に送付したうえで、提案資格確認結果通知

書を郵送します。

８ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　受付期間等

　　 　受付期間：令和４年11月１日（火）から11月７日

（月）まで

　⑵ 　質問書の様式

　　　質問書の様式により提出してください。

　⑶ 　質問の受付方法

　　 　電子メールとします。（電子メールアドレス：

71kumin@city.kawasaki.jp）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年11月11日（金）までに参加意向申出書を

提出した事業者全てに電子メールにて送付します。

９ 　設置工事等にかかる現地視察

　 　 希望により、機器等を設置する場所について現地視

察を受け付けます。

　⑴ 　視察可能日時

　　 　令和４年11月９日（水）から11月11日（金）まで

のいずれか１日で、午前10時から午後４時まで（閉

庁日及び正午から午後１時までを除く）

　⑵ 　所要時間

　　　１時間を上限とします。

　⑶ 　申込方法

　　 　令和４年11月７日（月）までに、電子メールにて

（電子メールアドレス：71kumin @city.kawasaki.

jp）、事業者名、担当者名、希望日時をお知らせく

ださい。

　⑷ 　その他

　　ア 　業務の都合上、視察をお受けできない時間帯等

が発生する場合も有ります。

　　イ 　現地視察は任意です。

10 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出書類

　　 　参加予定の事業者は、企画提案書を10部提出して
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ください。

　　ア 　Ａ４版縦横どちらでも構いません。

　　イ 　散逸しないような形で綴ってください。

　　ウ 　企画提案書の書式は自由ですが、次の内容につ

いては必須記載事項とします。

　　　（ｱ）　会社概要及び業務実績

　　　（ｲ） 　機器等に係る仕様、規格、設置台数及び

設置方法

　　　（ｳ） 　独自提案を含めたシステムの一連の業務

の流れ

　　　（ｴ）　混雑状況等の配信画面のイメージ図等

　　　（ｵ）　広告の募集及び内部審査方法

　　　（ｶ）　広告、行政情報等の発信方法

　　　（ｷ）　機器等の保守、維持管理体制

　　　（ｸ）　機器等の故障及び緊急時の対応方法

　　　（ｹ）　設置工事スケジュール

　⑵ 　受付期間等

　　 　受付期間：令和４年11月15日（火）から11月21日

（月）まで

　　 　受付時間：午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参により、６⑴記載の提出先に提出してくださ

い。郵送による提出は、原則認めません。

　⑷ 　　企画提案書等の取扱い

　　ア 　提出された企画提案書等は返却できません。

　　イ 　提出期限後は、企画提案書等の差し替え、変更

または追加は認められません。

　　ウ 　企画提案書等は、あくまでも本業務にかかる知

識、経験、熱意等を諮る資料であり、企画提案書

等に記載された内容は尊重しますが、提案の全て

が仕様等に反映されるとは限りません。

　　エ 　企画提案にあたっては、実施要件を重視してい

ただきますが、要件の全てを達成することは必須

ではありません。

11 　プレゼンテーション

　 　企画提案書等に基づき、プレゼンテーション形式に

よる評価を実施します。

　⑴ 　日時（※予定）

　　　令和４年11月30日（水）または12月１日（木）

　　　※ 確定した日時及び開催場所は別途通知します。

また、応募者数に応じて別日を設定する可能性

があります。

　⑵ 　　実施方法等

　　ア 　プレゼンテーションにおける時間配分の目安は

次のとおりです。

　　　（ｱ）　準備及び説明：20分

　　　（ｲ）　質疑応答：10分

　　イ 　プレゼンテーションの際の事業者における出席

者は３名以内とします。

　　ウ 　プロジェクター等の準備はありませんので、使

用する場合は持参してください。

　⑶ 　評価者

　　　事業者選定委員会が評価者となります。

12 　選定方法

　⑴ 　事業者選定委員会の設置

　　ア 　多摩区役所内に「多摩区役所窓口広告付き受

付・呼出システム設置等に係る事業者選定委員

会」を設け、企画提案の評価を行います。参加者

の中から最優秀者を選定します。

　　イ 　会議の公開

　　　 　事業者選定委員会は、川崎市審議会等の公開に

関する条例（平成11年３月19日条例第３号）第５

条第３号の規定に基づき非公開とします。

　⑵ 　評価

　　 　評価は「多摩区役所窓口広告付き受付・呼出シス

テム等設置に係る事業者選定評価基準」に基づき、

各評価項目を５段階で採点し、各項目の評価点の合

計が最も高い事業者を選定業者候補とします。

13 　選定結果通知

　 　選定結果については、令和４年12月下旬以降に企画

提案者全てに郵送で通知します。なお、選定結果につ

いての電話・メール等での問い合わせには応じられま

せんのでご了承ください。

14　参加意向の辞退

　 　参加意向申出書を提出した後に辞退する場合は、辞

退届を令和４年11月14日（月）までに持参または郵送

により提出してください。

　　※ 郵送の場合、令和４年11月14日（月）必着とし、

書留郵便等の配達した記録が残るもので送付して

ください。

15　その他

　⑴ 　選定結果の通知後、速やかに協定書を作成のう

え、選定された事業者と協定を締結します。

　⑵ 　協定の締結に併せ、本市及び事業者の協議により

仕様等を確定します。

　⑶ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、企画提案

者の負担とします。

　⑷ 　提出された企画提案書等は、返却いたしません。

　　　───────────────────

川崎市公告第1158号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。 

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市多摩区登戸甲耕地206番２

　　　　　　　　　　　　　　　ほか３筆

　　　　　　　　　　　　　　　　1，386平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　 　横浜市西区南軽井沢５番１

　 　株式会社あさひﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　代表取締役　香山　

裕司

　　川崎市多摩区登戸３２３４番地２

　　ﾎｰﾑﾗｲﾌ株式会社　代表取締役　工藤　宗義

３　予定建築物の用途 

　　一都建手の住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:15戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和４年４月13日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第４号

　　　───────────────────

川崎市公告第1159号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道麻生２号線道路改良工事

履行場所 川崎市麻生区千代ヶ丘５丁目９番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 都市計画道路柿生町田線道路築造（擁壁）工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生５丁目37番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで
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⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道古市場矢上線（Ⅱ）舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬２丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
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　業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 スキップウォーク通行部改良工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久本歩道橋補修工事

履行場所 川崎市高津区久本３丁目11番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 史跡橘樹官衙遺跡群保存整備工事

履行場所 川崎市高津区千年423―１ほか

履行期間 契約の日から令和５年 ３月31日限り
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⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 溝口北公園改修工事

履行場所 川崎市高津区溝口５丁目15－２

履行期間 契約の日から令和５年 ３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 一般国道132号舗装改良工事

履行場所 川崎市川崎区中島１丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴ 　入札参加者は、「県道扇町川崎停車場舗装道補修（切削）工事」又は「一般国道132号舗装改良

工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方

式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「県道扇町川崎停車場舗装道補修（切削）工事」、「一般国道132号舗装改良

工事」の順に行います。

⑶ 　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

　　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道扇町川崎停車場舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市川崎区新川通１番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万約書」を提出した場合は、一般建設

業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴ 　入札参加者は、「県道扇町川崎停車場舗装道補修（切削）工事」又は「一般国道132号舗装改良

工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方

式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「県道扇町川崎停車場舗装道補修（切削）工事」、「一般国道132号舗装改良

工事」の順に行います。

⑶ 　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲生跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1968番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五反田川放水路施設整備（その３）工事

履行場所 川崎市多摩区登戸新町地内

履行期間 契約の日から317日間
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　本工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企業でな

ければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　特定ＪＶの資格条件

　ア 　全ての構成員に必要な条件

　　（ｱ）　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　　（ｲ）　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　　（ｳ）　次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　　ａ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　　ｂ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　　ｃ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　　※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。

　　（ｴ） 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

　　（ｵ）　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　　（ｶ）　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

　イ　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　　（ｱ） 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登

録されていること。

　　（ｲ） 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書におけ

る「土木一式」の総合評定値が1200点以上であること。

　　（ｳ）　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　（ｴ）　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

　　　　　　ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、そ

れぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

　ウ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　　（ｱ） 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。

　　（ｲ） 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。

　　（ｳ）　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　（ｴ）　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

⑵ 　単体企業の資格条件

　ア 　「⑴特定ＪＶの資格条件」のうち「ア　全ての構成員に必要な条件」及び「イ　特定ＪＶの

代表者に必要な条件」を全て満たす者であること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額

の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、⑴イ（ｳ）については一般建設業の許可でも可とし、⑴イ（ｴ）については

主任技術者でも可とします。

　　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で配置する場合は、当該配置予定監理技術者は、２現
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　　　場までの兼任を可とします。

　　イ 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年12月12日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南菅こども文化センター・老人いこいの家外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月30日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所ほか１か所切替盤移設工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地ほか１か所

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月２日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白山こども文化センター・老人いこいの家外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区白山４丁目２番２号

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
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⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月30日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 史跡橘樹官衙遺跡群推定橘樹評家復元建物新築工事

履行場所 川崎市高津区千年伊勢山台423－１他14筆

履行期間 契約の日から令和６年２月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」【「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１

日版】】を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（「11　注意事項」において、別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」【「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の

財政局「入札参加手続関係」の中の「下請契約に関する誓約書（第３号様式）」【平成28年６月１

日版】】を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　次のいずれかの工事の完工実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

　　ア 　国指定史跡内の建造物復元工事（修理工事を除く）

　　イ 　有形文化財建造物（「国又は地方公共団体に指定された有形文化財のうち建造物」）の解体

修理工事

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月12日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸スポーツセンター天井改修その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目11番地３

履行期間 契約の日から令和５年10月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月12日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 旭町小学校ほか２校教室等改修工事

履行場所 川崎市川崎区旭町２丁目２番１号ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月２日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上河原公衆トイレ改修工事

履行場所 川崎市多摩区布田35番

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｄ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月25日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田住宅新築第１号衛生その他設備工事

履行場所 川崎市多摩区生田三丁目1064番１の一部

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
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業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月12日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田住宅新築第１号電気設備工事

履行場所 川崎市多摩区生田三丁目1064番１の一部

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月12日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1160号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 防災備蓄用非常食

履行場所 各市立学校

履行期間 令和５年２月28日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「食料品」種目「食料品」

に登載されていること。

⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和４年12月12日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。
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　　　───────────────────

川崎市公告第1161号

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年11月４日 

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五所塚地区及び鷲ヶ峰地区法面対策工事家屋事前調査委託

履行場所 川崎市宮前区平２丁目14番地ほか

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日　14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮崎第２公園ほか測量業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮崎２丁目５番地ほか

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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(案件３)

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内水路改修詳細設計委託

履行場所 川崎市宮前区神木本町１丁目９番地先

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「河川、砂

防及び  海岸・海洋」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）、又は、ＲＣＣ

Ｍ（河川、砂防及び海岸・海洋）部門のいずれかの資格を有する者。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

f電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件４)

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島１期地区測量委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件５)

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内都市計画道路世田谷町田線登戸陸橋日照阻害調査委託

履行場所 川崎市多摩区登戸新町77番地先

履行期間 令和５年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「事業損失

部門」で登録されている者。

⑹ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　ア 　主任技術者は、補償業務管理士（事業損失部門）の資格を有する者。

　イ 　照査技術者は、補償業務管理士（事業損失部門）の資格を有する者又は事業損失調査等業務

に関し、７年以上の実務経験を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件６)

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺ 　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること）を受け

ている者。

⑻ 　バキューム車を保有している者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げ
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そ　の　他

　 る事項を定める 必要があります。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」 の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」

を御確認ください。

(案件７)

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内ボックスカルバート補修詳細設計委託

履行場所 川崎市幸区小向仲野町５番地先ほか２箇所

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目

　　「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。

　ア 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ

（鋼構造及びコンクリート）部門のいずれかの資格を有する者。なお、管理技術者及び照査技

術者は兼務できない。

　イ 　調査技術者は国土交通省登録技術者資格（トンネル－点検、診断）又は（道路土工構造物（シ

ェッド・大型カルバート等）－点検、診断）を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月６日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1162号

　特定生産緑地指定の公示

　生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の２第１項

の規定に基づき指定した特定生産緑地を同条第４項の規

定に基づき、次のように公示します。

　　令和４年11月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

区 指定箇所

中原区 箇所番号２ （井田杉山町）

箇所番号４ （井田中ノ町）

箇所番号６ （井田中ノ町）

箇所番号９ （井田中ノ町）

箇所番号17 （井田３丁目）

箇所番号38 （井田三舞町）

箇所番号40 （井田杉山町）

箇所番号44 （井田杉山町）

箇所番号57 （上小田中２丁目）

箇所番号58 （上小田中２丁目）

箇所番号61 （上小田中２丁目）

箇所番号65 （上小田中６丁目）

箇所番号75 （下小田中１丁目）

箇所番号101 （下小田中３丁目）

箇所番号103 （下小田中３丁目）

箇所番号159 （井田杉山町）

箇所番号160 （井田杉山町）

約１.５ha 　を特定生産緑地に指定。

高津区 箇所番号１ （宇奈根字山野）

箇所番号13 （宇奈根字山野）

箇所番号22 （梶ケ谷４丁目）

箇所番号24 （梶ケ谷５丁目）

箇所番号31 （上作延字南原）

箇所番号32 （上作延字南原）

箇所番号39 （上作延字南原）

箇所番号51 （上作延字南原）

箇所番号67 （上作延字南原）

箇所番号78 （北見方１丁目）

箇所番号86 （久地４丁目）

箇所番号87 （久地３丁目）

箇所番号107 （下作延５丁目）

箇所番号121 （諏訪１丁目）

箇所番号122 （諏訪３丁目）
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箇所番号131 （二子３丁目）

箇所番号132 （二子３丁目）

箇所番号133 （二子３丁目）

箇所番号134 （二子３丁目）

箇所番号142 （二子６丁目）

箇所番号152 （向ケ丘字南原）

箇所番号178 （新作２丁目）

箇所番号179 （新作２丁目）

箇所番号194 （末長１丁目）

箇所番号219 （末長２丁目）

箇所番号266 （久末字城法谷）

箇所番号272 （久末字城法谷）

箇所番号286 （久末字篭場谷）

箇所番号291 （久末字篭場谷）

箇所番号307 （上作延字南原）

箇所番号322 （末長１丁目）

箇所番号324 （北野川）

箇所番号372 （上作延字南原）

約４.１ha 　を特定生産緑地に指定。

宮前区 箇所番号５ （有馬２丁目）

箇所番号34 （有馬５丁目）

箇所番号35 （有馬５丁目）

箇所番号64 （有馬７丁目）

箇所番号72 （有馬７丁目）

箇所番号86 （犬蔵１丁目）

箇所番号88 （犬蔵１丁目）

箇所番号90 （犬蔵１丁目）

箇所番号98 （犬蔵１丁目）

箇所番号100 （犬蔵１丁目）

箇所番号102 （犬蔵２丁目）

箇所番号103 （犬蔵２丁目）

箇所番号108 （犬蔵２丁目）

箇所番号110 （犬蔵２丁目）

箇所番号132 （犬蔵３丁目）

箇所番号136 （犬蔵３丁目）

箇所番号160 （神木２丁目）

箇所番号169 （神木本町１丁目）

箇所番号176 （神木本町３丁目）

箇所番号180 （神木本町３丁目）

箇所番号182 （神木本町４丁目）

箇所番号190 （菅生１丁目）

箇所番号191 （菅生１丁目）

箇所番号193 （菅生１丁目）

箇所番号198 （菅生１丁目）

箇所番号211 （菅生２丁目）

箇所番号213 （菅生２丁目）

箇所番号216 （菅生３丁目）

箇所番号226 （菅生５丁目）

箇所番号255 （平３丁目）

箇所番号259 （平４丁目）

箇所番号272 （平５丁目）

箇所番号273 （平５丁目）

箇所番号282 （平６丁目）

箇所番号288 （土橋２丁目）

箇所番号292 （土橋３丁目）

箇所番号308 （土橋７丁目）

箇所番号314 （野川本町１丁目）

箇所番号316 （野川本町１丁目）

箇所番号322 （西野川１丁目）

箇所番号327 （西野川１丁目）

箇所番号335 （西野川１丁目）

箇所番号339 （西野川１丁目）

箇所番号350 （西野川１丁目）

箇所番号369 （野川本町３丁目）

箇所番号395 （南野川３丁目）

箇所番号420 （南野川１丁目）

箇所番号424 （南野川２丁目）

箇所番号425 （南野川２丁目）

箇所番号428 （南野川３丁目）

箇所番号433 （南野川２丁目）

箇所番号434 （南野川２丁目）

箇所番号437 （南野川２丁目）

箇所番号443 （野川本町１丁目）

箇所番号451 （初山１丁目）

箇所番号452 （初山１丁目）

箇所番号463 （初山１丁目）

箇所番号472 （初山２丁目）

箇所番号473 （初山２丁目）

箇所番号481 （初山２丁目）

箇所番号482 （初山２丁目）

箇所番号485 （初山２丁目）

箇所番号487 （初山２丁目）

箇所番号491 （初山２丁目）

箇所番号496 （東有馬１丁目）

箇所番号507 （東有馬１丁目）

箇所番号525 （東有馬２丁目）

箇所番号528 （東有馬２丁目）

箇所番号541 （東有馬３丁目）

箇所番号545 （東有馬３丁目）

箇所番号559 （東有馬４丁目）

箇所番号561 （東有馬４丁目）

箇所番号574 （東有馬５丁目）

箇所番号576 （東有馬５丁目）

箇所番号590 （馬絹２丁目）

箇所番号602 （水沢２丁目）

箇所番号607 （水沢２丁目）

箇所番号627 （水沢３丁目）

箇所番号667 （土橋１丁目）

箇所番号669 （野川本町３丁目）

箇所番号680 （水沢２丁目）

箇所番号716 （野川本町３丁目）

箇所番号738 （犬蔵１丁目）

箇所番号802 （水沢２丁目）

約14. ６ha 　を特定生産緑地に指定。
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多摩区 箇所番号３ （生田１丁目）

箇所番号24 （生田３丁目）

箇所番号36 （生田８丁目）

箇所番号39 （生田８丁目）

箇所番号48 （栗谷２丁目）

箇所番号79 （宿河原５丁目）

箇所番号80 （宿河原６丁目）

箇所番号84 （宿河原６丁目）

箇所番号96 （菅４丁目）

箇所番号97 （菅４丁目）

箇所番号98 （菅５丁目）

箇所番号99 （菅５丁目）

箇所番号100 （菅５丁目）

箇所番号101 （菅５丁目）

箇所番号110 （菅稲田堤１丁目）

箇所番号117 （菅稲田堤２丁目）

箇所番号120 （菅稲田堤２丁目）

箇所番号126 （菅稲田堤３丁目）

箇所番号139 （菅北浦４丁目）

箇所番号143 （菅仙谷１丁目）

箇所番号146 （菅仙谷１丁目）

箇所番号148 （菅仙谷２丁目）

箇所番号152 （菅城下）

箇所番号153 （菅城下）

箇所番号186 （堰２丁目）

箇所番号220 （長尾４丁目）

箇所番号221 （長尾４丁目）

箇所番号223 （長尾５丁目）

箇所番号224 （長尾５丁目）

箇所番号226 （長尾５丁目）

箇所番号227 （長尾５丁目）

箇所番号231 （長尾７丁目）

箇所番号236 （長沢１丁目）

箇所番号246 （長沢２丁目）

箇所番号248 （長沢３丁目）

箇所番号249 （長沢３丁目）

箇所番号260 （長沢４丁目）

箇所番号284 （中野島２丁目）

箇所番号323 （西生田３丁目）

箇所番号345 （登戸字甲耕地）

箇所番号347 （登戸字甲耕地）

箇所番号353 （登戸字丙耕地）

箇所番号359 （東生田４丁目）

箇所番号369 （枡形１丁目）

箇所番号371 （枡形１丁目）

箇所番号397 （南生田１丁目）

箇所番号398 （南生田１丁目）

箇所番号400 （南生田１丁目）

箇所番号448 （菅馬場２丁目）

箇所番号470 （菅稲田堤３丁目）

箇所番号491 （菅馬場１丁目）

約６.７ha 　を特定生産緑地に指定。

麻生区 箇所番号10 （王禅寺西７丁目）

箇所番号12 （王禅寺東４丁目）

箇所番号26 （岡上４丁目）

箇所番号36 （岡上３丁目）

箇所番号37 （岡上２丁目）

箇所番号45 （岡上２丁目）

箇所番号53 （片平３丁目）

箇所番号55 （片平４丁目）

箇所番号56 （片平４丁目）

箇所番号98 （上麻生４丁目）

箇所番号153 （栗木台１丁目）

箇所番号155 （栗木台２丁目）

箇所番号158 （栗木台２丁目）

箇所番号161 （栗木台２丁目）

箇所番号163 （栗木台３丁目）

箇所番号164 （栗木台３丁目）

箇所番号199 （五力田３丁目）

箇所番号200 （五力田３丁目）

箇所番号202 （五力田３丁目）

箇所番号203 （五力田３丁目）

箇所番号209 （下麻生１丁目）

箇所番号229 （高石１丁目）

箇所番号240 （高石５丁目）

箇所番号245 （高石６丁目）

箇所番号248 （千代ケ丘１丁目）

箇所番号252 （千代ケ丘３丁目）

箇所番号255 （千代ケ丘６丁目）

箇所番号268 （千代ケ丘９丁目）

箇所番号294 （細山１丁目）

箇所番号295 （細山１丁目）

箇所番号300 （細山４丁目）

箇所番号301 （細山４丁目）

箇所番号303 （細山４丁目）

箇所番号308 （細山５丁目）

箇所番号309 （細山５丁目）

箇所番号315 （細山７丁目）

箇所番号316 （細山７丁目）

箇所番号318 （細山７丁目）

箇所番号323 （向原１丁目）

箇所番号332 （向原３丁目）

箇所番号352 （上麻生７丁目）

箇所番号353 （上麻生７丁目）

箇所番号380 （栗木３丁目）

箇所番号381 （栗木３丁目）

箇所番号384 （栗木３丁目）

箇所番号386 （栗木３丁目）

箇所番号387 （栗木３丁目）

箇所番号388 （栗木３丁目）

箇所番号389 （岡上４丁目）

箇所番号392 （栗木３丁目）

箇所番号393 （栗木３丁目）

箇所番号395 （栗木３丁目）
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箇所番号396 （向原２丁目）

箇所番号401 （上麻生７丁目）

約９.２ha 　を特定生産緑地に指定。

　　　───────────────────

川崎市公告第1163号

　一般競争入札について、次の通り公告します。

　　令和４年11月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 子育て世帯への応援給付金事務処理セ

ンター業務委託

　⑵ 　履行場所　 発注者が用意する事務処理センター

（川崎市役所第３庁舎内）

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　調達概要　令和４年度川崎市子育て世帯への応援

給付金に係るお知らせ・申請勧奨の発送業務、コー

ルセンター業務、申請書等の発送業務、申請書の受

付審査及び入力業務並びに支給決定通知の発送業務

等を行う。

２　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「22電算業務」種目「02データ入力」で登録さ

れていること。

　⑷ 　本件公告の日から３年以内に、本市又は国、他の

市町村若しくは民間企業が発注した、次の業務を受

託した実績（再委託による受託を除く。）があるこ

と。（両業務を同時に処理する事務処理センター等

業務を受託した実績又は両業務をそれぞれ別個の業

務として受託した実績のいずれかを問わない。）

　　ア 　概ね15,000件以上の申請の審査並びにデータ入

力業務

　　イ 　概ね2,200件以上の受電を取り扱うコールセン

ター業務

３　入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付及び提出場所

　　 　〒210-8577　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市

役所第３庁舎13階

　　　こども未来局こども支援部こども家庭課

　　　電話　044-200-1311

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和４年11月７日（月）から令和４年11月14日

（月）まで

　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし正午から

午後１時までを除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送による場合は、簡易書留等の

配達記録が残る方法によること。また、提出期間内

に必着のこと。）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を令和４年11月14日

までに送付します。なお、当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５　仕様書等に関する質問及び回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書等の内容に関し、質問すること

ができます。なお、仕様書等以外に関する質問は受

け付けません。また、入札参加申込者以外の質問に

は回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の配付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配付及び提出期間

　　　 　令和４年11月７日（月）から令和４年11月15日

（火）まで

　　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）

　　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし正午か

ら午後１時までを除く。）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　持参又は郵送若しくは電子メール（郵送による

場合は、提出期間内に必着のこと。）

　　　 　 電 子 メ ー ル の 送 信 先　45kodoka@city.

kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年11月16日（水）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合には、す

べての質問及び回答を一覧表にした質問回答書

を、又は入札参加者から質問が提出されなかった

場合にはその旨を、令和３・４年度川崎市競争入

札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。なお、当該委任先メール
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アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。また、回答についての再質問は受け付けま

せん。

６　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いた場合には、入札

参加資格を喪失します。

７　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時及び提出場所

　　　提出日時　　令和４年11月21日（月）午前11時

　　　提出場所　　 川崎市役所第３庁舎13階　こども未

来局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　　７⑵と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。また、川崎市契約

規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑵ 　前払金　　無 

　⑶ 　契約書作成の要否　　要 

　⑷ 　契約条項等の閲覧 

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1164号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和４年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　 　令和４年度地域包括支援センター及び高齢者等自立

支援・重度化防止モデル事業普及啓発業務委託

２ 　委託内容

　　・地域包括支援センターパンフレットの作成

　　・地域包括新センターの認知度向上に向けた広報

　　・ 高齢者等自立支援・重度化防止モデル事業（以下

「モデル事業」）に関するリーフレットの作成

　　・モデル事業の広報物の作成

３ 　履行期限

　　契約締結日から令和５年３月31日まで

４ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業者委

託有資格名簿の業種・種目「99その他業務　08広告

代理」に登載されていること。

　⑷ 　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　① 川崎市または他自治体の広報紙（年複数回、定期

的に刊行しているものに限る。）の制作実績を過

去３年間に１件以上有すること。

　　② 川崎市または他自治体における同種イベントの運

営実績を過去３年間に１件以上有すること。

　　③ 川崎市または他自治体において、事業等の広報動

画制作実績を過去３年間に１件以上有すること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑹ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　担当部署

　　健康福祉局長地域包括ケア推進室専門支援担当

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和４年11月９日（水）～令和４年11月16日（水）

　　 　土日祝日を除く　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～

17：00

　⑵ 　配布場所

　　 　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室専門支援担

当

　　 　所在地：川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスク
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エア西館10階

　⑶ 　提出書類

　　①参加意向申出書（様式１）

　　② コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　③誓約書（様式４）

　　④ 「４　提案書の提出者の資格⑷」の要件を満たし

ていることが確認できる書類

　⑷ 　提出期限

　　　令和４年11月16日（水）17：00　まで

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和４年12月２日（金）17：00　まで

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　　ア 　企画提案書　13部（Ａ４判縦横どちらでも可）

　　　イ 　モデル事業リーフレット（案）　13部

　　　ウ 　見積書（総額、作業内訳記載のこと）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　 　令和４年12月８日（木）（詳細は提案各社へ別途

連絡。）

　⑵ 　時間

　　 　各社プレゼンテーション20分以内（質疑応答10分

を含む）とする。

　⑶ 　評価項目

　　① 地域包括支援センターパンフレットの作成につい

て

　　　ア 　相談者の目線に立った構成案の提案

　　　イ 　分かりやすく手に取りやすいデザイン・配布

方法の提案

　　② 地域包括支援センターの認知度向上に向けた広報

について

　　　ア 　全市レベルにおける認知度向上のための提案

　　　イ 　早期相談の契機となるための提案

　　③モデル事業に関するリーフレットの作成について

　　　ア 　相談者の意欲喚起につながるための提案

　　　イ 　モデル事業の利用の流れをわかりやすく説明

するための提案

　　④モデル事業の広報物の作成について

　　　ア 　モデル事業に関する幅広い周知のための提案

　　⑤会社概要及び関連業務実績

　　　ア 　制作実績（自治体広報紙等）

　　　イ 　組織体制

　　⑥その他評価

　　　ア 　提案の表現力・説得力

　　　イ 　提案の独自性

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室専門支援担当

　 　 所在地： 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエ

ア西館10階

　　電話番号：044－200－2681

　　メールアドレス：40keasui@city.kawasaki.jp

10 　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　7,996,670円（消費税及び地方消費税を含む）

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　⑺ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、選定審査委員会におい

てあらかじめ事前評価を行い、「４　提案書の提出

者の資格⑷」の要件を全て満たしている提案者のみ

ヒアリングによる審査・評価を受けることができる

ものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第1165号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和４年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区初山二丁目828番１

 ほか２筆の一部　　　　　

 1,274平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

　　株式会社　成建　代表取締役　常盤　孝一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数:８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年４月28日
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　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第11号

　　令和４年10月11日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第63号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第1166号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和４年11月９日

　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　　彦　　

(取扱い　川崎市港湾局川崎港管理センター港営課）

公売財産
別紙「公売財産、公売保証金及び見積価

額」のとおり
公売保証金

見積価額

公売方法 期日入札

公売参加

申し込み期間

令和４年11月９日（水）から令和４年11

月16日（水）まで

公売日（入札日）
令和４年11月28日（月）11時00分（入札

開始）11時15分（開札）

公売場所 川崎マリエン業務棟３階会議室

売却決定日 令和４年11月28日（月）11時20分

売却決定の場所 川崎マリエン業務棟３階会議室

買受代金の

納付の期限
令和４年12月６日（火）17時00分

買受人についての

資格及びその他の

要件

国税徴収法第92条及び第108条に抵触し

ない者

その他 別紙「その他事項」のとおり

配当を受ける者の

権利の申出につい

て

この公売財産の換価代金について配当

を受けることができる質権、抵当権、先

取特権、留置権等の権利を有する者は、

売却決定をする日の前日までに債権現

在額申立書により、その内容を市長あて

申し出てください。なお、債権現在額申

立書の用紙は、川崎市港湾局川崎港管理

センター港営課に用意してあります。
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別紙　　　

　

（市営埠頭３号係船桟橋）

円― 448,000財 産 の 種 類 外国から本邦に到着した貨物

数 量 １つ
円

所 在 川崎市川崎区千鳥町２７番地先

公公売売財財産産、、公公売売保保証証金金及及びび見見積積価価額額

売却区分番号
公売財産の名称、数量、性質、及び所在

公売財産上の賃借権等の権利の内容
公売保証金 見積価額

港００３

以下余白

船 名 ＭＡＲＩＮＡ

船 籍 港 ベリーズ（抹消済）

総 ト ン 数 １９２０トン

９３６９７８４

７９．４ｍ

船舶番号(IMO)

全 長

船舶として表記されている事項

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



川 崎 市 公 報 （第1,855号）令和４年(2022年)11月25日

－4215－

川崎市公告第1167号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下作延小学校教室等改修工事

履行場所 川崎市高津区下作延５丁目19番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月７日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

 

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 百合丘小学校給食室等増築昇降機設備工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。
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参 加 資 格

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月７日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大宮町ポンプ場水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市幸区大宮町31番18号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月28日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業建築物等解体撤去その他工事

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　解体工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「解体」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月２日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 寺尾台第４公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市多摩区寺尾台２丁目４－５ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は
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　特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道宮崎28号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎１丁目１番地先

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 池上新田球場ダッグアウト改修工事

履行場所 川崎市川崎区池上町１－３

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平令和４年11月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道川崎駅東扇島線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町３番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
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⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年12月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上小田中207号線ほか街路樹更新工事

履行場所 川崎市中原区上小田中１丁目５番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 昭和北公園改修工事

履行場所 川崎市川崎区昭和１－55

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 古市場南公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市幸区古市場1781－５他８箇所

履行期間 契約の日から令和５年３月31日限り



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4222－

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区役所正面広場舗装補修工事

履行場所 麻生区万福寺１丁目５番

履行期間 契約日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田榎戸特別緑地保全地区斜面安定整備工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日本民家園旧佐々木家周辺園路改修（２期）工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１－１地内

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜17号線ほか街路樹更新工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜２丁目24－１番地先ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号  044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道麻生８号線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺1064番地先

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1168号

　外国人観光客動態分析業務委託の業者選定に関する公

募型企画提案の実施について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　外国人観光客動態分析業務委託

　⑵ 　業務事項　

　　　川崎市内に来訪する外国人観光客に関する

　　ア 　データ分析業務

　　イ 　分析レポート作成業務

　⑶ 　委託期間　　契約日～令和５年３月17日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　各種データの分析や外国人観光客の動態分析に関

する実績とノウハウがある者

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　令和３・４年川崎市業務委託有資格業者名簿に登

録しており、更に業種名「その他業務」・種目名「そ

の他」で登録している者

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

　⑼ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力

　⑷ 　業務実績

　⑸ 　実施体制

　⑹ 　概算見積額

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局観光・地域活力推進部

　 　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２

川崎フロンティアビル10階

　　電　話(直通)　044-200-0509　FAX 044-200-3920 

　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和４年11月９日（水）～ 11月16日

（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和４年11月９日（水）～ 11月16日

（水）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る)

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和４年11月25日（金）まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書( ７部)、見積書( １部)、

見積書の写し（７部）、実施体制・主

な業務実績(７部)、会社概要(７部)

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る)

　　　　　　　　 （郵送による提出については、受付期

間開始前に到着した場合でも受付を行



川 崎 市 公 報 （第1,855号）令和４年(2022年)11月25日

－4227－

う）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語 

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　 2,500,000円(消費税及び地方消

費税を含む)

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とする

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は令和４年12月１日（木）を予

定しています。

　　イ 　詳細につきましては、外国人観光客動態分析業

務委託企画提案実施要領、仕様書を御参照くださ

い。

　　　───────────────────

川崎市公告第1169号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和５年川崎市「二十歳を祝うつどい」警備業務

等委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市とどろきアリーナ及びその周辺

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年１月９日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿の地

域区分「市内」又は「準市内」及び業種「警備」、

種目「人的警備」に登録されていること。

　⑷ 　過去３年以内に本市又は他官公庁において、本業

務と同等以上の規模のイベントでの受託契約の実績

があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により申込みを

しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　 　川崎市役所第３庁舎14階　こども未来局青少年支

援室　担当　山本

　　　電　話：044－200－2669（直通）

　　　ＦＡＸ：044―200－3931

　　　メール：45sien@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、イ

ンターネットからダウンロードすることができま

す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。「入札情報かわ

さき」のアドレス（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）を参照してください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月10日(木)から令和４年11月17日(木)

まで

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日曜日

を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。

　⑴ 　日時

　　　令和４年11月21日(月)　午後５時まで

　⑵ 　交付方法　

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます(「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の「入札公表」の中にあります)。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ場所　
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　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間　

　　 　令和４年11月21日(月)から令和４年11月25日(金)

午後５時まで

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

宛て送付してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和４年11月28日

（月)までに、参加全社宛てに電子メールにて送付

します。

６ 　競争参加資格の喪失

　　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争

入札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。消費税等を含まない金

額により入札することとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　入札を代理人に委任する場合は、入札書の他に

委任状を提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和４年12月２日(金)　午前10時30分

　　イ 　場所

　　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３

庁舎13階　こども未来局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑸ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵

の質問書の様式は、川崎市のホームページの「入

札情報」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1170号

　　　入　札　公　告

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　 　川崎生命科学・環境研究センター電話交換設備等

一式構築業務

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年１月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　「令和３・４年度　川崎市業務委託有資格業者名

簿」の業種「電算関連業務」種目「他電算関連業務」

に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の業務の契約実績を有すること。ただし、民間

実績については、同等の契約実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210-0821

　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　　　電　話　044-276-8250

　　　ＦＡＸ　044-288-2044

　　　E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年11月10日から令和４年11月16日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、土

曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１

時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン

ロードすることができます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ

ります。）。ダウンロードができない場合には、「３

⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で配布し

ます。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和４年11月17日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度　川崎市業務委

託有資格業者名簿」へ登録した際にメールアドレス

を登録している場合は、令和４年11月18日までに電

子メールで配信します。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年11月18日から令和４年11月24日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044-288-2044

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和４年12月２日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。入札者は見積

った金額の110分の100に相当する金額を入札書に

記載してください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　　エ 　その他の事項については、川崎市競争入札参加
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者心得によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和４年12月９日　午後２時

　　イ 　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）

　　 　なお、郵送の場合は、令和４年12月８日　午後５

時までに（必着）、封筒に所定の入札書を入れて封

印し、当該封筒に「１⑴入札件名」及び「入札書在

中」と明記し、必ず書留郵便により送付してくださ

い。また、当該送付後速やかに「３⑴提出場所」に

この旨を電話にて連絡してください。

　　　提出先：「３⑴提出場所」に同じ。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免除し

ます。

　⑵ 　前払金はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」で閲覧すること

ができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1171号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 パーソナルコンピュータ賃貸借及び

保守契約

　⑵ 　履行場所　　 川崎市総務企画局人事課等川崎市事

業所内

　⑶ 　履行期間　　 令和５年３月１日から令和10年２月

29日まで

　⑷ 　調達物品の概要　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の、業種「リース」種目「事務

用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４（川崎

市役所第３庁舎10階）

　　　総務企画局人事部人事課　担当　清水

　　　電　話　044－200－3993

　　　ＦＡＸ　044－200－3753

　　　E-mail　17zinzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月18日

（金）までとします。

　　 　（土・日及び休日を除く毎日午前８時30分から正

午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出方法
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　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、令和４年11月18

日（金）午後５時までに川崎市総務企画局人事部人

事課に到着する必要があります。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書  

　　イ 　本市又は他官公庁において類似の契約実績を証

する書類（コピー可）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち参加資格があると認められた者には、令和３・４年

度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メール

アドレスに令和４年11月22日（火）までに送付します。

委任先メールアドレスを登録していない場合は、直接

受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　令和４年11月22日（火）

　⑵ 　場所　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先 

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年11月22日（火）から11月28日（月）午後

５時までとします。

　　 　（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時まで）

　⑶ 　質問方法  

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問

書」の様式により、３⑴の問い合わせ先まで電子メ

ールにて送付してください。（来庁にて提出も可）  

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和４年11月30日（水）までに、全社に電子メー

ルにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税

抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60 ヵ

月で乗じる方法で見積もりしてください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和４年12月８日（木）　午後２時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎10階　総務企画

局人事部人事課会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。 

　⑶ 　契約条項等の閲覧 

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1172号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　日本民家園　支障樹木等管理業務委託（令和４年

度）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区枡形７－１－１

　⑶ 　履行期間
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　　　契約日から令和５年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　日本民家園内樹木の管理

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「樹木管理」に登載され、か

つ所在区分「市内かつ中小企業」であること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　公園緑地の造園工事等の現場において主任技術者

となることができる『造園施工管理技士』の資格を

もつ社員を有する業者。

　⑸ 　本市において過去５年間に類似業務（生田緑地内

における樹木管理業務※）の契約実績を有すること。

　　　※ 生田緑地内での樹木管理業務経験を条件とする

理由

　　　・ 緑地内利用者通路と、民家園内への作業車両通

路が同一であるため、緑地内状況を熟知してい

なくては、安全面への配慮が難しいため。また、

市民団体が活動しており、緑地･民家園内の動

植物に対する配慮を求められているため。

　　　・ 作業場所は、緑地と密接しており、急傾斜地が

占めている。そのため、重機等の設置ができな

い状況に対応した作業経験を必要とするため。

　　　・ 緑地内は、建設緑政局緑政部生田緑地整備事務

所が全体を統括しており、民家園内作業であっ

ても作業内容や車両の把握など常に連携･情報

共有が求められる。緑地内作業経験は整備事務

所への対応等を行う上でも欠かせないため。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　 　川崎市多摩区枡形７－１－１　日本民家園　本館

１階　券売受付

　　　電話　044－922－2181

　⑵ 　配付及び提出期間　

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月17日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時30分～午後４時30分（休園日の月曜日を

除く。）

　⑶ 　提出書類

　　　・一般競争入札参加資格確認申請書

　　　・ 上記に記載の類似契約実績を証明する書類（契

約書の写し）。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、川崎市競争

入札参加資格審査申請書記載の電子メールアドレスへ

令和４年11月24日（木）までに送付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年11月24日（木）から令和４年11月29日

（火）午後５時まで

　⑵ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、Ｆ

ＡＸ044-934-8652へ送信ください。

　⑶ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和令和４年12月４

日（日）午後５時までに、参加全社へ、電子メール

にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、委託料の金額（税抜き）を入札書

に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和４年12月９日（金）午後２時

　　イ 　入札場所　日本民家園　原家住宅２階

　⑶ 　入札保証金

　　　免除
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　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲以内で最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも

って入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無

効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴場所及び川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1173号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立はるひ野小・中学校教育用Ｉ

ＣＴ機器等賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市立はるひ野小学校及び川崎市立

はるひ野中学校

　⑶ 　履行期間　 令和５年３月31日から令和10年３月30

日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているこ

と。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　 　川崎市総合教育センター　３階　情報・視聴覚セ

ンター

　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月17日

（木）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。

　　 　なお、一般競争入札参加申込書に記載した実績を

確認できる書類（契約書の写し等）を併せて持参し

てください。

　　 　（「 入 札 情 報 か わ さ き 」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html ）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和４年11月24日（木）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和４年11月24日（木）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ場所　

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間
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　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月30日

（水）

　　　午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。

　　 　なお、質問書を送付したときは、その旨担当まで

御連絡ください。（土曜日、日曜日及び祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和４年12月６日

（火）までに、競争入札参加資格があると認められ

た者あてに、ＦＡＸまたは電子メールアドレスにて

送付します。

　　 　なお、競争入札参加資格があると認められた者以

外からの質問には、回答しません。

６ 　カタログの提出について

　 　競争入札参加資格があると認められた者について

は、導入予定機種等のカタログを令和４年12月12日

（月）午後５時までに３⑴の場所に提出してください。

　 　なお、落札者については、落札決定後、契約書類と

して機器明細書の提出を求めます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心

得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和４年12月19日（月）　午前９時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　⑵ 　入札保証金　　　免除

　⑶ 　開札の日時　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　　　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。

　　また、代表者本人の場合は名刺を持参してください。

　 　なお、開札においては、競争参加資格確認通知書を

持参してください。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報」(https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

　　　───────────────────
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川崎市公告第1174号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 令和５年度市民税・県民税（申告

書）データ入力業務

　⑵ 　履行場所　　 川崎市役所財政局税務部市民税管理

課

　⑶ 　履行期間　　 令和４年12月１日から令和５年４月

28日まで

　⑷ 　業務概要　　 市民税・県民税（申告書）に係る課

税資料のデータ入力

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種22「電算関連業務」、種目２「データ入力」に

登載されていること。

　⑷ 　作業場所を川崎御幸ビル（川崎市川崎区砂子１丁

目８番地９）から半径50ｋｍ以内に有すること。

　⑸ 　本市又は他の政令市、もしくは、人口50万人以上

の市において市民税・県民税データ入力業務の契約

実績または同等の契約の実績があること。

　⑹ 　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺ 　過去５年以内に、本市税務部が発注した委託業務

において契約に違反していないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　

　　　電　話：044－200－2190(直通)

　　　FAX：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日(木)から令和４年11月15日(火)

まで(午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで)

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　プライバシーマーク登録証の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所 

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日

　　　令和４年11月17日(木) 

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：加藤

　　　電　話：044－200－2229(直通)

　　　FAX：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年11月17日（木）から令和４年11月22日(
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火)午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年11月25日（金）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は諸経費を考慮した上で「市民税・県民

税申告書」・「申告特例通知書」のそれぞれの単価の

合計額（消費税及び地方消費税を含まない）で行い

ます。なお、契約単価金額については、本市の設計

単価に落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和４年11月30日(水)　午後３時30分　　

　　イ 　提出場所

　　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第１会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

　　 　有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著しく低価格であるとき

は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1175号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 令和５年度市民税・県民税（国税連

携）データ入力業務

　⑵ 　履行場所　　 川崎市役所財政局税務部市民税管理

課

　⑶ 　履行期間　　 令和４年12月１日から令和５年４月

28日まで

　⑷ 　業務概要　　 市民税・県民税（国税連携）に係る

課税資料のデータ入力

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種22「電算関連業務」、種目02「データ入力」に

登載されていること。

　⑷ 　作業場所を川崎御幸ビル（川崎市川崎区砂子１丁

目８番地９）から半径50ｋｍ以内に有すること。

　⑸ 　本市又は他の政令市、もしくは、人口50万人以上

の市において市民税・県民税データ入力業務の契約
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実績または同等の契約の実績があること。

　⑹ 　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺ 　過去５年以内に、本市税務部が発注した委託業務

において契約に違反していないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　

　　　電　話：044－200－2190(直通)

　　　FAX：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日(木)から令和４年11月15日(火)

まで(午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで)

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　プライバシーマーク登録証の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所 

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日

　　　令和４年11月17日(木) 

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：加藤

　　　電　話：044－200－2229(直通)

　　　FAX：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年11月17日（木）から令和４年11月22日(

火)午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年11月25日（金）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は諸経費を考慮した上で「確定申告書」

の単価（消費税及び地方消費税を含まない）で行い

ます。なお、契約単価金額については、本市の設計

単価に落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和４年11月30日(水)　午後３時　　

　　イ 　提出場所

　　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ
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ル５階　第１会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約においては、川崎

市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます（労

働者の作業報酬額等を記載した台帳の作成・写しの

提出等について定めています。）。詳しくは、川崎市

財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報か

わさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1176号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 令和５年度市民税・県民税（給報・

年報）データ入力業務

　⑵ 　履行場所　　 川崎市役所財政局税務部市民税管理

課

　⑶ 　履行期間　　 令和４年12月１日から令和５年３月

31日まで

　⑷ 　業務概要　　 市民税・県民税（給報・年報）に係

る課税資料のデータ入力

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種22「電算関連業務」、種目02「データ入力」に

登載されていること。

　⑷ 　作業場所を川崎御幸ビル（川崎市川崎区砂子１丁

目８番地９）から半径50ｋｍ以内に有すること。

　⑸ 　本市又は他の政令市、もしくは、人口50万人以上

の市において市民税・県民税データ入力業務の契約

実績または同等の契約の実績があること。

　⑹ 　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺ 　過去５年以内に、本市税務部が発注した委託業務

において契約に違反していないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　

　　　電　話：044－200－2190(直通)

　　　FAX：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日(木)から令和４年11月15日(火)

まで(午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで)
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　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　プライバシーマーク登録証の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所 

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日

　　　令和４年11月17日(木) 

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：加藤

　　　電　話：044－200－2229(直通)

　　　FAX：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年11月17日（木）から令和４年11月22日(

火)午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年11月25日（金）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は諸経費を考慮した上で「給与支払報告

書（総括表）」・「給与支払報告書」・「年金支払報告

書」のそれぞれの単価の合計額（消費税及び地方消

費税を含まない）で行います。なお、契約単価金額

については、本市の設計単価に落札比率を乗じて得

た金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和４年11月30日(水)　午後２時30分　　

　　イ 　提出場所

　　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第１会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　　上記⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。
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８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約においては、川崎

市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます（労

働者の作業報酬額等を記載した台帳の作成・写しの

提出等について定めています。）。詳しくは、川崎市

財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報か

わさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1177号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 令和５年度市民税・県民税当初課税

時における人材派遣契約

　⑵ 　履行場所　　川崎市指定場所

　　　　　　　　　 （かわさき市税事務所法人課税課、

かわさき市税事務所市民税課（幸区

役所含む）、みぞのくち市税事務所

市民税課（宮前区役所含む）、こす

ぎ市税分室市民税担当、しんゆり市

税事務所市民税課）

　⑶ 　履行期間　　 令和５年１月17日から令和５年７月

31日まで

　⑷ 　業務概要　　 市民税・県民税当初課税時における

人材派遣業務

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　一般労働者派遣事業の許可を受けていること。

　⑷ 　本市又は他官公庁において人材派遣業務（一般事

務サービス）の契約実績または同等の契約の実績が

あること。

　⑸ 　優良派遣事業者認定制度（厚生労働省委託事業）

において、優良派遣事業者として認定されているこ

と。

　⑹ 　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ

れていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒210－0006

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田

　　　電　話：044－200－2190(直通)

　　　FAX：044－200－3906

　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日(木)から令和４年11月15日(火)

まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　一般労働者派遣事業許可証の写し

　　エ 　優良派遣事業者認定証の写し

　　オ 　プライバシーマーク登録証の写し

　　　 　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　その他
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　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴ 　交付場所 

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　通知書交付日

　　　令和４年11月17日(木) 

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　　 　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0006

　　 　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・田口

　　　電　話：044－200－3825(直通)

　　　FAX：044－200－3907

　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年11月17日（木）から令和４年11月22日(

火)午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年11月25日（金）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　労働者派遣業務に係る費用の総額(消費税額及び

地方消費税額を含まない。)で行います。

　　 　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用、

採用費用及び社会保険料等を含め、業務履行にかか

る費用すべてを考慮して算出してください。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和４年11月30日(水)　午後２時

　　イ 　提出場所

　　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第１会議室　

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記⑵アに同じ。

　⑸ 　開札の場所

　　上記⑵イに同じ。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵ 　前払金　否

　⑶ 　契約書の作成　要

　⑷ 　費用内訳明細表

　　 　落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額

の内訳を提示すること(様式自由)。

　⑸ 　契約条項等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1178号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 堤根処理センター整備事業等に関す

る土壌汚染調査業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番ほか２か所

　⑶ 　履行期間　　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　　土壌汚染対策法第２条第１項に規定

する特定有害物質について、資料等調査等により土

壌汚染概況調査を実施し、土壌汚染の有無を明らか

にするとともに、川崎市公害防止等生活環境の保全

に関する条例（平成11年12月24日条例第50号）（以

下、「市条例」という。）第80条に基づく結果報告書

の作成等を行うことを目的とする。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」で

登録されている者。

　⑷ 　令和２・３年度に本市、他官公庁又は民間におい

て、土壌汚染調査業務の契約実績を有すること。

　⑸ 　土壌汚染対策法(平成14年５月29日法律第53号)に

基づく指定調査機関であること。また、指定調査機

関であることを証明できる書類を提出すること。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分(監督・指示・

管理等)を第三者に委託しないこと。また、競争入

札参加申込書にて、一部再委託を申請する場合は、

再委託確認書を提出すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部施設建設課　松本、長澤、久保田

　　　電話　044－200－2554（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

よりダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）９時から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時を除く）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　ウ 　上記２⑸を確認するための指定調査機関の指定

についての通知の写し

　　エ 　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和４年11月21日（月）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付日時　　 令和４年11月21日（月）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時を除く）

　⑵ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年11月21日（月）から令和４年11月24日

（木）９時から17時

　　　（祝日及び12時から13時を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
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　　ア 　電子メール　30siseke@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和４年11月29日（火）

　　 　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は｢川崎市競争入札参加者心得｣に基づいて行

うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札の日時　令和４年12月６日（火）10

時00分

　　イ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地

４ 　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。)

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札の方法

　　　税抜き総額での入札とします。

　⑹ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わないものは、再入札に参加す

る意思がないものとみなします。）

　⑻ 　入札の無効 

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」から閲覧できます。（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1179号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 王禅寺処理センター脱臭装置吸着剤

交換業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　 契約日から令和５年３月17日（金）

まで

　⑷ 　業務概要　　 王禅寺処理センターに設置されてい

る脱臭装置の機能を正常に維持する

ために必要な吸着剤の交換及び臭気

測定等業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

脱臭装置吸着剤交換業務の契約実績を有すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸の証明書類を提出して

ください。また、競争入札参加申込書にて一部再委託

を申請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
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　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　

　　　環境局施設部王禅寺処理センター

　　　担当　山口、金子、宮原

　　　電話　044－966－6135

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月17日

（木）９時から17時まで

　　　（日曜日及び12時～ 13時を除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　ウ 　上記２⑸の資格証の写し

　　エ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和４年11月25日（金）までに配信します。電

子メールアドレスを登録していない場合は、次のとお

り受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年11月25日（金）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時を除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年11月25日（金）９時から令和４年11月30

日（水）17時まで

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　　令和４年12月５日（月）

　　 　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年12月８日（木）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市麻生区王禅寺1285番

地

　　　　　　　　　　　　　 王禅寺処理センター　３階

会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とし

ます。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要（10％）

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　　 （ h t t p s : / / w w w . c i t y .

kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。
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　　　───────────────────

川崎市公告第1180号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市市営住宅総合管理システム機器

等賃貸借及び保守契約（住宅政策部分）

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田

生命川崎ビル６階ほか

　⑶ 　履行期間　令和８年12月31日限り

　⑷ 　履行概要　 川崎市市営住宅総合管理システムにお

ける機器等の賃貸借及び保守

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」種目「事務用

機器」に登録されていること。

　⑷ 　過去３箇年に本市または他官公庁においてＰＣ等

の賃貸借及び保守契約の実績があること。

　⑸ 　確実に履行することができること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布について

　 　本件入札に関する一般競争入札参加申込書、質問

書、委任状、及び仕様書は次により配布いたします。

　⑴ 　配布期間

　　 　令和４年11月10日（木）９時から令和４年11月17

日（木）17時まで

　⑵ 　配布方法

　　 　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」物品の欄の「財政局入札公表」

からダウンロード可能です。

４ 　一般競争入札参加申込書等の提出及び問合せ先につ

いて

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町６番地（明治

安田生命川崎ビル８階）

　　 　まちづくり局総務部庶務課経理係　電話：044－

200－2942

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月17日

（木）まで

　　 　（土曜日、日曜日、祝日を除く、９時から12時ま

で及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、令和３・４年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の委任先メールアドレスに、申請申込締

切日後令和４年11月22日（火）までに送付します。当

該委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。

　⑴ 　受付場所

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地（明治安田生命川崎ビ

ル６階）

　　 　まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

　　　電話：044－200－2950

　　 　メール：50zyukan@city.kawasaki.jp　　FAX:044-

200-3970

　⑵ 　受付期間

　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月28日

（月）まで

　　 　（土曜日、日曜日、祝日を除く、９時から12時ま

で及び13時から17時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、仕様書の該当箇所を明示

して、⑴に記載のメールまたはFAX宛て送付してく

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年11月30日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた全ての者に対し、

文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
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札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　　日時：令和４年12月14日（水）　午後２時00分

　　 　場所：川崎市川崎区宮本町３番地３　川崎市役所

第４庁舎４階第１会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者候補者とします。た

だし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を

行うことがあります。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　⑷ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　｢川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　要

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書の作成　要

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1181号 

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年11月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名

　　　令和４年度川崎市都市イメージ調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市総務企画局

シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市シティプロモーション戦略プラ

ン(平成26年度策定)に定める目標の達成状況の確認

及び目標達成に向けた効果的・効率的なプロモーシ

ョン活動の設定を目的に実施します。

　　 　本業務では、市内外の人々の川崎に対するイメー

ジ及びシビックプライド(都市への愛着や誇り)等

が、現状においてどのような態様を示しているの

か、基礎的な資料やデータを収集し、調査・分析を

行います。

　　　詳細は、委託仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査測定」種目「市場調査」で登録されてい

る者。 

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先
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　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　 　電話　044－200－2473　　ＦＡＸ　044－200－

3915

　　　電子メール 17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月18日

（金）まで 

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く） 

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書

を令和４年11月22日（火）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。 

５ 　仕様書等に関する質問・回答 

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。 

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。 

　　ア 　質問書の配布・提出場所 

　　　　３⑴と同じ 

　　イ 　質問書の様式

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ 　質問受付期間

　　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月25日

（金）まで

　　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く） 

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。） 

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着するよ

う発送してください。

　⑵ 　回答

　　 　令和４年11月30日（水）までに、回答書を令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「委託」の委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸで送付します。 

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。また、回答後の

再質問は受付しません。 

６ 　一般競争入札参加資格の喪失 

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所 

　　ア 　入札日時　 令和４年12月５日（月）午後１時30

分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。
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８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」及び「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1182号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年11月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　件名 

　　　総合防災情報システム移設等業務委託  

　⑵ 　履行場所 

　　　川崎市川崎区宮本町１番地、同東田町５番地４

　⑶ 　履行期間 

　　　契約日から令和５年11月30日まで 

　⑷ 　委託概要 

　　 　川崎市役所第３庁舎に設置している総合防災情報

システム（以下「本システム」という。）に係る機

器類（関連システムの機器類を含む。）について、

川崎市役所新本庁舎に移設等を行う。 

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさ

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

地域区分「市内」又は「準市内」に登録されている

こと。 

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」種目「他電算関連業務」に登

録されていること。 

　⑸ 　過去５年間で２件以上、国又は地方公共団体にお

いて情報システムの移設業務に係る契約を締結し、

これらを全て誠実に履行していること。 

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先 

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。 

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先 

　　　〒210-8577 

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎７階 

　　　危機管理本部危機管理部災害システム担当 

　　　電話　044-200-2857（直通） 

　　　FAX　044-200-3972 

　　　E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp 

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年11月10日（木）から11月16日（水）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日並びに平日の正午から午後１時

までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書 

　⑴ 　入札説明会 

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付 

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所において、

「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供する  

　　 　とともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。 

　⑴ 　日時 

　　　令和４年11月18日（金） 午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。 

　⑵ 　場所 

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。 

６ 　仕様に関する問合せ 
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　⑴ 　問合せ先 

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。 

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年11月18日（金）から11月22日（火）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日並びに平日の正午から午後１時

までを除きます。 

　⑶ 　質問書の様式 

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　質問受付方法 

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の問合

せ先に電話にて連絡ください。） 

　　ア 　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp 

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-3972 

　　ウ 　郵送　　　 「３⑴配布・提出場所及び問合せ

先」に同じ。ただし、「６⑵質問受

付期間」の期間内に必着のこと。 

　⑸ 　回答方法 

　　 　令和４年11月25日（金）に一般競争入札参加資格

確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦＡ

Ｘにて回答書を送付します。なお、この入札の参加

資格を満たしていない者からの質問に関しては回答

しません。 

７ 　競争入札参加資格の喪失 

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。 

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。 

８ 　入札の手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。 

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。 

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。 

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所 

　　ア 　入札日時 令和４年11月29日（火）　午前10時

00分 

　　イ 　入札場所 川崎市川崎区東田町５番地４　川崎

市役所第３庁舎７階 災害対策本部事務局室 

　⑶ 　入札書の提出方法 

　　　持参とします。 

　⑷ 　入札保証金 

　　　免除とします。 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。 

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。 

９ 　契約の手続等 

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡ 

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当す

る場合は免除します。 

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。 

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。 

　⑶ 　契約条項等の閲覧 

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」(https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html)の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

10 　その他 

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。 

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請

書、質問書の様式が添付されている入札説明書

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1183号 

一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年11月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　宮前区内河川樹木伐採等業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市宮前区役所道路公園センター管
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内

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、河川整備事業の一環とし

て、一級河川平瀬川を適切に維持管理

するため、樹木伐採及び除草を行うも

のです。

　　　　　　　　樹木伐採　N=27本　除草　A=284m ２

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分が市内で、企業規模が中

小企業である者。 

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号 

　　　川崎市宮前区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－877－1661

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水） まで（ただし、土曜日、日曜日を除く）の午

前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１

時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年11月22日（火）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合はＦＡＸで送付します。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送信

した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年11月22日（火）午前９時から令和４年11

月25日（金）午後５時までとします。（ただし、国

民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年11月29日（火）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書について虚偽の記載をしたと

き。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　　ア 　日時　令和４年12月８日（木）午前10時30分 

　　　イ 　場所　 川崎市宮前区宮前平２－20－５　宮前

区役所第４会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金 
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　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1184号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

 　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　川崎市中部児童相談所機械警備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市中部児童相談所　川崎市高津区久本１丁目

４番１号

　⑶ 　履行期間

　　 　令和５年３月１日から令和10年２月29日まで（60

か月）

　⑷ 　業務概要

　　 　対象施設に機械警備システムを設置し、履行期間

内において常時防犯監視及び火災監視を行う。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加者資格指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

地域区分「市内」又は「準市内」に登録されている

こと。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「警備」・種目「機械警備」に登載されている

こと。

　⑸ 　過去３年以内に本市又は他官公庁において、類似

業務の契約実績があること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により入札参

加申込書及び２⑸の契約実績を証する書類（契約書の

写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0013 　川崎市高津区末長１丁目３番９号

　　 　川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室中

部児童相談所　担当　菊池、髙橋

　　　電　話：044－877－8034（直通）

　　　ＦＡＸ：044－877－8733　

　　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：45tyubzi＠city.kawasaki.jp

　　 　なお、入札参加申込書は、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）からダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月18日

（金）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）とし

ます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札確認通知書、入札説明書及び仕様書の

交付

　 　入札参加資格があると認められたものには、次によ

り一般競争入札確認通知書、入札説明書及び仕様書を

交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和４年11月22日（火）午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑷ 　その他

　　 　入札説明書と仕様書は、３⑴の場所において令和

４年11月10日（木）から令和４年11月18日（金）ま

で縦覧に供します（土曜日、日曜日を除く、午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月28日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前
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８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年12月１日（木）午後５時までに当該競争

入札参加資格を有するものへ電子メールにて回答書

を送付します。入札参加資格を満たしていないもの

からの質問については回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　入札参加申込書および提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札及び開札に立ち会うものは、入札者または

その代理人とします。ただし、代理人が入札及び

開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開

札の立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを

証する委任状を入札前に提出してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参してくださ

い。郵送は認めません。

　　ウ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税を含まな

い、契約全期間60か月分）を記載してください。

　　エ 　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、開札に立ち会わないものは、再度入

札に参加の意思がないものとみなします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　　令和４年12月12日（月）午後２時

　　イ 　場　所　　 川崎市中部児童相談所会議室　川崎

市高津区末長１丁目３番９号　

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格がないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑸ 　本契約は、長期継続契約に該当し、翌年度以降に

おける所要の予算の当該金額について減額又は削除

があった場合は、この契約を変更又は解除すること

があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1185号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和４年度川崎市災害時要援護者避難支援制度に

関する登録勧奨及び調査等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市健康福祉局総務部危機管理担当及び受託者

コールセンター設置場所

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　災害時に自力で避難することが困難であり支援を

必要とすると考えられる方々に川崎市災害時要援護

者避難支援制度を周知し、制度を必要とする方々の

登録を促す。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
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て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度の川崎市業務

委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「そ

の他」に登録されていること。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において類似委

託業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

　⑸ 　ＩＳＭＳ又はプライバシーマークの認定を受けて

いること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒212-0013

　　 　川崎市幸区堀川町580番　ソリッドスクエア西館

12階

　　 　川崎市健康福祉局総務部危機管理担当　白浜・廣

岡担当

　　　電話 044-200-0784（直通）

　　　ＦＡＸ 044-200-3925

　　　E-mail 40syomu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委託契約実績の内容を確認できる契約書・仕様

書等の写し

　⑷ 　提出書類に関する説明及び審査

　　ア 　提出された書類等に関し、説明を求められた時

にはこれに応じなければなりません。

　　イ 　提出された書類等を審査した結果、本件を実施

することができると認められた者に限り、入札に

参加することができます。

　⑸ 　提出方法

　　　郵送（提出期間内必着）又は持参とします。

　　 　郵送した場合は、郵送した当日中にメールによ

り、担当宛て郵送した年月日等を知らせ、かつ書類

の到着を確認しなければなりません。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出し、入札参加資格があると認められた者には、次

により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載し

た際に電子メールのアドレスを記載している場合は、

自動的に電子メールで配信されます。

　 　電子メールのアドレスを登録していない場合は、直

接取りに来るようお願いします。

　⑴ 　日時

　　 　令和４年11月17日(木)午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」からダウンロードできます。なお、

インターネットから入手できない者には、申し出に

より無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアド

レスを登録している場合は、確認書と一括して自動

的に電子メールで配信されます。

５ 　仕様等に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式を用いて指定の

電子メールアドレスに提出してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布し

ます。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

の「入札情報」委託欄の「財政局入札公表」からダ

ウンロードすることが可能です。）

　⑶ 　質問受付期間

　　 　令和４年11月10日（木）午後１時から令和４年11

月18日（金）午後５時までとします。

　⑷ 　回答方法

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問書及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和４年11月22日（火）までに、

確認通知書を交付した全社宛てに電子メールで送付

します。

　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
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について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札の提出方法は、持参のみとします。

　　ウ 　入札書に記載する金額には、法定所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。

　⑵ 　入札及び落札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年11月28日（月）　11時

　　イ 　場所　 川崎市幸区堀川町580番　ソリッドスク

エア西館12階　12Ｄ会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりです。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の

定めるところによります。

　⑸ 　情報を入手するための問い合わせ窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1186号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 校舎増築等に伴う建材成分分析調査

業務委託（中央支援学校大戸分教室

ほか１校）

　⑵ 　履行場所　　 中央支援学校大戸分教室（川崎市立

大戸小学校内）ほか１校

　⑶ 　履行期限　　令和５年３月24日（金）まで

　⑷ 　業務概要　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定による資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」

に登録されていること。

　⑷ 　本市を含む官公庁において、平成29年以降、石綿

含有に係る建材成分分析調査業務の履行実績がある

こと。

　⑸ 　「特定建築物石綿含有建材調査者」または「一般

建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が所属して

いること。

　⑹ 　次の資格制度等により登録等をされた技術者が所

属していること。

　　ア 　石綿障害予防規則第３条第６項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省

告示第277号。）の分析調査講習を受講し、修了考

査に合格した者。

　　イ 　公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する

「石綿分析技術評価事業」により認定される認定

分析技術者又は定性分析に係る合格者。

　　ウ 　一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する

「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析

エキスパートコース）」の修了者。

　　エ 　一般社団法人日本環境測定分析協会に登録され

ている「建材中のアスベスト定性分析技能試験

（技術者対象）合格者」。

　　オ 　一般社団法人日本環境測定分析協会に登録され

ている「アスベスト分析法委員会認定ＪＥＭＣＡ

インストラクター」。

　　カ 　一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施す

る「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事

業」により認定される「建築物及び工作物等の建

材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技

術」の合格者。
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　　　　※ ア～カのいずれか一つを満たせば良く、全て

を満たす必要はありません。

　　　　※ ２⑷、⑸、⑹については10⑵を必ず御確認く

ださい。

３ 　入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　※ 提出された書類に不備がある場合、必要事項等

の確認ができないため無効となる場合がありま

すので御注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」を御覧く

ださい。一般競争入札参加資格確認申請書は、令和

４年11月10日（木）～令和４年11月16日（水）に下

記⑷の場所で配付しています。また、「入札公表詳

細」からダウンロードすることができます。

　　 　なお､一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送

による提出は認めません｡

　⑶ 　配付・提出期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）（土曜日、日曜日を除く）午前８時30分～午

後５時（正午～午後１時を除く）

　⑷ 　配付・提出場所

　　 　教育委員会事務局教育環境整備推進室　明治安田

生命ビル５階

　　　電話：044－200－3057（施設整備担当：橘）

４ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書の閲覧ができます。また、５により

取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　３⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　３⑷と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の、財政局の入札公表「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイルをダウンロードしてください。なお、ダ

ウンロードができない場合、３⑶の期間に３⑷の場所

で配付します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年11月17日（木）から令和４年11月22日

（火）午後５時

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配付します。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あて

電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　　ア 　回答日

　　　　　令和４年11月25日（金）までに回答します。

　　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレス宛てに送付します。当該委任先メール

アドレスを登録していない者には、ＦＡＸで送付

します。なお、回答後の再質問は受け付けません。

７ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録

されていることを確認し、その結果を確認通知書に

て、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、令和４年11

月17日（木）までに送付します。当該委任先メールア

ドレスを登録していないものにはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知書は、申込時の登録情報により

通知しているもので、最終的な入札参加資格の審査

は、開札後、提出書類等の確認を行い、入札参加資格

の有無を審査します。この結果、入札参加資格が無く

申し込みを行った入札者の入札は無効とします。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　令 和４年12月１日（木）

　　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　　第３庁舎15階第１会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　持参

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除
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10 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札者の決定

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総価で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって

入札を行った者を落札候補者とします。当該落札候

補者について上記２に示した資格を満たしているか

どうかの最終的な資格審査をしたうえ、落札者とし

て決定します。資格審査の結果、当該落札候補者に

資格がないと認めたときは、当該入札を無効とし、

順次、価格の低い入札者について同様の審査を実施

し、落札者を決定します。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札者は入札参加条件確認（申請）書の提出が必

要となります。開札後、落札者については「入札参

加条件確認（申請）書」及び２に示した競争入札参

加資格を有することが確認できる書類を入札実施日

の翌日までに３⑷の場所に持参してください。

　　　※ 「入札参加条件確認（申請）書」は「入札情報

かわさき」の「ダウンロードコーナー」にある

「入札参加手続関係」より取得してください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める

入札の場合は、これを無効とします。

11 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は､日

本語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑷の場所、又は川崎市ウェブサイト「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1187号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 日吉小学校ほか２校産業廃棄物収集運

搬・処分業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市幸区北加瀬１－37－１ほか２校

（詳細は別紙のとおり）

　⑶ 　履行期間　契約日から令和５年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

産業廃棄物（金属くず等）の運搬・処理業務の契約

実績を有すること。ただし、民間実績については、

同等の契約実績を有すること。 

　⑸ 　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬

業許可証を取得していること。 

　⑹ 　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や

協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧一般競争入札に参加を希望する者は、次により

競争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３

庁舎17階）大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

ることができます。

　　 　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。

　　 　「 入 札 情 報 か わ さ き 」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参
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　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

　⑷ 　提出書類 

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し 

　　ウ 　上記２⑸の許可証の写し 

　　エ 　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和４年11月22日（火）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月22

日（火）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で令和４年11月22日（火）午前９時から

午後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び⑵の

提出期間において閲覧に供します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　仕様書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月28日

（月）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年12月２日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス

に送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午

後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書の提出日時　 令和４年12月９日（金）午前

10時30分

　　　入札書の提出場所　 川崎市役所第３庁舎16階環境

局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得
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等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。　

10 　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

 別紙

履行場所

番号 施設名 住所

１ 日吉小学校 川崎市幸区北加瀬１-37- １

２ 東小倉小学校 川崎市幸区東小倉１-１

３ 下平間小学校 川崎市幸区下平間175

　　　───────────────────

川崎市公告第1188号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 渡田こども文化センターほか７施設Ｌ

ＥＤ照明器具賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区渡田１－15－５ほか７施

設

　⑶ 　履行期間　契約日から令和10年２月29日まで

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登

録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３

庁舎17階）担当 大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書は、インターネットから

もダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

の中にあります。「入札情報かわさき」https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月18日

（金）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和４年11月25日（金）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月25

日（金）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに

送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月25

日（金）午後５時までに配布します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札説明書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　　令和４年12月１日（木）まで

　　　 　午前９時～午後５時（ただし土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール



川 崎 市 公 報 （第1,855号）令和４年(2022年)11月25日

－4259－

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年12月８日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送

付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出日時　　 令和４年12月15日（木）

午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所　　 川崎市役所第３庁舎16階

　環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴ア及びイに同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。　

10 　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺ 　本契約については、本市がやむを得ない理由があ

ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃

貸借期間を変更することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1189号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　南加瀬小学校ほか３校産業廃棄物収集運

搬・処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区南加瀬４－24－１ほか３校

（詳細は別紙のとおり）

　⑶ 　履行期間　契約日から令和５年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

産業廃棄物（金属くず等）の運搬・処理業務の契約

実績を有すること。ただし、民間実績については、

同等の契約実績を有すること。 

　⑸ 　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬

業許可証を取得していること。 

　⑹ 　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や

協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３

庁舎17階）大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

ることができます。

　　 　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。

　　 　「 入 札 情 報 か わ さ き 」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

　⑷ 　提出書類 

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し 

　　ウ 　上記２⑸の許可証の写し 

　　エ 　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和４年11月22日（火）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月22

日（火）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で令和４年11月22日（火）午前９時から

午後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び⑵の

提出期間において閲覧に供します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　仕様書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月28日

（月）まで

　　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年12月２日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表
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にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス

に送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午

後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札書の提出日時　令和４年12月９日（金）午前

11時00分

　　 　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎16階環境

局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。　

10 　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

別紙

履行場所

番号 施設名 住所

１ 南加瀬小学校 川崎市幸区南加瀬４-24- １

２ 夢見ヶ崎小学校 川崎市幸区南加瀬２-13- １

３ 苅宿小学校 川崎市中原区苅宿25- １

４ 南原小学校 川崎市高津区上作延796

　　　───────────────────

川崎市公告第1190号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　岡上小学校ほか３校産業廃棄物収集運搬・

処分業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区岡上675－１ほか３校

（詳細は別紙のとおり）

　⑶ 　履行期間　契約日から令和５年３月31日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

産業廃棄物（金属くず等）の運搬・処理業務の契約

実績を有すること。ただし、民間実績については、

同等の契約実績を有すること。 

　⑸ 　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬

業許可証を取得していること。 

　⑹ 　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や

協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である

こと。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３
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庁舎17階）大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

ることができます。

　　 　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります。

　　 　「 入 札 情 報 か わ さ き 」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年11月10日（木）から令和４年11月16日

（水）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及

び正午～午後１時を除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

　⑷ 　提出書類 

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し 

　　ウ 　上記２⑸の許可証の写し 

　　エ 　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和４年11月22日（火）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月22

日（火）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で令和４年11月22日（火）午前９時から

午後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び⑵の

提出期間において閲覧に供します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　仕様書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和４年11月22日（火）から令和４年11月28日

（月）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年12月２日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス

に送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午

後１時を除く））

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札書の提出日時　令和４年12月９日（金）午前

11時30分

　　 　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎16階環境

局会議室
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　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。　

10 　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

 別紙

履行場所

番号 施設名 住所

１ 岡上小学校 川崎市麻生区岡上675- １

２ 岡上わくわくプラザ 川崎市麻生区岡上675- １

３ 高津中学校 川崎市高津区久本３-11- ２

４ 平中学校 川崎市宮前区平３-15- １

５ 金程中学校 川崎市麻生区金程３-16- １

　　　───────────────────

川崎市公告第1191号

　一般競争入札について次のとおり公告します。　　

令和４年11月11日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 こども家庭センター１階事務室ほかフリーアドレス化対応デスク等一式

履行場所 川崎市こども家庭センター（川崎市幸区鹿島田１－21－９）

履行期間 令和５年３月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種

目「事務用器具」に登載されていること。

⑷ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分 「市内」で登録さ

れている者

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号  044－200－2092

入札日時等 令和４年12月16日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第1192号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎市等々力緑地再編整備計画に係る環境配慮計

画書の作成及び手続業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区等々力１番地ほか

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　等々力緑地を再整備するための手続きとして、川

崎市環境影響評価に関する条例に基づき、環境配慮

計画書の作成及び環境配慮計画書縦覧に係る説明会

事前準備の業務を行うものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさ

なければならない。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種20「調査・測定」、種目03「環境アセスメント」

で登録されている者。

　⑷ 　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく第１種

行為の業務実績を有し、かつ当該業務の経験者を配

置すること。

　⑸ 　技術士（環境部門の科目「環境影響評価」又は建

設部門の科目「建設環境」）の資格を有する監理技

術者を配置すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問合

せ先

　 　入札に参加を希望する者は、次により、一般競争入

札参加資格確認申請書、契約実績を証する書類（契約

書の写しや実績一覧表等）を提出すること。

　⑴ 　提出場所及び問合せ先

　　　〒210-0007

　　 　川崎市川崎区駅前本町12 番地１川崎駅前タワ

ー・リバークビル17 階

　　 　川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室　川本、

釣井

　　　電　　　話：044－200－2408（直通）

　　　電子メール：53todose@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年11月11日（金）から令和４年11月17日

（木）までの午前９時から午後５時まで（平日の正

午～午後１時まで及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参により提出すること。

４ 　資料の縦覧

　 　川崎市ホームページの次のURLからダウンロード可

能。

　 　「htt p s : / / w w w . c i t y . k a w a s a k i . j p / 5 3 0 /

page/0000145030.html」

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資確認通知書を交付す

る。

　⑴ 　交付日

　　　令和４年11月21日（月）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信される。

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出

しなければならない。

　⑴ 　提出場所及び問合せ先

　　　３⑴に同じ。

　⑵ 　提出方法

　　 　持参又は電子メール(53todose@city.kawasaki.

jp)

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

すること。

　⑷ 　受付期間

　　 　令和４年11月11日（金）から令和４年11月21日

（月）までの、午前９時から午後５時（平日の正午

～午後１時まで及び土曜日、日曜日を除く。）

　⑸ 　回答日

　　 　令和４年11月25日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メールにて回答書を送付する。なお、本入札の参加

資格を満たしていない者からの質問に関しては回答

しない。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失する。

　⑴ 　「２　一般競争入札参加資格」の各号のいずれか

の条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。
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８ 　入札手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず

持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。

　　エ 　入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税相当額を除いた金額を記載すること。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札･開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年12月２日（金）午前10時

　　イ 　場所　 川崎市川崎区駅前本町12 番地１川崎駅

前タワー・リバークビル17階

　　　　　　　川崎市建設緑政局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とする。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とする。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とする。ただし、川崎市契約規則

第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除とする。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札

情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること

ができる。

10 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限る。

　⑵ 　詳細は入札説明書による。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによる。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴に同

じ。

　⑸ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とする。

　　　───────────────────

川崎市公告第1193号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月11日

 川　崎　市　長　福　田　紀　彦　　

(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘特別緑地保全地区斜面対策設計業務委託

履行場所 川崎市高津区千年地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「土質及び

基礎部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路又は河川、砂防及び海岸・海洋）、ＲＣ

ＣＭ（道路）部門又はＲＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）部門のいずれかの資格を有する者。

なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号  044－200－2097

入札日時等 令和４年12月13日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1194号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年11月10日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　新型コロナウイルス臨時ＰＣＲ検査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当

指定場所

　⑶ 　履行期間 

　　　令和４年12月５日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　新型コロナウイルス感染症の診断方法であるＰＣ

Ｒ検査について、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（以下「法」という。）第

15条に基づく積極的疫学調査（行政検査）として健

康安全研究所においてＰＣＲ検査を実施している

が、当該検査業務に従事できる職員は数名であり、

感染拡大とともに業務負荷が増加していることか

ら、体調不良等により検査遂行に支障を来たさない

よう、必要時にＰＣＲ検査業務を委託できるバック

アップ体制を構築する。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「医療関連」種目「衛生検

査」に登載されていること。

　⑷ 　種類及び規模をほぼ同じくする契約に係る履行実

績があること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市ホームページ又は次の配布・提出場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問

書等が添付された入札説明書を配布します。この入札

に参加を希望する者は、３⑷に示す提出物を期間中に

提出してください。

　⑴ 　川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所

　　　トップページ

　　　＞くらし・手続き

　　　＞医療・健康・衛生・動物 

　　　＞感染症・インフルエンザ

　　　＞事業者の皆様へ

　　　＞ 新型コロナウイルス臨時ＰＣＲ検査業務委託に

係る契約　一般競争入札について（11月11日公

表）

　⑵ 　配付・提出場所及び問合せ先 

　　　〒212-0013 

　　 　 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館

12階

　　　 健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当　担当

大島

　　　電話　044－200－2343　ＦＡＸ　044－200－3928 

　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp 

　⑶ 　配付・提出期間 

　　 　令和４年11月11日（金）午前９時から令和４年11

月17日 （木)　正午まで

　　　（土曜日・日曜日・祝日を除く）

　⑷ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　業務実績を確認できる契約書等の写し

　　　 　（過去２年間の間に本市その他の官公庁と種類

及び規模を同じくする契約を２回以上締結してい

る場合は、当該契約書の写し）

　⑸ 　提出方法

　　　持参とします。 

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑵と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和４年11月18日（金）までに通知書を交付又は

電子メールで送付します。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ
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　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑵と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑵に記載の電子メールアドレス宛て送

付してください。また、質問をする場合は、質問書

を送信した旨を３⑵の担当まで御連絡ください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和４年11月11日（金）午前９時から令和４年11

月18日（金) 午後５時

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年11月22日（火）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年11月28日(月)　午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア

東館３階　健康福祉局会議室

　　エ 　入札金額は、仕様書に記載された検査の１検体

あたりの単価の税抜き金額となります。入札(見

積)書に、検査１検体あたりの単価（税抜き）を

記載し、入札件名を記載した封筒に入れて提出し

てください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除します。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。 

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等 

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

９ 　その他 

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりとなります。 

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑵と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1195号

　次の市有財産について、一般競争入札による売払いを

実施します。

　　令和４年11月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　売買物件の概要

　⑴ 　売買物件　　　　　　　　　別表のとおり

　⑵ 　予定価格（最低売却価格）　別表のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　　次の⑴～⑽に該当しないこと。

　⑴ 　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３

第１項の規定に該当する職員

　⑵ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者
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　⑸ 　下記４の入札案内書に定める一般競争入札参加申

込みに必要な書類を提出しない者

　⑹ 　下記４の入札案内書に定める事項及び法令等を遵

守する能力を有しない者

　⑺ 　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する

法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号

に掲げる処分を受けている団体及び当該団体の役職

員又は構成員

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項に規定する行為を

している者

　⑽ 　⑺、⑻、⑼に掲げるものから委託を受けた者並び

に⑺、⑻、⑼に掲げるものの関係団体

３ 　契約の条件

　⑴ 　禁止する用途

　　 　売買物件の所有権が川崎市から物件購入者（落札

者）へ移転した日から５年間は、売買物件（その上

の建物等を含む。）を「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

並びに「川崎市暴力団排除条例」第２条第１号に規

定する暴力団、その他反社会的団体及びこれらの構

成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反

することの用途としては利用できません。

　　 　なお、物件購入者（落札者）が、売買物件の「所

有権の移転等」をする場合においても、新たに権利

を取得する方（以下「新権利者」という。）に、こ

の「契約の条件」を承継しなければなりません。売

買物件の「所有権の移転等」をする際には、必ず売

買契約書等にこの「契約の条件」について明記し、

新権利者に対して、十分な説明をしなければなりま

せん。

　　 　（「所有権の移転等」とは、土地について売買、

贈与、交換、出資等による所有権の移転並びに地上

権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使

用及び収益を目的とする権利の設定をいいます。な

お、抵当権の設定は含みません。）

　⑵ 　実地調査

　　 　上記⑴の履行を確認するため、川崎市が土地の利

用状況等についての実地調査を行う際には、物件購

入者（落札者）及び新権利者は必ず協力しなければ

なりません。

　⑶ 　違約金

　　 　上記⑴の条件に違反した場合には、売買代金の

100分の30に相当する額を違約金として川崎市に支

払っていただきます。

４ 　令和４年度　第２回一般競争入札による市有財産売

払いの案内書（入札参加申込書を含む）の配布入札に

参加を希望する者には、次により「令和４年度　第２

回一般競争入札による市有財産売払いの案内書」（以

下「入札案内書」という。）を配布します。

　⑴ 　配布場所　 川崎市財政局資産管理部資産運用課

（明治安田生命川崎ビル13階）

　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　電話　044－200－2083（直通）

　⑵ 　配布期間　 令和４年11月14日（月）から令和４年

12月22日（木）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　 午前８時30分～午後５時（正午～午後

１時を除く。）

５ 　入札参加申込書等の提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により上記４の入札

案内書に記載されている申込みに必要な書類を提出し

なければなりません。

　⑴ 　提出場所　 郵送の場合：〒210－8577　川崎市川

崎区宮本町１番地　

　　　　　　　　 川崎市財政局資産管理部資産運用課　

宛てに郵送

　　　　　　　　持参の場合は、上記４⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　 令和４年11月30日（水）から令和４年

12月７日（水）まで

　　　　　　　　 午前９時～午後４時（正午～午後１時

を除く。）

　⑶ 　提出方法　書留郵便・簡易書留郵便又は持参

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、入

札日時点において上記２の各号のいずれかに該当して

いたときは、当該一般競争入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出日時　 令和４年12月16日（金）必

着

　　イ 　入札書の提出場所　上記５⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金　　 地方自治法施行令第167条の７第

１項に規定する入札保証金（以下

「入札保証金」という。）の納付

額は、別表のとおりです。

　⑶ 　開札の日時　　 令和４年12月22日（木）午後２時

30分

　⑷ 　開札の場所　　 川崎市役所第３庁舎15階　第１・
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２会議室

　　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

８ 　落札者の決定等

　⑴ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて決定した予定

価格書の価格（最低売却価

格）以上の価格をもって有

効な入札を行った者のうち

最高の価格をもって入札を

行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効　　　　　 入札案内書及び川崎市競争

入札参加者心得で無効と定

める入札は、これを無効と

します。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約条項　　　　　　 上記４で配布する「入札案

内書」に記載してあります。

　⑵ 　契約書作成の要否　　要

　⑶ 　契約保証金　　　　　 地方自治法施行令第167条

の16第１項に規定する契約

保証金の納付額は、契約金

額の10分の１以上（円未満

切上げ）とします。　

　⑷ 　売買契約の締結期限　令和５年１月20日（金）

　⑸ 　契約の締結　　　　　 落札者が令和５年１月20日

（金）までに契約を締結し

ない場合は、落札は無効と

なり、上記７⑵の入札保証

金は、地方自治法第234条

第４項の規定に基づき、川

崎市に帰属します。

　⑹ 　売買代金の支払方法

　　　次のア又はイのいずれかの方法によります。

　　ア 　売買契約の締結期限（令和５年１月20日〔金〕）

までに売買代金の全額を納入する方法

　　イ 　売買契約の締結期限（令和５年１月20日〔金〕）

までに売買代金の10分の１以上の契約保証金を納

付し、その後、売買代金の納期限（令和５年２月

17日〔金〕）までに売買代金の残金（売買代金と

契約保証金との差額をいう。）を納入する方法

10 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札の中止や内容を変更する

場合があります。

　⑵ 　詳細は「入札案内書」によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同

じです。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（別表） 

物件 所 在  （地 番） 
地 目 

実測面積 用途地

域 

建ぺい率 最低売却価格 入札保証金    
納付額（万

円） 番号  （住 居 表 示）  （㎡） 容積率（％） （万円） 

1 

川崎市宮前区鷺沼４丁目１３番５４ 

雑種地 ４１．６７ 
第 1 種 

住居地域 

 

358 8 

 60 

  

（━） 200 

  

２ 

川崎市多摩区生田４丁目１８５９番１

２、２０３９番１３、２０３９番１４ 

雑種地 ６９．０９ 
第 1 種 

低層住居 

専用地域 

 

701 15 
 50 

  

（川崎市多摩区生田４丁目５番） 100 

  

 
 川崎市公告第1196号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　令和４年11月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

農地所有適格法人

株式会社

クローバー

代表取締役

栗村　昌昭

麻生区岡上

　字池ノ谷戸837

　字池ノ谷戸936

畑

畑

1,045

2,100

海老沢 妙子
川崎市麻生区岡上3-5-

22
賃借権

現況

地目

普通畑 令和4年

12月1日

令和6年

11月30日

14,000

42,000

毎年11月末日

までに貸手の

口座に振込

む。

終期

茨城県かすみがうら

市上佐谷803
賃貸借

１　各筆明細

利用権を設定する土地 利用権を設定する者 設定する利用権 利用権の設定を受ける者 利用権設定等促

進事業の実施に

より成立する利

用権の設定等に

係る当事者間の

法律関係

所在
借賃

(年額)

面積

(㎡)

氏名

又は名称

借賃の支払

方法

氏名

又は名称
住所住所

利用権

の種類

利用権の

内容
始期

円円円円円円円円円円円円

２会議室

　　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

８ 　落札者の決定等

　⑴ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて決定した予定

価格書の価格（最低売却価

格）以上の価格をもって有

効な入札を行った者のうち

最高の価格をもって入札を

行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効　　　　　 入札案内書及び川崎市競争

入札参加者心得で無効と定

める入札は、これを無効と

します。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約条項　　　　　　 上記４で配布する「入札案

内書」に記載してあります。

　⑵ 　契約書作成の要否　　要

　⑶ 　契約保証金　　　　　 地方自治法施行令第167条

の16第１項に規定する契約

保証金の納付額は、契約金

額の10分の１以上（円未満

切上げ）とします。　

　⑷ 　売買契約の締結期限　令和５年１月20日（金）

　⑸ 　契約の締結　　　　　 落札者が令和５年１月20日

（金）までに契約を締結し

ない場合は、落札は無効と

なり、上記７⑵の入札保証

金は、地方自治法第234条

第４項の規定に基づき、川

崎市に帰属します。

　⑹ 　売買代金の支払方法

　　　次のア又はイのいずれかの方法によります。

　　ア 　売買契約の締結期限（令和５年１月20日〔金〕）

までに売買代金の全額を納入する方法

　　イ 　売買契約の締結期限（令和５年１月20日〔金〕）

までに売買代金の10分の１以上の契約保証金を納

付し、その後、売買代金の納期限（令和５年２月

17日〔金〕）までに売買代金の残金（売買代金と

契約保証金との差額をいう。）を納入する方法

10 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札の中止や内容を変更する

場合があります。

　⑵ 　詳細は「入札案内書」によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同

じです。
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　借賃の支払猶予

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶ 　解約に当たっての相手方の同意

　　 　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな

らない。

　⑸ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ 　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺ 　目的物の返還

　　ア 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ 　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ 　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ 　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りでない。

　⑼ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２ 　特記事項

　⑴ 　解除条件

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事

務次官通知（12構改B第404号）、農地法関係事務に

係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以

上）と認められない者になった場合に、農用地を適

正に利用していないと認められるときは賃貸借又は

使用貸借を解除する。

　　 　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎

市）第５―３―⑶　農用地利用集積計画の取消し等
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によるものとする。

　⑵ 　農用地の利用状況についての報告義務

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事と認められない者になった場合に、

農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同

法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況

についての報告を市長にしなければならない。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第297号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　令和４年度後期高齢者医療システム改修等業務委託

（１回目）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年10月25日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通Japan株式会社　川崎支店

　　支店長　染谷　淳　

　　神奈川県川崎市川崎区東田町８番地

５ 　契約金額

　　41,463,114円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による｡

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第298号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。 

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称 

　 　電子申請システムに係るシステム連携用機器等の賃

貸借及び保守に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地 

　　総務企画局デジタル化推進室

　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁舎

９階 

３ 　契約の相手方を決定した日 

　　令和４年10月11日 

４ 　契約の相手方の氏名及び住所 

　　三菱ＨＣキャピタル 株式会社 公共営業部 

　　部長　前田　純 

　　東京都港区西新橋１丁目３番１号 

５ 　契約金額 

　　28,036,800円 

６ 　契約の相手方を決定した手続 

　　一般競争入札 

７ 　入札の公告（公示）を行った日 

　　令和４年８月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第299号 

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　 

１ 　調達の名称 

　 　電子申請システムに係る通信機器等の賃貸借及び保

守に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地 

　　総務企画局デジタル化推進室

　 　川崎市川崎区東田町５番地４ 川崎市役所第３庁舎

９階 

３ 　契約の相手方を決定した日 

　　令和４年９月22日 

４ 　契約の相手方の氏名及び住所 

　　ＦＬＣＳ株式会社　横浜支店 

　　支店長　谷頭　洋一

　　神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号

５ 　契約金額 

　　46,926,000円 

６ 　契約の相手方を決定した手続 

　　一般競争入札 

７ 　入札の公告（公示）を行った日 

　　令和４年８月10日

　　　───────────────────

川崎市公告(調達)第300号

　　　入　札　公　告

　こども家庭センター他22施設で使用する再生可能エネ
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ルギー 100％電力の供給に関する契約における一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　こども家庭センター他22施設で使用する再生可能

エネルギー 100％電力の供給に関する契約

　⑵ 　内訳・履行場所・予定使用電力量

内訳 履行場所

予定使用

電力量

 （ｋWｈ）

１ こども家庭センター 幸区鹿島田１-21-９ 296,725

２ 平和館
中原区木月住吉町33-

１
154,800

３
幸区役所日吉出張所

（日吉分館含む）
幸区南加瀬１-７-17 160,858

４
麻生区役所道路公園

センター
麻生区古沢120 86,000

５ 消防局総合庁舎 川崎区南町20-７ 1,200,915

６ 臨港消防署
川崎区池上新町３-

１-５
267,308

７
臨港消防署千鳥町

出張所
川崎区千鳥町15-４ 59,188

８
臨港消防署藤崎

出張所
川崎区藤崎３-７-１ 102,477

９ 幸消防署 幸区戸手２-12-１ 160,031

10 中原消防署
中原区新丸子東３

-1175-１
307,939

11 高津消防署 高津区二子５-14-５ 147,246

12
高津消防署梶ヶ谷

出張所
高津区向ヶ丘８-16 72,065

13 宮前消防署
宮前区宮前平２-20-

４
141,946

14 多摩消防署 多摩区枡形２-６-１ 190,055

15 麻生消防署
麻生区万福寺１-５-

４
145,815

16 西梶ヶ谷小学校
高津区梶ケ谷２-14-

１
209,000

17 久本小学校 高津区久本３-11-３ 330,000

18 稗原小学校 宮前区水沢３-７-１ 201,000

19 南菅小学校
多摩区菅馬場３-25-

１
194,000

20 片平小学校 麻生区片平５-28-１ 209,000

21 西高津中学校 高津区久地１-10-１ 309,000

22 南菅中学校
多摩区菅馬場４-１-

１
144,000

23 幸高等学校 幸区戸手本町１-150 841,000

合計 5,930,368

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は､次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け

ている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、令和５・６年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

の物品販売」種目「電気供給」に登載されているこ

と。なお、未申請の者（入札参加業種・種目に申請

のないもの者も含む。）は、財政局資産管理部契約

課に所定の様式により資格審査申請を令和４年12月

７日（水）までに行うこと。

　⑸ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、入札参加資格を

有している者であること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市環境局脱炭

素戦略推進室　大和田、坂田

　　　電　話：044－200－1223

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月25日（金）から令和４年12月７日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　 　ただし、郵送の場合、令和４年12月７日（水）午

後５時を必着とします。

　　 　なお、郵送した場合は、３⑴の所管課まで電話連

絡願います。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します｡また、入札説明書は

３⑴の場所において、令和４年11月25日（金）から令

和４年12月７日（水）まで縦覧に供します｡
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　 　ただし、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除きます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には､次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します｡

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和４年12月16日（金）　午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時 

　　 　ただし、川崎市「令和５・６年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に

メールアドレスを登録している場合は、令和４年12

月16日（金）までに電子メールで配信します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年12月16日（金）から令和４年12月23日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きま

す。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴に直接提出するか、ＦＡＸ又はメー

ルをしてください。なお、ＦＡＸ又はメールをした

場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　電　話：044－200－1223

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和５年１月６日（金）に、

川崎市「令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の

供給等有資格業者名簿」へ登録した際のメールアド

レス宛てに電子メールにて送付します。

　　 　なお、メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付又は３⑴の場所で配布します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が､次

のいずれかに該当するときは､この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　郵送による入札

　　　�ｱ�　入札書の郵送期限

　　　　　令和５年１月12日（木）　午後５時必着

　　　�ｲ�　郵送場所

　　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室

　　イ 　持参による入札

　　　�ｱ�　入札日時

　　　　　令和５年１月13日（金）　午前10時

　　　�ｲ�　入札場所

　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第３会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ�ｱ�と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ�ｲ�と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします｡

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､

これを無効とします｡

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約金額

　　 　契約金額は、入札書の内訳に記載された「基本料

金単価」及び「電力量料金単価」とします。

　　 　ただし、その各金額には消費税額及び地方消費税

額を含むものとします。また、燃料費等調整額、電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法に基づく賦課金を除く、電力の供給

に必要な一切の諸経費を含むこととします。

　⑵ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　前払金

　　　否

　⑸ 　議決の要否
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　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑹ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は､ ３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」(http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵ 　詳細は､入札説明書によります｡

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

11　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of products to be purchased 

:

　　 　Electricity about 5,930,368kWh to use at 

Center for Children and Family Services

　　　In addition to 22 facilities

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:00 A.M. 13, January, 2023

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　５:00 P.M. 12, January, 2023

　⑷ 　Contact point for the notice 

　　　Decarbonization Strategy Development Office

　　　Environmental Protection Bureau

　　　City of Kawasaki

　　　５-４,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-0005, Japan

　　　Tel:044-200-1223

　　　───────────────────

川崎市公告(調達)第301号

　　　入　札　公　告

　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他４施設）で使

用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に関する契

約における一般競争入札について、次のとおり公告しま

す。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎市脱炭素モデル地区（高津区役所他４施設）

で使用する再生可能エネルギー 100％電力の供給に

関する契約

　⑵ 　内訳・履行場所・予定使用電力量

内訳 履行場所

予定使用

電力量 

（ｋWｈ）

１ 高津区役所
川崎市高津区下作延２丁目

８番１号
689,000

２
高津区役所橘

出張所
川崎市高津区千年1362- １ 64,000

３
高津市民館橘

分館

川崎市高津区久末2012- １

番地
79,161

４ 高津図書館
川崎市高津区溝口４丁目16

番３号
187,307

５ 東高津中学校 川崎市高津区末長４-１-１ 196,000

合計 1,215,468

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は､次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴ 　履行場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の

２の規定に基づき小売電気事業者として登録を受け

ている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、令和５・６年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

の物品販売」種目「電気供給」に登載されているこ

と。なお、未申請の者（入札参加業種・種目に申請

のないもの者も含む。）は、財政局資産管理部契約

課に所定の様式により資格審査申請を令和４年12月

７日（水）までに行うこと。

　⑸ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、入札参加資格を

有している者であること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市環境局脱炭

素戦略推進室　大和田、坂田

　　　電　話：044－200－1223

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30dtanso@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月25日（金）から令和４年12月７日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きま

す。

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　 　ただし、郵送の場合、令和４年12月７日（水）午

後５時を必着とします。

　　 　なお、郵送した場合は、３⑴の所管課まで電話連

絡願います。

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します｡また、入札説明書は

３⑴の場所において、令和４年11月25日（金）から令

和４年12月７日（水）まで縦覧に供します｡

　 　ただし、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までの間とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除きます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には､次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します｡

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和４年12月16日（金）　午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時 

　　 　ただし、川崎市「令和５・６年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に

メールアドレスを登録している場合は、令和４年12

月16日（金）までに電子メールで配信します。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年12月16日（金）から令和４年12月23日

（金）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除きま

す。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴に直接提出するか、ＦＡＸ又はメー

ルをしてください。なお、ＦＡＸ又はメールをした

場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　電　話：044－200－1223

　　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　　E-mail：30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和５年１月６日（金）に、

川崎市「令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の

供給等有資格業者名簿」へ登録した際のメールアド

レス宛てに電子メールにて送付します。

　　 　なお、メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付又は３⑴の場所で配布します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が､次

のいずれかに該当するときは､この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　郵送による入札

　　　�ｱ�　入札書の郵送期限

　　　　　　令和５年１月12日（木）　午後５時必着

　　　�ｲ�　郵送場所

　　　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室

　　イ 　持参による入札

　　　�ｱ�　入札日時

　　　　　　令和５年１月13日（金）　午前９時

　　　�ｲ�　入札場所

　　　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第３会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴イ�ｱ�と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イ�ｲ�と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします｡

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､

これを無効とします｡

９ 　契約の手続等
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　⑴ 　契約金額

　　 　契約金額は、入札書の内訳に記載された「基本料

金単価」及び「電力量料金単価」とします。

　　 　ただし、その各金額には消費税額及び地方消費税

額を含むものとします。また、燃料費等調整額、電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法に基づく賦課金を除く、電力の供給

に必要な一切の諸経費を含むこととします。

　⑵ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　前払金

　　　否

　⑸ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を

要します。

　⑹ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は､ ３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」(http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵ 　詳細は､入札説明書によります｡

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

11　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of products to be purchased 

:

　　 　Electricity about 1,215,468kWh to use at Takatsu 

Ward Office In addition to ４ facilities

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　９:00 A.M. 13, January, 2023

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　５:00 P.M. 12, January, 2023

　⑷ 　Contact point for the notice 

　　　Decarbonization Strategy Development Office

　　　Environmental Protection Bureau

　　　City of Kawasaki

　　　５-４,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-0005, Japan

　　　Tel:044-200-1223

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第302号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　議員用机　60台

　　　議員用椅子　60脚

　　　議員用ロッカー　60台

　　　打合せ用テーブル　20台

　　　打合せ用椅子　89脚

　　　書棚　1050Ｈ　79台

　　　書棚　2100Ｈ　20台

　　　パーティション　1520Ｈ　16台

　　　パーティション　1800Ｈ　52台

　　　控室受付用カウンター　４台

　　　議長室等用机　２台

　　　議長室等用脇机　２台

　　　議長室等用ワゴン　２台

　　　議長室等用椅子　２脚

　　　議長室等用ロッカー　２台

　　　議長室等用ガラス書棚　２台

　　　議長室等用飾り棚　４台

　　　議長室等用パーティション　４台

　　　金庫　１台

　　　会議室用机　16台

　　　会議室用椅子　32脚

　　　電話台　22台

　　　守衛用受付カウンター　１台

　　　傍聴席用受付カウンター　１台

　　　守衛用椅子　４脚

　　　傍聴席用椅子　１脚

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和６年 ３月 29日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
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入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事

務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格

付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４

年12月９日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。

　　 　なお、契約実績については、１契約につき

1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他

官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品について

すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課

物品契約係担当

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　提出期間　令和４年11月25日～令和４年12月９日

　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　 ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑴アの場所に、上記３⑴イの期

間に持参にて提出してください。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　引受証明書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者　

　　議会局総務部庶務課　担当　倉橋

　　電話　044－200－3354

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年
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12月９日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　持参等による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定

の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま

ま送付してください。なお、質問書をメールにて

送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで

御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（CD-R）にExcel

形式のまま保存した質問書を提出してください。

（どちらか一方の場合には、質問を受け付けませ

ん。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和４年12月27日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能操

作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和４年12月27日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年12月27日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　 令和５年１月13日　午前10

時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出日時　 令和５年１月13日　午

前11時00分

　　　�ｲ�　入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年１月11日　必

着

　　　�ｲ�　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金　

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
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なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲

覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

manufactured:

　　　City Councilor's desk　60 units

　　　City Councilor's chair　60 chairs

　　　City Councilor's locker　60 units

　　　Meeting table　20 units

　　　Meeting chair　89 chairs

　　　Bookshelf 1050Ｈ　79 units

　　　Bookshelf 2100Ｈ　20 units

　　　Partition　1520Ｈ　16 units

　　　Partition　1800Ｈ　52 units

　　　Reception counter　４ units

　　　City Council Speaker's Office desk ２ units

　　 　City Council Speaker's Office side desk　２ units

　　 　City Council Speaker's Office desk wagon　２ units

　　 　City Council Speaker's Office chair　２ chairs

　　 　City Council Speaker's Office locker　２ units

　　 　City Council Speaker's Office glass bookshelf　２ units

　　 　City Council Speaker's Office display shelf　４ units

　　 　City Council Speaker's Office partition　４ units

　　　Safe　１ units

　　　Conference room desk　16 units

　　　Conference room chair　32 chairs

　　　Telephone stand　22 units

　　　Guard counter　１ units

　　　Public gallery counter　１ units

　　　Guard's chair　４ chairs

　　　Public gallery's chair　１ chairs

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　ａ　By electronic bidding system

　　　　　10:00 A.M. 13 January 2023

　　　ｂ　Direct delivery

　　　　　11:00 A.M. 13 January 2023

　　　ｃ　By mail

　　　　　11 January 2023

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　 　1　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210－8577,Japan

　　　TEL：044－200－2091

　⑷ 　Language: 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第303号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　複式書架（基本）　架台付　10台
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　　　複式書架（増結）　架台付　36台

　　　単式書架（基本）　架台無　２台

　　　単式書架（増結）　架台無　７台

　　　複式書架（基本）　架台無　２台

　　　複式書架（増結）　架台無　８台

　　　雑誌架（基本）　架台無　１台

　　　雑誌架（増結）　架台無　４台

　　　カウンター　１台

　　　カウンターユニット　１台

　　　カウンター用椅子　１脚

　　　閲覧机　２台

　　　個室ブース　３台

　　　個室ブース（車椅子対応）　１台

　　　閲覧椅子（背もたれ有）　12脚

　　　閲覧椅子（背もたれ無）　６脚

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和６年３月29日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事

務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格

付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４

年12月９日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。

　　 　なお、契約実績については、１契約につき

1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他

官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品について

すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課

物品契約係担当

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和４年11月25日～令和４年12月９日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し

てください。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　引受証明書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら
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れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者　

　　議会局議事調査部政策調査課　担当　小関

　　電話　044－200－3378

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　 　入力・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　持参等による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定

の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま

ま送付してください。なお、質問書をメールにて

送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで

御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（CD-R）にExcel

形式のまま保存した質問書を提出してください。

（どちらか一方の場合には、質問を受け付けませ

ん。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和４年12月27日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能操

作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和４年12月27日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年12月27日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合
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　　　　入札書の提出期限　 令和５年１月13日　午前10

時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出日時　 令和５年１月13日　午

前11時00分

　　　�ｲ�　入札書の提出場所　 川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－

７－４　砂子平沼ビル

７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年１月11日　必

着

　　　�ｲ�　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金　

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲

覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary 

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

manufactured:

　　 　Duplex bookshelf（Basic） With pedestal 

10units

　　 　Duplex bookshelf（Addition）　With pedestal 36 

units

　　 　Single bookshelf（Basic） No pedestal ２ units

　　 　Single bookshelf（Addition） No pedestal７ units

　　 　Duplex bookshelf（Basic） No pedestal ２ units

　　 　Duplex bookshelf（Addition）　No pedestal　

　８ units

　　 　Magazine rack（Basic）　No pedestal　１ unit

　　 　Magazine rack（Addition）　No pedestal　４ units

　　　Counter　　１ unit

　　　Counter Unit　　１ unit

　　　Counter chair　　１ chair

　　　Reading desk　　２ units

　　　Private room booth　　３ units

　　 　Private room booth（Wheelchair accessible）

　　１ unit

　　　Reading chair（Ｗith backrest）　　12 chairs

　　　Reading chair（No backrest）　　６ chairs

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　ａ　By electronic bidding system

　　　　　10:00 A.M. 13 January 2023

　　　ｂ　Direct delivery

　　　　　11:00 A.M. 13 January 2023

　　　ｃ　By mail

　　　　　11 January 2023

　⑶ 　Contact point for the notice : 
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　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 １　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-

city, Kanagawa

　　　210－8577,Japan

　　　TEL：044－200－2091

　⑷ 　Language: 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第304号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　３人掛け会議テーブル　105台

　　イ 　２人掛け会議テーブル　21台

　　ウ 　会議用椅子　313脚

　　エ 　テーブル付き椅子　51脚

　　オ 　ベンチ　32台

　　カ 　ワゴン　６台

　　キ　テーブル　９台

　　ク　椅子　54脚

　　ケ　スツール　５脚

　　コ　親子席ベンチ　１台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和６年 ３月 29日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事

務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格

付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４

年12月９日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。

　　 　なお、契約実績については、１契約につき

1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他

官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品について

すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課

物品契約係担当

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和４年11月25日～令和４年12月９日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し

てください。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合
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　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　引受証明書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者　

　　総務企画局本庁舎等整備推進室　担当　中島

　　電話　044－200－1820

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　持参等による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定

の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま

ま送付してください。なお、質問書をメールにて

送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで

御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（CD-R）にExcel

形式のまま保存した質問書を提出してください。

（どちらか一方の場合には、質問を受け付けませ

ん。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和４年12月27日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能操

作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和４年12月27日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年12月27日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知

書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
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のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　 令和５年１月16日　午前10

時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出日時　 令和５年１月16日　午

前11時00分

　　　�ｲ�　入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年１月12日　必

着

　　　�ｲ�　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金　

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲

覧できます。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本案件は川崎市財産条例第２条に基づき、動産の

買い入れにあたり市議会の議決を要しますので、川

崎市議会定例会における議決（令和５年３月頃）を

得たときに契約を締結します。また、落札者にはそ

の旨を記載した仮契約書を交付します。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary 

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

manufactured:

　　　Conference table（Width2100mm）　105 units

　　　Conference table（Width1500mm）　21 units

　　　Conference chair with armrests　313 chairs

　　　Chair with foldable table　51 chairs

　　　Bench　32 units

　　　Low shelf with casters　６ units

　　　Table　９ units

　　　Chair　54 chairs

　　　Stool　５ chairs
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　　　Bench for parent and child　　１ units

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　ａ　By electronic bidding system

　　　　　10:00 A.M. 16 January 2023

　　　ｂ　Direct delivery

　　　　　11:00 A.M. 16 January 2023

　　　ｃ　By mail

　　　　　12 January 2023

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　 　1　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210－8577,Japan

　　　TEL：044－200－2091

　⑷ 　Language: 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第305号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　ア 　ラテラルキャビネット　149台

　　イ 　両開き書庫（奥行き400ｍｍ）　157台

　　ウ 　両開き書庫（奥行き450ｍｍ）　10台

　　エ 　モバイルロッカー　750台

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和６年３月29日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事

務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格

付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４

年12月９日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。

　　 　なお、契約実績については、１契約につき

1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他

官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品について

すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課

物品契約係担当

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年11月25日～令和４年12月９

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和４年11月25日～令和４年12月９日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
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３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し

てください。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　引受証明書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者　

　　総務企画局本庁舎等整備推進室　担当　中島

　　電話　044－200－1820

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　持参等による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定

の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま

ま送付してください。なお、質問書をメールにて

送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで

御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和４年11月25日～令和４年

12月９日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（CD-R）にExcel

形式のまま保存した質問書を提出してください。

（どちらか一方の場合には、質問を受け付けませ

ん。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和４年12月27日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「電子入札システム質問回答機能操

作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和４年12月27日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年12月27日の午前９時～正午に上記

３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
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書等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法、日時及び場所

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　 令和５年１月16日　午前10

時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　�ｱ� 　入札書の提出日時　 令和５年１月16日　午

前11時00分

　　　�ｲ�　入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　�ｱ�　入札書の提出期限　 令和５年１月12日　必

着

　　　�ｲ�　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲

覧できます。

　⑷ 　議決を要する契約

　　 　本案件は川崎市財産条例第２条に基づき、動産の

買い入れにあたり市議会の議決を要しますので、川

崎市議会定例会における議決（令和５年３月頃）を

得たときに契約を締結します。また、落札者にはそ

の旨を記載した仮契約書を交付します。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary 

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

manufactured:

　　　Lateral file cabinet　149 units

　　　Double door cabinet（Depth400mm）　157 units

　　　Double door cabinet（Depth450mm）　10 units

　　　Personal locker with outlets　750 units

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　ａ　By electronic bidding system
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　　　　　10:00 A.M. 16 January 2023

　　　ｂ　Direct delivery

　　　　　11:00 A.M. 16 January 2023

　　　ｃ　By mail

　　　　　12 January 2023

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 １　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-

city, Kanagawa

　　　210－8577,Japan

　　　TEL：044－200－2091

　⑷ 　Language: 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第306号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　令和４年度国民健康保険・後期高齢者医療システム

再構築に伴うデータ移行支援業務

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年10月25日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通Japan株式会社　川崎支店

　　支店長　染谷　淳　

　　川崎市川崎区東田町８番地

５ 　契約金額

　　71,478,880円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による｡

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第307号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　令和４年度ネットワークセキュリティ診断委託契

約

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年１月４日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　ネットワークセキュリティ診断委託

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「電算関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　情報処理推進機構が作成した「情報セキュリティ

サービス基準適合サービスリスト」の「情報セキュ

リティ監査サービス」に記載のある業者であること。

　⑹ 　ネットワークセキュリティ診断について、本市若

しくはその他の政令指定都市又は都道府県に対し、

類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４（第３

庁舎９階）

　　 　総務企画局情報管理部情報化施策推進室　近藤・

飯島

　　　電話　　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17jouhou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月25日（金）から令和４年12月２日

（金）までとします（土曜日、日曜日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時15分まで）。

　⑶ 　提出方法
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　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和４年12月７日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年

11月25日（金）から令和４年12月２日（金）まで縦

覧に供します（土曜日、日曜日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

まで）。

　　ア 　入札説明書配布日時

　　　　令和４年12月７日（水）

　　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで

　　イ 　場所

　　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　質問受付期間は、令和４年12月７日（水）から令和

４年12月13日（火）までとします（土曜日、日曜日及

び休日を除く、毎日午前８時30分から12時まで及び午

後１時から午後５時15分まで）。質問については、入

札説明書に添付の「質問書」にて受け付けます。また、

FAX・メールで質問する場合は、質問書を送信した旨

を担当まで御連絡ください。

　 　なお、回答は、令和４年12月16日（金）までに全社

にＦＡＸまたはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

調査、設定、代行手続き等に係る一切の費用を含

め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時  令和４年12月20日（火）　午後１時30分

　　イ 　場所　川崎市役所　第３庁舎　９階　開発室Ⅱ     

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　落札者は契約書２通を作成し、令和４年12月26日

（月）午後５時15分までに３⑴の場所に持参してく

ださい。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第308号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名
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　　 　令和４年度下水道光ファイバー性能測定等業務委

託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５－４  川崎市役所第３庁舎

ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年１月４日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　庁内ネットワークで利用している下水道光ファイ

バーのＯＴＤＲ性能測定業務の委託

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「施設維持管理」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達内容について確実に履行することができ

ること。

　⑸ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の地域区

分が「市内」又は「準市内」で登載されていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４（第３

庁舎９階）

　　 　総務企画局情報管理部情報化施策推進室　近藤・

飯島

　　　電話　　044－200－3076

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　E-mail　17jouhou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年11月25日（金）から令和４年12月２日

（金）までとします（土曜日、日曜日を除く、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和４年12月７日（水）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年

11月25日（金）から令和４年12月２日（金）まで縦

覧に供します（土曜日、日曜日を除く、毎日午前８

時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

まで）。

　　ア 　入札説明書配布日時

　　　　令和４年12月７日（水）

　　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで

　　イ 　場所

　　　　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　　３⑴に同じ

　 　質問受付期間は、令和４年12月７日（水）から令和

４年12月13日（火）までとします（土曜日、日曜日及

び休日を除く、毎日午前８時30分から12時まで及び午

後１時から午後５時15分まで）。質問については、入

札説明書に添付の「質問書」にて受け付けます。また、

FAX・メールで質問する場合は、質問書を送信した旨

を担当まで御連絡ください。

　 　なお、回答は、令和４年12月16日（金）までに全社

にFAXまたはメールにて送付します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、開札前に

上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争

入札参加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

調査、設定、代行手続き等に係る一切の費用を含

め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
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であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年12月20日（火）　午後２時30分

　　イ 　場所　 川崎市役所　第３庁舎　９階　開発室Ⅱ 

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　落札者は契約書２通を作成し、令和４年12月26日

（月）午後５時15分までに３⑴の場所に持参してく

ださい。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第309号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　  

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市新本庁舎等移転業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶ 　履行期限　契約締結日から令和６年９月30日まで

　⑷ 　調達概要　 令和５年６月の川崎市役所新本庁舎竣

工後、第２庁舎、第３庁舎、第４庁舎

及び民間ビルに現在入っている本庁機

能を新本庁舎、第３庁舎、川崎御幸ビ

ルに移転するため、移転詳細計画策定

と実施管理業務を行う。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「倉庫・運送業務」・種目「運送業務」で登録

されている者。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

種目に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和４

年12月５日までに行ってください。

　⑷ 　平成29年度から令和４年度（入札参加申込開始の

前日）までに、国若しくは地方公共団体の庁舎又は

民間企業の事務所等の移転に関し、同一案件で以下

の計画規模及び業務範囲の要件をすべて満たす業務

を元請として受託した実績を有する者であること。

　　　【計画規模要件】

　　　　ア 　移転先建物５階建て以上かつ延床面積

28,100㎡以上（今回の建替計画時点の事務室

面積合計）

　　　　イ 　移転対象従業員2,000名以上（今回の移転

対象人数の約半分）

　　　　ウ 　複数の拠点を対象にした統合移転、複数ビ

ル間の玉突き移転（執務しながら部分的かつ

段階的に実施する移転）

　　　【業務範囲要件】

　　　　ア 　移転詳細計画作成

　　　　イ 　移転作業

　　　　ウ 　移転本部業務（関連業者の搬出入工程調

整、通期養生管理を含む）

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒210-0005

　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

４階

　　　総務企画局本庁舎等整備推進室

　　　電話　044－200－1820

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和４年11月28日（月）から令和４年12月５日

（月）まで 
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　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　履行実績申告書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書等の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書等を無料交付します。

　 　また、入札説明書等は３⑴の場所において令和４年

11月28日（月）から令和４年12月５日（月）まで縦覧

に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和４年12月13日（火）午後５時までに令和３・

４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」

の委任先メールアドレスに、確認結果通知書を送付し

ます。なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付します。

６ 　移転対象ビルの現地確認

　 　入札にあたり、必ず本市が実施する移転対象ビルの

現地確認に参加することとします。

　 　現地確認の日程については、令和４年12月15日（木）

又は令和４年12月16日（金）を予定しており、実施日

について令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査

申請書の「委託」の委任先メールアドレスに送付しま

す。なお、当該委任先メールアドレスを登録していな

い者にはＦＡＸで送付します。

７ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の提出期間

　　　 　令和４年11月28日（月）から令和４年12月19日

（月）まで

　　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　持参又は郵送、メールによる送付とします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年12月26日（月）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入

札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに全ての入札参加者宛てに一括して送付

します。なお、当該委任先メールアドレスを登録

していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき及び、上記

６の現地確認を行っていない場合は、入札参加資格を

喪失します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　　 　入札書の提出日時　令和５年１月10日（火）午

前９時30分

　　　 　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎13階総

務企画局会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　 　入札書の提出期限　令和５年１月６日（金）必

着

　　　　入札書の提出場所　３⑴に同じ 

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場

所に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除する。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　９⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

10　契約手続等
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　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書の作成

　　ア 　契約書は、２通作成し、本市と落札者が各１通

を保管します。

　　イ 　契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負

担とします。

　　ウ 　契約事務の受託者が契約の相手方とともに契約

書に記名しかつ押印しなければ、本契約は確定し

ないものとします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

11　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、本件入札に関する事項

は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競

争入札心得等の定めるところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該落札決定の効果は、令和４年第５回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

12　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of service(s) to be 

procured:

　　 　Subcontracting of services for relocation to 

New Kawasaki City Hall, １ Set

　⑵ 　Deadline for submission of tender 

applications:

　　　９:30 A.M., 10 January 2023

　⑶ 　Deadline for submission of tender 

applications by post:

　　　６ January 2023

　⑷ 　Point of contact for inquiries: 

　　　KAWASAKI CITY HALL MAIN BUILDING 

　　　Building Preparation and Development Office

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　５-４, Higashida-cho, Kawasaki-ku 

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0005, Japan 

　　　TEL: 044-200-1820

税 公 告

川崎市税公告第136号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年10月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第137号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）

　第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和４年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 税目 期別

この公告によ

り滞納処分に

着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第１期分
令和４年

11月８日
計７件

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期分
令和４年

11月８日
計363件

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月

随時分

令和４年

11月８日
計94件

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月

随時分

令和４年

11月８日
計７件

令和４年度

（令和３年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月

随時分

令和４年

11月８日
計７件

令和４年度

（令和２年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月

随時分

令和４年

11月８日
計１件
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令和

４年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第２期分
令和４年

11月８日
計１件

令和

４年度

軽自動車税

（種別割）
全期分

令和４年

11月８日
計２件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第138号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第139号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年10月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　　

　　　───────────────────

川崎市税公告第140号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第141号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月７日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第26号

　川崎市上下水道局財務規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

　　令和４年11月２日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局財務規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市上下水道局財務規程（昭和39年川崎市水道局規

程第８号）の一部を次のように改正する。

　第45条第３号中「東京又は横浜の手形交換所」を「電

子交換所」に改める。

　第45条第４号中「東京又は横浜の手形交換所区域内」

を「日本国内」に改める。

　第88条第１項に次のただし書を加える。

　ただし、預金残高証明書に記載すべき事項が電磁的記

録により確認できる場合は、この限りではない。

　　　附　則

　この規程は、令和４年11月４日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第44号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和４年11月１日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和４年11月01日から

　　令和９年10月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　705

　　商号又は名称　イメージライフカンパニー有限会社

　　営業所所在地　 横浜市緑区竹山１丁目19番地６サン

グレイス鴨居104号
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　　代表者氏名　　髙見　学

　　指定番号　　　1036

　　商号又は名称　河野建設株式会社

　　営業所所在地　 横浜市港北区日吉本町２丁目47番27

号

　　代表者氏名　　河野　良典

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第90号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月１日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度排水ポンプ・発動発電機点検整備業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３丁目22－１ 　等々力水処理センター内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度加瀬水処理センターほか脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設

備点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元請けと

しての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事

項を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度保管焼却灰フレコンカバー運搬処分業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区浮島町523－１番地先

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収

集運搬業」に登載されている者

⑹ 　次のア、イの条件をすべて満たすこと。なお、いずれも許可品目の種類に「廃プラスチック類」

が含まれていること。

　ア 　川崎市（又は神奈川県）及び処分地において、産業廃棄物収集運搬業の許可を有していること。

　イ 　処分地において、産業廃棄物処分業の許可を有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月24日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度南部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有又は調達することが可能であ
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参 加 資 格

　ること。

⑻ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を専

任で配置できること。なお、双方は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係

（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）が

あることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事

項を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度 幸区下水幹枝線実施設計委託第13号

履行場所 川崎市幸区地内

履行期間 令和５年６月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる実施設計業務委託について、元

請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。なお、ア及びイの実績につい

ては、同一業務委託でなくとも可とする。

　ア 　日本下水道協会発行の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017年版-」

に基づく、内径800mm以上の円形管きょについての更生工法（複合管）に係わる基本設計または

詳細設計

　イ 　下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1,ﾚﾍﾞﾙ２）業務を含む、改築・詳細設計（布設

替え工法（開削工法）及び管更生工法）

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア 　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097
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入札日時等 令和４年11月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第91号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月１日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 潮見台配水所　自家発電設備改良工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台４番１号（潮見台配水所内）

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　た だし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、本工事は工場製作期間においても現場施工を行うため、工事着手から完了まで専任でか

つ途中交代することなく配置することを要します（死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等、

真にやむを得ない場合を除く。）。

　 　また、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　上下水道施設（工業用水道施設含む。）における、自家発電設備（625ｋｗ以上）の製作及び据

付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

⑷ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センター建設機械その76工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」に

おける評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同

等以上の評価を有することが必要です。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第２条２の「下水道」に定義される計画処理能力38,000ｍ３／日以上（※）の下水道
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　施設（処理施設に限る。）の返送・余剰汚泥設備において、同設備の製作及び据付工事の完工実績

　（修理及び整備工事を除く。）。

　　※合流式の場合は、晴天時日最大汚水量とする。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センター建設電気その22工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和６年12月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可
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　能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」に

おける評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同

等以上の評価を有することが必要です。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第２条２の「下水道」に定義される下水道施設（処理施設に限る）における運転操作

設備の製作及び据付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 殿町地区下水枝線第801号工事

履行場所 川崎市川崎区殿町３丁目地内

履行期間 契約の日から545日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ 　次の（ｱ）から（ｳ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ｱ）　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（ｲ）　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ｳ）　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　 　　※ 上記（ｱ）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。

　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

　カ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　キ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の

　 　評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があ

った場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧く

ださい。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工水６号配水支管300ｍｍ布設替工事

履行場所
自：川崎市川崎区小田６―７―21先

至：横浜市鶴見区寛政町27―５先

履行期間 契約の日から320日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4304－

参 加 資 格

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ 　次の（ｱ）から（ｳ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ｱ）　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（ｲ）　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ｳ）　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　 　　　※ 上記（ｱ）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。

　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。
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そ　の　他 ⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 堤根300ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区堤根43先

至：川崎区日進町７―１先　ほか３件

履行期間 契約の日から365日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ 　次の（ｱ）から（ｳ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ｱ）　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（ｲ）　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ｳ）　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　 　　　※ 上記（ｱ）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。

　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ 　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ 　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年12月７日　午後５時

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第92号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月８日

　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 工業用水道　カポック（株）ほか４箇所流量計測設備取替工事

履行場所 川崎市川崎区浅野町１－３（カポック（株））ほか４箇所

履行期間 契約の日から令和５年３月24日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

　 　なお、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月30日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第93号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月８日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１））

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度　幸区ほか下水幹枝線実施設計委託第14号

履行場所 川崎市幸区、中原区地内

履行期間 令和５年11月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる業務委託について、元請けとし

ての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。なお、ア及びイの実績については、同

一業務委託でなくとも可とする。

　ア 　日本下水道協会発行の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017年版-」

に基づく、内径800㎜以上の円形管きょ及び短辺内寸800㎜以上の矩形管きょについての更生工

法（複合管）に係わる基本設計又は詳細設計

　イ 　下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1,ﾚﾍﾞﾙ２）業務を含む、改築・詳細設計（布設

替え工法（開削工法）及び管更生工法）に係わる実施設計

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア 　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 平令和４年12月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度　中原区中大口径管きょ構造評価委託第１号

履行場所 川崎市中原区地内

履行期間 令和５年10月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる業務委託について、元請けとし

ての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。なお、ア及びイの実績については、同

一業務委託でなくとも可とする。

　ア 　日本下水道協会発行の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017年版-」

に基づく、内径800㎜以上の円形管きょ及び短辺内寸800㎜以上の矩形管きょについての更生工

法（複合管）に係わる基本設計又は詳細設計

　イ 　下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1,ﾚﾍﾞﾙ２）業務を含む、改築・更新に係わる基

本設計又は詳細設計

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア 　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度入江崎総合スラッジセンター脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設

備点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元請けと

しての履行完了実績を有すること。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事

項を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度北部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有又は調達することが可能であ

ること。

⑻ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を専

任で配置できること。なお、双方は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係

（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）が

あることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事

項を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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川崎市上下水道局公告第94号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月15日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度麻生水処理センターほか脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１ほか

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設

備点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元請けと

しての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年12月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事

項を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第95号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月15日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千年200ｍｍ～ 75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区野川本町３―７―16先

至：高津区千年312―２先　ほか２件

履行期間 契約の日から395日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお
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　 ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年12月12日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田取水所浸水対策工事

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１（稲田取水所内）ほか２件

履行期間 契約の日から令和５年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「取水施設」ランク「Ｂ」

で登録されていること。
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⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（「11 　注意事項」において、別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年12月12日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川ポンプ場ほかＮｏ．６雨水ポンプ用エンジン整備その他工事

履行場所 川崎市幸区矢上４－１ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　上下水道施設における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月７日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度入江崎総合スラッジセンター焼却設備定期整備工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※当 該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道施設における汚泥焼却設備（流動焼却炉を含むこと）の次のいずれかの工事の完工実績

（元請に限る）を有すること。

　ア 　製作工事

　イ 　据付工事

　ウ 　整備工事

　エ 　修理工事

　　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月12日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センター調整汚水弁改良その他工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和５年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　上下水道施設における、偏心構造弁の取替工事又は駆動装置の取替を伴う改良工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年12月７日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第59号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年11月９日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　産業廃棄物（汚泥）処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　産業廃棄物（汚泥）処分業務。詳細は仕様書のと

おり。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物

処分業」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

　⑸ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を、処分場のあ

る自治体から受けていること。

　⑹ 　本業務を実施する処分場の所在が川崎市、横浜市

及び東京23区のいずれかにあること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２の⑸及び⑹を証明する書類（処分場のあ

る自治体からの許可証等）の写し

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年11月９日から令和４年11月16日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法　

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和４年11月22日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部管理課　欄杭（らんぐい）



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4316－

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札者は、算定した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　（ｱ）　提出期限　令和４年11月28日　必着

　　　（ｲ）　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区宮

本町１番地

　　　　　　　　　　　  川崎市交通局企画管理部経理

課長

　　イ 　持参

　　　（ｱ）　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通

知書到達後から令和４年　11

月28日までの、午前８時30分

から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　（ｲ）　提出先　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　  川崎市交通局企画管理部経理課

長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和４年11月30日　午前９時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川

崎御幸ビル８階

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第47号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年11月10日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている
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場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ｱ）　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（ｲ） 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ｳ） 　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（ｴ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する診療ユニットの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。
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入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する電動マイクロドリルシステムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用するレゼクトスコープの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する内視鏡システムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで
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競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用するビデオシステムセンター及びスコープ一式の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する超音波画像診断装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4320－

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する透析用監視装置３式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する体動コールうーご君一式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する全身麻酔器２式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
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予 定 価 格 公表しません

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する除細動器３式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する低床３モーターベッド31式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年11月10日から令和４年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年11月25日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第13号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法(昭和23年法律第186号)第26条第３項の規定に

より消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公告

します。

　　令和４年11月４日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

訓練１

日　時

令和４年11月10日（木）13時15分から13

時20分まで（予備日：令和４年11月17日

（木）13時15分から13時20分まで）

場　所 川崎区東扇島58－１

消防隊数 消防隊４隊

訓練２

日時
令和４年11月12日（土）９時30分～ 12時

00分

場所 麻生区万福寺１丁目５番１号

消防隊数 消防隊１隊
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教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第26号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和４年11月８日

 川崎市教育委員会　　　　　　　　

 教育長　小　田　嶋　満　　

１ 　日　　時　　令和４年11月15日（火）14時00分から

２ 　場　　所　　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　　事

　　議案第40号　 川崎市立小学校及び中学校の管理運営

に関する規則及び川崎市立特別支援学

校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則の制定について

　　議案第41号　 川崎市立高等学校の管理運営に関する

規則の一部を改正する規則の制定につ

いて

　　議案第42号　令和４年度教員表彰について

　　議案第43号　 地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第29条の規定に基づく意見聴取に

ついて

４ 　その他報告等

選挙管理委員会告示

川崎市選挙管理委員会告示第６号

　川崎市選挙管理委員会の委員長及び委員長職務代理者

に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所は次の

とおりです。

　　令和４年11月１日

 川崎市選挙管理委員会　　　　　　　　

 委員長　小　林　貴　美　子　　

川崎市選挙管理委員会告示第６号 
 
 
 川崎市選挙管理委員会の委員長及び委員長職務代理者に異動があり、新たに

就任した者の氏名及び住所は次のとおりです。 
 
 
  令和 ４ 年１１月 １ 日 
 
 

川崎市選挙管理委員会 
委員長 小 林 貴美子  

 
 
（就任日 令和 ４ 年１１月 １ 日） 

職   名 氏   名 住        所 

委 員 長 小 林 貴 美 子 川崎区大島３丁目２７番９号 

委員長職務代理者  山 田 益 男 
幸区幸町３丁目５５５番地４ 
イートピア多摩川グランビュー１１０２ 

 

監 査 公 表

 ４川監公第12号

 令和４年11月４日

　　　川崎市職員措置請求について(公表) 

　令和４年９月７日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第５

項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に対

する通知文を別紙のとおり公表します。 

 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　
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証
明
書
は
添
付
省
略
）
の
と
お
り
、
市
が
大
島
明
議
員
に
対
す

る
違

法
な

支
出

に
充

て
ら

れ
た

政
務

活
動

費
の

返
還

請
求

権
を

行
使

す
る

こ
と

を
怠

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
行
使
す
る
よ
う
川
崎
市
長
に
対
し
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
 

  
２
 
請
求
の
受
理
 

本
件
措
置
請
求
は
、
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令
和
４
年
９
月
１
５
日
付
け
で

こ
れ
を
受
理
し
、
監
査
対
象
局
を
議
会
局
と
し
た
。
 

 第
３
 
監
査
の
実
施
 

１
 
請
求
人
の
陳
述
 

監
査
の
実
施
に
当
た
り
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
１
０
月
４
日
、
請

求
人
か
ら
陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。
請
求
人
の
陳
述
の
際
、
同
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
局

の
職
員
（
以
下
「
関
係
職
員
」
と
い
う
。
）
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

請
求
人
が
本
件
措
置
請
求
の
要
旨
を
補
足
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 

２
 
関
係
職
員
の
陳
述
 

法
第
２
４
２
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
１
０
月
４
日
、
関
係
職
員
か
ら
陳
述
の
聴
取

を
行
っ
た
。
関
係
職
員
か
ら
は
、「

住
民
監
査
請
求
に
係
る
考
え
方
」（

添
付
省
略
）
の
提
出
が
あ
っ
た
。

関
係
職
員
の
陳
述
の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

関
係
職
員
が
説
明
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

  
３
 
関
係
人
調
査
 

法
第

１
９

９
条

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
く

関
係

人
調

査
等

は
、

大
島

明
議

員
か

ら
令

和
４

年
９

月

３
０
日
付
け
で
「
意
見
書
」
の
提
出
が
あ
り
、
当
該
書
面
に
よ
り
、
本
件
措
置
請
求
に
係
る
事
実
関
係

を
確
認
し
た
。
 

 

────────────────────────────────────────────────────

（
別

紙
）

  
  

４
川

監
第

５
８

３
号

 
 

令
和

４
年

１
１

月
４

日
 

 
  

か
わ

さ
き

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

 
代

表
幹

事
 川

 
口

 
洋

 
一

 
様

 
同

 
 

 
 渡

 
辺

 
登

代
美

 
様

 
  

 
 

 
川

崎
市

監
査

委
員

 
大

 
村

 
研

 
一

 
 

 
 

同
  

  
  

  
 

 
 

植
 

村
 

京
 

子
 

 
 

 
    

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

  
令

和
２

年
５

月
２

９
日

付
け

を
も

っ
て

受
理

し
た

標
記

の
請

求
に

つ
い

て
、

地
方

自
治

法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

２
４

２
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

監
査

を
実

施
し

ま

し
た

の
で

、
そ

の
結

果
を

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
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「
政
党
活
動
」
、「

選
挙
活
動
」
、「

後
援
会
活
動
」
な
ど
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
、
調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

部
分

が
明

ら
か

で
無

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務

活
動

費
に

よ

っ
て

支
出

す
る

こ
と

は
不

適
当

で
あ

り
、

他
の

活
動

の
実

績
に

応
じ

て
按

分
し

支
出

す
る

按

分
の
考
え
方
を
導
入
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
 

(
ｴ
)
 
執
行
に
あ
た
っ
て
の
原
則
 

政
務
活
動
費
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
指
針
に
よ
る
ほ
か
、
会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
の
自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

た
め

、
政

務
活

動
費

が
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る

た
め

必
要

な
経

費
を

賄
う

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

の
責

任

に
お
い
て
適
正
な
執
行
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

使
途

内
容

に
つ

い
て

の
透

明
性

確
保

が
求

め
ら

れ
て

い
る

た
め

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
に

お
い

て
市

民
へ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
と

と

も
に
、
支
出
伝
票
及
び
政
務
活
動
記
録
票
に
お
け
る
説
明
の
充
実
等
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

イ
 
政
務
活
動
費
の
交
付
対
象
と
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
 

政
務
活
動
費
の
交
付
対
象
は
、
条
例
第
３
条
で
は
、
会
派
及
び
当
該
会
派
の
議
員
で
、
議
員
１

人
当
た
り
に
お
い
て
①
会
派
に
対
し
て
月
額
４
５
０
，
０
０
０
円
又
は
②
会
派
・
議
員
に
対
し
て
、

会
派
に
月
額
５
０
，
０
０
０
円
、
議
員
に
月
額
４
０
０
，
０
０
０
円
の
い
ず
れ
か
の
選
択
制
と
し

て
、
所
属
議
員
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
会
派
に
交
付
す
る
と
し
て
い
る
。
 

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
は
、
条
例
第
１
０
条
別
表
に
、
次
の
と
お

り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

経
費
の
区
分
 

支
出
で
き
る
経
費
 

内
容
 

種
類
 

１
 
調
査
研
究
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
市

の
事
務
、
地
方
行
財
政
等
に
関
し

て
調
査
研
究
を
す
る
の
に
要
す
る

経
費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
消
耗

品
費
、
資
料
購
入
費
、
旅
費
、
バ
ス

等
借
上
料
、
出
席
負
担
金
等
 

２
 
研
修
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
研

修
会
を
開
催
し
、
又
は
他
の
団
体

等
が
開
催
す
る
研
修
会
に
参
加
す

る
の
に
要
す
る
経
費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
消
耗

品
費
、
資
料
購
入
費
、
旅
費
、
出
席

負
担
金
等
 

３
 
広
報
・
広
聴
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
若
し
く
は
市
政
に
つ
い
て

市
民
に
広
報
し
、
又
は
市
民
の
要

望
、
意
見
等
の
聴
取
若
し
く
は
市

民
相
談
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費

 会
場
借
上
料
、
印
刷
製
本
費
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
製
作
費
、
食
糧
費
、
送

料
、
旅
費
等
 

────────────────────────────────────────────────────

2 
  

４
 

監
査

対
象

事
項

 

本
件

政
務

活
動

費
の

支
出

に
関

し
て

、
市

長
に

違
法

又
は

不
当

に
財

産
の

管
理

を
怠

る
事

実
が

あ

る
か

を
監

査
対

象
と

し
た

。
 

 第
４

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
前

提
事

実
の

確
認

等
 

関
係

各
資

料
の

調
査

の
結

果
、

本
件

に
関

す
る

前
提

事
実

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 
(
1
)
 

政
務

活
動

費
に

つ
い

て
 

ア
 

概
要

 

政
務

活
動

費
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
４

項
か

ら
第

１
６

項
ま

で
の

規
定

を
根

拠
と

す
る

も
の

で
、
川

崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費

の
交

付
等

に
関

す
る

条
例
（

平
成

１
３

年
川

崎
市

条
例

第
１

１

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。
）

及
び

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

平
成

１
３

年
川

崎
市

規
則

第
１

６
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）
に

基
づ

き
、
会

派
及

び
議

員
に

対
し

、
川

崎
市

議
会

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の

一
部

と
し

て
交

付
さ

れ
る

。
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実

し
、
議

会
の

審
議

能
力

の
向

上
、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
も

の
で

あ

り
、
川

崎
市

議
会

が
作

成
し

た
「

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針
（

以
下
「

指
針

」
と

い
う

。
）
」
に

よ

る
と

、
そ

の
使

途
に

つ
い

て
市

民
に

説
明

責
任

を
負

う
こ

と
を

認
識

し
て

、
適

正
に

使
用

す
る

こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
政

務
活

動
費

の
運

用
の

基
本

的
指

針
と

し
て

、
次

の
４

点
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

 

(
ｱ
)
 

政
務

活
動

に
つ

い
て

 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
議

会
は

、
条

例
の

制
定

及
び

改
廃

、
予

算
の

決
定

、
重

要
な

契
約

の

締
結

並
び

に
財

産
の

取
得

及
び

処
分

等
に

つ
い

て
議

決
権

を
有

す
る

。
 

さ
ら

に
は

、
近

時
の

社
会

情
勢

の
複

雑
化

に
伴

い
、
多

様
化
・
高

度
化

す
る

地
域

住
民

の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政

施
策

等
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

こ
う

し
た

中
、

議
会

の
構

成
員

で
あ

る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関

す
る

諸

制
度

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

抱
え

る
政

治
的

、
行

政
的

諸
課

題
、
さ

ら
に

は
諸

外
国

の
動

向

等
に

対
す

る
広

範
な

知
識

が
必

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の

活

動
が

不
可

欠
と

な
っ

て
お

り
、

議
員

活
動

の
活

性
化

を
図

る
た

め
、

要
す

る
経

費
の

一
部

を

政
務

活
動

費
と

し
て

交
付

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

(
ｲ
)
 

実
費

弁
償

の
原

則
 

政
務

活
動

費
は

、
市

政
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
の

た
め

に
、
実

際
に

要
し

た
費

用
に

充
当

す
る

実
費

弁
償

を
原

則
と

す
る

。
 

(
ｳ
)
 

按
分

に
よ

る
支

出
 

会
派

及
び

議
員

に
よ

る
、
「

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

」
（

政
務

活
動

）
と

、
そ

れ
以

外
の
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な
い

。
政

務
活

動
費

を
活

用
す

る
際

に
は

、
支

出
伝

票
の

作
成

、
領

収
書

等
の

整
理
（

支
出

伝

票
に

貼
付

等
）
、
会

計
帳

簿
の

記
帳

等
を

行
う

。
ま

た
、
四

半
期

ご
と

に
支

出
伝

票
、
領

収
書

等
、

会
計

帳
簿

等
の

整
理

・
調

製
を

行
う

。
 

(
ｵ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
提

出
（

条
例

第
１

１
条

、
指

針
）

 

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
交

付
翌

年
度

の
４

月
３

０
日

ま
で

に
、
交

付
に

係

る
収

入
及

び
支

出
に

つ
い

て
議

長
に

報
告

す
る

。
こ

の
場

合
、
収

支
報

告
書

の
ほ

か
、
支

出
伝

票
一

覧
表
（

写
し

）
、
支

出
伝

票
（

写
し

）
、
領

収
書

等
（

写
し

）
、
政

務
活

動
記

録
票
（

写
し

）

等
を

提
出

す
る

。
議

長
は

こ
れ

ら
の

提
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

写
し

を
市

長

に
提

出
す

る
。

 

(
ｶ
)
 

剰
余

金
の

返
還

（
条

例
第

１
２

条
、

規
則

第
１

１
条

）
 

交
付

さ
れ

た
政

務
活

動
費

に
剰

余
金

が
生

じ
た

場
合

、
会

派
の

代
表

者
及

び
交

付
対

象
議

員
は

、
市

長
の

発
行

す
る

納
付

書
に

よ
り

、
速

や
か

に
返

還
を

行
う

。
 

(
ｷ
)
 

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

準
備

等
（

指
針

）
 

議
会

局
は

、
会

派
の

代
表

者
又

は
交

付
対

象
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
に

供
す

る
に

当
た

り
、
記

載
・
押

印
漏

れ
、
添

付
書

類
の

不
備

、
費

用
弁

償
と

の
重

複
、
按

分
率

等
の

説
明

漏
れ

及
び

合
計

額
等

の
確

認
な

ど
の

形
式

的
要

件
の

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、

個
人

情
報

の
マ

ス
キ

ン
グ

を
行

う
。

 

(
ｸ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
（

条
例

第
１

５
条

、
規

則
第

１
４

条
）

 

議
長

は
、

交
付

翌
年

度
の

６
月

３
０

日
か

ら
収

支
報

告
書

等
を

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
。

 

(
ｹ
)
 

関
係

帳
簿

の
保

管
（

規
則

第
９

条
、

指
針

）
 

会
派

の
経

理
責

任
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
収

支
報

告
書

、
支

出
伝

票
一

覧
表

、
支

出
伝

票
、
領

収
書

等
、
会

計
帳

簿
関

係
書

類
、
事

務
所

台
帳

等
を

収
支

報
告

書
提

出
日

の
属

す
る

年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

し
て

５
年

間
保

管
す

る
。

 

(
2
)
 

大
島

明
議

員
（

以
下

「
大

島
議

員
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
支

出
に

つ
い

て
 

請
求

人
が

対
象

と
し

て
い

る
令

和
３

年
度

の
政

務
活

動
費

の
支

出
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

広
報
・
広

聴
費

と
し

て
、
株

式
会

社
北

斗
（

以
下
「
Ａ

社
」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
令

和
３

年
５

月
１

２
日

付
け

、
同

年
８

月
２

日
付

け
、

同
年

１
１

月
３

０
日

付
け

、
令

和
４

年
２

月
１

５
日

付

け
で

合
計

３
，

２
０

１
，

０
０

０
円

を
支

出
し

た
（

以
下

「
本

件
支

出
」

と
い

う
。
）
。

 

 

２
 

監
査

委
員

の
判

断
 

(
1
)
 

政
務

活
動

費
の

性
格

に
つ

い
て

 

法
第

１
０

０
条

第
１

４
項

で
は

、
「

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、

そ
の

議
会

の
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
、

そ

の
議

会
に

お
け

る
会

派
又

は
議

員
に

対
し

、
政

務
活

動
費

を
交

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
」

と
し

、

条
例

第
２

条
で

は
、
「

会
派

（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

及
び

議
員

────────────────────────────────────────────────────
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４
 
要
請
・
陳
情
活

動
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
国

等
に
対
す
る
要
請
又
は
陳
情
の
活

動
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費
 

印
刷
製
本
費
、
旅
費
等
 

５
 
会
議
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
各

種
会
議
を
開
催
し
、
又
は
他
の
団

体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等

各
種
会
議
に
参
加
す
る
の
に
要
す

る
経
費
 

会
場
借
上
料
、
委
託
料
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
、
消
耗
品
費
、
資
料
購

入
費
、
旅
費
、
出
席
負
担
金
等
 

６
 
資
料
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
必
要
と
す
る
資
料
を
購

入
し
、
若
し
く
は
利
用
し
、
又
は

作
成
す
る
の
に
要
す
る
経
費
 

印
刷
製
本
費
、
委
託
料
、
図

書
雑
誌

購
入
費
、
新
聞
購
読
料
、
デ

ー
タ
ベ

ー
ス
利
用
料
等
 

７
 
人
件
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
の
補
助
者
を
雇
用
す
る
の

に
要
す
る
経
費
 

報
酬
・
日
当
、
交
通
費
、
社

会
保
険

料
等
 

８
 
事
務
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る

の
に
要
す
る
経
費
 

消
耗
品
費
、
事
務
機
器
・
備
品
等
賃

借
料

、
事

務
機

器
・

備
品

等
購

入

費
、
電
話
料
、
送
料
等
 

９
 
事
務
所
費
 

会
派
又
は
交
付
対
象
議
員
が
そ

の
活
動
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置

及
び
管
理
に
要
す
る
経
費
 

事
務
所
賃
借
料
、
維
持
管
理
費
等

 

ウ
 
交
付
等
の
事
務
手
続
の
流
れ
 

(ｱ
) 

交
付
申
請
手
続
（
条
例
第
５
条
第
１
項
）
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
年
度
当
初
に
議
長
を
経
由
し
て
市
長
に
申
請
す
る
。
 

(ｲ
) 

交
付
決
定
（
条
例
第
５
条
第
２
項
）
 

市
長
は
、
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き

は
、
議
長
を
経
由
し
て
会
派
の
代
表
者
又
は
交
付
対
象
議
員
に
通
知
す
る
。
 

(ｳ
) 

支
出
請
求
（
規
則
第
３
条
、
第
８
条
）
 

会
派
の
代
表
者
及
び
交
付
対
象
議
員
は
、
毎
月
政
務
活
動
費
の
請
求
を
行
う
。
政
務
活
動
費

は
毎
月
１
０
日
に
交
付
さ
れ
る
。
 

(ｴ
) 

政
務
活
動
費
の
活
用
、
整
理
・
調
製
（
条
例
第
９
条
、
指
針
）
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す
る
た
め
、
所
属
議
員
の
中
か
ら
経
理
責
任
者
１
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付

を
受

け
た

政
務

活
動

費
の

経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
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依
頼
し

て
い

た
他

の
議

員
の
紹
介

に
よ

っ
て

、
北

斗
の
社
長

と
話

を
す

る
機

会
が
あ
り

、
誠
実

で
真
面

目
な

人
柄

に
信

頼
で
き
る

と
の

印
象

を
持

ち
、
仕
事

を
依

頼
し

、
そ

の
対
応
の

よ
さ
や

仕
事
の
質
の
高
さ
か
ら
、
継
続
し
て
広
報
物
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

イ
 
判
断
 

本
件
支

出
に

つ
い

て
、

印
刷
物
を

発
注

し
た

際
の

見
積
書
に

は
見

積
内

容
、

単
価
等
が

詳
し

く
記
載

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、
本
件

支
出

の
対

象
と

な
っ
た
成

果
物

は
い

ず
れ

も
現
物
と

し
て
提

出
さ
れ

て
お

り
、

Ａ
社

が
受
注
し

て
い

る
作

業
内

容
、
作
業

範
囲

等
に

鑑
み

れ
ば
、
本

件
支
出

が
不
当

に
高

額
で

あ
る

と
は
い
え

な
い

。
そ

の
他

、
本
件
支

出
が

不
適

切
で

あ
る
と
認

め
る
に

足
り
る
証
拠
は
な
い
。
 

し
た
が

っ
て

、
本

件
支

出
が
違
法

若
し

く
は

不
当

で
あ
る
と

の
請

求
人

の
上

記
主
張
は

理
由

が
な
い
。
 

(
3
)
 
結
論
 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
支
出
に
つ
い
て
違
法
若
し
く
は
不
当
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

請
求
人
の
上
記
主
張
は
い
ず
れ
も
採
用
で
き
な
い
。
 

よ
っ
て
、
本
件
措
置
請
求
は
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

  
３
 
意
見
 

 
 
 

監
査
結

果
は

以
上

の
と
お

り
で
あ

る
が

、
今

回
の
監

査
を
通

じ
て

、
監

査
委
員

と
し
て

の
意

見
を

述
べ
る
。
 

 
 
 

政
務
活

動
費

は
、

市
政
に

関
す
る

会
派

及
び

議
員
の

調
査
研

究
そ

の
他

の
活
動

を
充
実

し
、

議
会

の
審
議

能
力

の
向
上

、
議

会
の
活

性
化

に
資
す

る
こ

と
を
目

的
と

し
て
い

る
も

の
で
あ

り
、

会
派
及

び
議
員

は
、

そ
の
使

途
に

つ
い
て

市
民

に
説
明

責
任

を
負
う

こ
と

を
認
識

し
て

、
適
正

に
使

用
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 
 

会
派
及

び
議

員
に

お
い
て

は
、
引

き
続

き
政

務
活
動

費
が
公

金
で

あ
る

こ
と
を

意
識
し

、
使

途
内

容
に
つ

い
て

の
透
明

性
を

確
保
し

、
市

民
へ
の

説
明

責
任
を

果
た

す
こ
と

が
で

き
る
よ

う
、

支
出
伝

票
及
び
政
務
活
動
記
録
票
に
お
け
る
説
明
の
充
実
等
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
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は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

が
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
を

充

実
し

、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務

活
動

費
を

適

正
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

て
い

る
。

 

政
務

調
査

費
に

関
し

て
は

、「
議

員
の

調
査

研
究

活
動

は
多

岐
に

わ
た

り
、
個

々
の

経
費

の
支

出

が
こ

れ
に

必
要

か
ど

う
か

に
つ

い
て

は
議

員
の

合
理

的
判

断
に

委
ね

ら
れ

る
部

分
が

あ
る

」（
最

高

裁
第

三
小

法
廷

平
成

２
２

年
３

月
２

３
日

判
決

）
と

さ
れ

、
そ

の
執

行
に

つ
い

て
「

監
査

委
員

を

含
め

区
の

執
行

機
関

が
、

実
際

に
行

わ
れ

た
政

務
調

査
活

動
の

具
体

的
な

目
的

や
内

容
等

に
立

ち

入
っ

て
そ

の
使

途
制

限
適

合
性

を
審

査
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
と

解
さ

れ
る

」（
最

高
裁

第

一
小

法
廷

平
成

２
１

年
１

２
月

１
７

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

ら
の

判
例

の
趣

旨
を

踏
ま

え
る

と
、

政
務

調
査

費
の

後
身

で
あ

る
政

務
活

動
費

は
、

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

政
務

活
動

費
を

ど
の

よ
う

に
使

用
す

る
か

は
、

会
派

及
び

議
員

の

自
主

性
が

尊
重

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

一
方

で
、
政

務
活

動
費

が
市

の
公

金
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

使
途

内
容

に
つ

い
て

透
明

性
の

確
保

と
説

明
責

任
が

求
め

ら
れ

る
と

い
え

る
。

 

(
2
)
 

本
件

支
出

の
違

法
性

に
つ

い
て

 

請
求

人
は

、
本

件
支

出
に

つ
い

て
、

支
出

先
で

あ
る

Ａ
社

は
、

現
地

に
お

い
て

目
立

っ
た

看
板

な
ど

も
な

く
、

特
別

の
理

由
が

な
け

れ
ば

選
定

し
な

い
よ

う
な

業
者

で
あ

り
、

ま
た

契
約

金
額

も

高
額

で
あ

る
と

の
疑

義
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
当

該
支

出
に

は
業

者
選

定
の

経
緯

と
金

額
に

不
当

性

が
あ

る
旨

主
張

し
て

い
る

。
 

以
下

、
本

件
支

出
が

違
法

若
し

く
は

不
当

と
い

え
る

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

ア
 

調
査

結
果

 

関
係

人
の

提
出

資
料

に
よ

っ
て

判
明

し
た

事
実

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

Ａ
社

は
、

広
告

代
理

業
、

看
板

製
作

、
印

刷
業

等
を

法
人

の
目

的
と

し
て

お
り

、
所

在
場

所

に
印

刷
業

で
あ

る
こ

と
を

示
す

看
板

等
は

な
い

が
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
サ

イ
ト

に
お

い
て

宣
伝

・
広

告
業

を
営

ん
で

い
る

会
社

と
し

て
登

載
さ

れ
て

い
る

。
 

本
件

支
出

に
係

る
契

約
金

額
は

、
原

稿
制

作
費

と
し

て
、

レ
イ

ア
ウ

ト
・

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ュ

、

コ
ピ

ー
ラ

イ
ト

、
修

整
、

入
稿

デ
ー

タ
作

成
に

係
る

費
用

の
ほ

か
、

印
刷

費
と

し
て

、
製

版
・

簡
易

校
正

、
刷

版
、
印

刷
、
断

裁
、
折

り
加

工
、
用

紙
、
納

品
に

係
る

費
用

が
支

出
さ

れ
て

い
る

（
大

島
議

員
提

出
資

料
５

－
２

、
６

－
２

、
７

－
２

、
８

－
２

）
。

 

な
お

、
本

件
支

出
の

対
象

と
な

っ
た

成
果

物
は

、「
自

由
民

主
３

月
議

会
号
（

令
和

３
年

４
月

２
０

日
発

行
）
」
、
「

自
由

民
主

６
月

議
会

号
（

令
和

３
年

７
月

２
７

日
発

行
）
」
、
「

自
由

民
主

９

月
議

会
号
（

令
和

３
年

１
１

月
１

６
日

発
行

）
」
、「

自
由

民
主

１
２

月
議

会
号
（

令
和

４
年

２
月

８
日

発
行

）
」

で
、

Ａ
３

判
が

現
物

と
し

て
提

出
さ

れ
て

い
る

（
大

島
議

員
提

出
資

料
５

－
４

、

６
－

４
、

７
－

４
、

８
－

４
）
。

 

Ａ
社

の
営

業
方

針
と

し
て

、
得

意
顧

客
と

そ
の

紹
介

先
の

仕
事

の
み

を
対

象
に

事
業

を
展

開

し
て

お
り

、
自

社
の

広
告

は
積

極
的

に
は

行
っ
て

い
な

い
が

、
大

島
議

員
は

、
Ａ

社
に

仕
事

を
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ば
な

ら
な

い
。
」（

川
崎

市
議
会

の
政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す
る

条
例

第
２

条
抜

粋
）
と
さ

れ
て

い

る
。

し
た

が
っ

て
、

政
務

活
動

費
の
使

用
に

は
、

強
い

透
明

性
と
適

正
さ

が
求

め
ら

れ
る

。
 

（
２

）
大

島
明

に
対

す
る

も
の

 

 
 

 
大

島
明

は
、
令

和
３
年

度
、
広
報
・
広
聴

費
と

し
て

、
株

式
会

社
北

斗
に

対
し
、
２
０

２
１
（

令
和

３
）
年

５
月

１
２

日
、
同

年
８

月
２
日
、
同
年

１
１

月
３
０

日
、
２
０

２
２
（

令
和

４
）
年
２

月
１

５

日
付

で
合

計
３

，
２

０
１

，
０

０
０
円

の
政

務
活

動
費

を
支

出
し
て

い
る

。
 

 
 

 
政

務
活

動
費

の
使

用
に

は
、

強
い

透
明

性
と

適
正

さ
が

求
め

ら
れ

、
「

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

」

（
川

崎
市

議
会

平
成

２
６

年
１

２
月
１

８
日

改
定

）
１

８
２

頁
で
も
「
作

成
業

務
の

委
託

は
、
委

託
先

の
選

定
理

由
及

び
委

託
内

容
を

明
確
に

し
た

上
で
、
契
約
を

締
結
」
す

る
こ

と
が

求
め
ら

れ
て
い

る
。
 

 
 

 
し

た
が

っ
て
、
委
託
先

業
者
の

選
定

に
疑

義
が

あ
り

、
ま

た
は

委
託

内
容

が
社
会

常
識
的

に
高

額
で

あ
る

な
ど

と
い

っ
た

場
合

は
、

政
務
活

動
費

と
し

て
の

支
出

は
適
当

で
な

く
認

め
ら

れ
な

い
。
 

 
 

 
大

島
明

議
員

が
印

刷
等

を
委

託
し

た
株

式
会

社
北

斗
は

、
法

人
の

存
在

は
確

認
で

き
た

も
の

の
業

務
に

つ
い

て
の

広
告

な
ど

は
見

つ
け
る

こ
と

が
で

き
ず
、
現

地
に
お

い
て

目
立

っ
た

看
板

等
も
な

く
、

郵
便

受
け

に
社

名
の

表
示

が
認

め
ら
れ

る
だ

け
で
（

資
料
２

の
１
、
資

料
２

の
２

）
、
印
刷

会
社
と

し

て
現

認
、

発
見

す
る

の
は

困
難

な
業
者

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
し

た
が

っ
て
、
特
別
の

理
由
が

な
け

れ
ば

通
常

は
選

定
し
な

い
よ

う
な

業
者

で
あ

り
、
委
託

先
業

者

選
定

の
透

明
性

に
疑

義
が

感
じ

ら
れ
る

。
 

 
 

 
さ

ら
に

、
本

件
支

出
に

関
す
る

見
積

書
、
契
約

書
、
成
果

物
等

が
公
開

さ
れ

て
い

な
い
た

め
、
そ
の

作
業

内
容

が
不

明
で
、
支
出
の

詳
細
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
ず
、
非

常
に

高
額

で
あ
る

疑
義
が

あ
る

。 

 
 

 
以

上
の

点
を

総
合

的
に

考
慮

す
る

と
、

大
島

明
議

員
の

市
政

報
告

紙
作

成
に

つ
い

て
の

本
件

支
出

は
、
業

者
の

選
定
の

経
緯
、
金

額
に
不

当
性

が
あ

り
、
政
務

活
動
費

と
し

て
求

め
ら

れ
る

透
明
性
・
適

正
性

に
反

す
る

た
め

、
そ

の
支

出
は
認

め
ら

れ
な

い
。
 

３
 

川
崎

市
長

の
怠

る
事

実
に

つ
い
て
 

 
 

川
崎

市
長

は
地

方
自

治
法

第
１

４
８

条
に

よ
り

、
自

治
体

の
事

務
を

管
理

し
及

び
こ

れ
を

執
行

す
る

こ
と

に
な

っ
て

お
り
、
加
え
て

同
法
第

１
４

９
条

５
号

で
は

会
計
を

監
督

し
、
同

６
号
で

は
財
産

を
取

得

し
、

管
理

し
、

及
び

処
分

す
る

こ
と
が

市
長

の
事

務
と

な
っ

て
い
る

。
 

 
 

ま
た

、「
川
崎

市
議

会
の
政

務
活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条
例
」

第
５

条
は

市
長
の

交
付
決

定
権

を

定
め

る
と

と
も

に
、
第

１
３
条

は
市
長

に
対

し
、
「
会

派
又
は

交
付
対

象
議

員
に

お
け

る
政

務
活
動

費
の

支
出

が
こ

の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基
づ

く
規

則
の

定
め

に
違

反
し

た
も

の
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

当
該

交
付

の
決

定
の

全
部

ま
た

は
一
部

を
取

り
消

し
」
と
市

長
の
潜

在
的

調
査

権
に

つ
き

定
め
、
さ

ら
に

第
１

４
条

で
は

交
付

の
決

定
を

取
り
消

し
た

と
き

の
返

還
命

令
権
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

。
 

 
 

し
た

が
っ

て
、
市

長
は
そ

の
提
出

さ
れ

た
収

支
報

告
書

が
適
正

で
あ

る
か

ど
う

か
に

つ
い
て

調
査

し
、

問
題

が
あ

れ
ば

決
定

を
取

り
消

し
、
返

還
命

令
権

を
行

使
す

る
責
務

を
有

す
る

。
し

か
し

、
川
崎

市
長
に

よ
り

本
件

支
出

に
つ

い
て
、
政

務
活
動

費
の

支
出

が
適

正
か

調
査
さ

れ
た

形
跡

は
な

い
。
川
崎

市
長

は
、

政
務

活
動

費
の

支
出

を
適

正
に

す
る

義
務

を
怠

り
多

額
の

違
法

支
出

の
存

在
を

放
置

し
て

お
り

、
財

産

管
理

を
怠

る
事

実
の

存
在

は
明

ら
か
で

あ
る

。
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０
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２
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７
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Ｘ
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０
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３
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渡
辺

 
登

代
美

 
 
 

  
 

  

 第
１

 
請

求
の

趣
旨
 

大
島

明
に

対
し

、
政

務
活

動
費

３
，
２

０
１

，
０
０

０
円

の
返

還
請
求

権
を

行
使

す
る

よ
う

川
崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る

。
 

 

第
２

 
請

求
の

原
因
 

１
 

対
象

と
な

る
財

務
会

計
行

為
 

 
 

大
島

明
は

、
令

和
３

年
度

、
広
報
・
広

聴
費

と
し

て
、
株

式
会
社

北
斗

に
対

し
、
２
０

２
１
（

令
和

３
）

年
５

月
１

２
日

、
同

年
８

月
２

日
、
同

年
１

１
月

３
０

日
、
２

０
２

２
（

令
和

４
）
年
２

月
１
５

日
に
合

計
３
，

２
０

１
,０

０
０

円
を
政

務
活
動

費
か

ら
支

出
し

た
（

以
下

「
本

件
支

出
」

と
い
う

。
資

料
１

の

１
～

資
料
１
の

８
）
 

２
 

財
務

会
計

行
為

の
違

法
性

 

（
１

）
序

論
 

 
 

 
政

務
活

動
費

は
、
地
方

議
会
の

活
性

化
を

図
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
、
地

方
自
治

法
第
１

０
０

条
１

４
項

に
基

づ
き

制
定

さ
れ

た
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動
費

の
交
付

等
に

関
す

る
条

例
」
に
基

づ
き

、

会
派

及
び

議
員

に
対

し
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
交

付
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
政
務

活
動

費
に

つ
い

て
は
「
地

方
議
会

の
活

性
化

を
図

る
た

め
に
は
、

そ
の

審
議

能
力

を
強

化
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

不
可

欠
で

あ
り

、
地

方
議

員
の

調
査

活
動

基
盤

の
充

実
を

図
る

観
点

か
ら
、
議
会
に

お
け
る

会
派

等
に

対
す

る
調

査
研
究

費
等

の
助

成
を

制
度

化
し
、
あ

わ

せ
て

情
報

公
開

を
促

進
す

る
観

点
か
ら
、

そ
の

使
途

の
透
明

性
を
確

保
す

る
こ

と
が

重
要

」
（
第

１
４

７
回

通
常

国
会

で
の

衆
議

院
地

方
行
政

委
員

長
の

提
案

説
明

）
と

さ
れ

て
お

り
、「

議
員
は

、
政

務
活

動
費

の
交

付
が
、
市
政

に
関
す

る
会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

を
認

識
し

、
政

務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な

け
れ

別
紙

１
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請請
求求

人人
のの

陳陳
述述

（（
要要

旨旨
））

 

  
こ

れ
は

大
島

明
議

員
の

令
和

３
年

度
広

報
・

広
聴

費
に

お
い

て
、

株
式

会
社

北
斗

に
対

し
て

２
０

２
１

年
５

月
１

２
日

か
ら

２
０

２
２

年
２

月
１

５
日

ま
で

に
合

計
３

，
２

０
１

，
０

０
０

円
を

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
し

た
も

の
に

つ
い

て
住

民
監

査
請

求
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

 
政

務
活

動
費

の
使

用
に

つ
い

て
は

、
強

い
透

明
性

と
適

正
さ

が
求

め
ら

れ
る

。
住

民
監

査
請

求
の

請
求

書
に

も
示

し
て

い
る

と
お

り
、

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

に
お

い
て

も
、

広
報

費
・

広
聴

費
に

つ
い

て
、

作
成

業
務

の
委

託
先

の
選

定
理

由
及

び
委

託
内

容
を

明
確

に
し

た
上

で
、

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
と

い
う

旨
の

記
載

が
あ

る
。

 

 
そ

こ
で

、
措

置
請

求
書

に
お

い
て

記
載

し
て

主
張

し
た

ほ
か

、
今

回
、

大
島

明
議

員
が

広
報

費
・

広
聴

費
を

支
出

し
た

株
式

会
社

北
斗

と
い

う
会

社
は

、
自

社
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
は

な
く

、
具

体
的

な
内

容
な

ど
不

明
で

あ
る

し
、

法
人

と
し

て
も

実
体

も
不

明
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
措

置
請

求
書

に
書

い
た

内
容

に
加

え
て

、
印

刷
会

社
と

し
て

現
認

、
発

見
す

る
と

い
う

こ
と

は
困

難
な

業
者

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
ま

た
、

措
置

請
求

書
に

添
付

し
た

資
料

１
の

１
か

ら
１

の
８

の
支

出
伝

票
と

そ
の

領
収

書
で

あ
る

が
、

使
途

内
容

事
業

名
は

市
政

報
告

紙
の

作
成

費
と

さ
れ

て
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
備

考
欄

に
も

令
和

３
年

第
１

回
か

ら
第

４
回

の
定

例
会

の
議

会
報

告
と

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
市

政
報

告
紙

の
作

成
に

関
し

て
株

式
会

社
北

斗
に

委
託

し
た

こ
と

に
つ

い
て

、
契

約
書

だ
と

か
、

そ
の

他
の

資
料

は
公

開
さ

れ
て

い
な

い
。

我
々

が
２

０
２

２
年

８
月

２
５

日
に

こ
の

支
出

伝
票

等
の

資
料

を
閲

覧
し

た
が

、
こ

こ
で

は
公

開
さ

れ
て

い
な

い
。

市
政

報
告

紙
の

作
成

の
費

用
の

業
務

委
託

に
つ

い
て

、
委

託
先

の
選

定
理

由
や

委
託

内
容

は
明

ら
か

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

作
成

業
務

の
委

託
先

の
選

定
理

由
及

び
委

託
内

容
を

明
確

に
し

た
上

で
、

契
約

を
締

結
す

る
と

い
う

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

が
遵

守
さ

れ
て

い
る

と
は

と
て

も
言

え
な

い
と

い
う

べ
き

も
の

で
あ

る
。

 

 
ま

た
、

資
料

の
中

に
あ

る
支

出
伝

票
の

備
考

欄
に

は
、

※
の

後
に

、
経

費
の

内
訳

（
単

価
等

）
・

按
分

率
（

按
分

に
よ

る
支

出
の

場
合

）
等

を
記

入
す

る
と

い
う

旨
の

記
載

が
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

今
回

の
大

島
明

議
員

の
広

報
費

・
広

聴
費

支
出

に
関

し
て

は
、

株
式

会
社

北
斗

に
委

託
し

た
業

務
の

委
託

に
つ

い
て

の
見

積
書

等
の

資
料

は
公

開
さ

れ
て

い
な

い
。

株
式

会
社

北
斗

が
受

託
し

て
い

る
作

業
の

内
容

や
作

業
の

範
囲

、
印

刷
物

の
部

数
や

印
刷

物
の

枚
数

、
部

数
・

枚
数

当
た

り
の

印
刷

代
単

価
と

い
う

も
の

は
不

明
で

あ
っ

て
、

こ
れ

ら
作

業
内

容
、

作
業

の
範

囲
、

印
刷

代
金

の
金

額
と

い
っ

た
詳

細
を

確
認

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
た

め
、

こ
の

支
出

は
不

当
に

高
額

で
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
通

常
、

印
刷

代
と

か
は

、
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト

ア
の

コ
ピ

ー
代

で
も

１
０

円
、

な
い

し
カ

ラ
ー

で
も

う
少

し
か

か
る

も
の

の
、

こ
の

合
計

金
額

の
３

，
２

０
１

，
０

０
０

円
と

な
る

ほ
ど

の
支

出
金

額
は

明
ら

か
に

高
額

な
も

の
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
ま

た
、

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

の
１

８
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

は
、

政
務

活
動

と
無

関
係

な
内

容
等

が
含

ま
れ

て
い

る
場

合
、

そ
の

紙
面

の
面

積
に

応
じ

て
適

切
に

按
分

し
、

そ
の

限
度

で
支

出
可

能
と

い
う

こ
と

別
紙

２
 

────────────────────────────────────────────────────

４
 

請
求

者
 

 
 

請
求

者
「

か
わ

さ
き

市
民

オ
ン
ブ

ズ
マ

ン
」
は
、
川
崎

市
や
市

議
会

の
行

政
運

営
に

対
し
、
自

覚
的
な

市
民

意
識

を
大

切
に

し
、
住
民

自
治
を

発
展

さ
せ
、
公
正
で

活
力
あ

る
社

会
の

実
現

を
め

ざ
し
１

９
９

７

年
に

結
成

さ
れ

た
市

民
団

体
で

あ
り

、
川

崎
市

の
行

財
政

運
営

に
対

す
る

チ
ェ

ッ
ク

機
能

の
問

題
点

と

今
後

の
あ

り
方

に
つ

い
て
、
行
政

監
査
、
議

会
等

に
つ

き
市

民
的

チ
ェ
ッ

ク
の

視
点

か
ら

調
査

、
研

究
し
、

積
極

的
な

提
言

を
行

い
、

川
崎

市
内

各
地

域
に

行
政

監
視

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

広
め

る
こ

と
を

主
な

活

動
内

容
と

す
る

団
体

で
あ

る
。

 

５
 

地
方

自
治

法
第

２
４

２
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り
、
以

下
の
添

付
資

料
を

添
え
、
必

要
な
措

置
を

請
求

す
る

。
 

以
上
 

 

添
 

付
 

資
 

料
 

資
料

１
の

１
な

い
し

資
料

１
の

８
 
大

島
明

議
員

の
広

報
・

広
聴
費

に
か

か
る

支
出

伝
票

、
領
収

証
 

資
料

２
の

１
及

び
資

料
２

の
２

 
 
株

式
会

社
北

斗
の

外
観

写
真
 

 



川 崎 市 公 報 （第1,855号）令和４年(2022年)11月25日

－4329－

わ
ら

ず
、

今
回

の
支

出
伝

票
や

領
収

書
等

の
公

開
さ

れ
た

資
料

を
見

る
と

、
そ

の
監

査
委

員
か

ら
の

意
見

を
踏

ま
え

た
説

明
が

な
さ

れ
て

い
る

と
は

考
え

ら
れ

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
従

前
か

ら
監

査
委

員
か

ら
述

べ
ら

れ
た

政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て

、
市

民
に

説
明

責
任

を
負

う
と

い
う

こ
と

を
認

識
し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
と

か
、

支
出

伝
票

及
び

政
務

活
動

記
録

票
に

お
け

る
説

明
の

充
実

等
を

望
む

も
の

で
あ

る
こ

と
な

ど
と

い
っ

た
意

見
を

踏
ま

え
た

対
応

、
資

料
の

公
開

が
な

さ
れ

て
い

る
と

は
言

え
な

い
と

い
う

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

 
以

上
か

ら
、

大
島

明
議

員
の

市
政

報
告

紙
作

成
に

つ
い

て
の

本
件

支
出

は
、

業
者

の
選

定
経

緯
、

金
額

等
に

不
当

性
が

あ
っ

て
、

政
務

活
動

費
と

し
て

求
め

ら
れ

る
透

明
性

や
適

正
性

に
反

す
る

た
め

、
そ

の
支

出
は

認
め

ら
れ

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

 
続

い
て

、
補

足
し

て
説

明
す

る
が

、
公

開
さ

れ
て

い
る

の
は

支
出

伝
票

と
、

領
収

書
も

し
く

は
振

込
記

録
の

み
で

あ
っ

て
、

成
果

物
と

い
う

の
は

全
然

公
開

さ
れ

て
い

な
い

わ
け

で
あ

り
、

大
島

議
員

の
印

刷
物

に
関

し
て

も
、

ど
の

よ
う

な
広

報
が

作
成

さ
れ

て
い

る
の

か
は

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

さ
れ

て
お

ら
ず

全
然

分
か

ら
な

い
た

め
、

ほ
か

の
議

員
と

の
単

価
を

比
較

し
て

、
こ

の
単

価
は

少
し

高
額

過
ぎ

る
の

で
は

な
い

か
と

い
っ

た
内

容
の

監
査

請
求

し
か

で
き

な
い

。
 

 
同

様
の

案
件

で
、

平
成

３
０

年
度

に
印

刷
物

の
単

価
が

高
過

ぎ
る

の
で

は
な

い
か

と
監

査
請

求
し

た
件

に
つ

い
て

は
、

今
、

住
民

訴
訟

を
行

っ
て

い
る

も
の

の
、

裁
判

長
が

、
ほ

か
の

議
員

の
広

報
と

単
価

が
高

過
ぎ

る
の

で
は

な
い

か
と

指
摘

し
た

議
員

の
広

報
と

を
比

較
し

て
、

ど
う

い
う

理
由

で
こ

の
よ

う
な

単
価

に
な

っ
て

い
る

の
か

、
素

人
目

で
は

分
か

ら
な

い
と

い
う

よ
う

な
釈

明
を

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

も
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

監
査

委
員

に
お

か
れ

て
は

、
広

報
・

広
聴

費
を

支
出

し
た

、
印

刷
物

が
あ

る
、

だ
か

ら
い

い
ね

と
い

う
だ

け
で

は
な

く
、

例
え

ば
ほ

か
の

議
員

の
広

報
と

の
比

較
な

ど
し

て
、

な
ぜ

こ
こ

だ
け

単
価

が
非

常
に

高
く

な
っ

て
い

る
の

か
、

私
た

ち
の

計
算

だ
と

１
０

倍
以

上
の

単
価

と
い

う
こ

と
に

な
っ

て
い

る
た

め
、

そ
う

い
う

と
こ

ろ
ま

で
し

っ
か

り
監

査
を

し
て

、
支

出
に

見
合

っ
た

成
果

が
出

て
い

る
の

か
ど

う
か

と
い

う
観

点
か

ら
、

ぜ
ひ

審
議

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

 ※
請

求
人

の
請

求
内

容
を

補
足

し
た

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
 

────────────────────────────────────────────────────

が
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

大
島

明
議

員
の

支
出

伝
票

の
備

考
欄

に
は

、
按

分
率

は
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

ま
た

、
本

件
支

出
に

関
す

る
成

果
物

と
い

う
も

の
は

公
開

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
政

務
活

動
と

無
関

係
な

内
容

等
が

含
ま

れ
て

い
る

の
か

否
か

、
紙

面
の

面
積

に
応

じ
て

適
切

に
按

分
が

さ
れ

て
い

る
か

否
か

と
い

っ
た

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
い

う
状

態
で

あ
る

。
 

 
さ

ら
に

、
同

じ
く

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

の
１

８
ペ

ー
ジ

に
よ

れ
ば

、
会

派
の

広
報

紙
及

び
議

員
個

人
の

広
報

紙
に

つ
い

て
は

、
政

務
活

動
に

明
ら

か
に

関
連

し
な

い
も

の
を

除
い

て
支

出
可

能
と

い
う

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

今
回

の
大

島
明

議
員

の
広

報
費

・
広

聴
費

に
関

す
る

支
出

に
関

し
て

は
成

果
物

が
公

開
さ

れ
て

お
ら

ず
、

上
記

市
政

報
告

紙
、

令
和

３
年

第
１

回
か

ら
第

４
回

の
定

例
会

議
会

報
告

と
い

う
も

の
が

会
派

の
広

報
紙

な
の

か
、

議
員

個
人

の
広

報
紙

な
の

か
と

い
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
も

、
そ

れ
ら

の
内

容
等

に
つ

い
て

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
に

な
る

。
 

 
加

え
て

、
今

ま
で

同
様

の
住

民
監

査
請

求
が

さ
れ

て
、

実
施

さ
れ

た
監

査
の

結
果

と
考

え
ら

れ
る

も
の

と
し

て
、

２
０

２
１

年
１

２
月

２
７

日
付

の
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

に
つ

い
て

（
通

知
）
、

３
川

監
第

７

６
４

号
が

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
川

崎
市

の
監

査
の

ペ
ー

ジ
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
検

査
結

果
の

う
ち

、
監

査
委

員
の

意
見

と
し

て
、

政
務

活
動

費
は

、
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

審
議

能
力

の
向

上
、

議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

会
派

及
び

議
員

は
、

そ
の

使
途

に
つ

い
て

市
民

に
説

明
責

任
を

負
う

こ
と

を
認

識
し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
と

い
う

こ
と

と
、

会
派

及
び

議
員

に
お

い
て

は
、

引
き

続
き

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
意

識
し

、
使

途
内

容
に

つ
い

て
の

透
明

性
を

確
保

し
、

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
す

、
そ

れ
が

で
き

る
よ

う
に

、
支

出
伝

票
及

び
政

務
活

動
記

録
票

に
お

け
る

説
明

の
充

実
等

を
望

む
も

の
で

あ
る

こ
と

と
述

べ
ら

れ
て

い
る

。
 

 
し

か
し

、
先

ほ
ど

も
述

べ
た

よ
う

に
、

今
回

の
広

報
費

・
広

聴
費

に
関

す
る

支
出

に
つ

い
て

、
市

政
報

告
紙

の
作

成
費

の
業

務
委

託
に

つ
い

て
、

委
託

先
の

選
定

理
由

や
委

託
内

容
は

明
ら

か
と

な
っ

て
お

ら

ず
、

ま
た

、
株

式
会

社
北

斗
が

受
託

し
て

い
る

作
業

の
内

容
や

作
業

の
範

囲
、

印
刷

物
の

部
数

、
枚

数
、

印
刷

の
部

数
・

枚
数

当
た

り
の

印
刷

代
単

価
等

も
不

明
で

あ
っ

て
、

作
業

内
容

や
作

業
範

囲
、

印
刷

代
金

額
等

の
詳

細
も

確
認

す
る

こ
と

は
で

き
ず

、
支

出
伝

票
の

備
考

欄
に

は
按

分
率

も
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

本
件

支
出

に
関

す
る

成
果

物
等

も
公

開
さ

れ
て

い
な

い
の

で
、

政
務

活
動

と
無

関
係

な
内

容
が

含
ま

れ
て

い
る

か
、

そ
う

で
な

い
の

か
、

紙
面

の
面

積
に

応
じ

て
適

切
に

按
分

さ
れ

て
い

る
の

か
い

な
い

の
か

と
い

っ
た

こ
と

も
確

認
で

き
な

い
と

い
う

状
態

で
あ

る
。

 

 
さ

ら
に

、
本

件
支

出
に

関
し

て
成

果
物

が
公

開
さ

れ
て

お
ら

ず
、

市
政

報
告

紙
が

会
派

の
広

報
紙

や
議

員
個

人
の

広
報

紙
な

の
か

、
そ

れ
ら

の
内

容
に

つ
い

て
確

認
も

で
き

な
い

と
い

う
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

 

 
さ

ら
に

、
２

０
２

１
年

１
０

月
２

２
日

付
の

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
、

３
川

監
第

５
９

７
号

も
市

の
監

査
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

が
、

監
査

委
員

か
ら

、
印

刷
物

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

見
積

書
の

徴
取

、
発

注
、

履
行

、
履

行
確

認
、

請
求

、
支

払
、

領
収

書
の

発
行

と
い

う
流

れ
が

一
般

的
な

商
慣

行
と

な
っ

て
い

る
こ

と
、

こ
う

し
た

流
れ

に
沿

っ
て

進
め

る
こ

と
が

透
明

性
の

確
保

や
市

民
へ

の
説

明
責

任
に

つ
な

が
っ

て
い

く
も

の
と

考
え

る
と

い
う

意
見

が
述

べ
ら

れ
て

い
る

に
も

か
か



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4330－

  止
し

よ
う

と
す

る
と

こ
ろ

に
あ

る
」

と
し

、
政

務
調

査
費

条
例

は
、
「

政
務

調
査

費
の

支
出

に
使

途
制

限

違
反

が
あ

る
こ

と
が

収
支

報
告

書
等

の
記

載
か

ら
明

ら
か

に
う

か
が

わ
れ

る
よ

う
な

場
合

を
除

き
、

執
行

機
関

が
、

実
際

に
行

わ
れ

た
政

務
調

査
活

動
の

具
体

的
な

目
的

や
内

容
等

に
立

ち
入

っ
て

、
そ

の
使

途
制

限
適

合
性

を
審

査
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
と

解
さ

れ
る

」
と

判
示

し
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

平
成

２
２

年
３

月
２

３
日

最
高

裁
判

所
第

三
小

法
廷

判
決

で
の

、
「

議
員

の
調

査
研

究
活

動
は

多
岐

に
わ

た
り

、
個

々
の

経
費

の
支

出
が

こ
れ

に
必

要
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

議
員

の
合

理
的

判
断

に
ゆ

だ
ね

ら
れ

る
部

分
が

あ
る

」
と

の
判

示
を

踏
ま

え
る

と
、

政
務

活
動

費
は

、
法

の
規

定
に

基
づ

く
条

例
、

規
則

に
お

け
る

使
途

基
準

の
範

囲
内

で
使

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
は

当
然

と
し

て
、

政
務

活
動

費
を

ど
の

よ
う

に
使

用
す

る
か

に
つ

い
て

は
、

会
派

及
び

議
員

の
自

主
性

を
尊

重
し

、
そ

の
裁

量
に

委
ね

る
と

い
う

の
が

法
及

び
条

例
の

趣
旨

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

 
一

方
、

政
務

活
動

費
に

つ
い

て
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
６

項
で

、
議

長
が

使
途

の
透

明
性

の
確

保
に

努
め

る
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

平
成

２
６

年
１

０
月

２
９

日
最

高
裁

判
所

第
二

小
法

廷
判

決
で

は
、
「

政
務

調
査

費
に

よ
っ

て
費

用
を

支
弁

し
て

行
う

調
査

研
究

活
動

の
自

由
を

あ
る

程
度

犠
牲

に

し
て

も
、

政
務

調
査

費
の

使
途

の
透

明
性

の
確

保
を

優
先

さ
せ

る
と

い
う

政
策

判
断

が
さ

れ
た

結
果

と
見

る
べ

き
も

の
で

あ
る

」
と

し
て

、
使

途
の

透
明

性
の

確
保

が
議

員
の

調
査

研
究

活
動

の
自

由
よ

り
優

先
さ

れ
る

こ
と

が
判

示
さ

れ
て

お
り

、
会

派
及

び
議

員
は

、
政

務
活

動
費

の
使

途
に

つ
い

て
、

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
適

切
に

果
た

し
、

使
途

の
透

明
性

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
言

え
る

。
 

 
次

に
、

３
、

本
市

の
条

例
、

規
則

の
内

容
に

つ
い

て
、

 

初
め

に
、
（

１
）

交
付

対
象

及
び

額
に

つ
い

て
、

交
付

対
象

は
、

会
派

又
は

会
派

と
会

派
所

属
議

員

（
交

付
対

象
議

員
）

の
選

択
制

と
し

、
交

付
月

額
は

、
会

派
を

選
択

し
た

場
合

は
、

議
員

１
人

当
た

り
４

５
万

円
、

会
派

と
会

派
所

属
議

員
を

選
択

し
た

場
合

は
、

会
派

分
が

所
属

議
員

１
人

当
た

り
５

万
円

、
議

員
分

が
４

０
万

円
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

２
）

会
派

及
び

議
員

の
責

務
に

つ
い

て
、

条
例

第
２

条
で

は
、
「

会
派

（
所

属
議

員
が

１
人

で

あ
る

場
合

も
含

む
。
）

及
び

議
員

は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

が
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務

活
動

費
を

適
正

に
使

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

３
）

支
出

の
基

準
に

つ
い

て
、

政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て

は
、

条
例

第
１

０
条

に
お

い

て
、

政
務

活
動

（
調

査
研

究
、

研
修

、
広

報
、

市
民

相
談

を
含

む
広

聴
、

要
請

、
陳

情
、

各
種

会
議

の
開

催
、

各
種

会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題

及
び

市
民

の
意

思
を

把
握

し
、

そ
の

内
容

を
市

政
に

反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

に
必

要
な

活
動

を
い

う
。
）

に
資

す
る

た
め

必
要

な

経
費

に
対

し
て

交
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
具

体
的

に
は

政
務

活
動

費
で

支
出

で
き

る
経

費
を

別
表

に
て

掲
示

し
、

調
査

研
究

費
か

ら
事

務
所

費
ま

で
の

９
項

目
を

定
め

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

４
）

収
支

報
告

書
等

の
提

出
と

閲
覧

に
つ

い
て

、
条

例
第

１
１

条
で

は
、

前
年

度
の

交
付

に

係
る

収
支

報
告

書
を

作
成

し
、

支
出

に
係

る
領

収
書

そ
の

他
の

支
出

を
証

明
す

る
書

類
の

写
し

を
添

え

て
、

毎
年

４
月

３
０

日
ま

で
に

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
条

例
第

１
５

────────────────────────────────────────────────────

  

関 関
係係

職職
員員

のの
陳陳

述述
（（

要要
旨旨

））
 

  
初

め
に

、
１

、
政

務
活

動
費

の
概

要
に

つ
い

て
、

 

政
務

調
査

費
は

、
平

成
１

２
年

５
月

の
地

方
自

治
法

（
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

の
改

正
に

よ
り

制
度

化
さ

れ
、

平
成

１
３

年
４

月
か

ら
施

行
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

れ
は

、
地

方
議

会
の

果
た

す
役

割
が

ま
す

ま
す

増
大

す
る

と
い

う
流

れ
の

中
で

、
地

方
議

会
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、
会

派
等

に
対

す
る

調
査

研
究

費
等

の
助

成
を

制
度

化
し

、
地

方
議

会
議

員
の

調
査

研
究

活
動

基
盤

の
充

実
を

図
る

こ
と

と
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

そ
の

後
、

平
成

２
４

年
に

、
従

来
調

査
研

究
活

動
と

し
て

認
め

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

対
外

的
な

陳
情

活
動

な
ど

の
た

め
の

旅
費

や
交

通
費

、
会

議
に

要
す

る
経

費
な

ど
に

も
使

途
が

拡
大

で
き

る
よ

う
に

さ
れ

、
名

称
も

政
務

活
動

費
と

変
更

さ
れ

た
。

 

 
川

崎
市

議
会

で
は

、
平

成
１

３
年

４
月

１
日

に
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

調
査

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
」

を
施

行
し

て
以

来
、

数
回

改
正

を
行

っ
て

お
り

、
令

和
２

年
６

月
３

０
日

か
ら

は
、

政
務

活
動

費
に

係
る

収
支

報
告

書
の

市
議

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
公

開
を

開
始

し
て

い
る

。
 

 
政

務
活

動
費

の
交

付
の

対
象

、
額

、
交

付
の

方
法

、
具

体
的

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

、
法

に
よ

り
条

例
で

定
め

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

本
市

で
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
４

項
か

ら
第

１
６

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
き

、
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
」
（

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。
）
、
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
」
（

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。
）

を
制

定
し

、
会

派
及

び
議

員
に

対
し

、
川

崎
市

議
会

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
政

務
活

動
費

を
交

付
し

て
い

る
。

 

 
こ

の
政

務
活

動
費

の
制

度
は

、
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

審
議

能
力

の
向

上
、

議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

使
途

に
つ

い
て

透
明

性
の

確
保

や
市

民
に

説
明

責
任

を
負

う
こ

と
を

認
識

し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

 
次

に
、

２
の

政
務

活
動

費
の

性
格

に
つ

い
て

、
 

法
第

１
０

０
条

第
１

４
項

は
、
「

議
会

の
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
、

そ
の

議
会

に
お

け
る

会
派

又
は

議
員

に
対

し
、

政
務

活
動

費
を

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
実

際
の

会
派

や
議

員
が

行
う

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

の
内

容
を

考
え

る
と

、
議

会
が

、
長

そ
の

他
執

行
機

関
を

監
視

す
る

責
務

を
負

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
お

の
ず

と
執

行
機

関
に

対
す

る
批

判
や

監
視

と
い

う
性

格
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
平

成
２

１
年

１
２

月
１

７
日

最
高

裁
判

所
第

一
小

法
廷

判
決

で
は

、
「

政
務

調
査

費
は

議
会

の
執

行
機

関
に

対
す

る
監

視
の

機
能

を
果

た
す

た
め

の
政

務
調

査
活

動
に

充
て

ら
れ

る
こ

と
も

多
い

と
考

え
ら

れ
る

と
こ

ろ
、

執
行

機
関

と
議

会
な

い
し

こ
れ

を
構

成
す

る
議

員
又

は
会

派
と

の
抑

制
と

均
衡

の
理

念
に

鑑
み

、
議

会
に

お
い

て
独

立
性

を
有

す
る

団
体

と
し

て
自

主
的

に
活

動
す

べ
き

会
派

の
性

質
及

び
役

割
を

前
提

と
し

て
、

政
務

調
査

費
の

適
正

な
使

用
に

つ
い

て
の

各
会

派
の

自
律

を
促

す
と

と
も

に
、

政
務

調
査

活
動

に
対

す
る

執
行

機
関

や
他

の
会

派
か

ら
の

干
渉

を
防

別
紙

３
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  活
動

が
不

可
欠

と
な

っ
て

お
り

、
議

員
活

動
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、
要

す
る

経
費

の
一

部
を

政
務

活
動

費
と

し
て

交
付

し
て

い
る

。
 

 
イ

、
実

費
弁

償
の

原
則

と
し

て
、

政
務

活
動

費
は

、
市

政
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
の

た
め

に
、

実
際

に
要

し
た

費
用

に
充

当
す

る
実

費
弁

償
を

原
則

と
し

て
い

る
。

 

 
ウ

、
按

分
に

よ
る

支
出

と
し

て
、

会
派

及
び

議
員

に
よ

る
「

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

（
政

務
活

動
）
」

と
、

そ
れ

以
外

の
政

党
活

動
、

選
挙

活
動

、
後

援
会

活
動

な
ど

が
渾

然
一

体
と

な
っ

て
行

わ
れ

、

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

部
分

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務

活
動

費
に

よ
っ

て
支

出
す

る
こ

と
は

不
適

当
で

あ
り

、
他

の
活

動
の

実
績

に
応

じ
て

按
分

し
支

出
し

て
い

る
。

 

 
エ

、
執

行
に

当
た

っ
て

の
原

則
と

し
て

、
政

務
活

動
費

の
使

途
に

つ
い

て
は

、
指

針
に

よ
る

ほ
か

、
会

派
又

は
議

員
の

自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

た
め

、
政

務
活

動
費

が
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

を
賄

う
も

の
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
会

派
及

び
議

員
の

責
任

に
お

い
て

適
正

な
執

行
に

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
政

務
活

動
費

が
公

金
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
使

途
内

容
等

に
つ

い
て

の
透

明
性

の
確

保
が

求
め

ら
れ

て
い

る
た

め
、

会
派

又
は

議
員

に
お

い
て

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
す

と
と

も
に

、
支

出
伝

票
な

ど
に

お
け

る
説

明
の

充
実

に
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
次

に
、

５
、

政
務

活
動

費
の

支
出

範
囲

と
支

出
で

き
な

い
経

費
に

つ
い

て
、

 

指
針

で
は

、
条

例
第

１
０

条
別

表
の

以
下

に
示

す
９

種
類

の
経

費
区

分
ご

と
に

支
出

の
考

え
を

記
載

し
て

お
り

、
ま

た
、

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

な
い

支
出

不
可

の
経

費
も

記
載

し
て

い
る

。
以

下
、

今
回

の
住

民
監

査
請

求
に

関
す

る
経

費
区

分
以

外
は

説
明

を
省

略
さ

せ
て

い
た

だ
く

。
 

（
１

）
調

査
研

究
費

は
、

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の
事

務
、

地
方

行
財

政
等

に
関

し
て

調
査

研
究

を
す

る
の

に
要

す
る

経
費

、
（

２
）

研
修

費
は

省
略

し
、
（

３
）

広
報

・
広

聴
費

は
、

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
も

し
く

は
市

政
に

つ
い

て
市

民
に

広
報

し
、

又
は

市
民

の
要

望
、

意
見

等
の

聴
取

も
し

く
は

市
民

相
談

を
行

う
の

に
要

す
る

経
費

、
（

４
）

要
請

・
陳

情
活

動
費

、
（

５
）

会
議

費
、
（

６
）

資
料

費
、
（

７
）

人
件

費
、
（

８
）

事
務

費
は

省
略

し
、
（

９
）

事
務

所
費

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ
の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

経
費

で
あ

る
。

 

 
（

１
０

）
支

出
不

可
と

し
て

い
る

経
費

に
つ

い
て

、
ア

と
し

て
せ

ん
別

、
慶

弔
、

寸
志

、
病

気
見

舞

い
、

年
賀

状
の

購
入

及
び

印
刷

代
金

等
の

交
際

費
的

な
経

費
、

イ
と

し
て

党
費

、
党

大
会

賛
助

金
、

党
大

会
参

加
費

、
党

大
会

に
参

加
す

る
た

め
の

旅
費

等
の

政
党

又
は

政
治

団
体

の
構

成
員

と
し

て
の

活
動

に
属

す
る

経
費

、
ウ

と
し

て
会

議
、

会
合

等
の

開
催

に
伴

う
茶

菓
代

以
外

の
飲

食
に

係
る

経
費

、
エ

と
し

て
選

挙
活

動
に

係
る

経
費

、
オ

と
し

て
後

援
会

活
動

に
係

る
経

費
、

カ
と

し
て

私
人

と
し

て
の

活
動

に
係

る
経

費
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、

６
、

政
務

活
動

費
の

事
務

の
流

れ
に

つ
い

て
、

 

（
１

）
は

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

か
ら

の
交

付
申

請
に

つ
い

て
、
（

２
）

は
市

長
に

よ
る

交

付
決

定
に

つ
い

て
、
（

３
）

は
会

派
の

代
表

者
及

び
交

付
対

象
議

員
か

ら
の

支
出

請
求

に
つ

い
て

、
（

４
）

は
会

派
及

び
交

付
対

象
議

員
に

よ
る

政
務

活
動

費
の

経
理

の
的

確
な

処
理

及
び

整
理

・
調

製
に

つ
い

て
、

（
５

）
は

収
支

報
告

書
等

に
つ

い
て

、
（

６
）

は
剰

余
金

の
返

還
に

つ
い

て
で

あ
り

、
政

務
活

動
費

に
剰

────────────────────────────────────────────────────

  条
で

は
、
「

収
支

報
告

書
等

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
収

支
報

告

書
等

を
一

般
の

閲
覧

に
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

、
規

則
第

１
４

条
で

は
、
「

収
支

報
告

書
等

の

閲
覧

は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

６
月

３
０

日
か

ら
、

議
会

局
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

」
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

５
）

交
付

の
決

定
の

取
消

し
と

返
還

命
令

に
つ

い
て

、
交

付
の

決
定

の
取

消
し

に
つ

い
て

は
、

条
例

第
１

３
条

で
、
「

市
長

は
、

政
務

活
動

費
の

支
出

が
こ

の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基
づ

く
規

則

の
定

め
に

違
反

し
た

も
の

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
当

該
交

付
の

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

消

し
」
、

条
例

第
１

４
条

で
は

、
「

既
に

交
付

し
た

政
務

活
動

費
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
す

る
よ

う
命

ず
る

も
の

と
す

る
」

と
し

て
い

る
。

 

 
次

に
、

４
、

本
市

の
運

用
指

針
の

内
容

に
つ

い
て

、
 

本
市

の
政

務
活

動
費

の
運

用
指

針
（

以
下

「
指

針
」

と
い

う
。
）

は
、

平
成

１
９

年
度

の
５

万
円

以
上

の
領

収
書

の
添

付
を

義
務

づ
け

る
本

市
条

例
の

改
正

に
併

せ
て

策
定

さ
れ

て
以

降
、

数
回

の
改

正
を

経

て
、

平
成

２
６

年
度

か
ら

現
在

の
指

針
を

適
用

し
て

い
る

。
 

 
指

針
は

、
市

長
が

定
め

た
も

の
で

は
な

く
、

本
市

議
会

の
全

会
派

か
ら

選
ば

れ
た

議
員

及
び

無
所

属
議

員
か

ら
成

る
政

務
調

査
費

検
討

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
お

い
て

、
会

派
・

議
員

の
政

務
調

査
費

の
支

出
に

係
る

判
断

を
す

る
際

の
拠

り
所

と
す

る
た

め
、

当
時

の
他

都
市

の
運

用
指

針
や

裁
判

例
等

を
参

考
に

し
な

が
ら

議
論

し
作

成
し

た
も

の
で

、
今

日
ま

で
全

会
派

、
全

議
員

は
、

こ
の

指
針

を
踏

ま
え

て
政

務
活

動
費

の
具

体
的

な
支

出
に

つ
い

て
判

断
し

て
い

る
。

 

 
な

お
、

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
活

動
及

び
そ

の
方

法
は

多
岐

に
わ

た
る

た
め

、
指

針
は

全
て

の
事

例
が

網
羅

で
き

て
い

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

会
派

及
び

議
員

は
、

条
例

・
規

則
の

趣
旨

に
沿

っ

て
、

裁
判

例
等

を
も

参
考

に
し

な
が

ら
、

個
々

の
具

体
的

な
支

出
の

適
合

性
に

つ
い

て
総

合
的

に
判

断
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

 
次

に
、
（

１
）

指
針

の
特

徴
に

つ
い

て
、

指
針

で
は

、
領

収
書

等
を

的
確

か
つ

分
か

り
や

す
く

整
理

し

保
存

す
る

た
め

、
全

て
の

支
出

に
対

し
て

、
経

費
区

分
、

支
出

年
月

日
、

支
出

先
、

使
途

内
容

等
を

記
入

す
る

「
支

出
伝

票
」

を
提

出
す

る
こ

と
に

し
て

お
り

、
そ

の
ほ

か
に

「
支

出
伝

票
一

覧
表

」
、

さ
ら

に
支

出
の

透
明

性
を

高
め

る
た

め
に

、
支

出
伝

票
の

記
載

だ
け

で
は

支
出

内
容

が
明

確
に

な
ら

な
い

場
合

に

は
、
「

政
務

活
動

記
録

票
」

を
作

成
す

る
な

ど
、

収
支

報
告

書
の

提
出

に
当

た
っ

て
は

多
く

の
書

類
の

提

出
が

必
要

で
あ

り
、

結
果

と
し

て
、

会
派

及
び

議
員

の
提

出
作

業
と

議
会

局
の

点
検

・
確

認
作

業
が

と
も

に
膨

大
な

も
の

に
な

っ
て

し
ま

う
も

の
の

、
よ

り
透

明
性

が
図

ら
れ

て
い

る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

２
）

政
務

活
動

費
の

運
用

の
基

本
的

指
針

に
つ

い
て

、
 

ア
、

政
務

活
動

に
つ

い
て

、
普

通
地

方
公

共
団

体
の

議
会

は
、

条
例

の
制

定
・

改
廃

等
様

々
な

議
決

権
を

有
し

、
さ

ら
に

は
、

近
時

の
社

会
情

勢
の

複
雑

化
に

伴
い

、
多

様
化

・
高

度
化

す
る

地
域

住
民

の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政

施
策

等
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ
て

い
る

中
、

議
会

の
構

成
員

で
あ

る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関

す
る

諸
制

度
、

当
該

地
方

公
共

団
体

の
抱

え
る

政
治

的
、

行
政

的
諸

課
題

等
広

範
な

知
識

が
必

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の
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  キ
ン

グ
作

業
、

閲
覧

書
類

の
コ

ピ
ー

を
行

っ
た

上
で

、
簿

冊
に

整
理

し
、

収
支

報
告

書
及

び
領

収
書

等
を

公
開

し
て

い
る

。
 

 
続

い
て

、
８

、
職

員
措

置
請

求
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

 

（
１

）
大

島
明

議
員

に
対

す
る

職
員

措
置

請
求

書
に

つ
い

て
、

ア
、

請
求

人
が

提
出

し
た

職
員

措
置

請
求

書
は

、
当

該
議

員
の

広
報

・
広

聴
費

に
お

け
る

広
報

紙
に

関
す

る
内

容
で

あ
る

が
、

運
用

指
針

で

は
、

広
報

紙
等

の
作

成
及

び
印

刷
等

に
つ

い
て

は
、

内
容

に
よ

り
政

務
活

動
と

関
連

性
を

個
別

に
判

断
し

必
要

な
按

分
に

よ
っ

て
支

出
す

る
こ

と
、

広
報

紙
に

つ
い

て
は

政
務

活
動

に
明

ら
か

に
関

連
し

な
い

も
の

を
除

い
て

支
出

可
能

で
あ

る
こ

と
、

政
務

活
動

と
無

関
係

な
内

容
等

が
含

ま
れ

て
い

る
場

合
は

紙
面

の
面

積
に

応
じ

適
切

に
按

分
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

事
務

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
で

は
、

当
該

議
員

か
ら

広
報

紙
を

提
供

し
て

も
ら

い
、

広
報

紙
の

内
容

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 
イ

、
議

会
局

で
は

、
当

該
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

支
出

伝
票

及
び

領
収

書
を

点
検

・
確

認
し

た
と

こ

ろ
、

条
例

、
規

則
の

明
白

な
違

反
、

指
針

上
の

明
白

な
誤

り
の

な
い

こ
と

、
書

類
の

記
載

・
押

印
漏

れ
や

添
付

書
類

の
不

備
と

い
っ

た
形

式
的

要
件

に
不

備
の

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

ま
た

、
個

々
の

支
出

に
つ

い
て

、
指

針
を

踏
ま

え
た

支
出

で
あ

る
こ

と
を

当
該

議
員

か
ら

確
認

し
て

い
る

。
 

 ※
関

係
職

員
の

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
 

────────────────────────────────────────────────────

  余
金

が
生

じ
た

場
合

、
市

長
の

発
行

す
る

納
付

書
に

よ
り

、
速

や
か

に
返

還
を

行
う

こ
と

、
（

７
）

は
次

の
項

目
で

御
説

明
さ

せ
て

い
た

だ
く

が
、
（

８
）

は
収

支
報

告
書

等
の

閲
覧

に
つ

い
て

の
内

容
と

な
っ

て

い
る

。
 

 
次

に
、

７
、

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

準
備

に
つ

い
て

、
 

議
会

局
が

点
検

・
確

認
作

業
を

行
う

に
当

た
っ

て
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

の
政

務
活

動
の

実
績

に
つ

い
て

、
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
や

領
収

書
、

政
務

活
動

記
録

票
等

か
ら

確
認

す
る

も
の

の
、

政
務

活
動

費
の

性
格

や
本

市
の

指
針

の
策

定
経

過
か

ら
、

そ
の

政
務

活
動

の
内

容
自

体
を

議
会

局
が

確
認

す
る

も
の

で
は

な
い

。
こ

の
た

め
、

議
会

局
で

は
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

か
ら

提
出

さ
れ

た
収

支
報

告
書

や
領

収
書

そ
の

他
支

出
を

証
明

す
る

書
類

を
閲

覧
に

供
す

る
に

当
た

り
、

条
例

、
規

則
の

明
白

な
違

反
、

指
針

上
の

明
白

な
誤

り
の

確
認

の
ほ

か
、

按
分

率
等

の
書

類
の

記
載

内
容

（
充

当
金

額
・

数
字

の
転

記
・

合
計

額
等

の
誤

り
、

費
用

弁
償

と
の

重
複

な
ど

）
の

経
理

内
容

、
押

印
漏

れ
、

添
付

書
類

の
不

備
等

形
式

的
要

件
の

点
検

・
確

認
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
支

出
を

証
明

す
る

書
類

の
提

出
に

当
た

っ
て

は
、

市
政

の
調

査
研

究
活

動
と

の
関

連
性

を
明

確
に

位
置

づ
け

る
た

め
に

、
会

派
及

び
議

員
が

政
務

活
動

記
録

票
等

を
は

じ
め

と
し

て
、

帳
票

上
で

自
ら

分
か

り
や

す
く

説
明

を
行

う
よ

う
促

す
と

と
も

に
、

多
岐

に
わ

た
る

市
政

の
調

査
研

究
活

動
が

「
調

査
研

究
に

資
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
」

で
あ

る
か

に
つ

い
て

は
、

条
例

、
指

針
、

裁
判

例
等

を
参

考
に

し
な

が
ら

、
会

派
及

び
交

付
対

象
議

員
が

自
ら

適
正

な
判

断
を

行
っ

て
い

け
る

よ
う

サ
ポ

ー
ト

を
行

っ
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

１
）

四
半

期
ご

と
の

整
理

、
（

２
）

収
支

報
告

書
等

の
提

出
は

説
明

を
割

愛
し

、
（

３
）

５
月

か
ら

６
月

に
か

け
て

の
議

会
局

に
よ

る
点

検
・

確
認

作
業

、
閲

覧
準

備
と

し
て

、
ア

、
４

月
３

０
日

ま
で

の
収

支
報

告
書

等
の

提
出

後
、

議
会

局
で

は
書

類
の

点
検

・
確

認
作

業
を

６
月

３
０

日
の

閲
覧

開
始

に
間

に
合

う
よ

う
行

う
。

な
お

、
こ

の
点

検
・

確
認

作
業

に
お

い
て

、
広

報
紙

に
関

す
る

支
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
会

派
や

交
付

対
象

議
員

か
ら

広
報

紙
の

原
本

を
提

供
し

て
も

ら
い

、
政

務
活

動
と

明
ら

か
に

関
連

し
な

い
も

の
が

あ
る

場
合

に
は

、
按

分
率

を
確

認
し

、
確

認
後

、
広

報
紙

の
原

本
は

会
派

や
交

付
対

象
議

員
に

返
却

し
て

い
る

。
ま

た
、

事
務

所
費

に
つ

い
て

は
、

政
務

活
動

事
務

所
と

し
て

の
使

用
を

議
員

本
人

に
確

認
の

上
、

議
長

宛
て

に
提

出
さ

れ
る

政
務

活
動

事
務

所
台

帳
や

賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
を

も
っ

て
事

務
所

の
使

用
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 
令

和
３

年
度

交
付

分
で

は
、

市
議

会
全

体
で

６
，

５
０

０
件

強
の

支
出

が
あ

り
、

そ
の

一
件

一
件

に
つ

い
て

、
ミ

ス
を

防
ぐ

た
め

複
数

人
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
に

よ
り

内
容

の
点

検
・

確
認

を
行

っ
て

い

る
。

 

 
イ

、
議

会
局

に
よ

る
点

検
・

確
認

作
業

が
終

了
し

た
ら

、
本

市
の

情
報

公
開

条
例

第
８

条
に

規
定

す
る

不
開

示
情

報
を

マ
ス

キ
ン

グ
す

る
が

、
６

，
５

０
０

件
強

の
支

出
の

一
件

一
件

に
つ

い
て

、
ミ

ス
を

防
ぐ

た
め

に
複

数
人

に
よ

る
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

に
よ

る
作

業
を

行
っ

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

４
）

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
に

つ
い

て
、

６
月

３
０

日
か

ら
の

一
般

の
閲

覧
に

供
し

、
令

和

３
年

度
交

付
分

で
は

６
，

５
０

０
件

強
と

い
う

膨
大

な
件

数
の

支
出

に
つ

い
て

、
僅

か
２

か
月

と
い

う
時

間
的

な
制

約
が

あ
る

中
で

、
議

会
局

で
は

、
書

類
の

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

に
係

る
個

人
情

報
の

マ
ス
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こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
（

交
付

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
５

条
 

会
派

の
代

表
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、
当
該
議

員
を
い

う
。
以

下
同

じ
。）

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
そ
の

年
度

に
お
け

る
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

議
長

を
経

由
し

て
、
市

長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の

代
表

者
又

は
当

該
交

付
対

象
議

員
に

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

変
更

の
届

出
）
 

 
 

第
６

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は
、
前

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し
た

事
項

に
つ

い
て

変
更

が

あ
っ

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
市

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

増
額

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
７

条
 

前
条

の
場

合
に

お
い
て

、
会

派
の

所
属

議
員

の
数
の

増
加

に
伴

い
、
政
務

活
動
費

の
増

額
の

交
付

を
受

け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
会

派
の
代

表
者

は
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
議

長
を

経
由
し

て
、
市

長
に
申

請
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の

代
表

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

減
額

等
の

決
定

及
び

通
知
）
 

 
 

第
８

条
 

市
長

は
、
第
４

条
第
４

項
第

１
号

、
第

２
号

若
し
く

は
第

５
号

に
該

当
す

る
事
由

が
生

じ
た

と
き

、
又
は

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ
た

場
合

に
お

い
て
、
当

該
届
出

に
係

る
変

更
が

第
４

条
第
４

項
第

３
号

若
し

く
は

第
４

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

と
き

は
、
政
務

活
動

費
の
交

付
額

を
減

額
し

、
又

は
交
付

し
な

い
こ

と
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議
員

が
同

項
第

３
号

に
該

当
し

た
と

き
は

、
同

項
第

５
号
に

該
当

す
る

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交

付
額
を

減
額

し
、
又
は

交
付

し
な
い

こ
と

を
決

定
し

た
と

き

は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し
て
、
当
該

会
派
の

代
表

者
又
は

当
該

交
付

対
象

議
員

に
通

知
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
た

だ
し

、
第

４
条
第

４
項
第

１
号
、
第

２
号

又
は

第
５
号

に
該

当
す

る
場

合
で

、
交

付
し

な
い

こ
と

と
し

た
と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
（

経
理

責
任

者
の

設
置

等
）
 

 
 

第
９

条
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す

る
た

め
、

所
属

議
員

の
中

か
ら

経
理

責
任

者
１
人

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
所
属
議

員
が
１

人
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

議
員

が
そ

の
職

務
を

行
う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
を

受
け

た
政

務
活

動
費

の
経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ
と

が
で

き
る

経
費

の
範

囲
）
 

 
 
第

1
0
条

 
政

務
活

動
費
は

、
会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

が
行
う

政
務

活
動
（
調

査
研

究
、
研

修
、
広
報

、
広
聴
（
市

民
相

談
を

含
む

。
）、

要
請
、
陳

情
、
各
種

会
議

の
開

催
、
各

種
会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題
及

び
市

民
の

意
思

を
把

握
し
、
そ
の

内
容

を
市
政

に
反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住
民

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
た
め

に
必

要
な

活
動

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
に

資
す

る
た

め
必

要
な
経

費
に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

政
務

活
動

費
は
、
別

表
に
定

め
る

政
務

活
動

に
資

す
る
た

め
必

要
な

経
費

に
充

て
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す

る
。
 

 
 

 
（

収
入

及
び

支
出

の
報

告
等
）
 

 
 

第
1
1
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
前

年
度

の
交

付
に

係
る

政

務
活

動
費

の
収

入
及

び
支

出
に

つ
い
て

の
報

告
書
（
以

下
「
収

支
報
告

書
」
と
い

う
。
）
を
作

成
し
、
毎
年

４
月

30

日
ま

で
に

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

収
支
報

告
書

を
提

出
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、
支

出
に
係

る
領
収

書
そ

の
他

の
支

出
を

証

明
す

る
書

類
（

以
下

「
領

収
書

等
」
と

い
う

。）
の
写

し
を
添

え
て
、

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
 

３
 

議
長

は
、
前

２
項
の

規
定
に

よ
る

収
支

報
告

書
及

び
領
収

書
等

の
写

し
（
以
下
「
収

支
報

告
書

等
」
と
い
う

。
）

の
提

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
速

や
か
に

そ
の

写
し

を
市

長
に

提
出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 

第
1
2
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
さ

れ
た

政
務

活
動

費
に

剰
余
金

が
生

じ
た

と
き

は
、

規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

市
長
に

返
還

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 
 

政
務

活
動

費
に

係
る

法
令

等
（

本
件
措

置
請

求
に

関
連
す

る
部
分

の
み

）
 

 １
 

地
方

自
治

法
（

昭
和

22
年

法
律
第

67
号
）
 

 
 
第

1
0
0
条
 

 
 

１
～

1
3 

略
 

1
4
 

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、
条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、
そ
の

議
会

の
議

員
の
調

査
研
究

そ
の

他
の

活
動

に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の
一

部
と
し

て
、
そ

の
議

会
に
お

け
る
会

派
又

は
議

員
に

対
し

、
政

務
活

動
費

を
交

付

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
当
該

政
務
活

動
費
の

交
付

の
対

象
、
額
及

び
交
付

の
方

法
並

び
に

当
該

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が
で

き
る

経
費

の
範

囲
は

、
条
例

で
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

1
5
 

前
項

の
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
た

会
派

又
は

議
員

は
、
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
当

該
政

務
活

動

費
に

係
る

収
入

及
び

支
出

の
報

告
書
を

議
長

に
提

出
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 
 

1
6 

議
長

は
、
第

1
4
項
の

政
務
活

動
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の
使

途
の

透
明

性
の

確
保

に
努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

1
7～

2
0 

略
 

 ２
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

（
平
成

13
年
川

崎
市

条
例
第

1
1
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、
地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年
法

律
第

6
7
号

）
第

1
00

条
第

1
4
項

か
ら

第
1
6
項
ま

で
の

規
 

定
に

基
づ

き
、
川
崎

市
議

会
議

員
の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の
一

部
と

し
て

、
議
 

会
に

お
け

る
会

派
及

び
議

員
に

対
し
、
政

務
活

動
費

を
交
付

す
る
こ

と
に

関
し

必
要

な
事

項
を
定

め
る

も
の

と
す
 

る
。
 

 
 

 
（

会
派

及
び

議
員

の
責

務
）
 

 
 

第
２

条
 

会
派
（

所
属
議

員
が
１

人
で

あ
る

場
合

を
含

む
。
以
下

同
じ

。）
及
び

議
員

は
、
政
務

活
動

費
の

交
付
が

、
 

 
 

 
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活
動

を
充

実
し
、
議
会
の

活
性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
 

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

交
付

の
対

象
及

び
額

）
 

 
 

第
３

条
 

政
務

活
動

費
は

、
議

長
に

結
成

の
届

出
が

あ
っ

た
会

派
及

び
当

該
会

派
の

議
員

（
次

項
の

規
定

に
よ

り

5
0
,
0
00

円
の

額
を

選
択

し
た
会

派
に
所

属
す

る
議

員
に

限
る

。
以
下

「
交

付
対

象
議

員
」

と
い
う

。）
に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

会
派

に
対

す
る

政
務

活
動
費

の
月

額
は

、
4
5
0
,0
00

円
又
は

5
0,
0
00

円
の

う
ち
か

ら
各
会

派
が

選
択

し
た

額
に

当
該

会
派

の
所

属
議

員
数

を
乗

じ
て
得

た
額

と
す

る
。
 

 
 

３
 

交
付

対
象

議
員

に
対

す
る
政

務
活

動
費

の
月

額
は

、
4
00
,
0
00

円
と

す
る

。
 

 
 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
会
派

が
選

択
し

た
額

は
、
当

該
選

択
し

た
額

に
係

る
年

度
交
付

分
に

つ
い

て
は

、
変

更

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

 
（

交
付

の
方

法
）
 

 
 

第
４

条
 

政
務

活
動

費
は

、
規
則

で
定

め
る

政
務

活
動

費
の
交

付
日
（
以

下
「
交
付

日
」
と

い
う

。
）
に
お

け
る
会

派

及
び

交
付

対
象

議
員

に
対

し
て

交
付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
条

第
２

項
の

所
属

議
員
数

は
、

交
付

日
に

お
け

る
各
会

派
の

所
属

議
員

数
と

す
る
。
 

 
 

３
 

各
会

派
の

所
属

議
員

数
の
算

定
に

つ
い

て
は

、
同

一
議
員

に
つ

き
重

複
し

て
行

う
こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

４
 

交
付

日
に

お
い

て
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
の

事
由

が
生
じ

た
と

き
は
、
当
該
交

付
日
の

属
す

る
月

分
の

政
務

活

動
費

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
由

が
生
じ

な
か

っ
た

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

 
(1
)
 
議

員
の

任
期

満
了

 

 
 

 
(2
)
 
議

会
の

解
散
 

 
 

 
(3
)
 
議

員
の

辞
職

、
失

職
、
死

亡
又

は
除

名
 

 
 

 
(4
)
 
議

員
の

所
属

会
派

か
ら
の

脱
会

又
は

除
名
 

 
 

 
(5
)
 
会

派
の

解
散
 

 
 

 
(6
)
 
議

員
の

会
派

へ
の

加
入
 

 
 

５
 

新
た

に
会

派
を

結
成

し
、
又

は
新

た
に

交
付

対
象

議
員
と

な
り

、
次

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た

場
合

で
、
当
該

申
請

の
あ
っ
た

日
が
、
そ
の

日
の

属
す

る
月

の
交
付

日
前

で
あ

る
と

き
は

当
該
月

分
の

政
務

活
動

費
か

ら
、

当
該

交
付

日
以

後
で

あ
る
と

き
は

当
該

月
の

翌
月

分
の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る
。
 

 
 

６
 

一
般

選
挙

が
行

わ
れ

た
た
め
、
新
た

に
会
派

を
結

成
し
、
又

は
新

た
に
交

付
対

象
議
員

と
な

り
、
次
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

場
合
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
当
該

申
請

の
あ

っ
た
日

の
属

す
る

月
分

の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
月

分
と

し
て

、
既

に
政

務
活

動
費

が
交

付
さ

れ
て
い

る
場

合
は
、

別
紙

４
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に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要
望

、
意
見

等
の

聴
取

若
し

く
は

市
民

相
談

を
行

う
の

に
要

す
る

経
費
 

費
等
 

４
 

要
請
・
陳
情

活
動

費
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

国
等

に
対

す
る

要
請

又
は

陳
情

の
活

動
を

行
う

の
に

要
す

る
経

費
 

印
刷

製
本

費
、

旅
費

等
 

５
 

会
議

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
各

種

会
議

を
開

催
し

、
又

は
他

の
団

体
等

が
開

催
す

る
意

見
交

換
会

等
各

種
会

議
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委
託

料
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

資
料

購
入
費

、

旅
費

、
出

席
負

担
金

等
 

６
 

資
料

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
と

す
る

資
料

を
購

入

し
、
若
し

く
は

利
用

し
、
又
は
作

成
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

印
刷

製
本

費
、
委

託
料
、
図
書
雑

誌
購

入
費
、
新
聞

購
読

料
、
デ

ー
タ
ベ

ー
ス
利

用
料

等
 

７
 

人
件

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

の
補

助
者

を
雇

用
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

報
酬
・
日

当
、
交

通
費

、
社
会
保

険
料

等
 

８
 

事
務

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
係

る
事

務
を

処
理

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

消
耗

品
費
、
事
務

機
器
・
備
品
等

賃
借

料
、
事
務

機
器
・
備
品

等
購

入
費

、
電
話

料
、

送
料

等
 

９
 

事
務

所
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費
 

事
務

所
賃

借
料

、
維

持
管

理
費

等
 

 ３
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
（

平
成

13
年
川
崎

市
規
則
第

1
6
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

川
崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費

の
交
付

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
3
年
川

崎
市

条
例
第

1
1

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。）

の
実
施

の
た

め
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

用
語

）
 

 
 

第
２

条
 

こ
の

規
則

で
使

用
す
る

用
語

の
意

義
は

、
条

例
で
使

用
す

る
用

語
の

例
に

よ
る
。
 

 
 

 
（

交
付

日
）
 

 
 

第
３

条
 

条
例

第
４

条
第

１
項
の

規
則

で
定

め
る

交
付

日
は
毎
月

1
0
日

と
す

る
。
た

だ
し
、

そ
の

日
が

川
崎

市
の

 

 
 

 
休

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

川
崎

市
条

例
第

16
号
）
第
１

条
第

１
項

に
掲

げ
る

市
の
休

日
（
以

下
「

休
日
」

と
い

う
。
）
に

当
た

る
と

き
は
、

休
日
の

前
日

を
交

付
日

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
４

条
第

６
項
（

た
だ

し
書

を
除

く
。
）
の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

を
交

付
す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
市

長
が
指

定
す

る
日

を
交

付
日

と
す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
書
及

び
政

務
活

動
費

交
付

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
４

条
 

条
例

第
５

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

交
付
申
請
書
（
会

派
用

）（
第
１

号
様

式
）
又

は
政

務
活

動
費

交
付

申
請

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
１
号

様
式
の

２
）

に
よ

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
５

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
交

付
決

定
通

知
書
（
第

２
号

様
式

）
に

よ
る
も

の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事
項

変
更

届
）
 

 
 

第
５

条
 

条
例

第
６

条
の

規
定
に

よ
る

届
出

は
、
政
務

活
動
費

交
付

申
請

事
項

変
更

届
（
会

派
用

）（
第
３

号
様
式

）

又
は

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事

項
変
更

届
（

交
付

対
象

議
員

用
）（

第
３

号
様

式
の

２
）
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
増

額
交

付
申
請

書
及

び
政

務
活

動
費

増
額
交

付
決

定
通

知
書

）
 

 
 

第
６

条
 

条
例

第
７

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

増
額
交

付
申

請
書
（
第

４
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
７

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
増

額
交

付
決

定
通

知
書
（
第

５
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
減

額
等

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
７

条
 

条
例

第
８

条
第

２
項
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活

動
費

減
額
等

決
定

通
知
書
（

第
６

号
様
式
）
に

よ
 

────────────────────────────────────────────────────

 
  

 
 
（

交
付

の
決

定
の

取
消

し
）
 

 
 

第
1
3
条
 

市
長

は
、
会

派
又
は

交
付

対
象

議
員

に
お

け
る
政

務
活

動
費

の
支

出
が

こ
の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基

づ
く

規
則

の
定

め
に

違
反

し
た

も
の
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、
当
該

交
付

の
決

定
の
全

部
又
は

一
部

を
取

り
消

し
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
、
そ

の
旨

を
会

派
の
代

表
者
又

は
交

付
対

象
議

員
に

通
知
す

る
も

の
と

す
る

。 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
の

返
還

命
令
）
 

 
 

第
1
4
条

 
市

長
は

前
条
の

規
定
に

よ
り

、政
務
活

動
費
の

交
付
の

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を
取

り
消

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
会
派

の
代

表
者

又
は

交
付

対
象
議

員
に

期
限

を
定

め
て

、
既
に

交
付

し
た

政
務

活
動

費
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
す
る

よ
う

命
ず

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
5
条

 
議

長
は

、
第

1
1
条

第
１

項
及

び
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

収
支

報
告

書
等

が
提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、
不

開
示
情

報
（
川

崎
市

情
報
公

開
条
例
（

平
成

1
3
年

川
崎
市

条
例
第

１
号
）
第
８

条

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

を
い

う
。
）

が
記

録
さ

れ
て

い
る

部
分

を
除

き
、

当
該

収
支

報
告

書
等

を
一

般
の

閲
覧

に
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、

そ
の

写
し

を
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

収
支
報

告
書

等
の

閲
覧

に
係

る
手
数

料
は

、
無

料
と

す
る

。
 

 
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
交

付
を

行
う

場
合

に
お

け
る

当
該

写
し

の
作

成
及

び
送

付

に
要

す
る

費
用

は
、

そ
の

写
し

を
請
求

す
る

者
の

負
担

と
す

る
。
 

 
 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
し

、
又
は

そ
の

写
し

の
交

付
を

受
け
た

者
は

、
そ

れ
に

よ
っ

て

得
た

情
報

を
適

正
に

用
い

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
6
条

 
第

1
1
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

て
い

る
会
派

が
解

散
し

、
所

属
議

員

が
１

人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議
員

が
辞

職
し
、
失
職
し

、
死

亡
し

、
若

し
く

は
除

名
さ

れ
、
議
会

が
解

散
し

、

議
員

の
任

期
が

満
了

し
、
又
は

交
付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
1
1
条

第
１

項
中
「
代

表
者
」
と
あ

る
の

は
「

代
表

者
で
あ

っ
た
者
（

所
属

議
員

が
１
人

で
あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の

相
続

人
そ
の

他
の
一

般
承

継
人

）」
と
、「

交
付

対
象

議
員
」
と
あ

る
の

は
「
交

付
対

象
議
員

で
あ

っ
た
者
（

交
付

対
象
議

員
が

死
亡
し

た
場

合
に
あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の
他

の
一

般
承

継
人

）」
と

、「
前
年

度
」
と

あ
る

の
は
「
会

派
が

解
散
し

、
所

属
議

員
が

１
人

で
あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

辞
職

し
、
失

職
し
、
死

亡
し

、
若
し

く
は
除

名
さ

れ
、
議

会
が
解

散
し

、
議
員

の
任
期

が
満

了
し

、
又

は
交

付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
年
度

」
と
、「

毎
年

４
月

3
0
日

ま
で

に
」
と

あ
る

の
は
「

速
や

か
に
」
と

、
第

1
2
条
、
第

1
3
条

及
び

第
14

条
の

規
定

中
「
代

表
者

」
と
あ

る
の
は
「

代
表

者
で

あ
っ
た

者
（

所
属

議
員

が
１

人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」

と
、

「
交

付
対

象
議

員
」
と
あ

る
の

は
「

交
付

対
象

議
員
で

あ
っ

た
者
（
交

付
対

象
議
員

が
死

亡
し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他

の
一

般
承
継

人
）
」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

委
任

）
 

 
 
第

1
7
条

 
こ

の
条

例
に
定

め
る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の
実

施
の

た
め

必
要

な
事

項
は
、

規
則

で
定

め
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

13
年

4
月

1
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略
 

 
 

別
表

（
第

10
条
関

係
）
 

経
費

の
区

分
 

支
出

で
き

る
経

費
 

内
容
 

種
類
 

１
 

調
査

研
究

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の

事
務

、
地

方
行

財
政

等
に

関
し

て
調

査
研

究
を

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝
礼
、

食
糧

費
、
印
刷

製
本

費
、
消

耗
品

費
、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
バ

ス
等

借
上

料
、
出

席
負

担
金

等
 

２
 

研
修

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
研

修

会
を

開
催

し
、

又
は

他
の

団
体

等
が

開
催

す
る

研
修

会
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝
礼
、

食
糧

費
、
印
刷

製
本

費
、
消

耗
品

費
、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、

出
席

負
担

金
等
 

３
 

広
報

・
広

聴
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

若
し

く
は

市
政

に
つ

い
て

市
民

会
場

借
上

料
、
印

刷
製

本
費
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

製
作

費
、
食
糧

費
、
送

料
、
旅
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る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

請
求

書
の

提
出

）
 

 
 

第
８

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は

、
毎

月
、
当
該

月
分

の
政
務

活
動

費
に
つ

い
て
、
川

崎
市

金
銭
会
 

計
規

則
（

昭
和

39
年
川

崎
市
規

則
第

3
1
号

。
以

下
「
金

銭
会

計
規
則

」
と

い
う

。
）
第

82
条

の
規

定
に

よ
り

請
 

求
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
 

 
（

支
出

の
手

続
及

び
書

類
の
保

存
期

間
）
 

 
 

第
９

条
 

条
例
第

1
0
条
に

規
定
す

る
経

費
の

支
出

は
、

会
派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代

表
者
の

決
定

を
経

て
経

理
責

 

任
者

が
処

理
し

、
交

付
対

象
議

員
に
あ

っ
て

は
当

該
交

付
対

象
議
員

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
経
費

を
支

出
し
た

と
き

は
、
領
収

書
そ

の
他
の

支
出

を
確

認
す

る
書

類
 

（
以

下
「

支
出

確
認

書
類

」
と

い
う
。
）
を
徴

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
支

出
確

認
書

類
を
 

徴
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、
会

派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代
表

者
、
交
付

対
象

議
員

に
あ
っ

て
は

当
該

交
付
 

対
象

議
員

が
作

成
す

る
支

払
証

明
書
（
以

下
「

支
払

証
明
書

」
と

い
う

。）
を
も

っ
て

こ
れ

に
代
え

る
こ

と
が

で
き
 

る
。
 

 
 

３
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
毎
年

度
、
会
計

帳
簿

を
調

製
し
、
前
項

に
規
定

す
る

支
出

確
認

書
類

及

び
支

払
証

明
書

を
整

理
し

た
上

、
こ

れ
ら

を
収

支
報

告
書
を

提
出
し

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

し
て

５
年

を
経

過
す

る
日
ま

で
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書
）
 

 
 
第

10
条
 

条
例
第

11
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

の
提

出
は

、
政

務
活

動
費
収

支
報

告
書

（
会

派
用

） 

 
 

 
（

第
７

号
様

式
）
又
は

政
務
活

動
費

収
支

報
告

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
７
号

様
式
の

２
）
に
よ

る
も

の
と

す
 

る
。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 
第

1
1
条

 
条

例
第

1
2
条

の
規
定

に
よ

る
剰

余
金

の
返

還
は
、
市
長

の
発

行
す

る
納

付
書
に

よ
り

、
速

や
か

に
行

う
 

 
 

 
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

交
付

の
決

定
の

取
消

通
知
）
 

 
 
第

12
条
 

条
例
第

13
条

の
規
定

に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交
付

の
決

定
の

全
部

又
は

一
部
を

取
り

消
し

た
と

き
は

、

取
消

し
の

内
容

及
び

理
由

を
記

載
し
た

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

返
還

命
令

）
 

 
 
第

1
3
条

 
条

例
第

1
4
条

の
規
定

に
よ

る
返

還
命

令
は

、
返

還
の

期
限

そ
の

他
必
要

な
事
項

を
記

載
し

た
書

面
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

条
例
第

14
条
の

規
定

に
よ
る

政
務

活
動

費
の

返
還

は
、
金

銭
会

計
規

則
第

5
2
条

又
は
第

6
0
条

の
規

定
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
4
条

 
条

例
第

1
5
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

等
の

閲
覧

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

た
日

の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

６
月

3
0
日

か
ら

、
議

会
局

に
お
い

て
休
日

を
除

く
日

の
午

前
８

時
30

分
か

ら
午

後
５

時
ま

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
項

の
収

支
報

告
書

等
を
閲

覧
す

る
者

は
、
当
該

収
支
報

告
書

等
を

汚
損

し
、
又

は
破

損
す

る
こ

と
が

な
い

よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

３
 

条
例

第
1
5
条
第
３

項
に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

等
の
写

し
の

作
成

及
び

送
付

に
要
す

る
費

用
は

、
前

納
と

す

る
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
5
条

 
第

９
条

第
３
項

及
び
第

10
条
か

ら
前

条
ま
で

の
規
定

は
、
政

務
活

動
費
の

交
付
を

受
け

て
い

る
会

派
が

解
散

し
、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
辞
職

し
、
失

職
し
、
死
亡

し
、
若
し

く
は

除
名

さ

れ
、
議

会
が

解
散

し
、
議
員

の
任

期
が
満

了
し
、
又
は

交
付

対
象

議
員
で

な
く

な
っ

た
場

合
に

つ
い
て

準
用

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
３
項

中
「

経
理

責
任

者
」
と

あ
る

の
は
「
経

理
責

任
者

で
あ
っ

た
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」
と

、「
交

付
対

象
議

員
」
と

あ
る

の
は
「
交

付
対

象
議

員
で
あ

っ
た

者
（

交
付

対
象

議
員
が

死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他
の

一
般

承
継

人
）
」
と
読

み
替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

 
こ

の
規

則
は

、
平
成

1
3
年

4
月

1
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略
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1 
 監

査
の

結
果

 

第
１

 
監

査
委

員
の

除
斥

 

本
件

措
置

請
求

に
お

い
て

、
浅

野
文

直
監

査
委

員
及

び
山

田
晴

彦
監

査
委

員
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
。
以

下
「

法
」
と

い
う

。
）
第

１
９

９
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

除

斥
と

し
た

。
 

 第
２

 
請

求
の

受
付

 

 
１

 
請

求
の

内
容

 

本
件

措
置

請
求

は
、
別

紙
１
（

事
実

証
明

書
は

添
付

省
略

）
の

と
お

り
、
市

が
秋

田
恵

前
議

員
（

以

下
「

秋
田

前
議

員
」
と

い
う

。
）
に

対
す

る
違

法
な

支
出

に
充

て
ら

れ
た

政
務

活
動

費
の

返
還

請
求

権

を
行

使
す

る
こ

と
を

怠
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
行

使
す

る
よ

う
川

崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

。
 

  
２

 
請

求
の

受
理

 

本
件

措
置

請
求

は
、
所

定
の

要
件

を
具

備
し

て
い

る
も

の
と

認
め

、
令

和
４

年
９

月
１

５
日

付
け

で

こ
れ

を
受

理
し

、
監

査
対

象
局

を
議

会
局

と
し

た
。

 

 第
３

 
監

査
の

実
施

 

 
１

 
請

求
人

の
陳

述
 

監
査

の
実

施
に

当
た

り
、
法

第
２

４
２

条
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
令

和
４

年
１

０
月

４
日

、
請

求
人

か
ら

陳
述

の
聴

取
を

行
っ

た
。
請

求
人

の
陳

述
の

際
、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
議

会
局

の
職

員
（

以
下

「
関

係
職

員
」

と
い

う
。
）

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

請
求

人
が

本
件

措
置

請
求

の
要

旨
を

補
足

し
た

内
容

は
、

お
お

む
ね

別
紙

２
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

２
 

関
係

職
員

の
陳

述
 

法
第

２
４

２
条

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
４

年
１

０
月

４
日

、
関

係
職

員
か

ら
陳

述
の

聴
取

を
行

っ
た

。
関

係
職

員
か

ら
は

、「
住

民
監

査
請

求
に

係
る

考
え

方
」（

添
付

省
略

）
の

提
出

が
あ

っ
た

。

関
係

職
員

の
陳

述
の

際
、

同
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

請
求

人
の

立
会

い
が

あ
っ

た
。

 

関
係

職
員

が
説

明
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
別

紙
３

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

  
３

 
関

係
人

調
査

 

法
第

１
９

９
条

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
４

年
１

０
月

１
７

日
、
本

件
措

置
請

求
に

係
る

事

実
関

係
の

確
認

の
た

め
、

関
係

人
調

査
を

行
っ

た
。

 

関
係

人
調

査
の

対
象

は
、

秋
田

前
議

員
と

し
た

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

 

（
別

紙
）

 

 

４
川

監
第

５
８

４
号

 

令
和

４
年

１
１

月
４

日
 

   
 

 
か

わ
さ

き
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
 

 
 

 
 

代
表

幹
事

 
川

口
 

洋
一

 
 

様
 

 
 

 
 

同
 

 
 

 
渡

辺
 

登
代

美
 

様
 

  

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
大

 
村

 
研

 
一

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

  

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 

令
和

４
年

９
月

７
日

付
け

を
も

っ
て

受
理

し
た

標
記

の
請

求
に

つ
い

て
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

２
４

２
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

監
査

を
実

施
し

ま
し

た
の

で
、

そ
の

結
果

を
次

の
と

お
り

通
知

し
ま

す
。
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会
派

及
び

議
員

に
よ

る
、
「

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

」
（

政
務

活
動

）
と

、
そ

れ
以

外
の

「
政

党
活

動
」
、「

選
挙

活
動

」
、「

後
援

会
活

動
」
な
ど

が
渾

然
一

体
と

な
っ

て
行

わ
れ

、
調

査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

部
分

が
明

ら
か

で
無

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務

活
動

費
に

よ

っ
て

支
出

す
る

こ
と

は
不

適
当

で
あ

り
、

他
の

活
動

の
実

績
に

応
じ

て
按

分
し

支
出

す
る

按

分
の

考
え

方
を

導
入

す
べ

き
も

の
と

考
え

る
。

 

(
ｴ
)
 

執
行

に
あ

た
っ

て
の

原
則

 

政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て

は
、
指

針
に

よ
る

ほ
か

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
の

自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

た
め

、
政

務
活

動
費

が
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る

た
め

必
要

な
経

費
を

賄
う

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

の
責

任

に
お

い
て

適
正

な
執

行
に

努
め

る
こ

と
と

す
る

。
 

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

使
途

内
容

に
つ

い
て

の
透

明
性

確
保

が
求

め
ら

れ
て

い
る

た
め

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
に

お
い

て
市

民
へ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
と

と

も
に

、
支

出
伝

票
及

び
政

務
活

動
記

録
票

に
お

け
る

説
明

の
充

実
等

に
努

め
る

こ
と

と
す

る
。
 

 

イ
 

政
務

活
動

費
の

交
付

対
象

と
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

 

政
務

活
動

費
の

交
付

対
象

は
、
条

例
第

３
条

で
は

、
会

派
及

び
当

該
会

派
の

議
員

で
、
議

員
１

人
当

た
り

に
お

い
て

①
会

派
に

対
し

て
月

額
４

５
０

，
０

０
０

円
又

は
②

会
派
・
議

員
に

対
し

て
、

会
派

に
月

額
５

０
，
０

０
０

円
、
議

員
に

月
額

４
０

０
，
０

０
０

円
の

い
ず

れ
か

の
選

択
制

と
し

て
、

所
属

議
員

数
を

乗
じ

て
得

た
額

を
会

派
に

交
付

す
る

と
し

て
い

る
。

 

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
経

費
の

範
囲

は
、
条

例
第

１
０

条
別

表
に

、
次

の
と

お

り
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

経
費

の
区

分
 

支
出

で
き

る
経

費
 

内
容

 
種

類
 

１
 

調
査

研
究

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の
事

務
、

地
方

行
財

政
等

に
関

し

て
調

査
研

究
を

す
る

の
に

要
す

る

経
費

 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗

品
費

、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
バ

ス

等
借

上
料

、
出

席
負

担
金

等
 

２
 

研
修

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
研

修
会

を
開

催
し

、
又

は
他

の
団

体

等
が

開
催

す
る

研
修

会
に

参
加

す

る
の

に
要

す
る

経
費

 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝

礼
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗

品
費

、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
出

席

負
担

金
等

 

３
 

広
報

・
広

聴
費

 
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ

の
活

動
若

し
く

は
市

政
に

つ
い

て

市
民

に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要
 会

場
借

上
料

、
印

刷
製

本
費

、
ホ

ー

ム
ペ

ー
ジ

等
製

作
費

、
食

糧
費

、
送

料
、

旅
費

等
 

────────────────────────────────────────────────────

 

2 
  

４
 

監
査

対
象

事
項

 

本
件

政
務

活
動

費
の

支
出

に
関

し
て

、
市

長
に

違
法

又
は

不
当

に
財

産
の

管
理

を
怠

る
事

実
が

あ

る
か

を
監

査
対

象
と

し
た

。
 

 第
４

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
前

提
事

実
の

確
認

等
 

関
係

各
資

料
の

調
査

の
結

果
、

本
件

に
関

す
る

前
提

事
実

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 
(
1
)
 

政
務

活
動

費
に

つ
い

て
 

ア
 

概
要

 

政
務

活
動

費
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
４

項
か

ら
第

１
６

項
ま

で
の

規
定

を
根

拠
と

す
る

も
の

で
、
川

崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費

の
交

付
等

に
関

す
る

条
例
（

平
成

１
３

年
川

崎
市

条
例

第
１

１

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。
）

及
び

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

平
成

１
３

年
川

崎
市

規
則

第
１

６
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）
に

基
づ

き
、
会

派
及

び
議

員
に

対
し

、
川

崎
市

議
会

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の

一
部

と
し

て
交

付
さ

れ
る

。
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実

し
、
議

会
の

審
議

能
力

の
向

上
、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
も

の
で

あ

り
、
川

崎
市

議
会

が
作

成
し

た
「

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針
（

以
下
「

指
針

」
と

い
う

。
）
」
に

よ

る
と

、
そ

の
使

途
に

つ
い

て
市

民
に

説
明

責
任

を
負

う
こ

と
を

認
識

し
て

、
適

正
に

使
用

す
る

こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
政

務
活

動
費

の
運

用
の

基
本

的
指

針
と

し
て

、
次

の
４

点
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

 

(
ｱ
)
 

政
務

活
動

に
つ

い
て

 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
議

会
は

、
条

例
の

制
定

及
び

改
廃

、
予

算
の

決
定

、
重

要
な

契
約

の

締
結

並
び

に
財

産
の

取
得

及
び

処
分

等
に

つ
い

て
議

決
権

を
有

す
る

。
 

さ
ら

に
は

、
近

時
の

社
会

情
勢

の
複

雑
化

に
伴

い
、
多

様
化
・
高

度
化

す
る

地
域

住
民

の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政

施
策

等
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

こ
う

し
た

中
、

議
会

の
構

成
員

で
あ

る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関

す
る

諸

制
度

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

抱
え

る
政

治
的

、
行

政
的

諸
課

題
、
さ

ら
に

は
諸

外
国

の
動

向

等
に

対
す

る
広

範
な

知
識

が
必

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の

活

動
が

不
可

欠
と

な
っ

て
お

り
、

議
員

活
動

の
活

性
化

を
図

る
た

め
、

要
す

る
経

費
の

一
部

を

政
務

活
動

費
と

し
て

交
付

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

(
ｲ
)
 

実
費

弁
償

の
原

則
 

政
務

活
動

費
は

、
市

政
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
の

た
め

に
、
実

際
に

要
し

た
費

用
に

充
当

す
る

実
費

弁
償

を
原

則
と

す
る

。
 

(
ｳ
)
 

按
分

に
よ

る
支

出
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(
ｴ
)
 

政
務

活
動

費
の

活
用

、
整

理
・

調
製

（
条

例
第

９
条

、
指

針
）

 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す

る
た

め
、
所

属
議

員
の

中
か

ら
経

理
責

任
者

１
人

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
ま

た
、

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付

を
受

け
た

政
務

活
動

費
の

経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
政

務
活

動
費

を
活

用
す

る
際

に
は

、
支

出
伝

票
の

作
成

、
領

収
書

等
の

整
理
（

支
出

伝

票
に

貼
付

等
）
、
会

計
帳

簿
の

記
帳

等
を

行
う

。
ま

た
、
四

半
期

ご
と

に
支

出
伝

票
、
領

収
書

等
、

会
計

帳
簿

等
の

整
理

・
調

製
を

行
う

。
 

(
ｵ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
提

出
（

条
例

第
１

１
条

、
指

針
）

 

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
交

付
翌

年
度

の
４

月
３

０
日

ま
で

に
、
交

付
に

係

る
収

入
及

び
支

出
に

つ
い

て
議

長
に

報
告

す
る

。
こ

の
場

合
、
収

支
報

告
書

の
ほ

か
、
支

出
伝

票
一

覧
表
（

写
し

）
、
支

出
伝

票
（

写
し

）
、
領

収
書

等
（

写
し

）
、
政

務
活

動
記

録
票
（

写
し

）

等
を

提
出

す
る

。
議

長
は

こ
れ

ら
の

提
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

写
し

を
市

長

に
提

出
す

る
。

 

(
ｶ
)
 

剰
余

金
の

返
還

（
条

例
第

１
２

条
、

規
則

第
１

１
条

）
 

交
付

さ
れ

た
政

務
活

動
費

に
剰

余
金

が
生

じ
た

場
合

、
会

派
の

代
表

者
及

び
交

付
対

象
議

員
は

、
市

長
の

発
行

す
る

納
付

書
に

よ
り

、
速

や
か

に
返

還
を

行
う

。
 

(
ｷ
)
 

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

準
備

等
（

指
針

）
 

議
会

局
は

、
会

派
の

代
表

者
又

は
交

付
対

象
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
に

供
す

る
に

当
た

り
、
記

載
・
押

印
漏

れ
、
添

付
書

類
の

不
備

、
費

用
弁

償
と

の
重

複
、
按

分
率

等
の

説
明

漏
れ

及
び

合
計

額
等

の
確

認
な

ど
の

形
式

的
要

件
の

確
認

を
行

う
と

と
も

に
、

個
人

情
報

の
マ

ス
キ

ン
グ

を
行

う
。

 

(
ｸ
)
 

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
（

条
例

第
１

５
条

、
規

則
第

１
４

条
）

 

議
長

は
、

交
付

翌
年

度
の

６
月

３
０

日
か

ら
収

支
報

告
書

等
を

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
。

 

(
ｹ
)
 

関
係

帳
簿

の
保

管
（

規
則

第
９

条
、

指
針

）
 

会
派

の
経

理
責

任
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
収

支
報

告
書

、
支

出
伝

票
一

覧
表

、
支

出
伝

票
、
領

収
書

等
、
会

計
帳

簿
関

係
書

類
、
事

務
所

台
帳

等
を

収
支

報
告

書
提

出
日

の
属

す
る

年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

し
て

５
年

間
保

管
す

る
。

 

 (
2
)
 

秋
田

前
議

員
に

よ
る

支
出

に
つ

い
て

 

請
求

人
が

対
象

と
し

て
い

る
令

和
３

年
度

の
政

務
活

動
費

の
支

出
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

合
同

会
社

Ｍ
ｏ

ｒ
ｉ

 
Ｌ

ａ
ｂ

ｏ
（

以
下
「

Ａ
社

」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
調

査
研

究
費

と
し

て
、

合
計

１
，

５
４

０
，

０
０

０
円

（
以

下
「

本
件

調
査

研
究

費
」

と
い

う
。
）
、

及
び

、
事

務
所

費
と

し
て

、
事

務
所

賃
借

料
及

び
光

熱
水

費
の

合
計

２
，

３
０

７
，

０
８

９
円

（
令

和
３

年
４

月
１

日

～
令

和
４

年
３

月
３

１
日

分
、

以
下

「
本

件
事

務
所

費
」

と
い

う
。
）

を
支

出
し

た
。

 

 

────────────────────────────────────────────────────
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望

、
意

見
等

の
聴

取
若

し
く

は
市

民
相

談
を

行
う

の
に

要
す

る
経

費
  

４
 

要
請

・
陳

情
活

動
費

 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
国

等
に

対
す

る
要

請
又

は
陳

情
の

活

動
を

行
う

の
に

要
す

る
経

費
 

印
刷

製
本

費
、

旅
費

等
 

５
 

会
議

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
各

種
会

議
を

開
催

し
、

又
は

他
の

団

体
等

が
開

催
す

る
意

見
交

換
会

等

各
種

会
議

に
参

加
す

る
の

に
要

す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委

託
料

、
食

糧
費

、

印
刷

製
本

費
、
消

耗
品

費
、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、

出
席

負
担

金
等

 

６
 

資
料

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
に

必
要

と
す

る
資

料
を

購

入
し

、
若

し
く

は
利

用
し

、
又

は

作
成

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

印
刷

製
本

費
、
委

託
料

、
図

書
雑

誌

購
入

費
、
新

聞
購

読
料

、
デ

ー
タ

ベ

ー
ス

利
用

料
等

 

７
 

人
件

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
の

補
助

者
を

雇
用

す
る

の

に
要

す
る

経
費

 

報
酬
・
日

当
、
交

通
費

、
社

会
保

険

料
等

 

８
 

事
務

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
に

係
る

事
務

を
処

理
す

る

の
に

要
す

る
経

費
 

消
耗

品
費

、
事

務
機

器
・
備

品
等

賃

借
料

、
事

務
機

器
・

備
品

等
購

入

費
、

電
話

料
、

送
料

等
 

９
 

事
務

所
費

 
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ

の
活

動
に

必
要

な
事

務
所

の
設

置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費

 

事
務

所
賃

借
料

、
維

持
管

理
費

等
 

 ウ
 

交
付

等
の

事
務

手
続

の
流

れ
 

(
ｱ
)
 

交
付

申
請

手
続

（
条

例
第

５
条

第
１

項
）

 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

年
度

当
初

に
議

長
を

経
由

し
て

市
長

に
申

請
す

る
。

 

(
ｲ
)
 

交
付

決
定

（
条

例
第

５
条

第
２

項
）

 

市
長

は
、
交

付
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、
交

付
の

決
定

を
し

た
と

き

は
、

議
長

を
経

由
し

て
会

派
の

代
表

者
又

は
交

付
対

象
議

員
に

通
知

す
る

。
 

(
ｳ
)
 

支
出

請
求

（
規

則
第

３
条

、
第

８
条

）
 

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
毎

月
政

務
活

動
費

の
請

求
を

行
う

。
政

務
活

動
費

は
毎

月
１

０
日

に
交

付
さ

れ
る

。
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反
す

る
支

出
で

あ
る

こ
と

を
示

す
な

ど
し

て
、

当
該

支
出

が
指

針
に

反
す

る
疑

い
が

あ
る

こ
と

を

基
礎

づ
け

る
事

実
が

示
さ

れ
た

と
き

に
は

、
当

該
各

支
出

の
具

体
的

な
使

途
を

最
も

よ
く

知
る

当

該
議

員
は

、
関

係
人

調
査

（
法

第
１

９
９

条
第

８
項

）
に

お
い

て
、

自
ら

、
当

該
支

出
が

指
針

に

適
合

し
な

い
と

は
い

え
な

い
こ

と
を

基
礎

づ
け

る
事

実
に

つ
い

て
主

張
し

て
証

拠
を

提
出

す
べ

き

で
あ

っ
て

、
当

該
議

員
に

お
い

て
、

そ
の

よ
う

な
主

張
及

び
証

拠
提

出
を

怠
っ

た
と

き
は

、
そ

の

よ
う

な
活

動
自

体
も

総
合

的
に

斟
酌

し
た

上
で

、
当

該
支

出
が

指
針

に
適

合
し

な
い

と
い

え
る

か

ど
う

か
を

判
断

す
る

べ
き

で
あ

る
と

思
料

す
る

。
 

か
か

る
観

点
か

ら
、

本
件

各
支

出
の

違
法

性
・

不
当

性
に

つ
い

て
、

以
下

、
検

討
す

る
。

 

 

(
3
)
 

本
件

各
支

出
が

違
法

又
は

不
当

で
あ

る
か

に
つ

い
て

 

ア
 

調
査

研
究

費
に

つ
い

て
 

請
求

人
は

、
本

件
調

査
研

究
費

と
し

て
支

出
し

た
合

計
１

，
５

４
０

，
０

０
０

円
に

つ
い

て
、

支
出

先
で

あ
る

Ａ
社

は
、
同

社
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
占

い
に

関
す

る
記

載
が

あ
る

の
み

で
、
政

務

活
動

に
関

す
る

調
査

研
究

と
は

無
関

係
で

あ
り

、
こ

れ
ら

の
委

託
先

と
し

て
選

定
し

た
理

由
に

疑

義
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
当

該
調

査
研

究
費

の
支

出
は

適
当

で
は

な
い

旨
主

張
し

て
い

る
。

 

以
下

、
本

件
調

査
研

究
費

の
支

出
が

違
法

と
い

え
る

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

 
(
ｱ
)
 

調
査

結
果

 

関
係

人
の

提
出

資
料

及
び

調
査

に
よ

っ
て

認
め

ら
れ

た
事

実
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

Ａ
社

の
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

に
よ

る
と

、
設

立
は

令
和

元
年

９
月

３
０

日
、
代

表
社

員
及

び
業

務
執

行
社

員
は

１
名

、
業

務
目

的
は
「

占
い

」
の

ほ
か

、「
人

材
育

成
、
能
力

開
発

の
た

め

の
教

育
事

業
」
、「

医
療

、
介

護
、
保

健
衛

生
に

関
す

る
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
業

務
」
、「

コ
ン

ピ

ュ
ー

タ
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

及
び

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

の
企

画
、
研

究
、
開

発
、
設

計
、
製

造
、
販

売
、

保
守

、
リ

ー
ス

」
等

の
１

８
の

項
目

を
掲

げ
る

法
人

で
あ

る
（

秋
田

前
議

員
提

出
資

料
別

添
５

）
。 

調
査

研
究

に
関

し
、
秋

田
前

議
員

は
、
同

年
１

０
月

４
日

付
け

で
Ａ

社
と

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン

グ
契

約
を

締
結

し
て

お
り

、
報

酬
に

つ
い

て
は

、
依
頼

１
件

当
た

り
１

，
０

０
０

，
０

０
０

円

以
内

で
５

０
，

０
０

０
円

単
位

と
定

め
ら

れ
て

い
る

（
秋

田
前

議
員

提
出

資
料

別
添

７
）
。

 

本
件

調
査

研
究

費
の

内
訳

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

支
出

伝
票

件
名

 
金

額
（

円
）

 
支

出
日

 
Ｉ

Ｃ
Ｔ

活
用

に
関

す
る

調
査

研
究

費
 

4
4
0
,
0
0
0
 
令

和
３

年
６

月
２

４
日

 

ワ
ク

チ
ン

接
種

技
術

に
関

す
る

調
査

研
究

費
 

4
4
0
,
0
0
0
 
令

和
３

年
６

月
２

８
日

 

議
会

局
費

に
関

す
る

調
査

研
究

費
 

6
6
0
,
0
0
0
 
令

和
４

年
３

月
２

２
日

 

 秋
田

前
議

員
は

、
関

係
人

調
査

の
際

、
Ａ

社
は

、
さ

ま
ざ

ま
な

分
野

の
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業

務
を

行
っ

て
い

る
法

人
で

、
一

般
に

は
連

絡
先

を
公

開
し

て
お

ら
ず

、
請

求
人

の
主

張
す

る
ホ

────────────────────────────────────────────────────
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２
 

監
査

委
員

の
判

断
 

(
1
)
 

政
務

活
動

費
の

性
格

に
つ

い
て

 

法
第

１
０

０
条

第
１

４
項

で
は

、
「

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、

そ
の

議
会

の
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
、

そ

の
議

会
に

お
け

る
会

派
又

は
議

員
に

対
し

、
政

務
活

動
費

を
交

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
」

と
し

、

条
例

第
２

条
で

は
、
「

会
派

（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

及
び

議
員

は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

が
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
を

充

実
し

、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務

活
動

費
を

適

正
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

て
い

る
。

 

政
務

調
査

費
に

関
し

て
は

、「
議

員
の

調
査

研
究

活
動

は
多

岐
に

わ
た

り
、
個

々
の

経
費

の
支

出

が
こ

れ
に

必
要

か
ど

う
か

に
つ

い
て

は
議

員
の

合
理

的
判

断
に

委
ね

ら
れ

る
部

分
が

あ
る

」（
最

高

裁
第

三
小

法
廷

平
成

２
２

年
３

月
２

３
日

判
決

）
と

さ
れ

、
そ

の
執

行
に

つ
い

て
「

監
査

委
員

を

含
め

区
の

執
行

機
関

が
、

実
際

に
行

わ
れ

た
政

務
調

査
活

動
の

具
体

的
な

目
的

や
内

容
等

に
立

ち

入
っ

て
そ

の
使

途
制

限
適

合
性

を
審

査
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
と

解
さ

れ
る

」（
最

高
裁

第

一
小

法
廷

平
成

２
１

年
１

２
月

１
７

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

ら
の

判
例

の
趣

旨
を

踏
ま

え
る

と
、

政
務

調
査

費
の

後
身

で
あ

る
政

務
活

動
費

は
、

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

政
務

活
動

費
を

ど
の

よ
う

に
使

用
す

る
か

は
、

会
派

及
び

議
員

の

自
主

性
が

尊
重

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

一
方

で
、
政

務
活

動
費

が
市

の
公

金
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

使
途

内
容

に
つ

い
て

透
明

性
の

確
保

と
説

明
責

任
が

求
め

ら
れ

る
と

い
え

る
。

 

 

(
2
)
 

本
件

各
支

出
の

違
法

又
は

不
当

性
に

係
る

主
張

及
び

証
拠

提
出

に
つ

い
て

 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
た

議
員

に
対

す
る

不
当

利
得

返
還

請
請

求
権

を
行

使
す

る
よ

う
、

関
係

職
員

に
対

し
て

勧
告

す
る

よ
う

求
め

る
住

民
監

査
請

求
に

よ
る

監
査

に
お

い
て

、
当

該
政

務

活
動

費
が

指
針

に
適

合
し

な
い

使
途

に
充

て
ら

れ
た

こ
と

（
当

該
議

員
の

支
出

が
指

針
に

適
合

し

な
い

こ
と

）
は

、
不

当
利

得
返

還
請

求
権

の
発

生
原

因
事

実
で

あ
る

か
ら

、
ま

ず
、

当
該

請
求

権

が
あ

る
と

主
張

す
る

者
（

住
民

）
に

お
い

て
主

張
し

、
証

拠
（

事
実

証
明

書
）

を
提

出
す

べ
き

も

の
と

い
え

る
。

 

と
こ

ろ
で

、
法

及
び

条
例

に
よ

れ
ば

、
議

員
は

、
政

務
活

動
に

係
る

収
支

に
つ

い
て

、
政

務
活

動
費

の
収

入
及

び
支

出
の

総
額

、
支

出
項

目
別

の
額

及
び

当
該

項
目

ご
と

の
主

た
る

内
容

を
記

載

し
た

収
支

報
告

書
を

提
出

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
に

領
収

書
そ

の
他

の
書

類
を

添
付

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

（
法

第
１

０
０

条
第

１
５

項
、

条
例

第
１

１
条

第
１

項
及

び
第

２
項

）

か
ら

、
住

民
は

上
記

収
支

報
告

書
の

写
し

を
入

手
す

る
等

の
方

法
に

よ
り

、
政

務
活

動
費

の
支

出

の
内

容
を

概
括

的
に

知
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

そ
う

す
る

と
、

住
民

に
よ

り
、

そ
の

知
り

得
た

支
出

内
容

か
ら

、
例

え
ば

少
な

く
と

も
指

針
に
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す
る

一
方

、
Ａ

社
が

実
施

し
た

と
す

る
調

査
依

頼
事

項
の

資
料

や
デ

ー
タ

解
析

結
果

の
解

説

及
び

所
見

等
や

実
施

方
法

に
つ

い
て

は
不

明
で

あ
り

、
Ａ

社
の

各
業

務
報

酬
金

額
の

根
拠

に

関
す

る
説

明
も

な
く

、
秋

田
前

議
員

に
お

い
て

本
件

調
査

研
究

費
の

支
出

が
指

針
に

適
合

す

る
も

の
で

あ
っ

た
か

に
つ

い
て

十
分

な
説

明
責

任
を

果
た

し
て

い
る

と
は

い
い

難
い

。
 

こ
の

こ
と

自
体

は
誠

に
遺

憾
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

も
の

の
、
上

記
各

調
査

報
告

書
に

は
、

調
査

期
間

や
調

査
概

要
等

が
記

載
さ

れ
て

お
り

、
秋

田
前

議
員

が
議

会
に

お
け

る
質

問
と

し

て
検

討
し

た
経

過
も

認
め

ら
れ

る
こ

と
等

を
総

合
的

に
斟

酌
す

れ
ば

、
本

件
調

査
研

究
費

の

支
出

が
た

だ
ち

に
違

法
又

は
不

当
で

あ
る

と
ま

で
認

め
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
そ

の
他

、

本
件

調
査

研
究

費
の

支
出

が
違

法
又

は
不

当
で

あ
る

と
認

め
る

に
足

り
る

証
拠

は
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

本
件

調
査

研
究

費
の

支
出

が
違

法
で

あ
る

と
す

る
請

求
人

の
主

張
は

理
由

が
な

い
。

 

 

イ
 

事
務

所
費

に
つ

い
て

 

請
求

人
は

、
令

和
３

年
度

事
務

所
費

、
合

計
２

，
３

０
７

，
０

８
９

円
の

支
出

に
つ

い
て

、

秋
田

前
議

員
の

事
務

所
は

賃
借

料
が

高
額

で
あ

り
、

秋
田

前
議

員
の

看
板

な
ど

が
設

置
さ

れ
て

お
ら

ず
、

表
札

等
も

な
い

た
め

、
事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
る

も
の

と
は

い
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
、

ま
た

、
事

務
所

に
は

常
勤

事
務

員
が

い
な

い
こ

と
な

ど
か

ら
、

本
件

支
出

が
違

法
で

あ
る

旨
主

張
し

て
い

る
。

 

以
下

、
本

件
支

出
が

違
法

と
い

え
る

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

 
(
ｱ
)
 

調
査

結
果

 

関
係

人
の

提
出

資
料

及
び

調
査

並
び

に
関

係
職

員
の

陳
述

に
よ

っ
て

認
め

ら
れ

た
事

実
は

、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
（

秋
田

前
議

員
が

本
監

査
に

お
い

て
事

務
所

の
内

外
を

撮
影

し
た

写

真
等

の
新

た
な

証
拠

を
提

出
し

な
か

っ
た

た
め

、
令

和
３

年
６

月
２

１
日

付
け

で
受

理
し

、

同
年

８
月

１
９

日
付

け
３

川
監

第
４

４
７

号
で

結
果

を
公

表
し

た
監

査
（

以
下

「
前

々
回

監

査
」
と

い
う

。
）
及

び
同

年
８

月
２

５
日

付
け

で
受

理
し

、
同

年
１

０
月

２
２

日
付

け
３

川
監

第
５

９
７

号
で

結
果

を
公

表
し

た
監

査
（

以
下
「

前
回

監
査

」
と

い
う

。
）
の

際
に

秋
田

前
議

員
が

提
出

し
た

資
料

を
準

用
す

る
こ

と
を

含
む

も
の

と
す

る
。
）
。

 

秋
田

前
議

員
の

事
務

所
は

、
幸

区
中

幸
町

の
３

階
建

て
の

建
物

内
に

あ
り

、
賃

借
料

月
額

１

９
９

，
０

０
０

円
で

同
建

物
の

１
階

１
０

１
号

室
、
２

階
２

０
１

号
室

の
２

部
屋
（

計
４

３
．

６
９

㎡
）
を

令
和

元
年

１
２

月
１

５
日

か
ら

、
川

崎
市

議
会

議
員

事
務

所
及

び
市

民
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

と
し

て
借

り
受

け
て

い
る

（
秋

田
前

議
員

資
料

別
添

１
６

）
。

 

ａ
 

１
０

１
号

室
の

室
内

状
況

 

前
回

監
査

で
秋

田
前

議
員

か
ら

提
出

さ
れ

た
１

０
１

号
室

内
の

写
真

（
以

下
「

前
回

１

０
１

号
室

写
真

」
と

い
う

。
）

に
は

、
「

ポ
ス

タ
ー

、
机

、
い

す
、

パ
ソ

コ
ン

な
ど

」
が

設

────────────────────────────────────────────────────
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ー
ム

ペ
ー

ジ
は

Ａ
社

の
も

の
で

は
な

く
、
か

ね
て

よ
り

の
占

い
ブ

ラ
ン

ド
と

し
て

の
も

の
で

あ

り
、
同

社
の

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
の

事
業

目
的

に
は

、
本

件
調

査
研

究
費

に
関

す
る

内
容

が

含
ま

れ
て

お
り

、
問

題
は

な
い

と
の

説
明

を
し

て
い

る
。

 

ま
た

、
秋

田
前

議
員

に
よ

れ
ば

、
政

務
調

査
を

依
頼

す
る

法
人

の
選

定
と

し
て

、
他

の
本

市

議
会

議
員

か
ら

紹
介

さ
れ

た
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
会

社
に

相
談

し
た

と
こ

ろ
、
依

頼
１

件
あ

た

り
３

，
０

０
０

，
０

０
０

円
以

上
は

必
要

で
あ

り
高

額
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、
代

表
社

員
に

コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
実

績
も

あ
り

、
か

つ
１

件
あ

た
り

が
１

，
０

０
０

，
０

０
０

円
以

内
か

つ
５

０
，
０

０
０

円
単

位
の

Ａ
社

で
あ

れ
ば

、
新

規
の

無
所

属
議

員
会

派
で

年
間

の
調

査
依

頼
数

が

推
測

で
き

な
い

状
況

に
お

い
て

も
対

応
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

し
、
同

社
に

対
し

て
調

査
等

を

依
頼

す
る

よ
う

に
な

っ
た

と
し

て
い

る
。

 

秋
田

前
議

員
は

、
本

件
調

査
研

究
費

の
対

象
と

な
っ

た
成

果
物

自
体

は
提

示
も

提
出

も
し

な

か
っ

た
が

、
関

係
人

調
査
（

意
見

聴
取

）
後

、
調

査
報

告
書

と
し

て
、
本

件
調

査
研

究
費

ご
と

に
報

告
書
（

件
名

ご
と

に
１

枚
、
合

計
３

枚
）
を

提
出

し
、
各

報
告

書
に

は
、
①

調
査

研
究

費

の
件

名
、
②

調
査

期
間

、
③

調
査

結
果

内
容
（

調
査

依
頼

事
項

に
関

す
る

情
報

収
集
・
調

査
及

び
デ

ー
タ

解
析

の
実

施
・
資

料
作

成
、
デ

ー
タ

解
析

に
つ

い
て

の
随

時
報

告
、
デ

ー
タ

解
析

結

果
の

解
説

及
び

所
見

報
告

等
を

し
た

旨
が

記
載

さ
れ

た
書

面
）
、
④

備
考
（

参
考

リ
ン

ク
）
、
⑤

報
告

者
（

Ａ
社

）
が

記
載

さ
れ

て
い

る
（

秋
田

前
議

員
提

出
資

料
別

添
１

９
）

 

な
お

、
市

に
よ

れ
ば

、
秋

田
前

議
員

の
令

和
３

年
度

の
政

務
活

動
費

に
お

け
る

調
査

研
究

費

に
つ

い
て

、
同

議
員

か
ら

提
出

さ
れ

た
３

枚
の

調
査

報
告

書
、
報

告
書

ご
と

の
表

紙
を

確
認

し
、

書
類

の
記

載
・
押

印
漏

れ
等

の
形

式
的

要
件

を
点

検
し

、
違

反
や

誤
り

等
の

な
い

こ
と

を
確

認

し
た

と
し

て
い

る
。

 

(
ｲ
)
 

判
断

 

指
針

に
よ

る
と

、「
調

査
研

究
費

は
、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

市
の

事
務

、
地

方
行

財

政
等

に
関

し
て

調
査

研
究

を
す

る
の

に
要

す
る

経
費

」
と

し
て

い
る

。
 

請
求

人
は

、
前

記
の

と
お

り
、
本

件
調

査
研

究
費

に
つ

い
て

、
Ａ

社
が

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
は

占
い

に
関

す
る

記
載

が
あ

る
の

み
で

政
務

活
動

に
関

す
る

調
査

研
究

と
は

無
関

係
で

あ
っ

て

委
託

先
と

し
て

選
定

し
た

理
由

に
疑

義
が

あ
る

旨
主

張
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

具
体

的

な
使

途
を

最
も

よ
く

知
る

秋
田

前
議

員
に

お
い

て
、

本
件

調
査

研
究

費
の

支
出

が
指

針
に

適

合
し

な
い

と
は

い
え

な
い

こ
と

を
基

礎
づ

け
る

事
実

に
つ

い
て

主
張

し
て

証
拠

を
提

出
す

べ

き
も

の
と

い
え

る
。

 

前
記

第
４

の
２

(
3
)
ア

(
ｱ
)
記

載
の

と
お

り
、
秋

田
前

議
員

は
、
関

係
人

調
査

に
お

い
て

、
Ａ

社
の

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
を

提
出

し
、

本
件

調
査

研
究

費
の

対
象

と
な

っ
た

依
頼

事
項

が

事
業

目
的

に
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
や

同
社

の
代

表
社

員
が

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

の
実

績
が

あ

る
こ

と
等

を
説

明
し

、
本

件
調

査
研

究
費

ご
と

に
概

要
を

記
載

し
た

調
査

報
告

書
等

を
提

出
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算
し

て
代

表
住

所
の

１
０

１
号

室
宛

て
請

求
書

が
発

行
さ

れ
て

い
る

が
、

水
道

料
金

及
び

下
水

道
使

用
料

（
以

下
「

水
道

料
金

等
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

は
、

市
の

シ
ス

テ
ム

の
都

合
に

よ
り

請
求

書
が

同
時

期
に

発
行

さ
れ

ず
、

２
０

１
号

室
の

み
支

払
時

期
が

大
幅

に
遅

れ
る

た
め

、
政

務
活

動
費

の
手

続
が

煩
雑

に
な

る
こ

と
か

ら
、
２

０
１

号
室

の
水

道
料

金
等

に
は

政
務

活
動

費
を

充
て

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

 

本
件

事
務

所
費

の
内

訳
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

項
目

 
金

額
 

支
出

対
象

 
事

務
所

賃
借

料
 

２
，

１
９

３
，

０
７

０
円

 
１

０
１

号
室

・
２

０
１

号
室

 
電

気
料

金
 

５
８

，
７

４
９

円
 

１
０

１
号

室
・

２
０

１
号

室
 

ガ
ス

料
金

 
４

２
，

１
８

０
円

 
１

０
１

号
室

・
２

０
１

号
室

 
水

道
料

金
等

 
１

３
，

０
９

０
円

 
１

０
１

号
室

 
合

計
 

２
，

３
０

７
，

０
８

９
円

 
 

 

ｅ
 

市
に

よ
れ

ば
、

令
和

３
年

度
の

政
務

活
動

費
に

お
け

る
事

務
所

費
に

つ
い

て
、

秋
田

前

議
員

に
対

し
、

繰
り

返
し

意
見

聴
取

や
文

書
照

会
等

に
よ

り
、

２
０

１
号

室
の

使
用

実
態

を
調

査
・

確
認

し
た

も
の

の
、

秋
田

前
議

員
か

ら
明

確
な

回
答

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
前

回
監

査
の

結
果

を
踏

ま
え

、
改

め
て

２
０

１
号

室
の

写
真

に
掲

載
さ

れ
た

内
容

に
つ

い
て

関
係

部
署

に
確

認
し

た
う

え
で

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
同

年
７

月
８

日
ま

で
の

２
０

１
号

室
に

関
す

る
費

用
（

賃
借

料
、
電

気
料

金
及

び
ガ

ス
料

金
）
に

つ
い

て

は
、

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
す

る
こ

と
は

妥
当

性
を

欠
き

、
条

例
に

違
反

し
不

適
法

で
あ

る
と

し
て

、
令

和
４

年
６

月
３

０
日

付
け

で
秋

田
前

議
員

に
返

還
命

令
の

措
置

を
行

っ
た

と
し

て
い

る
。

 

(
ｲ
)
 

判
断

 

指
針

に
よ

る
と

、「
事

務
所

費
は

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ
の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費

で
あ

り
、

賃
借

料
を

支
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
は

事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
る

も
の

に
限

り
、
事

務
所

と
し

て
の

実
体

は
、
使

用
実

績
・

看
板
・
表

札
等

の
外

形
、
常

勤
事

務
員

の
有

無
、
備

品
の

内
容

、
賃

借
目

的
等

諸
般

の
事

情
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断

す
る

」
と

し
て

い
る

。
 

請
求

人
は

、
前

記
の

と
お

り
、
秋

田
前

議
員

の
事

務
所

は
賃

借
料

が
高

額
で

あ
り

、
秋

田
前

議
員

の
看

板
な

ど
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
表

札
等

も
な

い
た

め
、

事
務

所
と

し
て

の
形

態

を
備

え
て

い
る

も
の

と
は

い
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
、

ま
た

、
事

務
所

に
は

常
勤

事
務

員

が
い

な
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
令

和
３

年
度

の
事

務
所

費
の

支
出

は
違

法
で

あ
る

旨
主

張
し

て

い
る

こ
と

か
ら

そ
の

具
体

的
な

使
途

を
最

も
よ

く
知

る
秋

田
前

議
員

に
お

い
て

、
事

務
所

費

の
支

出
が

指
針

に
適

合
し

な
い

と
は

い
え

な
い

こ
と

を
基

礎
づ

け
る

事
実

に
つ

い
て

主
張

し
、

────────────────────────────────────────────────────
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置
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

元
美

容
室

で
あ

っ
た

も
の

を
居

抜
き

で
借

り
受

け
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

一
般

道
路

側
の

玄
関

は
元

美
容

室
の

も
の

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
た

も
の

で
、

閉
じ

た
ま

ま
と

な
っ

て
お

り
、

事
務

所
の

出
入

り
口

と
し

て
は

同
建

物
の

別
の

入
口

か
ら

入
っ

た
内

廊
下

側
の

入
口

を
使

用
し

お
り

、
こ

の
入

口
ド

ア
の

外
側

に
秋

田
前

議
員

の
ポ

ス
タ

ー
が

張
ら

れ
て

い
た

（
前

回
監

査
の

秋
田

前
議

員
資

料
別

紙
ｂ

）
。

 

ｂ
 

２
０

１
号

室
の

室
内

状
況

 

前
回

監
査

の
際

の
２

０
１

号
室

内
の

写
真
（

以
下
「

前
回

２
０

１
号

室
写

真
」
と

い
う

。
）

に
は

、「
ポ

ス
タ

ー
、
ソ

フ
ァ

ー
、
ロ

ー
テ

ー
ブ

ル
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
」
が

設
置

さ
れ

て
い

た
（

前
回

監
査

の
秋

田
前

議
員

資
料

別
紙

ｃ
）
。
そ

の
際

、
秋

田
前

議
員

は
、
前

回
１

０
１

号
室

写
真

及
び

前
回

２
０

１
号

室
写

真
の

撮
影

時
期

は
前

者
が

令
和

２
年

１
月

頃
で

あ
る

と
し

、
後

者
が

同
年

２
月

又
は

３
月

頃
と

し
た

。
 

こ
の

点
に

つ
い

て
、

前
回

監
査

結
果

に
お

い
て

、
前

回
１

０
１

号
室

写
真

の
中

で
令

和

３
年

７
月

９
日

以
降

に
市

が
公

表
し

た
ポ

ス
タ

ー
（

藤
子
・
Ｆ
・
不

二
雄

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

１

０
周

年
記

念
）

が
室

内
に

貼
ら

れ
て

い
た

こ
と

か
ら

（
前

回
監

査
の

秋
田

前
議

員
資

料
別

紙
ｂ

）
、
い

ず
れ

の
写

真
も

同
日

以
降

に
撮

影
さ

れ
た

も
の

と
推

認
さ

れ
る

と
判

断
さ

れ
た

。
 

な
お

、
前

々
回

監
査

に
お

い
て

秋
田

前
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
、

前
回

２
０

１
号

室
写

真

以
前

に
撮

影
し

た
も

の
と

さ
れ

た
２

０
１

号
室

内
の

写
真

（
以

下
「

前
々

回
２

０
１

号
室

写
真

」
と

い
う

。
前

々
回

監
査

の
秋

田
前

議
員

追
加

提
出

資
料

４
）
に

は
、「

ソ
フ

ァ
ー

と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

の
み

」
が

設
置

さ
れ

て
い

た
。

 

ｃ
 

本
監

査
時

点
ま

で
の

状
況

 

秋
田

前
議

員
に

よ
る

と
、
一

般
道

路
か

ら
上

記
事

務
所

を
見

た
際

に
は

、
秋

田
前

議
員

の

事
務

所
で

あ
る

こ
と

を
示

す
表

示
も

、
ポ

ス
ト

、
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

に
も

何
ら

の
表

示
も

な

い
と

い
う

事
務

所
の

外
観

に
つ

い
て

、
大

き
な

変
更

は
な

い
と

の
こ

と
で

あ
り

、
ま

た
、
１

０
１

号
室

及
び

２
０

１
号

室
共

に
、
資

料
や

備
品

等
の

持
ち

出
し

、
移

動
等

、
時

間
の

経
過

と
共

に
使

用
状

況
に

よ
っ

て
多

少
な

り
と

も
部

屋
の

状
況

は
異

な
る

と
し

な
が

ら
も

、
概

ね
変

更
は

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

ｄ
 

秋
田

前
議

員
の

事
務

所
使

用
状

況
 

秋
田

前
議

員
に

よ
る

と
、
２

０
１

号
室

で
は

、
個

人
情

報
等

の
機

密
性

の
高

い
文

書
を

保

管
す

る
ほ

か
、
議

会
原

稿
を

は
じ

め
と

し
た

書
類

作
成

等
を

中
心

と
す

る
政

務
活

動
を

行
い

、

１
０

１
号

室
で

は
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

ま
ん

延
に

よ
り

、
非

接
触

手
段

で
の

対
応

が
必

要
と

な
る

中
、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
手

法
も

交
え

た
来

客
対

応
や

議
案

政
策

研
究

等
を

中
心

と
す

る
政

務
活

動
を

行
っ

て
い

た
と

し
て

い
る

。
 

 
事

務
所

の
光

熱
水

費
に

つ
い

て
、
秋

田
前

議
員

に
よ

る
と

、
事

務
所

の
住

所
は

、
１

０
１

号
室

を
代

表
住

所
と

し
て

お
り

、
電

気
料

金
、
ガ

ス
料

金
に

つ
い

て
は

２
０

１
号

室
分

も
合



川 崎 市 公 報 （第1,855号）令和４年(2022年)11月25日

－4343－

 

13
 

 

は
令

和
４

年
６

月
３

０
日

付
け

で
秋

田
前

議
員

に
対

し
、

こ
れ

ら
の

費
用

と
し

て
支

出
し

た

分
に

お
け

る
政

務
活

動
費

の
交

付
決

定
を

取
り

消
し

、
そ

の
返

還
を

命
じ

て
い

る
た

め
、
市

長

に
お

い
て

違
法

又
は

不
当

に
財

産
の

管
理

を
怠

る
事

実
が

あ
る

と
は

い
え

な
い

。
 

以
上

の
と

お
り

、
本

件
事

務
所

費
の

支
出

が
違

法
で

あ
る

と
し

て
、
市

長
に

お
い

て
財

産
管

理
を

怠
る

事
実

が
あ

る
と

す
る

請
求

人
の

主
張

は
理

由
が

な
い

。
 

 (
4
)
 

結
論

 

以
上

の
と

お
り

、
本

件
各

支
出

が
違

法
で

あ
る

と
し

、
違

法
な

支
出

に
充

て
ら

れ
た

政
務

活
動

費
の

返
還

請
求

権
を

行
使

す
る

こ
と

を
市

長
に

お
い

て
怠

っ
て

い
る

と
す

る
請

求
人

の
主

張
は

い

ず
れ

も
採

用
で

き
な

い
。

 

請
求

人
の

主
張

に
は

い
ず

れ
も

理
由

が
な

い
た

め
、

こ
れ

を
棄

却
す

る
。

 

  
４

 
意

見
 

 
 

 
監

査
結

果
は

以
上

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
今

回
の

監
査

を
通

じ
て

、
監

査
委

員
と

し
て

の
意

見
を

述
べ

る
。

 

 
 

 
政

務
活

動
費

は
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
を

充
実

し
、

議
会

の
審

議
能

力
の

向
上

、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
会

派
及

び
議

員
は

、
そ

の
金

額
の

根
拠

や
使

途
に

つ
い

て
市

民
に

一
定

の
説

明
責

任
を

負
う

こ
と

を
認

識
し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
会

派
及

び
議

員
に

お
い

て
は

、
引

き
続

き
、

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
を

意
識

し
、

金
額

の
根

拠
や

使
途

内
容

に
つ

い
て

の
透

明
性

を
確

保
し

、
市

民
へ

の
説

明
責

任
を

果
た

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

支
出

伝
票

及
び

政
務

活
動

記
録

票
等

に
お

け
る

説
明

の
充

実
等

を
望

む
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、

政
務

活
動

費
と

し
て

充
て

た
支

出
に

つ
い

て
、

そ
の

見
積

書
を

提
出

す
る

等
し

て
、

当
該

金
額

の
根

拠
を

説
明

で
き

る
よ

う
に

し
て

お
く

こ
と

を
望

む
も

の
で

あ
る

。
 

────────────────────────────────────────────────────
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証
拠

を
提

出
す

べ
き

も
の

と
い

え
る

。
 

ま
ず

、
１

０
１

号
室

に
つ

い
て

は
、
前

記
第

４
の

２
(
3
)
イ

(
ｱ
)
ａ

記
載

の
と

お
り

、
秋

田
前

議
員

の
事

務
所

が
入

っ
た

建
物

外
側

に
は

、
看

板
、
ポ

ス
ト

の
表

札
な

ど
が

な
く

、
外

観
上

事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
る

と
は

認
め

難
い

も
の

の
、

同
建

物
の

別
の

入
口

か
ら

入

っ
た

内
廊

下
の

ド
ア

の
外

側
に

は
、

秋
田

前
議

員
の

ポ
ス

タ
ー

が
貼

ら
れ

、
部

屋
内

に
は

、

机
、
い

す
、
コ

ピ
ー

機
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
の

備
品

が
設

置
さ

れ
て

お
り

、
常

勤
事

務
員

は
い

な

い
も

の
の

、
事

務
所

と
し

て
一

定
の

形
態

を
整

え
て

い
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
る

。
そ

し
て

、
令

和
３

年
度

に
お

け
る

室
内

の
使

用
状

況
に

つ
い

て
も

、
前

記
第

４
の

２
(
3
)
イ

(
ｱ
)
ｃ

記
載

か

ら
す

る
と

、
概

ね
変

更
は

な
い

と
推

認
で

き
る

。
 

次
に

、
２

０
１

号
室

に
つ

い
て

は
、
前

記
第

４
の

２
(
3
)
イ

(
ｱ
)
ｂ

記
載

の
と

お
り

、
前

回
監

査
結

果
を

踏
ま

え
れ

ば
、

２
０

１
号

室
の

室
内

の
状

況
が

「
ソ

フ
ァ

ー
と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

の

み
」
設

置
か

ら
、
事

務
所
と

し
て

一
定

の
形

態
を

整
え

て
い

る
と

い
え

る
「

ポ
ス

タ
ー

、
ソ

フ

ァ
ー

、
ロ

ー
テ

ー
ブ

ル
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
」
の

設
置

に
変

更
さ

れ
た

と
認

め
ら

れ
る

の
は

、
早

く
て

も
令

和
３

年
７

月
９

日
以

降
と

推
認

せ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

そ
う

す
る

と
、
２

０
１

号
室

に
つ

い
て

は
、
少

な
く

と
も

同
年

７
月

８
日

以
前

に
お

い
て

は
、

前
々

回
２

０
１

号
室

写
真

の
と

お
り

、
ソ

フ
ァ

ー
と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

が
置

か
れ

て
い

る
の

み

で
、
事

務
機

器
な

ど
の

備
品

は
な

か
っ

た
こ

と
が

推
認

さ
れ

、
事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
整

え

て
い

る
と

は
認

め
ら

れ
ず

、
同

日
ま

で
の

事
務

所
費

を
政

務
活

動
費

と
し

て
支

出
す

る
こ

と

は
妥

当
性

を
欠

い
て

い
る

も
の

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

他
方

、
令

和
３

年
７

月
９

日
以

降
は

、
ソ

フ
ァ

ー
と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

の
ほ

か
、
フ

ァ
イ

ル
が

入
っ

た
本

棚
、
コ

ピ
ー

機
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
の

備
品

が
設

置
さ

れ
て

お
り

、
秋

田
前

議
員

が
個

人
情

報
を

扱
う

場
所

と
し

て
使

用
し

て
い

た
旨

説
明

し
て

い
る

こ
と

も
併

せ
考

慮
す

れ
ば

、

事
務

所
と

し
て

の
一

定
の

形
態

が
整

え
ら

れ
て

い
た

も
の

と
推

認
さ

れ
る

。
 

ま
た

、
電

気
料

金
、
ガ

ス
料

金
に

つ
い

て
も

、
１

０
１

号
室

及
び

２
０

１
号

室
の

使
用

に
係

る
料

金
を

合
算

し
て

支
出

し
て

い
る

が
、

こ
の

う
ち

２
０

１
号

室
に

お
け

る
使

用
に

つ
い

て

は
、

令
和

３
年

７
月

８
日

以
前

の
電

気
料

金
及

び
ガ

ス
料

金
は

前
記

と
同

様
に

政
務

活
動

費

と
し

て
支

出
す

る
こ

と
は

妥
当

性
を

欠
い

て
い

る
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

そ
の

他
、

１
０

１
号

室
に

お
い

て
政

務
活

動
以

外
に

使
用

し
た

と
認

め
る

に
足

り
る

証
拠

は
な

く
、
２

０
１

号
室

に
つ

い
て

も
少

な
く

と
も

令
和

３
年

７
月

９
日

以
降

、
政

務
活

動
以

外

に
使

用
し

た
と

認
め

ら
れ

る
に

足
り

る
証

拠
は

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、

秋
田

前
議

員
が

令
和

３
年

度
の

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
し

た
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
同

年
７

月
８

日
ま

で
の

期
間

分
に

お
け

る
事

務
所

賃
借

料
の

２
分

の
１

相
当

額

並
び

に
２

０
１

号
室

の
使

用
に

係
る

電
気

料
金

及
び

ガ
ス

料
金

に
つ

い
て

は
、

政
務

活
動

費

と
し

て
妥

当
性

を
欠

い
て

い
る

と
い

え
る

が
、
前

記
第

４
の

２
(
3
)
イ

(
ｱ
)
ｅ

の
と

お
り

、
市

長
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動
費

の
交

付
が
、
市
政

に
関
す

る
会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

を
認

識
し

、
政

務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」（

川
崎

市
議
会

の
政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す
る

条
例

第
２

条
抜

粋
）
と
さ

れ
て

い

る
。
 

し
た

が
っ

て
、

政
務

活
動

費
の

使
用
に

は
、

強
い

透
明

性
と

適
正
さ

が
求

め
ら

れ
る

。
 

（
２

）
秋

田
恵

に
対

す
る

も
の

 

 
 

ア
 

秋
田

恵
議

員
の

支
出

内
容
 

 
 

 
 

秋
田

恵
議

員
は

、
令

和
３
年

度
、
調
査

研
究

費
と

し
て
、
合
同

会
社

Ｍ
ｏ

ｒ
ｉ

 
Ｌ
ａ

ｂ
ｏ

に
対

し
、

合
計

１
，

５
４

０
，

０
０

０
円
を

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ま
た
、
秋
田

恵
議
員

は
、
令
和

３
年

度
、
事

務
所

費
と
し

て
、
合

計
２
，
３
０

７
，
０
８

９
円

を

支
出

し
て

い
る

。
 

 
 

イ
 

調
査

研
究

費
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

政
務

活
動

費
の

使
用

に
は
、
強

い
透

明
性

と
適
正

さ
が
求

め
ら

れ
、「

政
務
活
動

費
の
運

用
指

針
」

（
川

崎
市

議
会

 
平

成
２

６
年

１
２
月

１
８

日
改

定
）
１
８

頁
で
も
「
作

成
業

務
の

委
託

は
、
委
託

先
の

選
定

理
由

及
び

委
託

内
容

を
明
確

に
し

た
上

で
、
契
約

を
締
結
」
す
る

こ
と

が
求
め

ら
れ
て

い

る
。
 

 
 

 
 

し
た

が
っ

て
、
委
託

先
業
者

の
選

定
に

疑
義

が
あ

り
、
ま

た
は

委
託

内
容

が
不

自
然
・
不
合

理
で

あ
る
、
社
会

常
識

的
に

高
額
で

あ
る
な

ど
と

い
っ

た
場

合
は

、
政

務
活

動
費

と
し

て
の
支

出
は
適

当

で
な

く
認

め
ら

れ
な

い
。
 

 
 

 
 

秋
田

恵
議

員
が

調
査

研
究

等
を

委
託

し
た

合
同

会
社

Ｍ
ｏ

ｒ
ｉ

 
Ｌ

ａ
ｂ

ｏ
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

を
掲

げ
る

も
の

の
、

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
で

あ
る

森
秀

彦
氏

の

肩
書

は
占

い
師

で
あ

る
。
同
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

に
は

、
対

面
・
電

話
・
メ

ー
ル

の
３

種
類
の

セ
ッ
シ
ョ

ン
に

よ
る

占
い

に
つ

い
て

の
内

容
紹

介
（

あ
な

た
が

占
っ

て
欲

し
い

こ
と

を
お

話
し

い
た

だ
い

て

そ
れ

に
対

し
て

鑑
定

を
し

て
い

き
ま

す
、

あ
な

た
が

不
安

や
疑

問
に

思
っ

て
い

る
出

来
事

が
そ

れ

で
良

い
の

か
ど

う
か

を
総

合
的

に
見

る
こ

と
に

よ
っ

て
自

分
の

思
い

が
良

い
方

向
に

向
か

っ
て

い

る
か

の
確

認
が

で
き

る
よ

う
に

お
答
え

し
て

い
き

ま
す

。）
や

料
金
設

定
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
の
み

で
（

資
料

３
）
、
お

よ
そ

政
務
活

動
に
関

す
る

調
査

研
究

と
は

無
関
係

で
あ

る
。
 

 
 

 
 

秋
田

恵
議

員
は
、
同

社
に
対

し
て

下
記

の
調

査
研

究
を
委

託
し

て
い

る
が
、
上

記
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

は
、
お

よ
そ
、
政

務
活
動

に
関
す

る
専

門
的

事
項

に
つ

い
て
情

報
を

収
集
・
調

査
し

、
デ

ー
タ

解
析
・
関
係

法
案
の

整
理
・
課

題
の
抽

出
を

実
施

し
て

専
門

的
知
見
・
解

説
を

提
供
・
報

告
す
る

こ

と
が

で
き

る
法

人
で

あ
る

と
は

考
え
ら

れ
な

い
。
 

 
 

 
 

し
た

が
っ

て
、
合
同

会
社
Ｍ

ｏ
ｒ

ｉ
 

Ｌ
ａ

ｂ
ｏ

を
、
政
務

活
動

に
関

す
る
調

査
及
び

市
政

報
告

紙
面

作
成

を
委

託
す

る
先

と
し

て
選
定

し
た

理
由

に
疑

義
が

あ
る
。
 

 

記
 

 
 

 
調

査
研

究
委

託
の

内
容

 

────────────────────────────────────────────────────

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書
 

川
崎

市
監

査
委

員
 

殿
 

２
０

２
２

年
９

月
７

日
 

請
求
人
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
住
所
 

〒
２

１
０

-８
５
４
４

 
 
 

 
 

 
 
 

川
崎

市
川

崎
区

砂
子

１
丁

目
１

０
番
地

２
 

ソ
シ

オ
砂

子
ビ

ル
７

階
 

 
 

 
 
 

 
 

川
崎

合
同

法
律

事
務

所
内

 
 

 
 
 

 
 

電
話

０
４

４
－

２
１

１
－

０
１

２
１
 

 
 

 
F
A
X
 ０

４
４

－
２

１
１

－
０

１
２
３

 
 
 

氏
名

 
か

わ
さ

き
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ
ン

 
 

代
表

幹
事

 
川

口
 

洋
一

 
 

 
 
 

 
 

同
 

 
 

 
渡

辺
 

登
代

美
 

 
 
 

 
  

第
１

 
請

求
の

要
旨
 

 
 

 
秋

田
恵

に
対

し
、
政
務

活
動
費

３
，
８
４

７
，
０

８
９
円

の
返

還
請

求
権

を
行

使
す

る
よ
う

川
崎
市

長
に

対
し

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る
。
 

第
２

 
請

求
の

原
因
 

１
 

対
象

と
な

る
財

務
会

計
行

為
 

 
 

秋
田

恵
は

、
令

和
３

年
度

、
調

査
研

究
費
と

し
て
、
合

同
会
社

Ｍ
ｏ

ｒ
ｉ

 
Ｌ

ａ
ｂ

ｏ
に
対

し
、
２
０

２
１

(令
和
３

）
年

６
月

２
４
日

付
、
同

年
６

月
２

８
日

付
、
２
０

２
２

年
３

月
２

２
日

付
の

請
求
書
（
資

料
１

の
１

な
い

し
資

料
１

の
９

）
に
基

づ
き

合
計

１
，
５

４
０
，
０
０

０
円

を
政

務
活

動
費

か
ら
支

出
し

た
。
 

 
 

ま
た
、
秋
田

恵
は
、
令
和

３
年
度
、
事
務

所
費

と
し
て

、
２

０
２
１
（
令

和
３
）
年

４
月
１

日
か

ら
２

０
２

２
 
(
令
和

４
）
年
３

月
３

１
日
ま

で
の

分
の

事
務

所
家

賃
及
び

光
熱

水
費

と
し

て
、
合

計
２

，
３
０

７
，

０
８

９
円

を
支

出
し

た
（

資
料
２

の
１

な
い

し
資

料
２

の
５
）
。
 

２
 

財
務

会
計

行
為

の
違

法
性

 

（
１

）
序

論
 

 
 

 
政

務
活

動
費

は
、
地
方

議
会
の

活
性

化
を

図
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
、
地

方
自
治

法
第
１

０
０

条
１

４
項

に
基

づ
き

制
定

さ
れ

た
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動
費

の
交
付

等
に

関
す

る
条

例
」
に
基

づ
き

、

会
派

及
び

議
員

に
対

し
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
交

付
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
政
務

活
動

費
に

つ
い

て
は
「
地
方

議
会

の
活

性
化

を
図

る
た

め
に
は
、

そ
の

審
議

能
力

を
強

化
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

不
可

欠
で

あ
り

、
地

方
議

員
の

調
査

活
動

基
盤

の
充

実
を

図
る

観
点

か
ら
、
議
会
に

お
け
る

会
派

等
に

対
す

る
調

査
研
究

費
等

の
助

成
を

制
度

化
し
、
あ

わ

せ
て

情
報

公
開

を
促

進
す

る
観

点
か
ら
、

そ
の

使
途

の
透
明

性
を
確

保
す

る
こ

と
が

重
要

」
（
第

１
４

７
回

通
常

国
会

で
の

衆
議

院
地

方
行
政

委
員

長
の

提
案

説
明

）
と

さ
れ

て
お

り
、「

議
員
は

、
政

務
活

別
紙

１
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今
後

の
あ

り
方

に
つ

い
て
、
行
政

監
査
、
議

会
等

に
つ

き
市

民
的

チ
ェ
ッ

ク
の

視
点

か
ら

調
査

、
研

究
し
、

積
極

的
な

提
言

を
行

い
、

川
崎

市
内

各
地

域
に

行
政

監
視

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

広
め

る
こ

と
を

主
な

活

動
内

容
と

す
る

団
体

で
あ

る
。

 

５
 

地
方

自
治

法
第

２
４

２
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り
、
以

下
の
添

付
資

料
を

添
え
、
必

要
な
措

置
を

請
求

す
る

。
 

 

以
上
 

 

添
 

 
付

 
 

資
 

 
料
 

資
料

１
の

１
な

い
し

資
料

１
の

９
 
秋

田
恵

議
員

の
調

査
研

究
費
に

か
か

る
支

出
伝

票
、
請
求

書
、
振
込
履

歴
 

資
料

２
の

１
な

い
し

資
料

２
の

５
 
秋

田
恵

議
員

の
事

務
所

費
に
か

か
る

支
出

伝
票

一
覧

表
、

支
出

伝
票
、

振
込

履
歴

、
決

済
履

歴
 

資
料

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
合

同
会

社
Ｍ

ｏ
ｒ

ｉ
 

Ｌ
ａ
ｂ

ｏ
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

資
料

４
の

１
な

い
し

資
料

４
の

２
 
秋

田
恵

議
員

の
事

務
所

の
外
観

写
真
 

  

────────────────────────────────────────────────────

 
 

 
２

０
２

１
年

６
月

２
４

日
 
Ｉ

Ｃ
Ｔ

活
用

に
関

す
る

調
査
研

究
費
 

 
 

 
 

 
 

同
年

６
月

２
８

日
 
ワ

ク
チ

ン
接

種
技

術
に

関
す
る

調
査

研
究

費
 

 
 

 
２

０
２

２
年

３
月

２
２

日
 
議

会
局

費
に

関
す

る
調

査
研
究

費
 

以
上
 

 
 

ウ
 

事
務

所
費

に
つ

い
て

 

 
 

 
 
「

政
務

活
動

費
の
運

用
指
針

」（
川
崎

市
議

会
 
平

成
２
６

年
１

２
月

１
８

日
改

定
）

９
頁

３
０

頁
は
、

事
務

所
費

に
つ

い
て

、「
事
務

所
費

は
、

会
派

又
は
交

付
対
象

議
員

が
そ

の
活

動
に

必
要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る
経

費
」
で
あ

り
、
賃

借
料

、
維
持

管
理

費
等

を
支

出
す

る
こ
と

が
で

き
る

の
は

、「
事
務

所
と
し

て
の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
に
限

る
。
事

務
所

と
し
て

の
実
体

に
つ

い
て

は
、
使

用
実

績
・
看

板
・
表
札

等
の

外
形
、
常
勤

事
務
員

の
有

無
、
備

品
の
内

容
、
賃
借

目
的

等
諸

般
の

事
情

を
総

合
的

に
考
慮

し
て

判
断

す
る

。」
と

し
て
い

る
。
 

 
 

 
 

秋
田

恵
議

員
の

事
務

所
は
、
賃

料
が

高
額

で
あ
り

、
議

員
事

務
所

と
し

て
の
看

板
な
ど

は
設

置
さ

れ
て

お
ら

ず
、
ポ

ス
ト

及
び
イ

ン
タ
ー

フ
ォ

ン
に

も
何

ら
の

記
載
が

な
く
、
表
札

等
も
な

い
た
め

、

外
観

か
ら

は
事

務
所

と
し

て
認

識
で
き

ず
（
資

料
４

の
１
、

資
料

４
の

２
）、

事
務

所
と
し

て
の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
と

い
う

こ
と
は

で
き

な
い

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
秋

田
恵

議
員

の
事
務

所
に

は
常

勤
事

務
員

は
い
な

い
。
 

 
 

 
 

以
上

よ
り

、
建

物
全

体
と

し
て

事
務

所
費

と
し

て
の

支
出

は
、

川
崎

市
条

例
１

０
条

に
お

け
る

「
政

務
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な
経

費
」

に
該

当
せ

ず
、

違
法
な

支
出

で
あ

る
。
 

３
 

川
崎

市
長

の
怠

る
事

実
に

つ
い
て
 

 
 

川
崎

市
長

は
地

方
自

治
法

第
１

４
８

条
に

よ
り

、
自

治
体

の
事

務
を

管
理

し
及

び
こ

れ
を

執
行

す
る

こ
と

に
な

っ
て

お
り
、
加
え
て

同
法
第

１
４

９
条

５
号

で
は

会
計
を

監
督

し
、
同

６
号
で

は
財
産

を
取

得

し
、

管
理

し
、

及
び

処
分

す
る

こ
と
が

市
長

の
事

務
と

な
っ

て
い
る

。
 

 
 

ま
た

、「
川
崎

市
議

会
の
政

務
活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条
例
」

第
５

条
は

市
長
の

交
付
決

定
権

を

定
め

る
と

と
も

に
、
第

１
３
条

は
市
長

に
対

し
、
「
会

派
又
は

交
付
対

象
議

員
に

お
け

る
政

務
活
動

費
の

支
出

が
こ

の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基
づ

く
規

則
の

定
め

に
違

反
し

た
も

の
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

当
該

交
付

の
決

定
の

全
部

ま
た

は
一
部

を
取

り
消

し
」
と
市

長
の
潜

在
的

調
査

権
に

つ
き

定
め
、
さ

ら
に

第
１

４
条

で
は

交
付

の
決

定
を

取
り
消

し
た

と
き

の
返

還
命

令
権
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

。
 

 
 

し
た

が
っ

て
、
市

長
は
そ

の
提
出

さ
れ

た
収

支
報

告
書

が
適
正

で
あ

る
か

ど
う

か
に

つ
い
て

調
査

し
、

問
題

が
あ

れ
ば

決
定

を
取

り
消

し
、
返

還
命

令
権

を
行

使
す

る
責
務

を
有

す
る

。
 

 
 

し
か

し
、
川
崎

市
長

に
よ

り
、
秋

田
恵

議
員

の
上

記
各

支
出
に

つ
い

て
、
政
務

活
動

費
の
支

出
が

適
正

か
調

査
さ

れ
た

形
跡

は
な

い
。
川
崎

市
長

は
、
政
務

活
動

費
の

支
出
を

適
正

に
す

る
義

務
を

怠
り
多

額
の

違
法

支
出

の
存

在
を

放
置

し
て

お
り
、

財
産

管
理

を
怠

る
事

実
の
存

在
は

明
ら

か
で

あ
る

。
 

４
 

請
求

者
 

 
 

請
求

者
「

か
わ

さ
き

市
民

オ
ン
ブ

ズ
マ

ン
」
は
、
川
崎

市
や
市

議
会

の
行

政
運

営
に

対
し
、
自

覚
的
な

市
民

意
識

を
大

切
に

し
、
住
民

自
治
を

発
展

さ
せ
、
公
正
で

活
力
あ

る
社

会
の

実
現

を
め

ざ
し
１

９
９

７

年
に

結
成

さ
れ

た
市

民
団

体
で

あ
り

、
川

崎
市

の
行

財
政

運
営

に
対

す
る

チ
ェ

ッ
ク

機
能

の
問

題
点

と
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が
あ

っ
て

、
委

託
内

容
が

不
自

然
、

不
合

理
で

あ
る

こ
と

や
、

委
託

料
も

社
会

常
識

的
に

高
額

で
あ

る
と

い
う

指
摘

が
さ

れ
て

い
な

が
ら

、
こ

の
政

務
活

動
費

の
使

途
、

説
明

が
改

め
ら

れ
る

様
子

が
な

い
の

で
、

今
回

の
住

民
監

査
請

求
に

よ
っ

て
正

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

と
考

え
る

。
 

 
次

に
、

事
務

所
費

に
つ

い
て

は
、

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

３
０

ペ
ー

ジ
に

、
賃

借
料

や
維

持
管

理
費

等
を

支
出

で
き

る
の

は
、
「

事
務

所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
に

限
る

。
事

務
所

と
し

て
の

実

体
に

つ
い

て
は

、
使

用
実

績
・

看
板

・
表

札
等

の
外

形
、

常
勤

事
務

員
の

有
無

、
備

品
の

内
容

、
賃

借
目

的
等

諸
般

の
事

情
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断

す
る

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

今
回

の
住

民
監

査
請

求
の

資
料

４
の

１
と

４
の

２
か

ら
見

て
、

秋
田

恵
議

員
の

事
務

所
と

し
て

の
看

板
な

ど
は

設
置

さ
れ

て
お

ら

ず
、

ポ
ス

ト
や

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

に
も

何
ら

記
載

が
な

く
表

札
等

も
な

い
こ

と
か

ら
、

議
員

事
務

所
で

は
な

い
一

般
的

な
建

物
と

変
わ

ら
な

い
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
ま

た
、

秋
田

恵
議

員
の

事
務

所
に

は
、

常
勤

の
事

務
員

も
い

な
い

。
 

 
ま

た
、

提
出

資
料

２
の

３
、

資
料

２
の

４
か

ら
す

れ
ば

、
秋

田
恵

議
員

が
議

員
事

務
所

と
す

る
建

物
の

賃
貸

人
は

株
式

会
社

西
田

土
地

建
物

と
考

え
ら

れ
る

が
、

賃
貸

借
契

約
書

や
そ

の
他

の
関

係
資

料
は

公
開

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

も
踏

ま
え

れ
ば

、
詳

細
不

明
な

賃
貸

借
契

約
に

お
い

て
賃

料
が

１
９

９
，

０
０

０
円

ほ
ど

と
な

っ
て

お
り

、
賃

料
が

高
額

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

以
上

か
ら

、
秋

田
恵

議
員

が
議

員
事

務
所

と
す

る
建

物
は

、
事

務
所

と
し

て
の

形
態

を
備

え
て

い
な

い
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
そ

の
た

め
、

賃
料

だ
け

で
は

な
く

、
そ

の
建

物
に

つ
い

て
の

水
道

代
、

ガ
ス

代
、

電
気

料
金

の
支

出
に

つ
い

て
も

、
川

崎
市

の
条

例
第

１
０

条
に

お
け

る
政

務
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

に
該

当
せ

ず
、

違
法

な
支

出
で

あ
る

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
な

お
、

今
ま

で
の

住
民

監
査

請
求

の
監

査
結

果
と

し
て

、
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

に
つ

い
て

（
通

知
）
、

３
川

監
第

５
９

７
号

が
市

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
が

、
秋

田
恵

議
員

に
支

出
し

た

事
務

所
費

に
係

る
政

務
活

動
費

の
う

ち
、

一
部

の
支

出
が

違
法

で
あ

る
と

の
請

求
人

の
主

張
に

は
理

由
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

も
の

も
あ

る
も

の
の

、
や

は
り

建
物

全
体

と
し

て
の

事
務

所
費

に
つ

い
て

、
違

法
な

支
出

で
あ

る
と

考
え

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
続

い
て

、
補

足
し

て
説

明
す

る
が

、
調

査
研

究
費

と
し

て
支

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
通

常
、

調
査

研
究

し
た

場
合

、
報

告
書

な
ど

が
作

成
さ

れ
る

と
思

わ
れ

る
が

、
公

開
さ

れ
て

い
な

い
の

で
、

ど
の

よ
う

な
調

査
研

究
が

な
さ

れ
て

、
そ

の
成

果
と

し
て

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

の
か

全
く

分
か

ら
な

い
こ

と
か

ら
、

こ
の

支
出

に
見

合
っ

た
だ

け
の

調
査

研
究

が
な

さ
れ

て
い

る
か

と
い

う
こ

と
を

確
認

し
て

い
た

だ
き

た
い

と
思

っ
て

い
る

。
 

 ※
請

求
人

の
請

求
内

容
を

補
足

し
た

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
 

 

────────────────────────────────────────────────────

請請
求求

人人
のの

陳陳
述述

（（
要要

旨旨
））

 

 

秋
田

恵
元

議
員

の
政

務
活

動
費

に
関

す
る

住
民

監
査

請
求

内
容

に
つ

い
て

、
以

降
は

秋
田

恵
議

員
と

呼
び

、
陳

述
す

る
。

 

 
政

務
活

動
費

の
使

用
に

つ
い

て
は

、
措

置
要

求
書

に
も

記
載

し
た

と
お

り
、

強
い

透
明

性
と

適
正

さ
が

求
め

ら
れ

る
。

調
査

研
究

費
に

つ
い

て
は

、
委

託
先

業
者

の
選

定
に

疑
義

が
あ

る
、

委
託

内
容

が
不

自

然
、

不
合

理
で

あ
る

、
社

会
常

識
的

に
そ

の
委

託
料

が
高

額
で

あ
る

な
ど

と
い

っ
た

場
合

に
は

、
政

務
活

動
費

と
し

て
の

支
出

が
適

当
と

は
言

え
な

い
。

今
回

、
秋

田
恵

議
員

が
調

査
研

究
等

を
委

託
し

て
い

る
合

同
会

社
M
o
r
i
 
L
a
b
o
の

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

と
さ

れ
る

森
秀

彦
氏

の
肩

書
は

占
い

師
と

さ
れ

て

い
る

が
、

資
料

１
の

１
、

１
の

４
、

１
の

７
の

各
支

出
伝

票
に

記
載

さ
れ

て
い

る
使

途
内

容
事

業
名

は
、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
活

用
に

関
す

る
調

査
研

究
費

や
ワ

ク
チ

ン
接

種
技

術
に

関
す

る
調

査
研

究
費

、
議

会
局

費
に

関
す

る
調

査
研

究
費

で
あ

り
、

こ
れ

ら
は

、
そ

れ
ぞ

れ
医

学
な

ど
に

よ
っ

て
適

切
に

調
査

研
究

が
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
っ

て
、

占
い

と
い

う
手

段
に

よ
っ

て
適

切
な

調
査

研
究

が
期

待
で

き
る

も
の

で
は

な
い

。
 

 
ま

た
、

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

の
９

ペ
ー

ジ
で

は
、

調
査

研
究

費
は

、
「

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の
事

務
、

地
方

行
財

政
等

に
関

し
て

調
査

研
究

を
す

る
の

に
要

す
る

経
費

」
と

さ
れ

て
い

る
と

こ

ろ
、

合
同

会
社

M
o
r
i
 
L
a
b
o
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
は

、
対

話
、

メ
ー

ル
、

電
話

の
３

種
類

の
セ

ッ
シ

ョ
ン

に
よ

る
占

い
に

つ
い

て
の

内
容

紹
介

が
あ

り
、

占
っ

て
ほ

し
い

こ
と

を
話

し
て

も
ら

い
鑑

定
を

行
う

と
い

う
記

載
が

あ
る

も
の

の
、

占
っ

て
ほ

し
い

こ
と

を
話

し
て

鑑
定

を
す

る
と

い
う

こ
と

か
ら

す
る

と
、

お
よ

そ
市

の
事

務
や

地
方

行
財

政
等

に
関

し
て

調
査

研
究

を
す

る
と

い
う

こ
と

と
は

無
関

係
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

会
社

の
事

業
内

容
と

考
え

ら
れ

る
。

 

 
な

お
、

先
日

、
合

同
会

社
M
o
r
i
 
L
a
b
o
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
ア

ク
セ

ス
し

よ
う

と
し

た
と

こ
ろ

、
こ

の

ド
メ

イ
ン

は
サ

イ
ト

に
接

続
さ

れ
て

い
な

い
と

表
示

さ
れ

、
現

在
は

ア
ク

セ
ス

で
き

な
い

状
態

に
な

っ
て

い
る

。
当

然
、

政
務

活
動

費
の

運
用

指
針

の
１

３
ペ

ー
ジ

か
ら

１
５

ペ
ー

ジ
に

も
、

支
出

経
費

の
例

な
ど

に
、

占
い

を
行

っ
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

会
社

に
対

す
る

委
託

料
な

ど
は

記
載

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

か

ら
、

合
同

会
社

M
o
r
i
 
L
a
b
o
は

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
は

、
お

よ
そ

政
務

活
動

に
関

す
る

専
門

的
事

項
に

つ
い

て
の

情
報

収
集

、
調

査
や

、
デ

ー
タ

解
析

、
関

係
法

案
の

整
理

、
課

題
の

抽
出

を
実

施
し

、
専

門
的

知
見

や
解

説
を

提
供

、
報

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
法

人
で

あ
る

と
は

考
え

ら
れ

ず
、

明
ら

か
に

政
務

活
動

に
関

す
る

調
査

の
委

託
先

と
し

て
選

定
し

た
理

由
に

疑
義

が
あ

り
、

委
託

内
容

も
不

自
然

、
不

合
理

で
あ

っ
て

、
委

託
料

も
社

会
常

識
的

に
高

額
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
秋

田
恵

議
員

に
対

す
る

同
様

の
指

摘
は

従
前

か
ら

な
さ

れ
て

い
て

、
２

０
２

１
年

８
月

１
９

日
付

の
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

に
つ

い
て

（
通

知
）
、

３
川

監
第

４
４

８
号

が
、

川
崎

市
の

監
査

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

に
掲

載
さ

れ
て

お
り

、
別

紙
２

の
請

求
人

の
陳

述
録

に
お

い
て

も
同

様
の

指
摘

が
さ

れ
て

い
る

。
繰

り
返

し
政

務
活

動
に

関
す

る
専

門
的

事
項

に
つ

い
て

情
報

を
収

集
、

調
査

し
た

り
、

デ
ー

タ
の

解
析

、
関

係
法

案
の

整
理

、
課

題
の

抽
出

を
実

施
し

て
、

専
門

的
知

見
や

解
説

を
提

供
、

報
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

法
人

で
あ

る
と

は
考

え
ら

れ
ず

、
明

ら
か

に
政

務
活

動
に

関
す

る
調

査
の

委
託

と
し

て
選

定
し

た
理

由
に

疑
義

別
紙

２
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止
し

よ
う

と
す

る
と

こ
ろ

に
あ

る
」

と
し

、
政

務
調

査
費

条
例

は
、
「

政
務

調
査

費
の

支
出

に
使

途
制

限

違
反

が
あ

る
こ

と
が

収
支

報
告

書
等

の
記

載
か

ら
明

ら
か

に
う

か
が

わ
れ

る
よ

う
な

場
合

を
除

き
、

執
行

機
関

が
、

実
際

に
行

わ
れ

た
政

務
調

査
活

動
の

具
体

的
な

目
的

や
内

容
等

に
立

ち
入

っ
て

、
そ

の
使

途
制

限
適

合
性

を
審

査
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
と

解
さ

れ
る

」
と

判
示

し
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

平
成

２
２

年
３

月
２

３
日

最
高

裁
判

所
第

三
小

法
廷

判
決

で
の

、
「

議
員

の
調

査
研

究
活

動
は

多
岐

に
わ

た
り

、
個

々
の

経
費

の
支

出
が

こ
れ

に
必

要
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

議
員

の
合

理
的

判
断

に
ゆ

だ
ね

ら
れ

る
部

分
が

あ
る

」
と

の
判

示
を

踏
ま

え
る

と
、

政
務

活
動

費
は

、
法

の
規

定
に

基
づ

く
条

例
、

規
則

に
お

け
る

使
途

基
準

の
範

囲
内

で
使

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
は

当
然

と
し

て
、

政
務

活
動

費
を

ど
の

よ
う

に
使

用
す

る
か

に
つ

い
て

は
、

会
派

及
び

議
員

の
自

主
性

を
尊

重
し

、
そ

の
裁

量
に

委
ね

る
と

い
う

の
が

法
及

び
条

例
の

趣
旨

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

 
一

方
、

政
務

活
動

費
に

つ
い

て
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
６

項
で

、
議

長
が

使
途

の
透

明
性

の
確

保
に

努
め

る
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

平
成

２
６

年
１

０
月

２
９

日
最

高
裁

判
所

第
二

小
法

廷
判

決
で

は
、
「

政
務

調
査

費
に

よ
っ

て
費

用
を

支
弁

し
て

行
う

調
査

研
究

活
動

の
自

由
を

あ
る

程
度

犠
牲

に

し
て

も
、

政
務

調
査

費
の

使
途

の
透

明
性

の
確

保
を

優
先

さ
せ

る
と

い
う

政
策

判
断

が
さ

れ
た

結
果

と
見

る
べ

き
も

の
で

あ
る

」
と

し
て

、
使

途
の

透
明

性
の

確
保

が
議

員
の

調
査

研
究

活
動

の
自

由
よ

り
優

先
さ

れ
る

こ
と

が
判

示
さ

れ
て

お
り

、
会

派
及

び
議

員
は

、
政

務
活

動
費

の
使

途
に

つ
い

て
、

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
適

切
に

果
た

し
、

使
途

の
透

明
性

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
言

え
る

。
 

 
次

に
、

３
、

本
市

の
条

例
、

規
則

の
内

容
に

つ
い

て
、

 

初
め

に
、
（

１
）

交
付

対
象

及
び

額
に

つ
い

て
、

交
付

対
象

は
、

会
派

又
は

会
派

と
会

派
所

属
議

員

（
交

付
対

象
議

員
）

の
選

択
制

と
し

、
交

付
月

額
は

、
会

派
を

選
択

し
た

場
合

は
、

議
員

１
人

当
た

り
４

５
万

円
、

会
派

と
会

派
所

属
議

員
を

選
択

し
た

場
合

は
、

会
派

分
が

所
属

議
員

１
人

当
た

り
５

万
円

、
議

員
分

が
４

０
万

円
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

２
）

会
派

及
び

議
員

の
責

務
に

つ
い

て
、

条
例

第
２

条
で

は
、
「

会
派

（
所

属
議

員
が

１
人

で

あ
る

場
合

も
含

む
。
）

及
び

議
員

は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

が
、

市
政

に
関

す
る

会
派

及
び

議
員

の
調

査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

活
性

化
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務

活
動

費
を

適
正

に
使

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

３
）

支
出

の
基

準
に

つ
い

て
、

政
務

活
動

費
の

使
途

に
つ

い
て

は
、

条
例

第
１

０
条

に
お

い

て
、

政
務

活
動

（
調

査
研

究
、

研
修

、
広

報
、

市
民

相
談

を
含

む
広

聴
、

要
請

、
陳

情
、

各
種

会
議

の
開

催
、

各
種

会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題

及
び

市
民

の
意

思
を

把
握

し
、

そ
の

内
容

を
市

政
に

反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

に
必

要
な

活
動

を
い

う
。
）

に
資

す
る

た
め

必
要

な

経
費

に
対

し
て

交
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
具

体
的

に
は

政
務

活
動

費
で

支
出

で
き

る
経

費
を

別
表

に
て

掲
示

し
、

調
査

研
究

費
か

ら
事

務
所

費
ま

で
の

９
項

目
を

定
め

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

４
）

収
支

報
告

書
等

の
提

出
と

閲
覧

に
つ

い
て

、
条

例
第

１
１

条
で

は
、

前
年

度
の

交
付

に

係
る

収
支

報
告

書
を

作
成

し
、

支
出

に
係

る
領

収
書

そ
の

他
の

支
出

を
証

明
す

る
書

類
の

写
し

を
添

え

て
、

毎
年

４
月

３
０

日
ま

で
に

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
条

例
第

１
５

────────────────────────────────────────────────────

関関
係係

職職
員員

のの
陳陳

述述
（（

要要
旨旨

））
  

  
初

め
に

、
１

、
政

務
活

動
費

の
概

要
に

つ
い

て
、

 

政
務

調
査

費
は

、
平

成
１

２
年

５
月

の
地

方
自

治
法

（
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

の
改

正
に

よ
り

制
度

化
さ

れ
、

平
成

１
３

年
４

月
か

ら
施

行
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

れ
は

、
地

方
議

会
の

果
た

す
役

割
が

ま
す

ま
す

増
大

す
る

と
い

う
流

れ
の

中
で

、
地

方
議

会
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、
会

派
等

に
対

す
る

調
査

研
究

費
等

の
助

成
を

制
度

化
し

、
地

方
議

会
議

員
の

調
査

研
究

活
動

基
盤

の
充

実
を

図
る

こ
と

と
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

そ
の

後
、

平
成

２
４

年
に

、
従

来
調

査
研

究
活

動
と

し
て

認
め

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

対
外

的
な

陳
情

活
動

な
ど

の
た

め
の

旅
費

や
交

通
費

、
会

議
に

要
す

る
経

費
な

ど
に

も
使

途
が

拡
大

で
き

る
よ

う
に

さ
れ

、
名

称
も

政
務

活
動

費
と

変
更

さ
れ

た
。

 

 
川

崎
市

議
会

で
は

、
平

成
１

３
年

４
月

１
日

に
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

調
査

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
」

を
施

行
し

て
以

来
、

数
回

改
正

を
行

っ
て

お
り

、
令

和
２

年
６

月
３

０
日

か
ら

は
、

政
務

活
動

費
に

係
る

収
支

報
告

書
の

市
議

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
公

開
を

開
始

し
て

い
る

。
 

 
政

務
活

動
費

の
交

付
の

対
象

、
額

、
交

付
の

方
法

、
具

体
的

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

、
法

に
よ

り
条

例
で

定
め

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

本
市

で
は

、
法

第
１

０
０

条
第

１
４

項
か

ら
第

１
６

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
き

、
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
」
（

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。
）
、
「

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の

交
付

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
」
（

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。
）

を
制

定
し

、
会

派
及

び
議

員
に

対
し

、
川

崎
市

議
会

議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
政

務
活

動
費

を
交

付
し

て
い

る
。

 

 
こ

の
政

務
活

動
費

の
制

度
は

、
会

派
及

び
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

を
充

実
し

、
議

会
の

審
議

能
力

の
向

上
、

議
会

の
活

性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

政
務

活
動

費
が

公
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

使
途

に
つ

い
て

透
明

性
の

確
保

や
市

民
に

説
明

責
任

を
負

う
こ

と
を

認
識

し

て
、

適
正

に
使

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 

 
次

に
、

２
の

政
務

活
動

費
の

性
格

に
つ

い
て

、
 

法
第

１
０

０
条

第
１

４
項

は
、
「

議
会

の
議

員
の

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の

一
部

と
し

て
、

そ
の

議
会

に
お

け
る

会
派

又
は

議
員

に
対

し
、

政
務

活
動

費
を

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
実

際
の

会
派

や
議

員
が

行
う

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

の
内

容
を

考
え

る
と

、
議

会
が

、
長

そ
の

他
執

行
機

関
を

監
視

す
る

責
務

を
負

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
お

の
ず

と
執

行
機

関
に

対
す

る
批

判
や

監
視

と
い

う
性

格
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
平

成
２

１
年

１
２

月
１

７
日

最
高

裁
判

所
第

一
小

法
廷

判
決

で
は

、
「

政
務

調
査

費
は

議
会

の
執

行
機

関
に

対
す

る
監

視
の

機
能

を
果

た
す

た
め

の
政

務
調

査
活

動
に

充
て

ら
れ

る
こ

と
も

多
い

と
考

え
ら

れ
る

と
こ

ろ
、

執
行

機
関

と
議

会
な

い
し

こ
れ

を
構

成
す

る
議

員
又

は
会

派
と

の
抑

制
と

均
衡

の
理

念
に

鑑
み

、
議

会
に

お
い

て
独

立
性

を
有

す
る

団
体

と
し

て
自

主
的

に
活

動
す

べ
き

会
派

の
性

質
及

び
役

割
を

前
提

と
し

て
、

政
務

調
査

費
の

適
正

な
使

用
に

つ
い

て
の

各
会

派
の

自
律

を
促

す
と

と
も

に
、

政
務

調
査

活
動

に
対

す
る

執
行

機
関

や
他

の
会

派
か

ら
の

干
渉

を
防

別
紙

３
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活
動

が
不

可
欠

と
な

っ
て

お
り

、
議

員
活

動
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、
要

す
る

経
費

の
一

部
を

政
務

活
動

費
と

し
て

交
付

し
て

い
る

。
 

 
イ

、
実

費
弁

償
の

原
則

と
し

て
、

政
務

活
動

費
は

、
市

政
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
の

た
め

に
、

実
際

に
要

し
た

費
用

に
充

当
す

る
実

費
弁

償
を

原
則

と
し

て
い

る
。

 

 
ウ

、
按

分
に

よ
る

支
出

と
し

て
、

会
派

及
び

議
員

に
よ

る
「

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

（
政

務
活

動
）
」

と
、

そ
れ

以
外

の
政

党
活

動
、

選
挙

活
動

、
後

援
会

活
動

な
ど

が
渾

然
一

体
と

な
っ

て
行

わ
れ

、

調
査

研
究

そ
の

他
の

活
動

に
資

す
る

部
分

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
は

、
全

額
を

政
務

活
動

費
に

よ
っ

て
支

出
す

る
こ

と
は

不
適

当
で

あ
り

、
他

の
活

動
の

実
績

に
応

じ
て

按
分

し
支

出
し

て
い

る
。

 

 
エ

、
執

行
に

当
た

っ
て

の
原

則
と

し
て

、
政

務
活

動
費

の
使

途
に

つ
い

て
は

、
指

針
に

よ
る

ほ
か

、
会

派
又

は
議

員
の

自
律

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

た
め

、
政

務
活

動
費

が
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

を
賄

う
も

の
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
会

派
及

び
議

員
の

責
任

に
お

い
て

適
正

な
執

行
に

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
政

務
活

動
費

が
公

金
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
使

途
内

容
等

に
つ

い
て

の
透

明
性

の
確

保
が

求
め

ら
れ

て
い

る
た

め
、

会
派

又
は

議
員

に
お

い
て

市
民

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
す

と
と

も
に

、
支

出
伝

票
な

ど
に

お
け

る
説

明
の

充
実

に
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
次

に
、

５
、

政
務

活
動

費
の

支
出

範
囲

と
支

出
で

き
な

い
経

費
に

つ
い

て
、

 

指
針

で
は

、
条

例
第

１
０

条
別

表
の

以
下

に
示

す
９

種
類

の
経

費
区

分
ご

と
に

支
出

の
考

え
を

記
載

し
て

お
り

、
ま

た
、

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が

で
き

な
い

支
出

不
可

の
経

費
も

記
載

し
て

い
る

。
以

下
、

今
回

の
住

民
監

査
請

求
に

関
す

る
経

費
区

分
以

外
は

説
明

を
省

略
さ

せ
て

い
た

だ
く

。
 

（
１

）
調

査
研

究
費

は
、

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の
事

務
、

地
方

行
財

政
等

に
関

し
て

調
査

研
究

を
す

る
の

に
要

す
る

経
費

、
（

２
）

研
修

費
は

省
略

し
、
（

３
）

広
報

・
広

聴
費

は
、

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の
活

動
も

し
く

は
市

政
に

つ
い

て
市

民
に

広
報

し
、

又
は

市
民

の
要

望
、

意
見

等
の

聴
取

も
し

く
は

市
民

相
談

を
行

う
の

に
要

す
る

経
費

、
（

４
）

要
請

・
陳

情
活

動
費

、
（

５
）

会
議

費
、
（

６
）

資
料

費
、
（

７
）

人
件

費
、
（

８
）

事
務

費
は

省
略

し
、
（

９
）

事
務

所
費

、
会

派
又

は
交

付
対

象
議

員
が

そ
の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

経
費

で
あ

る
。

 

 
（

１
０

）
支

出
不

可
と

し
て

い
る

経
費

に
つ

い
て

、
ア

と
し

て
せ

ん
別

、
慶

弔
、

寸
志

、
病

気
見

舞

い
、

年
賀

状
の

購
入

及
び

印
刷

代
金

等
の

交
際

費
的

な
経

費
、

イ
と

し
て

党
費

、
党

大
会

賛
助

金
、

党
大

会
参

加
費

、
党

大
会

に
参

加
す

る
た

め
の

旅
費

等
の

政
党

又
は

政
治

団
体

の
構

成
員

と
し

て
の

活
動

に
属

す
る

経
費

、
ウ

と
し

て
会

議
、

会
合

等
の

開
催

に
伴

う
茶

菓
代

以
外

の
飲

食
に

係
る

経
費

、
エ

と
し

て
選

挙
活

動
に

係
る

経
費

、
オ

と
し

て
後

援
会

活
動

に
係

る
経

費
、

カ
と

し
て

私
人

と
し

て
の

活
動

に
係

る
経

費
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、

６
、

政
務

活
動

費
の

事
務

の
流

れ
に

つ
い

て
、

 

（
１

）
は

会
派

の
代

表
者

及
び

交
付

対
象

議
員

か
ら

の
交

付
申

請
に

つ
い

て
、
（

２
）

は
市

長
に

よ
る

交

付
決

定
に

つ
い

て
、
（

３
）

は
会

派
の

代
表

者
及

び
交

付
対

象
議

員
か

ら
の

支
出

請
求

に
つ

い
て

、
（

４
）

は
会

派
及

び
交

付
対

象
議

員
に

よ
る

政
務

活
動

費
の

経
理

の
的

確
な

処
理

及
び

整
理

・
調

製
に

つ
い

て
、

（
５

）
は

収
支

報
告

書
等

に
つ

い
て

、
（

６
）

は
剰

余
金

の
返

還
に

つ
い

て
で

あ
り

、
政

務
活

動
費

に
剰

────────────────────────────────────────────────────

 
 

条
で

は
、
「

収
支

報
告

書
等

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
収

支
報

告

書
等

を
一

般
の

閲
覧

に
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

、
規

則
第

１
４

条
で

は
、
「

収
支

報
告

書
等

の

閲
覧

は
、

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

６
月

３
０

日
か

ら
、

議
会

局
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

」
と

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、
（

５
）

交
付

の
決

定
の

取
消

し
と

返
還

命
令

に
つ

い
て

、
交

付
の

決
定

の
取

消
し

に
つ

い
て

は
、

条
例

第
１

３
条

で
、
「

市
長

は
、

政
務

活
動

費
の

支
出

が
こ

の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基
づ

く
規

則

の
定

め
に

違
反

し
た

も
の

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
当

該
交

付
の

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

消

し
」
、

条
例

第
１

４
条

で
は

、
「

既
に

交
付

し
た

政
務

活
動

費
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
す

る
よ

う
命

ず
る

も
の

と
す

る
」

と
し

て
い

る
。

 

次
に

、
４

、
本

市
の

運
用

指
針

の
内

容
に

つ
い

て
、

 

本
市

の
政

務
活

動
費

の
運

用
指

針
（

以
下

「
指

針
」

と
い

う
。
）

は
、

平
成

１
９

年
度

の
５

万
円

以
上

の
領

収
書

の
添

付
を

義
務

づ
け

る
本

市
条

例
の

改
正

に
併

せ
て

策
定

さ
れ

て
以

降
、

数
回

の
改

正
を

経

て
、

平
成

２
６

年
度

か
ら

現
在

の
指

針
を

適
用

し
て

い
る

。
 

 
指

針
は

、
市

長
が

定
め

た
も

の
で

は
な

く
、

本
市

議
会

の
全

会
派

か
ら

選
ば

れ
た

議
員

及
び

無
所

属
議

員
か

ら
成

る
政

務
調

査
費

検
討

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
お

い
て

、
会

派
・

議
員

の
政

務
調

査
費

の
支

出
に

係
る

判
断

を
す

る
際

の
よ

り
ど

こ
ろ

と
す

る
た

め
、

当
時

の
他

都
市

の
運

用
指

針
や

裁
判

例
等

を
参

考
に

し
な

が
ら

議
論

し
作

成
し

た
も

の
で

、
今

日
ま

で
会

派
・

議
員

は
、

こ
の

指
針

を
踏

ま
え

て
政

務
活

動
費

の
具

体
的

な
支

出
に

つ
い

て
判

断
し

て
い

る
。

 

 
な

お
、

会
派

及
び

議
員

の
調

査
研

究
活

動
及

び
そ

の
方

法
は

多
岐

に
わ

た
る

た
め

、
指

針
は

全
て

の
事

例
が

網
羅

で
き

て
い

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

会
派

及
び

議
員

は
、

条
例

・
規

則
の

趣
旨

に
沿

っ

て
、

裁
判

例
等

を
も

参
考

に
し

な
が

ら
、

個
々

の
具

体
的

な
支

出
の

適
合

性
に

つ
い

て
総

合
的

に
判

断
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

 
次

に
、
（

１
）

指
針

の
特

徴
に

つ
い

て
、

指
針

で
は

、
領

収
書

等
を

的
確

か
つ

分
か

り
や

す
く

整
理

し

保
存

す
る

た
め

、
全

て
の

支
出

に
対

し
て

、
経

費
区

分
、

支
出

年
月

日
、

支
出

先
、

使
途

内
容

等
を

記
入

す
る

「
支

出
伝

票
」

を
提

出
す

る
こ

と
に

し
て

お
り

、
そ

の
ほ

か
に

「
支

出
伝

票
一

覧
表

」
、

さ
ら

に
支

出
の

透
明

性
を

高
め

る
た

め
に

、
支

出
伝

票
の

記
載

だ
け

で
は

支
出

内
容

が
明

確
に

な
ら

な
い

場
合

に

は
、
「

政
務

活
動

記
録

票
」

を
作

成
す

る
な

ど
、

収
支

報
告

書
の

提
出

に
当

た
っ

て
は

多
く

の
書

類
の

提

出
が

必
要

で
あ

り
、

結
果

と
し

て
、

会
派

及
び

議
員

の
提

出
作

業
と

議
会

局
の

点
検

・
確

認
作

業
が

と
も

に
膨

大
な

も
の

に
な

っ
て

し
ま

う
も

の
の

、
よ

り
透

明
性

が
図

ら
れ

て
い

る
も

の
と

考
え

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

２
）

政
務

活
動

費
の

運
用

の
基

本
的

指
針

に
つ

い
て

、
 

ア
、

政
務

活
動

に
つ

い
て

、
普

通
地

方
公

共
団

体
の

議
会

は
、

条
例

の
制

定
・

改
廃

等
様

々
な

議
決

権
を

有
し

、
さ

ら
に

は
、

近
時

の
社

会
情

勢
の

複
雑

化
に

伴
い

、
多

様
化

・
高

度
化

す
る

地
域

住
民

の
要

求
に

応
え

る
た

め
の

行
政

施
策

等
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

審
議

が
求

め
ら

れ
て

い
る

中
、

議
会

の
構

成
員

で
あ

る
議

員
な

い
し

会
派

に
は

、
地

方
行

政
等

に
関

す
る

諸
制

度
、

当
該

地
方

公
共

団
体

の
抱

え
る

政
治

的
、

行
政

的
諸

課
題

等
広

範
な

知
識

が
必

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
不

断
の

調
査

研
究

等
の
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キ
ン

グ
作

業
、

閲
覧

書
類

の
コ

ピ
ー

を
行

っ
た

上
で

、
簿

冊
に

整
理

し
、

収
支

報
告

書
及

び
領

収
書

等
を

公
開

し
て

い
る

。
 

続
い

て
、

８
、

職
員

措
置

請
求

書
の

内
容

に
つ

い
て

、
 

（
１

）
秋

田
恵

元
議

員
に

対
す

る
職

員
措

置
請

求
書

に
つ

い
て

、
ア

、
請

求
人

が
提

出
し

た
職

員
措

置
請

求
書

は
、

当
該

元
議

員
の

調
査

研
究

費
及

び
事

務
所

費
に

関
す

る
内

容
で

あ
る

が
、

指
針

で
は

、
事

務
所

費
に

関
し

て
、

事
務

所
と

は
、

事
務

所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
に

限
り

、
事

務
所

と
し

て
の

実
体

に
つ

い
て

は
、

使
用

実
績

、
看

板
・

表
札

等
の

外
形

、
常

勤
事

務
員

の
有

無
、

備
品

の
内

容
、

賃
借

目
的

等
諸

般
の

事
情

を
総

合
的

に
考

慮
し

て
判

断
す

る
こ

と
、

事
務

所
の

形
態

に
つ

い
て

ビ
ル

等
の

一
室

な
ど

の
不

動
産

を
借

り
て

個
人

事
務

所
を

開
設

し
て

い
る

場
合

は
賃

借
料

・
維

持
管

理
費

・
事

務
費

の
支

出
が

可
能

で
あ

る
と

し
、

ま
た

、
事

務
所

へ
の

政
務

活
動

費
の

支
出

を
行

う
に

当
た

り
、

政
務

活
動

事
務

所
台

帳
と

賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
を

議
長

宛
て

に
提

出
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

 
イ

、
議

会
局

で
は

、
当

該
元

議
員

か
ら

提
出

さ
れ

た
支

出
伝

票
及

び
領

収
書

等
を

点
検

・
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
調

査
研

究
費

で
は

、
条

例
、

規
則

の
明

白
な

違
反

、
指

針
上

の
明

白
な

誤
り

の
な

い
こ

と
、

書
類

の
記

載
・

押
印

漏
れ

や
添

付
書

類
の

不
備

と
い

っ
た

形
式

的
要

件
に

不
備

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

も
の

の
、

事
務

所
費

に
つ

い
て

は
条

例
違

反
が

認
め

ら
れ

る
と

し
て

、
交

付
決

定
の

一
部

取
消

し
及

び
返

還
命

令
を

行
っ

て
お

り
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

令
和

４
年

６
月

３
０

日
付

で
行

っ
た

秋
田

恵
元

市
議

会
議

員
に

対
す

る
令

和
３

年
度

に
交

付
し

た
政

務
活

動
費

の
交

付
決

定
の

一
部

取
消

し
及

び
返

還
命

令
に

つ
い

て
の

報
告

書
の

内
容

に
て

説
明

す
る

。
 

 
１

、
秋

田
恵

元
市

議
会

議
員

の
令

和
３

年
度

の
政

務
活

動
費

に
つ

い
て

、
 

秋
田

恵
元

市
議

会
議

員
（

以
下

「
秋

田
元

議
員

」
と

い
う

。
な

お
、

秋
田

元
議

員
は

令
和

４
年

６
月

２
２

日
に

市
議

会
議

員
を

失
職

し
て

い
る

。
）

の
令

和
３

年
度

の
政

務
活

動
費

に
つ

い
て

、
令

和
４

年
４

月
２

６
日

に
秋

田
元

議
員

か
ら

収
支

報
告

書
及

び
支

出
確

認
書

類
が

提
出

さ
れ

、
事

務
所

費
と

し
て

、
事

務
所

の
２

０
１

号
室

に
関

す
る

費
用

（
賃

料
、

電
気

料
金

及
び

ガ
ス

料
金

）
が

支
出

さ
れ

て
い

た
。

 

 
２

０
１

号
室

に
つ

い
て

、
秋

田
元

議
員

の
政

務
活

動
費

に
関

す
る

住
民

監
査

請
求

で
勧

告
が

出
さ

れ
た

こ
と

を
受

け
て

令
和

３
年

度
に

行
わ

れ
た

令
和

元
年

度
の

政
務

活
動

費
に

関
す

る
市

の
検

証
や

令
和

２
年

度
の

政
務

活
動

費
に

関
す

る
市

の
確

認
に

お
い

て
、

少
な

く
と

も
令

和
３

年
７

月
ま

で
２

０
１

号
室

は
、

指
針

で
定

め
る

政
務

活
動

事
務

所
と

し
て

の
実

体
を

有
し

て
お

ら
ず

、
２

０
１

号
室

に
関

す
る

費
用

（
賃

料
、

電
気

料
金

及
び

ガ
ス

料
金

）
を

政
務

活
動

費
か

ら
支

出
す

る
こ

と
は

認
め

ら
れ

な
い

と
さ

れ
た

た

め
、

秋
田

元
議

員
の

政
務

活
動

費
に

関
し

て
、

令
和

３
年

度
の

２
０

１
号

室
の

使
用

実
態

を
秋

田
元

議
員

に
確

認
す

る
こ

と
と

し
た

。
 

 
政

務
活

動
費

に
関

す
る

業
務

を
所

管
す

る
議

会
局

総
務

部
庶

務
課

に
て

確
認

を
行

う
こ

と
と

し
、

秋
田

元
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

令
和

３
年

度
の

収
支

報
告

書
及

び
支

出
確

認
書

類
の

ほ
か

に
、

秋
田

元
議

員
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

や
文

書
照

会
、

秋
田

元
議

員
か

ら
の

意
見

書
等

に
よ

り
２

０
１

号
室

の
使

用
実

態
を

確
認

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
の

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

へ
の

協
力

を
秋

田
元

議
員

に
依

頼
し

た
が

応
じ

て
も

ら
え

ず
、

市
か

ら
の

質
問

事
項

に
答

え
ず

、
令

和
３

年
度

の
事

務
所

の
使

用
実

態
に

関
す

る
意

見
書

の
提

────────────────────────────────────────────────────

 
 

余
金

が
生

じ
た

場
合

、
市

長
の

発
行

す
る

納
付

書
に

よ
り

、
速

や
か

に
返

還
を

行
う

こ
と

、
（

７
）

は
次

の
項

目
で

御
説

明
さ

せ
て

い
た

だ
く

が
、
（

８
）

は
収

支
報

告
書

等
の

閲
覧

に
つ

い
て

の
内

容
と

な
っ

て

い
る

。
 

 
次

に
、

７
、

議
会

局
に

よ
る

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

準
備

に
つ

い
て

、
 

議
会

局
が

点
検

・
確

認
作

業
を

行
う

に
当

た
っ

て
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

の
政

務
活

動
の

実
績

に
つ

い
て

、
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
や

領
収

書
、

政
務

活
動

記
録

票
等

か
ら

確
認

す
る

も
の

の
、

政
務

活
動

費
の

性
格

や
指

針
の

策
定

経
過

か
ら

、
そ

の
政

務
活

動
の

内
容

自
体

を
議

会
局

が
確

認
す

る
も

の
で

は
な

い
。

こ
の

た
め

、
議

会
局

で
は

、
会

派
及

び
交

付
対

象
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

収
支

報
告

書
や

領
収

書
そ

の
他

支
出

を
証

明
す

る
書

類
を

閲
覧

に
供

す
る

に
当

た
り

、
条

例
、

規
則

の
明

白
な

違
反

、
指

針
上

の
明

白
な

誤
り

の
確

認
の

ほ
か

、
按

分
率

等
の

書
類

の
記

載
内

容
（

充
当

金
額

・
数

字
の

転
記

・
合

計
額

等
の

誤
り

、
費

用
弁

償
と

の
重

複
な

ど
）

の
経

理
内

容
、

押
印

漏
れ

、
添

付
書

類
の

不
備

等
形

式
的

要
件

の
点

検
・

確
認

を
行

っ
て

い
る

。
ま

た
、

支
出

を
証

明
す

る
書

類
の

提
出

に
当

た
っ

て
は

、
市

政
の

調
査

研
究

活
動

と
の

関
連

性
を

明
確

に
位

置
づ

け
る

た
め

に
、

会
派

及
び

議
員

が
政

務
活

動
記

録
票

等
を

は
じ

め
と

し
て

、
帳

票
上

で
自

ら
分

か
り

や
す

く
説

明
を

行
う

よ
う

促
す

と
と

も
に

、
多

岐
に

わ
た

る
市

政
の

調
査

研
究

活
動

が
「

調
査

研
究

に
資

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

」
で

あ
る

か
に

つ
い

て
は

、
条

例
、

指
針

、
裁

判
例

等
を

参
考

に
し

な
が

ら
、

会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

が
自

ら
適

正
な

判
断

を
行

っ
て

い
け

る
よ

う
サ

ポ
ー

ト
を

行
っ

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

１
）

四
半

期
ご

と
の

整
理

、
（

２
）

収
支

報
告

書
等

の
提

出
は

説
明

を
割

愛
し

、
（

３
）

５
月

か
ら

６
月

に
か

け
て

の
議

会
局

に
よ

る
点

検
・

確
認

作
業

、
閲

覧
準

備
と

し
て

、
ア

、
４

月
３

０
日

ま
で

の
収

支
報

告
書

等
の

提
出

後
、

議
会

局
で

は
書

類
の

点
検

・
確

認
作

業
を

６
月

３
０

日
の

閲
覧

開
始

に
間

に
合

う
よ

う
行

う
。

な
お

、
こ

の
点

検
・

確
認

作
業

に
お

い
て

、
広

報
紙

に
関

す
る

支
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
会

派
や

交
付

対
象

議
員

か
ら

広
報

紙
の

原
本

を
提

供
し

て
も

ら
い

、
政

務
活

動
と

明
ら

か
に

関
連

し
な

い
も

の
が

あ
る

場
合

に
は

、
按

分
率

を
確

認
し

、
確

認
後

、
広

報
紙

の
原

本
は

会
派

や
交

付
対

象
議

員
に

返
却

し
て

い
る

。
ま

た
、

事
務

所
費

に
つ

い
て

は
、

政
務

活
動

事
務

所
と

し
て

の
使

用
を

議
員

本
人

に
確

認
の

上
、

議
長

宛
て

に
提

出
さ

れ
る

政
務

活
動

事
務

所
台

帳
や

賃
貸

借
契

約
書

の
写

し
を

も
っ

て
事

務
所

の
使

用
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 
令

和
３

年
度

交
付

分
で

は
、

市
議

会
全

体
で

６
，

５
０

０
件

強
の

支
出

が
あ

り
、

そ
の

一
件

一
件

に
つ

い
て

、
ミ

ス
を

防
ぐ

た
め

複
数

人
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
に

よ
り

内
容

の
点

検
・

確
認

を
行

っ
て

い

る
。

 

 
イ

、
議

会
局

に
よ

る
点

検
・

確
認

作
業

が
終

了
し

た
ら

、
本

市
の

情
報

公
開

条
例

第
８

条
に

規
定

す
る

不
開

示
情

報
を

マ
ス

キ
ン

グ
す

る
が

、
６

，
５

０
０

件
強

の
支

出
の

一
件

一
件

に
つ

い
て

、
ミ

ス
を

防
ぐ

た
め

に
複

数
人

に
よ

る
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

に
よ

る
作

業
を

行
っ

て
い

る
。

 

 
次

に
、
（

４
）

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
に

つ
い

て
、

６
月

３
０

日
か

ら
の

一
般

の
閲

覧
に

供
し

、
令

和

３
年

度
交

付
分

で
は

６
，

５
０

０
件

強
と

い
う

膨
大

な
件

数
の

支
出

に
つ

い
て

、
僅

か
２

か
月

と
い

う
時

間
的

な
制

約
が

あ
る

中
で

、
議

会
局

で
は

、
書

類
の

点
検

・
確

認
作

業
、

閲
覧

に
係

る
個

人
情

報
の

マ
ス
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査
研

究
、

研
修

、
広

報
、

広
聴

（
市

民
相

談
を

含
む

。
）
、

要
請

、
陳

情
、

各
種

会
議

の
開

催
、

各
種

会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題

及
び

市
民

の
意

思
を

把
握

し
、

そ
の

内
容

を
市

政
に

反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

に
必

要
な

活
動

と
規

定
し

、
第

１
０

条
第

２
項

で
は

、
政

務
活

動
費

は
別

表
に

定
め

る
政

務
活

動
に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
規

定
し

て
い

る
。

ま
た

、
条

例
の

別
表

で
は

、
事

務
所

費
に

つ
い

て
、

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
政

務
活

動
に

必
要

な
事

務
所

の
設

置
及

び
管

理
に

要
す

る
経

費
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
次

に
、

指
針

に
お

い
て

、
事

務
所

費
で

支
出

が
で

き
る

事
務

所
と

は
、

事
務

所
と

し
て

の
形

態
を

備
え

て
い

る
も

の
に

限
り

、
事

務
所

と
し

て
の

実
体

に
つ

い
て

は
、

使
用

実
績

、
看

板
・

表
札

等
の

外
形

、
常

勤
事

務
員

の
有

無
、

備
品

の
内

容
、

賃
借

目
的

等
諸

般
の

事
情

を
総

合
的

に
考

慮
し

て
判

断
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

（
２

）
住

民
監

査
請

求
で

勧
告

が
出

さ
れ

た
こ

と
を

受
け

て
、

令
和

３
年

度
に

行
わ

れ
た

秋
田

元
議

員
の

令
和

元
年

度
の

政
務

活
動

費
に

関
す

る
市

の
検

証
に

お
い

て
、

秋
田

元
議

員
は

２
０

１
号

室
の

室
内

に
は

机
・

椅
子

・
パ

ソ
コ

ン
・

プ
リ

ン
タ

ー
・

書
類

棚
等

の
政

務
活

動
に

使
用

す
る

備
品

を
設

置
し

て
お

り
、

１
０

１
号

室
と

同
様

に
２

０
１

号
室

も
政

務
活

動
事

務
所

と
言

え
る

と
主

張
し

た
が

、
秋

田
元

議
員

が
提

出
し

た
資

料
に

、
令

和
３

年
７

月
以

降
に

公
表

さ
れ

た
川

崎
市

藤
子

・
Ｆ

・
不

二
雄

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

１
０

周
年

記
念

の
ポ

ス
タ

ー
が

写
っ

た
１

０
１

号
室

の
室

内
写

真
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

同
じ

資
料

に
写

っ
て

い
た

パ
ソ

コ
ン

・
プ

リ
ン

タ
ー

・
書

類
棚

が
設

置
し

て
い

る
２

０
１

号
室

の
写

真
も

少
な

く
と

も
令

和
３

年
７

月
以

降
の

使
用

状
況

を
示

す
も

の
で

、
そ

れ
ま

で
２

０
１

号
室

は
住

民
監

査
請

求
の

監
査

結
果

で
示

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
ソ

フ
ァ

ー
と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

が
設

置
さ

れ
て

い
る

の
み

で
あ

り
、

政
務

活
動

を
行

う
事

務
所

と
し

て
の

実
体

を
有

し
て

い
な

い
と

認
定

さ
れ

た
。

 

 
（

３
）

秋
田

元
議

員
か

ら
令

和
４

年
４

月
２

６
日

に
提

出
さ

れ
た

令
和

３
年

度
の

収
支

報
告

書
及

び
支

出
確

認
書

類
に

、
２

０
１

号
室

に
関

す
る

費
用

（
賃

料
、

電
気

料
金

及
び

ガ
ス

料
金

）
と

い
っ

た
費

用
が

含
ま

れ
て

い
た

こ
と

か
ら

、
令

和
３

年
度

の
２

０
１

号
室

の
使

用
実

態
に

つ
い

て
確

認
す

る
こ

と
と

し
た

も
の

の
、

秋
田

元
議

員
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
へ

の
協

力
を

依
頼

し
た

が
応

じ
ず

、
質

問
事

項
に

対
す

る
回

答
も

な
く

、
令

和
３

年
度

の
事

務
所

の
使

用
実

態
に

関
す

る
意

見
書

の
提

出
を

促
し

た
が

提
出

せ
ず

、
秋

田
元

議
員

か
ら

は
上

記
４

の
自

ら
の

主
張

が
記

さ
れ

た
メ

ー
ル

が
送

ら
れ

て
き

た
の

み
で

あ
っ

た
。

 

 
（

４
）

川
崎

市
藤

子
・

Ｆ
・

不
二

雄
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
１

０
周

年
記

念
ポ

ス
タ

ー
の

具
体

的
な

公
表

時
期

を
所

管
部

署
に

問
い

合
わ

せ
た

と
こ

ろ
、

令
和

３
年

７
月

９
日

以
降

に
公

表
し

た
と

い
う

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

た
め

、
こ

の
公

表
日

の
前

日
で

あ
る

令
和

３
年

７
月

８
日

ま
で

は
、

上
述

の
と

お
り

、
２

０
１

号
室

は
ソ

フ
ァ

ー
と

ロ
ー

テ
ー

ブ
ル

が
設

置
さ

れ
て

い
る

の
み

で
、

指
針

で
定

め
る

政
務

活
動

を
行

う
事

務
所

と
し

て
の

実
体

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
ず

、
２

０
１

号
室

に
関

す
る

費
用

を
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

す
る

こ
と

は
妥

当
性

を
欠

い
て

お
り

、
条

例
第

１
０

条
の

規
定

に
違

反
し

、
不

適
法

で
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
一

方
、

市
の

検
証

で
秋

田
元

議
員

が
提

出
し

た
写

真
の

撮
影

時
期

に
つ

い
て

、
令

和
３

年
７

月
９

日
か

ら
こ

の
写

真
の

写
っ

て
い

る
資

料
が

提
出

さ
れ

た
同

年
１

０
月

１
３

日
ま

で
と

考
え

ら
れ

る
と

こ
ろ

、
秋

田
元

議
員

は
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

に
応

じ
な

か
っ

た
た

め
、

撮
影

時
期

を
特

定
す

る
こ

と
は

で
き

────────────────────────────────────────────────────

 
 

出
も

な
く

、
秋

田
元

議
員

か
ら

は
、

自
身

の
主

な
主

張
が

記
さ

れ
た

メ
ー

ル
が

送
ら

れ
て

き
た

の
み

で
あ

っ
た

。
 

 
２

、
秋

田
元

議
員

の
事

務
所

の
概

要
及

び
事

務
所

に
関

す
る

費
用

の
支

出
状

況
に

つ
い

て
、
（

１
）

令

和
３

年
度

に
お

け
る

秋
田

元
議

員
の

事
務

所
の

概
要

、
事

務
所

へ
の

政
務

活
動

費
の

支
出

を
行

う
に

当
た

り
、

令
和

元
年

１
２

月
に

政
務

活
動

事
務

所
台

帳
の

写
し

と
と

も
に

提
出

さ
れ

た
賃

貸
借

契
約

書
か

ら
、

次
の

事
項

が
認

め
ら

れ
る

。
ア

、
令

和
元

年
１

２
月

１
５

日
か

ら
令

和
４

年
１

２
月

１
４

日
ま

で
、

秋
田

元
議

員
は

幸
区

中
幸

町
の

３
階

建
て

の
建

物
の

１
階

の
１

室
（

１
０

１
号

室
）

と
２

階
の

１
室

（
２

０
１

号
室

）
の

計
２

室
を

賃
貸

借
し

て
お

り
、

２
室

合
計

の
面

積
は

４
３

．
６

９
平

方
メ

ー
ト

ル
、

イ
、

２
室

合
計

の
賃

料
は

、
月

額
１

９
９

，
０

０
０

円
、

ウ
、

事
業

内
容

は
、

川
崎

市
議

会
議

員
事

務
所

及
び

市
民

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

と
し

て
い

る
。

 

 
（

２
）

令
和

３
年

度
に

お
け

る
事

務
所

に
関

す
る

費
用

の
支

出
状

況
に

つ
い

て
、

令
和

４
年

４
月

２
６

日
に

秋
田

元
議

員
か

ら
提

出
さ

れ
た

令
和

３
年

度
の

収
支

報
告

書
及

び
支

出
確

認
書

類
か

ら
、

事
務

所
費

と
し

て
１

０
１

号
室

及
び

２
０

１
号

室
の

２
室

合
計

の
事

務
所

賃
料

で
は

、
振

込
手

数
料

を
含

み
２

，
１

９
３

，
０

７
０

円
を

支
出

し
て

い
る

（
な

お
、

７
月

１
日

か
ら

７
月

３
１

日
ま

で
の

賃
料

は
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

し
て

い
な

い
。
）
。

ま
た

、
光

熱
費

に
つ

い
て

、
１

０
１

号
室

及
び

２
０

１
号

室
の

２
室

合
計

で
、

電
気

料
金

で
は

５
８

，
７

４
９

円
、

ガ
ス

料
金

で
は

４
２

，
１

８
０

円
を

支
出

し
て

い
る

（
な

お
、

電
気

料
金

は
７

月
６

日
か

ら
、

ガ
ス

料
金

は
７

月
１

０
日

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

１
か

月
間

、
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

し
て

い
な

い
。
）
。

な
お

、
水

道
料

金
は

、
１

０
１

号
室

の
使

用
料

金
の

み
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

し

て
お

り
、

２
０

１
号

室
の

使
用

料
金

は
政

務
活

動
費

か
ら

支
出

し
て

い
な

い
。

 

 
３

、
市

か
ら

秋
田

元
議

員
へ

の
確

認
事

項
に

つ
い

て
、

令
和

３
年

度
の

少
な

く
と

も
令

和
３

年
７

月
ま

で
の

２
０

１
号

室
の

使
用

実
態

を
確

認
す

る
た

め
、

秋
田

元
議

員
に

対
し

、
令

和
４

年
５

月
２

０
日

、
３

０
日

、
６

月
２

日
、

１
０

日
、

１
５

日
及

び
２

０
日

付
で

文
書

を
送

付
し

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

へ
の

協
力

や
質

問
事

項
に

対
す

る
回

答
、

令
和

３
年

度
の

事
務

所
の

使
用

実
態

に
関

す
る

意
見

書
の

提
出

を
求

め

た
。

 

４
、

秋
田

元
議

員
の

主
張

に
つ

い
て

、
秋

田
元

議
員

は
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
に

応
じ

ず
、

質
問

事
項

に
も

回
答

せ
ず

、
令

和
３

年
度

の
事

務
所

の
使

用
実

態
に

関
す

る
意

見
書

の
提

出
も

さ
れ

な
か

っ
た

が
、

秋
田

元
議

員
か

ら
議

会
局

に
送

ら
れ

て
き

た
令

和
４

年
６

月
１

３
日

付
の

メ
ー

ル
の

要
旨

は
、
（

１
）

事

務
所

費
に

関
し

、
議

会
局

に
よ

る
確

認
は

必
要

な
い

、
（

２
）

上
記

３
に

関
し

て
、

監
査

委
員

か
ら

指
摘

が
な

い
中

で
、

議
会

局
が

独
断

で
根

拠
の

な
い

こ
と

を
求

め
て

お
り

、
住

民
訴

訟
や

行
政

不
服

審
査

法
に

基
づ

く
審

査
請

求
が

行
わ

れ
て

い
る

中
、

住
民

監
査

請
求

の
行

わ
れ

て
い

な
い

令
和

３
年

度
の

政
務

活
動

費
を

、
監

査
に

も
裁

判
に

も
存

在
し

な
い

理
由

で
議

会
局

が
勝

手
に

判
断

す
る

こ
と

は
断

じ
て

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

、
（

３
）

令
和

３
年

度
の

政
務

活
動

費
に

つ
い

て
確

認
を

求
め

る
文

書
や

メ
ー

ル
を

議
会

局
名

で
出

す
こ

と
は

、
職

務
を

逸
脱

し
、

な
お

か
つ

職
権

濫
用

で
あ

り
、

受
け

入
れ

る
こ

と
は

で
き

な
い

、
 

今
回

の
議

会
局

の
行

動
に

強
く

抗
議

す
る

。
 

 
５

、
市

の
判

断
に

つ
い

て
、
（

１
）

条
例

で
は

、
第

１
０

条
第

１
項

に
お

い
て

、
政

務
活

動
と

は
、

調
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政
務

活
動

費
に

係
る

法
令

等
（

本
件
措

置
請
求
に

関
連
す

る
部
分

の
み

）
 

 １
 

地
方

自
治

法
（

昭
和

22
年

法
律
第

67
号
）
 

 
 
第

1
0
0
条
 

 
 

１
～

1
3 

略
 

1
4
 

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、
条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、
そ
の

議
会

の
議

員
の
調

査
研
究

そ
の

他
の

活
動

に

資
す

る
た

め
必

要
な

経
費

の
一

部
と
し

て
、
そ

の
議

会
に
お

け
る
会

派
又

は
議

員
に

対
し

、
政

務
活

動
費

を
交

付

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
当
該

政
務
活

動
費
の

交
付

の
対

象
、
額
及

び
交
付

の
方

法
並

び
に

当
該

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ

と
が
で

き
る

経
費

の
範

囲
は

、
条
例

で
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

1
5
 

前
項

の
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
た

会
派

又
は

議
員

は
、
条

例
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
当

該
政

務
活

動

費
に

係
る

収
入

及
び

支
出

の
報

告
書
を

議
長

に
提

出
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 
 

1
6 

議
長

は
、
第

1
4
項
の

政
務
活

動
費

に
つ

い
て

は
、

そ
の
使

途
の

透
明

性
の

確
保

に
努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

1
7～

2
0 

略
 

 ２
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

（
平
成

13
年
川

崎
市

条
例
第

1
1
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、
地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年
法

律
第

6
7
号

）
第

1
00

条
第

1
4
項

か
ら

第
1
6
項
ま

で
の

規
 

定
に

基
づ

き
、
川
崎

市
議

会
議

員
の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活

動
に
資

す
る

た
め

必
要

な
経

費
の
一

部
と

し
て

、
議
 

会
に

お
け

る
会

派
及

び
議

員
に

対
し
、
政

務
活

動
費

を
交
付

す
る
こ

と
に

関
し

必
要

な
事

項
を
定

め
る

も
の

と
す
 

る
。
 

 
 

 
（

会
派

及
び

議
員

の
責

務
）
 

 
 

第
２

条
 

会
派
（

所
属
議

員
が
１

人
で

あ
る

場
合

を
含

む
。
以
下
同
じ

。）
及
び

議
員

は
、
政
務

活
動

費
の

交
付
が

、
 

 
 

 
市

政
に

関
す

る
会

派
及

び
議
員

の
調

査
研

究
そ

の
他

の
活
動

を
充

実
し
、
議
会
の

活
性
化

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
 

と
し

て
い

る
こ

と
を

認
識

し
、

政
務
活

動
費

を
適

正
に

使
用

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

交
付

の
対

象
及

び
額

）
 

 
 

第
３

条
 

政
務

活
動

費
は

、
議

長
に

結
成

の
届

出
が

あ
っ

た
会

派
及

び
当

該
会

派
の

議
員

（
次

項
の

規
定

に
よ

り

5
0
,
0
00

円
の

額
を

選
択

し
た
会

派
に
所

属
す

る
議

員
に

限
る
。

以
下

「
交

付
対

象
議

員
」

と
い
う

。）
に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

会
派

に
対

す
る

政
務

活
動
費

の
月

額
は

、
4
5
0
,0
00

円
又
は

5
0,
0
00

円
の

う
ち
か

ら
各
会

派
が

選
択

し
た

額
に

当
該

会
派

の
所

属
議

員
数

を
乗

じ
て
得

た
額

と
す

る
。
 

 
 

３
 

交
付

対
象

議
員

に
対

す
る
政

務
活

動
費

の
月

額
は

、
4
00
,
0
00

円
と

す
る

。
 

 
 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
会
派

が
選

択
し

た
額

は
、
当

該
選

択
し

た
額

に
係

る
年

度
交
付

分
に

つ
い

て
は

、
変

更

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

 
（

交
付

の
方

法
）
 

 
 

第
４

条
 

政
務

活
動

費
は

、
規
則

で
定

め
る

政
務

活
動

費
の
交

付
日
（
以

下
「
交
付

日
」
と

い
う

。
）
に
お

け
る
会

派

及
び

交
付

対
象

議
員

に
対

し
て

交
付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
条

第
２

項
の

所
属

議
員
数

は
、

交
付

日
に

お
け

る
各
会

派
の

所
属

議
員

数
と

す
る
。
 

 
 

３
 

各
会

派
の

所
属

議
員

数
の
算

定
に

つ
い

て
は

、
同

一
議
員

に
つ

き
重

複
し

て
行

う
こ
と

が
で

き
な

い
。
 

 
 

４
 

交
付

日
に

お
い

て
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
の

事
由

が
生
じ

た
と

き
は
、
当
該
交

付
日
の

属
す

る
月

分
の

政
務

活

動
費

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
由

が
生
じ

な
か

っ
た

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

 
(1
)
 
議

員
の

任
期

満
了

 

 
 

 
(2
)
 
議

会
の

解
散
 

 
 

 
(3
)
 
議

員
の

辞
職

、
失

職
、
死

亡
又

は
除

名
 

 
 

 
(4
)
 
議

員
の

所
属

会
派

か
ら
の

脱
会

又
は

除
名
 

 
 

 
(5
)
 
会

派
の

解
散
 

 
 

 
(6
)
 
議

員
の

会
派

へ
の

加
入
 

 
 

５
 

新
た

に
会

派
を

結
成

し
、
又

は
新

た
に

交
付

対
象

議
員
と

な
り

、
次

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た

場
合

で
、
当
該

申
請

の
あ

っ
た

日
が
、
そ
の

日
の

属
す

る
月

の
交
付

日
前

で
あ

る
と

き
は

当
該
月

分
の

政
務

活
動

費
か

ら
、

当
該

交
付

日
以

後
で

あ
る
と

き
は

当
該

月
の

翌
月

分
の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る
。
 

 
 

６
 

一
般

選
挙

が
行

わ
れ

た
た
め
、
新
た

に
会
派

を
結

成
し
、
又
は
新

た
に
交

付
対

象
議
員

と
な

り
、
次
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

場
合
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
当
該

申
請

の
あ

っ
た
日

の
属

す
る

月
分

の
政

務
活

動
費

か
ら

交
付

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
月

分
と

し
て
、
既

に
政

務
活

動
費

が
交

付
さ

れ
て
い

る
場

合
は
、

別
紙

４
 

────────────────────────────────────────────────────

 
 

な
か

っ
た

が
、

現
時

点
で

は
、

７
月

９
日

か
ら

１
０

月
１

３
日

ま
で

の
間

、
２

０
１

号
室

は
政

務
活

動
の

実
体

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
な

い
と

ま
で

は
言

え
な

い
。

 

（
５

）
秋

田
元

議
員

は
電

気
料

金
及

び
ガ

ス
料

金
に

つ
い

て
、

１
０

１
号

室
と

２
０

１
号

室
の

２
室

の
合

計
額

で
支

出
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
０

１
号

室
の

使
用

に
係

る
電

気
料

金
及

び
ガ

ス
料

金
を

特
定

し
よ

う
と

し
た

が
、

秋
田

元
議

員
は

議
会

局
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
に

応
じ

ず
、

照
会

に
も

回
答

し
な

か
っ

た
た

め
、

使
用

料
金

の
特

定
に

至
ら

な
か

っ
た

。
 

 
し

か
し

な
が

ら
、

令
和

元
年

度
の

政
務

活
動

費
に

関
す

る
市

の
検

証
結

果
か

ら
、

１
０

１
号

室
は

机
、

椅
子

、
コ

ピ
ー

機
、

パ
ソ

コ
ン

な
ど

の
備

品
が

設
置

さ
れ

て
い

る
一

方
、

２
０

１
号

室
は

ソ
フ

ァ
ー

と
ロ

ー
テ

ー
ブ

ル
が

設
置

さ
れ

て
い

る
の

み
で

１
０

１
号

室
よ

り
光

熱
費

の
使

用
量

が
多

い
と

は
考

え
に

く
い

こ
と

か
ら

、
２

分
の

１
を

限
度

と
し

て
２

０
１

号
室

の
使

用
に

係
る

料
金

を
支

払
っ

た
も

の
と

認
定

せ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
（

６
）

秋
田

元
議

員
か

ら
は

上
記

４
の

主
張

が
記

さ
れ

た
メ

ー
ル

が
送

ら
れ

て
き

た
が

、
そ

の
主

張
は

独
自

の
見

解
に

立
つ

も
の

で
あ

り
、

令
和

３
年

度
の

２
０

１
号

室
の

使
用

実
態

を
確

認
す

る
に

当
た

り
、

考
慮

す
べ

き
主

張
や

そ
の

主
張

を
裏

づ
け

る
証

拠
は

示
さ

れ
て

お
ら

ず
、

令
和

３
年

度
の

２
０

１
号

室
の

使
用

実
態

と
関

係
の

な
い

こ
と

を
主

張
す

る
の

み
で

、
採

用
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
６

、
結

論
、

秋
田

元
議

員
の

事
務

所
の

２
０

１
号

室
に

つ
い

て
、

令
和

３
年

７
月

８
日

ま
で

は
、

指
針

で
定

め
る

政
務

活
動

を
行

う
事

務
所

と
し

て
の

実
体

を
有

し
て

い
る

と
認

め
る

こ
と

は
で

き
ず

、
そ

の
賃

料
並

び
に

使
用

に
係

る
電

気
料

金
及

び
ガ

ス
料

金
を

政
務

活
動

費
と

し
て

支
出

す
る

こ
と

は
妥

当
性

を
欠

い
て

お
り

、
条

例
第

１
０

条
に

違
反

し
、

不
適

法
で

あ
る

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
よ

っ
て

、
令

和
３

年
７

月
８

日
ま

で
の

事
務

所
賃

料
の

２
分

の
１

相
当

額
で

あ
る

２
９

９
，

０
５

０

円
、

事
務

所
電

気
料

金
の

２
分

の
１

相
当

額
で

あ
る

９
，

０
９

５
円

及
び

事
務

所
ガ

ス
料

金
の

２
分

の
１

相
当

額
で

あ
る

７
，

３
０

４
円

の
合

計
３

１
５

，
４

４
９

円
に

つ
い

て
、

条
例

第
１

３
条

及
び

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
政

務
活

動
費

の
交

付
決

定
を

取
り

消
し

、
返

還
を

命
じ

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

※
関

係
職

員
の

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
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（

交
付

の
決

定
の

取
消

し
）
 

 
 

第
1
3
条
 

市
長

は
、
会

派
又
は

交
付

対
象

議
員

に
お

け
る
政

務
活

動
費

の
支

出
が

こ
の
条

例
及

び
こ

の
条

例
に

基

づ
く

規
則

の
定

め
に

違
反

し
た

も
の
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、
当
該

交
付

の
決

定
の
全

部
又
は

一
部

を
取

り
消

し
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り
、
そ

の
旨

を
会

派
の
代

表
者
又

は
交

付
対

象
議

員
に

通
知
す

る
も

の
と

す
る

。 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
の

返
還

命
令
）
 

 
 

第
1
4
条

 
市

長
は

前
条
の

規
定
に

よ
り

、政
務
活

動
費
の

交
付
の

決
定

の
全

部
又

は
一

部
を
取

り
消

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
会
派

の
代

表
者

又
は

交
付

対
象
議

員
に

期
限

を
定

め
て

、
既
に

交
付

し
た

政
務

活
動

費
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
す
る

よ
う

命
ず

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
5
条

 
議

長
は

、
第

1
1
条

第
１

項
及

び
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

収
支

報
告

書
等

が
提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、
不

開
示
情

報
（
川

崎
市

情
報
公

開
条
例
（

平
成

1
3
年

川
崎
市

条
例
第

１
号
）
第
８

条

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

を
い

う
。
）

が
記

録
さ

れ
て

い
る

部
分

を
除

き
、

当
該

収
支

報
告

書
等

を
一

般
の

閲
覧

に
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、

そ
の

写
し

を
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

収
支
報

告
書

等
の

閲
覧

に
係

る
手
数

料
は

、
無

料
と

す
る

。
 

 
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
収

支
報

告
書

等
の

写
し

の
交

付
を

行
う

場
合

に
お

け
る

当
該

写
し

の
作

成
及

び
送

付

に
要

す
る

費
用

は
、

そ
の

写
し

を
請
求

す
る

者
の

負
担

と
す

る
。
 

 
 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
収
支

報
告

書
等

を
閲

覧
し

、
又
は

そ
の

写
し

の
交

付
を

受
け
た

者
は

、
そ

れ
に

よ
っ

て

得
た

情
報

を
適

正
に

用
い

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
6
条

 
第

1
1
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

て
い

る
会
派

が
解

散
し

、
所

属
議

員

が
１

人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議
員

が
辞

職
し
、
失
職
し

、
死

亡
し

、
若

し
く

は
除

名
さ

れ
、
議
会

が
解

散
し

、

議
員

の
任

期
が

満
了

し
、
又
は

交
付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
1
1
条

第
１

項
中
「
代

表
者
」
と
あ

る
の

は
「

代
表

者
で
あ

っ
た
者
（

所
属

議
員

が
１
人

で
あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の

相
続

人
そ
の

他
の
一

般
承

継
人

）」
と
、「

交
付

対
象

議
員
」
と
あ

る
の

は
「
交

付
対

象
議
員

で
あ

っ
た
者
（

交
付

対
象
議
員
が

死
亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の
他

の
一

般
承

継
人

）」
と

、「
前
年

度
」
と

あ
る

の
は
「
会

派
が

解
散
し

、
所

属
議

員
が

１
人

で
あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議

員
が

辞
職

し
、
失

職
し
、
死

亡
し

、
若
し

く
は
除

名
さ

れ
、
議

会
が
解

散
し

、
議
員

の
任
期

が
満

了
し

、
又

は
交

付
対

象
議

員
で

な
く

な
っ

た
年
度

」
と
、「

毎
年

４
月

30
日

ま
で

に
」
と

あ
る

の
は
「

速
や

か
に
」
と

、
第

1
2
条
、
第

1
3
条

及
び

第
14

条
の

規
定

中
「
代

表
者

」
と
あ

る
の
は
「

代
表

者
で

あ
っ
た

者
（

所
属

議
員

が
１

人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」

と
、

「
交

付
対

象
議

員
」
と
あ

る
の

は
「

交
付

対
象

議
員
で

あ
っ

た
者
（
交

付
対

象
議
員

が
死

亡
し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他

の
一

般
承
継

人
）
」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

委
任

）
 

 
 
第

1
7
条

 
こ

の
条

例
に
定

め
る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の
実

施
の

た
め

必
要

な
事

項
は
、

規
則

で
定

め
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

13
年

4
月

1
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略
 

 
 

別
表

（
第

10
条
関

係
）
 

経
費

の
区

分
 

支
出

で
き

る
経

費
 

内
容
 

種
類
 

１
 

調
査

研
究

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
市

の

事
務

、
地

方
行

財
政

等
に

関
し

て
調

査
研

究
を

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝
礼
、

食
糧

費
、
印
刷

製
本

費
、
消

耗
品

費
、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、
バ

ス
等

借
上

料
、
出

席
負

担
金

等
 

２
 

研
修

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
研

修

会
を

開
催

し
、

又
は

他
の

団
体

等
が

開
催

す
る

研
修

会
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、

委
託

料
、

講
師

謝
礼
、

食
糧

費
、
印
刷

製
本

費
、
消

耗
品

費
、
資

料
購

入
費

、
旅

費
、

出
席

負
担

金
等
 

３
 

広
報

・
広

聴
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

若
し

く
は

市
政

に
つ

い
て

市
民

会
場

借
上

料
、
印

刷
製

本
費
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

製
作

費
、
食
糧

費
、
送

料
、
旅

────────────────────────────────────────────────────

 
 

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
（

交
付

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
５

条
 

会
派

の
代

表
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、
当
該
議

員
を
い

う
。
以

下
同

じ
。）

及
び

交
付

対
象

議
員

は
、
そ
の

年
度

に
お
け

る
政

務
活

動
費

の
交

付
を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

議
長

を
経

由
し

て
、
市

長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の

代
表

者
又

は
当

該
交

付
対

象
議

員
に

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

変
更

の
届

出
）
 

 
 

第
６

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は
、
前

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し
た

事
項

に
つ

い
て

変
更

が

あ
っ

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
市

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

増
額

の
申

請
及

び
決

定
）
 

 
 

第
７

条
 

前
条

の
場

合
に

お
い
て

、
会

派
の

所
属

議
員

の
数
の

増
加

に
伴

い
、
政
務

活
動
費

の
増

額
の

交
付

を
受

け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
会

派
の
代

表
者

は
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
議

長
を

経
由
し

て
、
市

長
に
申

請
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て
、
当

該
申

請
の

内
容
を

審
査

し
、
交
付

の
決
定

を
し

た
と

き
は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し

て
、
そ
の

旨
を
当

該
会

派
の

代
表

者
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

 
（

減
額

等
の

決
定

及
び

通
知
）
 

 
 

第
８

条
 

市
長

は
、
第
４

条
第
４

項
第

１
号

、
第

２
号

若
し
く

は
第

５
号

に
該

当
す

る
事
由

が
生

じ
た

と
き

、
又
は

第
６

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ
た

場
合

に
お

い
て
、
当

該
届
出

に
係

る
変

更
が

第
４

条
第
４

項
第

３
号

若
し

く
は

第
４

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

と
き

は
、
政
務

活
動

費
の
交

付
額

を
減

額
し

、
又

は
交
付

し
な

い
こ

と
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る

会
派

の
当

該
所

属
議
員

が
同

項
第

３
号

に
該

当
し

た
と

き
は

、
同

項
第

５
号
に

該
当

す
る

も
の

と
み

な
す
。
 

 
 

２
 

市
長

は
、
前
項

の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交

付
額
を

減
額

し
、
又
は

交
付

し
な
い

こ
と

を
決

定
し

た
と

き

は
、
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
、
速

や
か

に
議
長

を
経

由
し
て
、
当
該

会
派
の

代
表

者
又
は

当
該
交
付

対
象

議
員

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た

だ
し

、
第

４
条
第

４
項
第

１
号
、
第

２
号

又
は

第
５
号

に
該

当
す

る
場

合
で

、
交

付
し

な
い

こ
と

と
し

た
と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
（

経
理

責
任

者
の

設
置

等
）
 

 
 

第
９

条
 

政
務

活
動

費
の

交
付

を
受

け
て

い
る

会
派

は
、

政
務

活
動

費
に

関
す

る
経

理
を

的
確

に
処

理
す

る
た

め
、

所
属

議
員

の
中

か
ら

経
理

責
任

者
１
人

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
所
属
議

員
が
１

人
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

議
員

が
そ

の
職

務
を

行
う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
を

受
け

た
政

務
活

動
費

の
経
理

を
的

確
に

処
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
を

充
て

る
こ
と

が
で

き
る

経
費

の
範

囲
）
 

 
 
第

1
0
条

 
政

務
活

動
費
は

、
会
派

及
び

交
付

対
象

議
員

が
行
う

政
務

活
動
（
調

査
研

究
、
研

修
、
広
報

、
広
聴
（
市

民
相

談
を

含
む

。
）、

要
請
、
陳

情
、
各
種

会
議

の
開

催
、
各

種
会
議

へ
の

参
加

等
市

政
の

課
題
及

び
市

民
の

意
思

を
把

握
し
、
そ
の

内
容

を
市
政

に
反
映

さ
せ

る
活

動
そ

の
他

の
住
民

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
た
め

に
必

要
な

活
動

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
に

資
す

る
た

め
必

要
な
経
費

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 
 

２
 

政
務

活
動

費
は
、
別

表
に
定

め
る

政
務

活
動

に
資

す
る
た

め
必

要
な

経
費

に
充

て
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す

る
。
 

 
 

 
（

収
入

及
び

支
出

の
報

告
等
）
 

 
 

第
1
1
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
前

年
度

の
交

付
に

係
る

政

務
活

動
費

の
収

入
及

び
支

出
に

つ
い
て

の
報

告
書
（
以

下
「
収
支

報
告

書
」
と
い

う
。
）
を
作

成
し
、
毎
年

４
月

30

日
ま

で
に

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

収
支
報

告
書

を
提

出
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、
支

出
に
係

る
領
収

書
そ

の
他

の
支

出
を

証

明
す

る
書

類
（

以
下

「
領

収
書

等
」
と

い
う

。）
の
写

し
を
添
え

て
、

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
 

３
 

議
長

は
、
前

２
項
の

規
定
に

よ
る

収
支

報
告

書
及

び
領
収

書
等

の
写

し
（
以
下
「
収

支
報

告
書

等
」
と
い
う

。
）

の
提

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
速

や
か
に

そ
の

写
し

を
市

長
に

提
出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 

第
1
2
条
 

会
派

の
代
表

者
及
び

交
付

対
象

議
員

は
、

交
付
さ

れ
た

政
務

活
動

費
に

剰
余
金

が
生

じ
た

と
き

は
、

規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

市
長
に

返
還

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
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る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

請
求

書
の

提
出

）
 

 
 

第
８

条
 

会
派

の
代

表
者

及
び
交

付
対

象
議

員
は

、
毎

月
、
当
該
月
分

の
政
務

活
動

費
に
つ

い
て
、
川

崎
市

金
銭
会
 

計
規

則
（

昭
和

39
年
川

崎
市
規

則
第

3
1
号

。
以

下
「
金

銭
会
計

規
則

」
と

い
う

。
）
第

82
条

の
規

定
に

よ
り

請
 

求
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
 

 
（

支
出

の
手

続
及

び
書

類
の
保

存
期

間
）
 

 
 

第
９

条
 

条
例
第

1
0
条
に

規
定
す

る
経

費
の

支
出

は
、

会
派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代

表
者
の

決
定

を
経

て
経

理
責

 

任
者

が
処

理
し

、
交

付
対

象
議

員
に
あ

っ
て

は
当

該
交

付
対

象
議
員

が
処

理
す

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
経
費

を
支

出
し
た

と
き

は
、
領
収

書
そ

の
他
の

支
出

を
確

認
す

る
書

類
 

（
以

下
「

支
出

確
認

書
類

」
と

い
う
。
）
を
徴

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
支

出
確

認
書

類
を
 

徴
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、
会

派
に

あ
っ

て
は

会
派

の
代
表

者
、
交
付

対
象

議
員

に
あ
っ

て
は

当
該

交
付
 

対
象

議
員

が
作

成
す

る
支

払
証

明
書
（
以

下
「

支
払

証
明
書

」
と

い
う

。）
を
も

っ
て

こ
れ

に
代
え

る
こ

と
が

で
き
 

る
。
 

 
 

３
 

経
理

責
任

者
及

び
交

付
対
象

議
員

は
、
毎
年

度
、
会
計

帳
簿
を
調

製
し
、
前
項

に
規
定

す
る

支
出

確
認

書
類

及

び
支

払
証

明
書

を
整

理
し

た
上

、
こ

れ
ら

を
収

支
報

告
書
を

提
出
し

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

し
て

５
年

を
経

過
す

る
日
ま

で
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書
）
 

 
 
第

10
条
 

条
例
第

11
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

の
提

出
は

、
政

務
活

動
費
収

支
報

告
書

（
会

派
用

） 

 
 

 
（

第
７

号
様

式
）
又
は

政
務
活

動
費

収
支

報
告

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
７
号

様
式
の

２
）
に
よ

る
も

の
と

す
 

る
。
 

 
 

 
（

剰
余

金
の

返
還

）
 

 
 
第

1
1
条

 
条

例
第

1
2
条

の
規
定

に
よ

る
剰

余
金

の
返

還
は
、
市
長

の
発

行
す

る
納

付
書
に

よ
り

、
速

や
か

に
行

う
 

 
 

 
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

交
付

の
決

定
の

取
消

通
知
）
 

 
 
第

12
条
 

条
例
第

13
条

の
規
定

に
よ

り
政

務
活

動
費

の
交
付

の
決

定
の

全
部

又
は

一
部
を

取
り

消
し

た
と

き
は

、

取
消

し
の

内
容

及
び

理
由

を
記

載
し
た

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

返
還

命
令

）
 

 
 
第

1
3
条

 
条

例
第

1
4
条

の
規
定

に
よ

る
返

還
命

令
は

、
返

還
の
期
限

そ
の

他
必
要

な
事
項

を
記

載
し

た
書

面
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

条
例
第

14
条
の

規
定

に
よ
る

政
務

活
動

費
の

返
還

は
、
金
銭
会

計
規

則
第

5
2
条

又
は
第

6
0
条

の
規

定
に

よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

収
支

報
告

書
等

の
閲

覧
等
）
 

 
 
第

1
4
条

 
条

例
第

1
5
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

収
支

報
告
書

等
の

閲
覧

は
、
政
務

活
動
費

の
交

付
を

受
け

た
日

の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

６
月

3
0
日

か
ら

、
議

会
局

に
お
い
て

休
日

を
除

く
日

の
午

前
８

時
30

分
か

ら
午

後
５

時
ま

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
項

の
収

支
報

告
書

等
を
閲

覧
す

る
者

は
、
当
該

収
支
報

告
書

等
を

汚
損

し
、
又

は
破

損
す

る
こ

と
が

な
い

よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

３
 

条
例

第
1
5
条
第
３

項
に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

等
の
写

し
の

作
成

及
び

送
付

に
要
す

る
費

用
は

、
前

納
と

す

る
。
 

 
 

 
（

準
用

）
 

 
 
第

1
5
条

 
第

９
条

第
３
項

及
び
第

10
条
か

ら
前

条
ま
で

の
規
定
は
、
政

務
活

動
費
の

交
付
を

受
け

て
い

る
会

派
が

解
散

し
、
所

属
議

員
が

１
人
で

あ
る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
辞
職

し
、
失

職
し
、
死
亡

し
、
若
し

く
は

除
名

さ

れ
、
議

会
が

解
散

し
、
議
員

の
任

期
が
満

了
し
、
又
は

交
付

対
象
議

員
で

な
く

な
っ

た
場

合
に

つ
い
て

準
用

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
３
項

中
「

経
理

責
任

者
」
と
あ
る

の
は
「
経

理
責

任
者

で
あ
っ

た
者
（
所

属
議

員
が

１
人

で
あ

る
会

派
の

当
該

所
属

議
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
相

続
人

そ
の

他
の

一
般

承
継

人
）
」
と

、「
交

付
対

象
議

員
」
と

あ
る

の
は
「
交

付
対

象
議

員
で
あ

っ
た

者
（

交
付

対
象

議
員
が

死
亡

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

相
続

人
そ

の
他
の

一
般

承
継

人
）
」
と
読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

 
こ

の
規

則
は

、
平
成

1
3
年

4
月

1
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略
 

 

────────────────────────────────────────────────────

 
 

に
広

報
し

、
又

は
市

民
の

要
望

、
意
見

等
の

聴
取

若
し

く
は

市
民

相
談

を
行

う
の

に
要

す
る

経
費
 

費
等
 

４
 

要
請

・
陳

情
活

動
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
国

等

に
対

す
る

要
請

又
は

陳
情

の
活

動
を

行
う

の
に

要
す

る
経

費
 

印
刷

製
本

費
、

旅
費

等
 

５
 

会
議

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
各

種

会
議

を
開

催
し

、
又

は
他

の
団

体
等

が
開

催
す

る
意

見
交

換
会

等
各

種
会

議
に

参
加

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

会
場

借
上

料
、
委
託

料
、
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

資
料

購
入
費

、

旅
費

、
出

席
負

担
金

等
 

６
 

資
料

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
と

す
る

資
料

を
購

入

し
、
若
し

く
は

利
用

し
、
又
は
作

成
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

印
刷

製
本

費
、
委

託
料
、
図
書
雑

誌
購

入
費
、
新
聞

購
読

料
、
デ

ー
タ
ベ

ー
ス
利

用
料

等
 

７
 

人
件

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

の
補

助
者

を
雇

用
す

る
の

に
要

す
る

経
費
 

報
酬
・
日

当
、
交

通
費

、
社
会
保

険
料

等
 

８
 

事
務

費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
係

る
事

務
を

処
理

す
る

の
に

要
す

る
経

費
 

消
耗

品
費
、
事
務

機
器
・
備
品
等

賃
借

料
、
事
務

機
器
・
備
品

等
購

入
費

、
電
話

料
、

送
料

等
 

９
 

事
務

所
費
 

会
派

又
は

交
付

対
象

議
員

が
そ

の

活
動

に
必

要
な

事
務

所
の

設
置

及
び

管
理

に
要

す
る

経
費
 

事
務

所
賃

借
料

、
維

持
管

理
費

等
 

 ３
 

川
崎

市
議

会
の

政
務

活
動

費
の
交

付
等

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
（

平
成

13
年
川
崎

市
規
則
第

1
6
号

）
 

 
 

 
（

趣
旨

）
 

 
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

川
崎
市

議
会

の
政

務
活

動
費

の
交
付

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
3
年
川

崎
市

条
例
第

1
1

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。）

の
実
施

の
た

め
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

用
語

）
 

 
 

第
２

条
 

こ
の

規
則

で
使

用
す
る

用
語

の
意

義
は

、
条

例
で
使

用
す

る
用

語
の

例
に

よ
る
。
 

 
 

 
（

交
付

日
）
 

 
 

第
３

条
 

条
例

第
４

条
第

１
項
の

規
則

で
定

め
る

交
付

日
は
毎
月

1
0
日

と
す

る
。
た

だ
し
、

そ
の

日
が

川
崎

市
の

 

 
 

 
休

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

川
崎

市
条

例
第

16
号
）
第
１

条
第

１
項

に
掲

げ
る

市
の
休

日
（
以

下
「

休
日
」

と
い

う
。
）
に

当
た

る
と

き
は
、

休
日
の

前
日

を
交

付
日

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
４

条
第

６
項
（

た
だ

し
書

を
除

く
。
）
の
規

定
に
よ

り
政

務
活

動
費

を
交

付
す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
市

長
が
指

定
す

る
日

を
交

付
日

と
す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
書
及

び
政

務
活

動
費

交
付

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
４

条
 

条
例

第
５

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

交
付

申
請
書
（
会

派
用

）（
第
１

号
様

式
）
又

は
政

務
活

動
費

交
付

申
請

書
（

交
付
対

象
議

員
用

）（
第
１
号

様
式
の

２
）

に
よ

る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
５

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
交

付
決

定
通

知
書
（
第

２
号

様
式

）
に

よ
る
も

の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事
項

変
更

届
）
 

 
 

第
５

条
 

条
例

第
６

条
の

規
定
に

よ
る

届
出

は
、
政
務

活
動
費

交
付

申
請

事
項

変
更

届
（
会

派
用

）（
第
３

号
様
式

）

又
は

政
務

活
動

費
交

付
申

請
事

項
変
更

届
（

交
付

対
象

議
員

用
）（

第
３

号
様

式
の

２
）
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
増

額
交

付
申
請

書
及

び
政

務
活

動
費

増
額
交

付
決

定
通

知
書

）
 

 
 

第
６

条
 

条
例

第
７

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
政

務
活

動
費

増
額
交

付
申

請
書
（
第

４
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

２
 

条
例

第
７

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活
動

費
増

額
交

付
決

定
通

知
書
（
第

５
号

様
式
）
に
よ

る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
（

政
務

活
動

費
減

額
等

決
定
通

知
書

）
 

 
 

第
７

条
 

条
例

第
８

条
第

２
項
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
政

務
活

動
費

減
額
等

決
定

通
知
書
（

第
６

号
様
式
）
に

よ
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1 
 監
査
の
結
果
 

第
１
 
請
求
の
受
付
 

 
１
 
請
求
の
内
容
 

本
件
措
置
請
求
は
、
別
紙
１
（
事
実
証
明
書
等
は
添
付
省
略
）
の
と
お
り
、
令
和
４
年
９
月
２
７
日

に
挙
行
さ
れ
た
故
安
倍
晋
三
国
葬
議
（
以
下
「
本
件
国
葬
」
と
い
う
。
）
に
市
長
及
び
議
長
が
出
席
・

参
列
す
る
に
際
し
て
、
市

長
、
議
長
及
び
そ
の
随
行

職
員
（
以
下
「
市
長
ら
」
と
い
う
。
）
に
公
金
を

支
出
す
る
こ
と
を
差
し
止
め
る
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
、
ま
た
、
市
長
及
び
議

長
が
公
務
と
し
て
本
件

国
葬
に
出
席
し
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
を
補
填
す
べ
く
、
支
出
さ
れ
た
金
額
の
返
還
を
請
求
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。
 

 

２
 
請
求
の
受
理
 

本
件

措
置

請
求

は
、

令
和

４
年

９
月

１
５

日
付

け
で

４
名

の
請

求
人

ら
に

よ
り

請
求

書
が

提
出

さ

れ
、
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
こ
れ
を
受
理
し
、
監
査
対
象
局
を
総
務
企
画
局
及

び
議
会
局
と
し
た
。
ま
た
、
同
年
１
０
月
１
１
日
付
け
で
７
４
名
が
本
件
措
置
請
求
に
係
る
請
求
人
の

署
名

を
追

加
で

提
出

し
た

が
、

こ
の

う
ち

７
１

名
に

つ
い

て
所

定
の

要
件

を
具

備
し

て
い

る
も

の
と

認
め
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
と
し
、
合
わ
せ
て
７
５
名
を
本
件
措
置
請
求
の
請
求
人
ら
と
し
た
。
 

 

第
２
 
暫
定
的
停
止
の
勧
告
に
つ
い
て
 

本
件
措
置
請
求
に
お
い
て
は
、
別
紙
２
の
と
お
り
、
請
求
人
ら
か
ら
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法

律
第
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
４
２
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
暫
定
的
停
止
勧
告
の

申
立

て
が

あ
っ

た
が

、
国

が
行

う
本

件
国

葬
に

市
長

及
び

議
長

が
出

席
す

る
行

為
が

違
法

で
あ

る
と

思
料

す
る

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
り

、
当

該
行

為
に

よ
り

市
に

生
ず

る
回

復
の

困
難

な
損

害
を

避
け

る
た

め
の

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
は

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
暫

定
的

停
止

勧
告

の
要

件
を

満
た
し
て
い
な
い
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
 

 

第
３
 
監
査
の
実
施
 

 
１
 
請
求
人
ら
の
陳
述
 

監
査
の
実
施
に
あ
た
り
、
法
第
２
４
２
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
１
０
月
２
７
日
、

請
求
人
ら
か
ら
陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。
こ
の
際
、
同
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
企
画
局
及
び

議
会
局
の
職
員
（
以
下
「
関
係
職
員
」
と
い
う
。
）
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

請
求
人
ら
が
本
件
措
置
請
求
の
要
旨
を
補
足
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 

２
 
関
係
職
員
の
陳
述
 

 
 
 

法
第
２

４
２

条
第

８
項
の

規
定
に

基
づ

き
、

令
和
４

年
１
０

月
２

７
日

、
関
係

職
員
か

ら
陳

述
の

────────────────────────────────────────────────────

 

 

（
別

紙
）

 

 

４
川

監
第

６
０

８
号
 

 

令
和

４
年

１
１

月
１

１
日
 

 

  

請
求

人
代

表
者

 
橋

本
 

清
貴

 
様

 

ほ
か

 
 

 
 

 
 

 
７

４
名

 
様

 

  

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
大

 
村

 
研

 
一

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
浅

 
野

 
文

 
直

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
山

 
田

 
晴

 
彦

 
 

 
 

 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 

令
和

４
年

９
月

１
５

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
監

査
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
そ

の
結

果
を

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
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3 
 

と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
衆
議
院
中
谷
一
馬
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
同
日
付
け
の
政

府
答
弁
書
で
は
、
内
閣
法
制
局
は
、
本
件
国
葬
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
内

閣
官

房
及

び
内

閣
府

か
ら
前

記
の

政
府

見
解
に

対
す
る

意
見

を
求

め
ら
れ

た
た
め

、
「

所
要

の
検

討

を
行
っ
た
上
、
意
見
は
な
い
旨
の
回
答
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
回
答
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
 

ウ
 
本
件
国
葬
の
実
施
 

 
 
 
日
本
武
道
館
に
お
い
て
、
同
年
９
月
２
７
日
午
後
２
時
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
 

 

(
2
)
 
本
件
国
葬
へ
の
出
席
に
つ
い
て
 

ア
 
本
件
国
葬
に
係
る
国
等
か
ら
の
案
内
 

(
ア
)
市
長
へ
の
案
内
 

ａ
 
令
和
４
年
８
月
１
７
日
、
指
定
都
市
市
長
会
事
務
局
か
ら
市
東
京
事
務
所
へ
送
付
さ
れ
た
本
件

国
葬
に
係
る
メ
ー
ル
に
は
、
国
作
成
の
「
参
列
者
の

推
薦
に
つ
い
て
」
と
題
す

る
書
面
が
添
付
さ

れ
て
お
り
、
被
推
薦
者
に

は
「
③
政
令
指
定
都
市
の

長
及
び
同
議
会
議
長
」
と

の
記
載
が
あ
っ
た

ほ
か
、
メ
ー
ル
本
文
に
は
全
国
市
長
会
よ
り
、
指
定
都
市
市
長
全
員
が
参
列
推
薦
さ
れ
る
と
の
連

絡
が
あ
り
、
全
市
長
を
推
薦
す
る
こ
と
、
出
欠
に
つ
い
て
は
事
前
に
送
付
さ
れ
る
案
内
状
で
回
答

を
す
る
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
。
 

ｂ
 
同
月
３
０
日
、
指
定
都
市
市
長
会
事
務
局
か
ら
市
東
京
事
務
所
へ
、
本
件
国
葬
の
主
催
者
は
政

府
と
い
う
こ
と
、
指
定
都

市
２
０
市
の
推
薦
主
体
は
総
務
省
と
の
こ
と
、
ま
た

、
案
内
状
に
つ
い

て
は
、
同
年
９
月
２
日
か

同
月
５
日
に
配
付
さ
れ
、
指
定
都
市
市
長
の
案
内
状
は
、
全
国
市
長
会

総
務

部
が

各
市

の
全

国
市

長
会

の
窓

口
を

担
当

し
て

い
る

部
署

に
郵

送
す

る
こ

と
に

つ
い

て
連

絡
が
あ
っ
た
。
 

ｃ
 
同
年
９
月
９
日
、
市

東
京
事
務
所
へ
メ
ー
ル
に
よ
り
、
全
国
市
長
会
総
務

部
名
、
各
市
長
秘
書

ご
担
当
者
宛
て
「
故
安
倍

晋
三
国
葬
儀
の
参
列
に
つ

い
て
（
依
頼
）
」
が
、
案

内
状
サ
ン
プ
ル
及

び
参
列
回
答
票
と
と
も
に
送
付
さ
れ
た
。
依
頼
文
に

は
「
内
閣
総
理
大
臣
よ
り

、
来
る
９
月
２
７

日
（
火
）
に
開
催
さ
れ
る

標
記
葬
儀
の
案
内
状
が
届
き
ま
し
た
の
で
、
本
日
、
郵
送
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
参
列
の
可
否
に
つ
き
ま
し
て
、
別
添
の
「
参
列
回
答
票
」
に
て
、

９
月
１
４
日
（
水
）
ま
で

に
ご
回
報
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
」
と
の
記

載
が
あ
っ
た
。
 

サ
ン
プ

ル
の

本
件

国
葬

に
関
す
る

国
か

ら
の

案
内

状
は
、
「

謹
啓

 
故

安
倍

晋
三
国
葬

儀
を
左

記
に
よ

り
挙

行
い

た
し
ま

す
の
で

御
案

内
申

し
上
げ

ま
す
 

敬
具

」
「

日
時
 

令
和
四

年
九

月
二

十
七
日
（
火
）
午
後
二
時
」「

場
所
 
日
本
武
道
館
」
と
記
載
さ
れ
、
発
信
者
は
「
故
安
倍
晋
三
国

葬
儀
委
員
長
 
内
閣
総
理
大
臣
 
岸
田
文
雄
」
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
添
付

さ
れ
た
「
御
留
意

事
項
」
に
は
、「

御
香
典
、
御
供
物
、
御
供
花
等
は
固
く
御
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。
」
と
記
載
さ
れ

て
い
た
。
な
お
、
メ
ー
ル
本
文
に
は
、
総
務
省
よ
り
案
内
状
を
受
領
し
、
速
達
・
簡
易
書
留
に
て

────────────────────────────────────────────────────
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聴
取

を
行

っ
た

。
関

係
職

員
か

ら
は

、
「

住
民

監
査

請
求

に
対

す
る

市
の

考
え

方
」
（

添
付

省
略

）
の

提
出

が
あ

っ
た

。
こ

の
際

、
同

項
の

規
定

に
基

づ
く

請
求

人
ら

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
関

係
職

員
が

説
明

し
た

内
容

は
、

お
お

む
ね

別
紙

４
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  
３

 
監

査
対

象
事

項
 

法
第

２
４

２
条

に
規

定
す

る
住

民
監

査
請

求
は

、
普

通
地

方
公

共
団

体
の

住
民

が
、
当

該
普

通
地

方

公
共

団
体

の
機

関
又

は
職

員
に

つ
い

て
、

違
法

若
し

く
は

不
当

な
公

金
の

支
出

等
の

財
務

会
計

上
の

行
為

が
あ

る
場

合
、

ま
た

当
該

行
為

が
な

さ
れ

る
こ

と
が

相
当

の
確

実
さ

を
も

っ
て

予
測

さ
れ

る
場

合
な

ど
に

、
監

査
委

員
に

対
し

、
監

査
を

求
め

、
当

該
行

為
の

防
止

、
損

害
の

補
填

等
の

た
め

に
必

要

な
措

置
を

講
ず

べ
き

こ
と

を
請

求
で

き
る

制
度

で
あ

る
。

 

本
件

措
置

請
求

は
、
本

件
国

葬
に

つ
い

て
の

公
金

の
支

出
の

差
止

め
を

求
め

る
も

の
で

あ
る

が
、
請

求
人

ら
か

ら
予

備
的

請
求

と
し

て
監

査
委

員
に

よ
る

判
断

が
国

葬
儀

の
期

日
を

過
ぎ

て
市

長
及

び
議

会
議

長
が

公
務

と
し

て
こ

れ
に

出
席

し
た

場
合

に
は

、
支

出
さ

れ
た

公
金

の
損

害
を

補
填

す
べ

く
、
市

長
ら

に
支

出
さ

れ
た

金
額

の
返

還
を

請
求

す
る

よ
う

求
め

る
と

さ
れ

て
い

た
の

で
、

令
和

４
年

９
月

２
７

日
に

挙
行

さ
れ

た
本

件
国

葬
に

関
し

て
、

市
長

及
び

議
長

の
本

件
国

葬
の

出
席

に
係

る
費

用
の

支
出

が
違

法
又

は
不

当
な

公
金

の
支

出
で

あ
る

か
否

か
を

監
査

の
対

象
と

し
た

。
 

 第
４

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
事

実
関

係
の

確
認

等
 

請
求

人
ら

及
び

関
係

職
員

の
陳

述
並

び
に

関
係

書
類

の
調

査
等

の
結

果
、

次
の

よ
う

な
事

実
関

係

を
確

認
し

た
。

 

(
1
)
 
本

件
国

葬
の

実
施

の
経

過
 

ア
 

本
件

国
葬

の
実

施
に

関
す

る
閣

議
決

定
 

令
和

４
年

７
月

２
２

日
の

閣
議

に
お

い
て

、
葬

儀
は

国
に

お
い

て
行

い
、
故

安
倍

晋
三

国
葬

儀
と

称
す

る
こ

と
、
同

年
９

月
２

７
日

に
日

本
武

道
館

に
お

い
て

行
う

こ
と

、
葬

儀
の

た
め

必
要

な
経

費

は
国

費
で

支
弁

す
る

こ
と

、
葬

儀
委

員
長

は
内

閣
総

理
大

臣
と

す
る

こ
と

及
び

葬
儀

の
た

め
に

必
要

な
経

費
は

国
費

で
支

出
す

る
こ

と
が

決
定

さ
れ

た
。

 

イ
 

政
府

答
弁

書
 

衆
議

院
櫻

井
周

議
員

の
質

問
主

意
書

に
対

し
、

同
年

８
月

１
５

日
付

け
の

政
府

答
弁

書
に

お
い

て
、
国

に
よ

り
、「

閣
議

決
定

を
根

拠
と

し
て

国
の

儀
式

で
あ

る
国

葬
儀

を
行

う
こ

と
は

、
国

の
儀

式

を
内

閣
が

行
う

こ
と

は
行

政
権

の
作

用
に

含
ま

れ
る

こ
と

、
内

閣
府

設
置

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

８
９

号
）
第

４
条

第
３

項
第

３
３

号
に

お
い

て
内

閣
府

の
所

掌
事

務
と

し
て

国
の

儀
式

に
関

す
る

事

務
に

関
す

る
こ

と
が

明
記

さ
れ

て
お

り
、
国

葬
儀

を
含

む
国

の
儀

式
を

行
う

こ
と

が
行

政
権

の
作

用

に
含

ま
れ

る
こ

と
が

法
律

上
明

確
と

な
っ

て
い

る
こ

と
等

か
ら

、
可

能
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

。
」
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参
列
者
と
し
て
の
推
薦
を
受
け
、
正
式
に
案
内
状
を
受
領
し
た
こ
と
か
ら
公
務
と
し
て
出
席
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
出
席
す
る
旨
、
全
国
市
長
会
宛
て
回
答
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
日
は
公
用
車
で

随
行
職
員
と
都
道
府
県
会
館
に
集
合
し
、
本
件
国
葬
へ
出
席
し
た
。
 

(
イ
)
 
議
長
の
本
件
国
葬
へ
の
出
欠
の
決
定
 

本
件
国
葬
は
、
閣
議
決
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
名
で
議
長
に
案

内
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
国
の
公
式
行
事
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
た
め
、
議
長
は
、
議
会

の
代
表
と
し
て
国
の
公
式
行
事
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
儀
礼
の
範
囲
に
と
ど
ま
る

も
の
と
判
断
し
、
出
席
す
る
旨
を
回
答
し
た
。
 

具
体
的
な
手
続
と
し
て
、
本
件
国
葬
は
、
政
府
が
主
催
し
、
総
務
省
よ
り
指
定
都
市
議
長
と
し
て

参
列
者
と
し
て
の
推
薦
を
受
け
、
正
式
に
案
内
状
を
受
領
し
た
こ
と
か
ら
議
長
公
務
と
し
て
出
席
す

る
こ
と
を
決
定
し
、
出
席
す
る
旨
、
全
国
市
議
会
議
長
会
宛
て
回
答
し
た
。
ま
た
、
当
日
は
公
用
車

で
随
行
職
員
と
都
道
府
県
会
館
に
集
合
し
、
本
件
国
葬
へ
出
席
し
た
。
 

 

(
3
)
 
本
件
国
葬
へ
の
出
席
に
係
る
公
費
 

本
件

国
葬

に
市
長

及
び

議
長

が
出

席
し

た
際

に
支

出
す

る
公

費
と

し
て

、
移

動
手

段
と

し
て

、
公

用

車
の

使
用

に
係
る

燃
料

費
及

び
高

速
道

路
利

用
料

金
並

び
に

随
行

職
員

の
時

間
外

勤
務

手
当

が
支

出
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
案
内
状
に
添
付
さ
れ
た
「
御
留
意
事
項
」
に
は
、「

御
香
典
、
御
供
物
、
御
供
花
等

は
固
く
御
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
葬
儀
等
に
参
列
す
る
際
に
支

出
す
る
交
際
費
に
つ
い
て
は
市
長
及
び
議
長
共
に
支
出
し
て
い
な
い
。
 

ア
 
市
長
が
出
席
し
た
こ
と
に
よ
り
支
出
し
た
公
費
（
以
下
、
「
本
件
市
長
公
費
」
と
い
う
。
）
 

(
ア
)
公
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
費
 

川
崎
市
特
定
物
品
等
契
約
事
務
取
扱
要
綱
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
政
局
長
が
基
本
的
契
約
事
項
を

定
め
た
協
定
を
締
結
し
た
者
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
た
単
価
に
基
づ
き
納
品
を
受
け
、
翌
月
以

降
に
そ
の
者
か
ら
受
け
た
請
求
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
。
事
務
の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
川
崎
市
金

銭
会
計
規
則
（
昭
和
３
９
年
規
則
第
３
１
号
）
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
定
の
経
費
の
支
出
負

担
行
為
及
び
支
出
命
令
に
関
す
る
事
務
を
主
管
す
る
庁
舎
管
理
課
長
が
行
っ
た
。
 

な
お
、
令
和
４
年
９
月
１
日
か
ら
同
月
３
０
日
に
給
油
し
た
ガ
ソ
リ
ン
（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
）
単
価
は

１
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
１
５
５
円
（
税
抜
）
で
あ
り
、
市
長
公
用
車
の
本
件
国
葬
へ
の
出
席
に
係
る
燃

料
費
と
し
て
同
年
１
０
月
２
８
日
に
１
,
５
６
８
円
を
支
出
し
た
。
 

(
イ
)
公
用
車
使
用
に
係
る
高
速
道
路
利
用
料
金
 

市
長
公
用

車
に
係

る
高
速

道
路
利
用

料
金
に

つ
い
て

は
、
庁
舎

管
理
課

で
契
約

し
て
い
る

Ｅ
Ｔ
Ｃ

カ
ー
ド
に

つ
い
て

、
高
速

道
路
を
利

用
し
た

翌
月
に

首
都
高
速

道
路
株

式
会
社

及
び
中
日

本
高
速
道

路
株
式
会

社
か
ら

の
各
請

求
に
基
づ

き
支
払

わ
れ
た

。
事
務
の

執
行
に

あ
た
っ

て
は
、
川

崎
市
金
銭

会
計
規
則

第
３
条

に
よ
り

、
所
定
の

経
費
の

支
出
負

担
行
為
及

び
支
出

命
令
に

関
す
る
事

務
を
主
管

────────────────────────────────────────────────────
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郵
送
を
し
た
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
。
 

ｄ
 
同
月
１
２
日
、
全
国
市
長
会
を
通
じ
て
速
達
に
て
案
内
状
を
受
領
し
、
出
席
す
る
旨
を
同
月
１

４
日
に
参
列
回
答
票
で
メ
ー
ル
に
よ
り
回
答
し
た
。
 

（
イ
）
議
長
へ
の
案
内
 

ａ
 
同
年
８
月
１
７
日
、

全
国
市
議
会
議
長
会
か
ら

本
件
国
葬
に
係
る
メ
ー
ル

に
、
「
内
閣
府
故
安

倍
晋
三
国
葬
儀
事
務
局
か
ら
、
同
年
９
月
２
７
日
（

火
）
に
行
わ
れ
る
国
葬
儀

に
つ
い
て
参
列
者

の
推
薦
依
頼
が
あ
り
、
政

令
指
定
都
市
の
議
会
議
長
（
２
０
市
）
に
つ
い
て
は

本
会
に
て
と
り
ま

と
め
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
」
と
の
記
載
が
あ

り
、
「
参
列
者
推
薦
名
簿

」
が
添
付
さ
れ
て

お
り

、
同

推
薦

名
簿

を
メ

ー
ル

で
同

月
１

８
日

午
後

５
時

ま
で

に
提

出
す

る
よ

う
依

頼
が

あ
っ

た
。
ま
た
、
総
務
省
か
ら

政
令
指
定
都
市
の
長
及
び
同
議
会
議
長
（
各
２
０
名
）
が
参
列
対
象
と

な
る
こ
と
及
び
内
閣
府
か
ら
、
準
備
を
進
め
る
都
合
上
の
事
務
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い

て
記
載
が
あ
っ
た
。
 

ｂ
 
同
年
９
月
６
日
、
全

国
市
議
会
議
長
会
か
ら
本
件
国
葬
に
係
る
メ
ー
ル
に
、
総
務
省
か
ら
「
内

閣
府
事
務
局
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
最
速
で
９
月
７
日
（
水
）
に
当
省
に
案
内
状

が
届
く
予
定
」
で

あ
る
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
。
 

ｃ
 
同
月
９
日
、
全
国
市

議
会
議
長
会
か
ら
本
件
国

葬
に
係
る
メ
ー
ル
に
、
「

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀

に
関
し
、
参
列
対
象
者
宛
の
案
内
状
を
総
務
省
経
由
で
内
閣
府
か
ら
受
け
取
り
ま
し
た
の
で
、
本

日
、
郵
送
」
す
る
旨
の
記

載
が
あ
り
、
「
葬
儀
へ
の

出
欠
確
認
」
及
び
「
当
日

の
緊
急
連
絡
先
」

を
同
月
１
３
日
ま
で
に
メ
ー
ル
で
回
答
す
る
よ
う
依
頼
が
あ
り
、
同
日
、
全
国
市
議
会
議
長
会
あ

て
に
メ
ー
ル
で
出
席
す
る
旨
を
回
答
し
た
。
 

ｄ
 
同
月
１
２
日
、
本
件

国
葬
に
関
す
る
国
か
ら
の
案
内
状
が
届
い
た
。
案
内

状
に
は
、「

謹
啓
 故

安
倍
晋
三
国
葬
儀
を
左
記
に
よ
り
挙
行
い
た
し
ま
す
の
で
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
 
敬
具
」「

日
時
 

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
（
火
）
午
後
二
時
」「

場
所
 
日
本
武
道
館
」
と
記
載
さ
れ
、
発
信
者
は

「
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
委
員
長
 
内
閣
総
理
大
臣
 
岸
田
文
雄
」
と
な
っ
て
い
る

。
ま
た
、
添
付
さ

れ
た
「
御
留
意
事
項
」
に
は
、「

御
香
典
、
御
供
物
、
御
供
花
等
は
固
く
御
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。
」

と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
 

 

イ
 
本
件
国
葬
へ
の
出
欠
の
決
定
 

(
ア
)
 
市
長
の
本
件
国
葬
へ
の
出
欠
の
決
定
 

本
件
国
葬
は
、
閣
議
決
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
名
で
市
長
に
案

内
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
国
の
公
式
行
事
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
た
め
、
市
長
は
、
地
域

住
民
の
代
表
と
し
て
国
の
公
式
行
事
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る

社
交
儀
礼
上
の
行
為
に
あ
た
る
と
判
断
し
、
出
席
す
る
旨
を
回
答
し
た
。
 

具
体
的
な
手
続
と
し
て
、
本
件
国
葬
は
、
政
府
が
主

催
し
、
総
務
省
よ
り
指
定

都
市
市
長
と
し
て
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と
い
え
る
か
、
ま
た
、「

本
件
国
葬
に
係
る
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
」
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な

る
と
解
さ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
、
法
第
２
条
第
２
項
の
規
定
で
は
、「

普
通
地

方
公

共
団

体
は

、
地

域
に
お

け
る

事
務

及
び
そ

の
他
の

事
務

で
法

律
又
は

こ
れ
に

基
づ

く
政

令
に

よ

り
処

理
す

る
こ

と
と

さ
れ
る

も
の

を
処

理
す
る

。
」
と

さ
れ

、
法

第
１
条

の
２
第

１
項

の
規

定
で
は

、

「
地

方
公

共
団

体
は

、
住
民

の
福

祉
の

増
進
を

図
る
こ

と
を

基
本

と
し
て

、
地
域

に
お

け
る

行
政

を

自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く
担
う
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
こ

で
、

市
長

も
し
く

は
議

長
の

本
件

国
葬

の
出

席
及

び
こ

れ
に

係
る

費
用

の
支

出
が

違
法

不
当

と
い
え
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
検
討
す
る
。
 

 ア
 
市
長
に
つ
い
て
 

一
般

的
に

、
地

方
公

共
団

体
が

社
会

的
実

体
を

有
す

る
も

の
と

し
て

活
動

し
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
地

方
公

共
団

体
の

長
等

が
各

種
団

体
等

の
主

催
す

る
会

合
に

列
席

す
る

こ
と

は
、

地

方
公

共
団

体
の

上
記

役
割

を
果

た
す

た
め

相
手

方
と

の
友

好
、

信
頼

関
係

の
維

持
増

進
を

図
る

こ

と
を

目
的

と
す

る
と

客
観

的
に

み
る

こ
と

が
で

き
、

か
つ

、
社

会
通

念
上

儀
礼

の
範

囲
に

と
ど

ま

る
限

り
、

地
方

公
共

団
体

の
事

務
に

含
ま

れ
る

も
の

と
解

さ
れ

て
い

る
（

最
高

裁
平

成
１

８
年

１

２
月
１
日
第
２
小
法
廷
判
決
参
照
）
。
 

請
求
人
ら
は
、
本
件
国
葬
自
体
が
違
憲
・
違
法
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
国
葬
に
市
長
が
出

席
す
る
こ
と
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
該
当
し
な
い
旨
主
張
す
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
国
葬
の
法
的
な
根
拠
等
に
つ
い
て
多
種
多
様
な
意
見
が
あ
る
と
こ
ろ
、
前

記
第
４
の
１
(
1
)
イ
の
と
お
り
、
閣
議
決
定
を
根
拠
と
し
て
国
の
儀
式
で
あ
る
本
件
国
葬
を
行
う
こ

と
が

内
閣

府
設

置
法

に
よ

り
可

能
で

あ
る

と
す

る
旨

の
国

の
見

解
が

公
表

さ
れ

、
内

閣
法

制
局

に

お
い
て
も
「
所
要
の
検
討
を
行
っ
た
上
、
意
見
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
前
記
第
４

の
１
(
2
)
ア
(
ア
)
の
と
お
り
、
指
定
都
市
市
長
会
事
務
局
や
全
国
市
長
会
を
通
じ
て
本
件
国
葬
の
出

席
に

関
す

る
案

内
が

な
さ

れ
て

い
た

こ
と

等
の

事
情

の
下

、
市

長
は

、
本

件
国

葬
に

出
席

す
る

こ

と
が

地
域

住
民

の
代

表
と

し
て

国
の

行
事

に
参

加
す

る
も

の
で

、
社

会
通

念
上

相
当

と
認

め
ら

れ

る
社
交
儀
礼
上
の
行
為
に
あ
た
る
と
判
断
し
て
出
席
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
し

て
、

地
域

に
お

け
る

行
政

を
自

主
的

か
つ

総
合

的
に

実
施

す
る

役
割

を
広

く
担

う
と

い
う

地
方

公
共

団
体

の
役

割
を

果
た

す
た

め
に

、
行

政
事

務
一

般
を

広
く

処
理

す
る

権
能

を
有

し
て

い

る
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

本
件

国
葬

の
実

施
に

様
々

な
意

見
が

あ
り

、
政

治
的

問
題

と
し

て
議

論

す
る

こ
と

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
本

件
国

葬
に

出
席

す
る

行
為

そ
の

も
の

に
つ

い
て

、
地

方
公

共

団
体

の
長

と
し

て
、

国
と

の
友

好
、

信
頼

関
係

の
維

持
増

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

と
客

観

的
に

み
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

か
、

社
会

通
念

上
儀

礼
の

範
囲

を
逸

脱
し

た
場

合
に

あ
た

る
と

ま

で
は
い
え
ず
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 

────────────────────────────────────────────────────

 
  

6 
 

す
る
庁
舎

管
理
課

長
が
行

っ
た
（
川

崎
市
予

算
及
び

決
算
規
則

（
平
成

７
年
規

則
第
１
０

号
）
第
２

３
条
第
１
項
第
６
号
に
よ
り
予
算
執
行
伺
の
作
成
は
省
略
）
。
 

な
お
、
本
件
国
葬
へ
の
出
席
に
係
る
高
速
道
路
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
同
月
３
１
日
に
１
,
７
２

０
円
を
支
出
し
た
。
  

(
ウ
)
人
件
費
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
 

時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い

て
は
、
川
崎
市
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

３
２
年
条
例
第
２

９
号

）
第

９
条

の
規

定
に
基

づ
き
、

正
規

の
勤

務
時
間

以
外
に

勤
務

を
命

じ
ら
れ

た
場
合

、
そ

の
勤

務
時
間
に
応
じ
て
所
属
の
予
算
よ
り
支
給
さ
れ
る
。
 

本
件
国
葬
の
市
長
の
出
席

に
係
る
随
行
職
員
の
時
間

外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は

、
随
行
秘
書
及
び

運
転

手
に

時
間

外
勤

務
が
命

じ
ら
れ

、
川

崎
市

職
員
の

給
料
等

の
支

給
に

関
す
る

規
則
（

昭
和

４
６

年
人

事
委

員
会

規
則

第
１

４
号

）
第

２
条

に
よ

り
、

同
月

２
１

日
に

１
５

,
３

３
６

円
を

支
出

し
た
。
 

 

な
お
、
経
費
の
支
出
負
担

行
為
及
び
支
出
命
令
に
関

す
る
事
務
は
総
務
事
務
セ

ン
タ
ー
室
長
が
行

っ
た
。
 

 

イ
 
議
長
が
出
席
し
た
こ
と
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
公
費
（
以
下
、
「
本
件
議
長
公
費
」
と
い
う
。
）
 

 
(
ア
)
公
用
車
使
用
に
係
る
燃
料
費
 

議
長
公
用
車
に
係
る
燃
料
費
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
４
の
１
(
3
)
ア
(
ア
)
の
手
続
の
と
お
り
、
ガ
ソ

リ
ン
代
と
し
て
同
月
２
８
日
に
１
,
０
３
４
円
を
支
出
し
た
。
 

(
イ
)
公
用
車
使
用
に
係
る
高
速
道
路
利
用
料
金
 

議
長
公
用
車
に
係
る
高
速
道
路
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
４
の
１
(
3
)
ア
(
イ
)
の
手
続
の
と

お
り
、
同
月
３
１
日
に
９
６
０
円
を
支
出
し
た
。
 

(
ウ
)
人
件
費
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
 

本
件

国
葬

の
議

長
の

出
席

に
係

る
随

行
職

員
の

時
間

外
勤

務
手

当
に

つ
い

て
は

、
随

行
秘

書
及

び

運
転
手
に
時
間
外
勤
務
が
命
じ
ら
れ
、
前
記
第
４
の
１
(
3
)
ア
(
ウ
)
の
手
続
の
と
お
り
、
同
２
１
日
に

１
４
，
５
８
１
円
を
支
出
し
た
。
 

 

２
 
監
査
委
員
の
判
断
 

(
1
)
 
本
件
市
長
公
費
及
び
本
件
議
長
公
費
の
支
出
が
違
法
不
当
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
 

請
求
人
ら
は
、
本
件
国
葬
が
違
憲
・
違
法
な
も
の
で

あ
り
、
そ
の
結
果
、
本
件
国
葬
に
関
連
し
て
支

出
さ

れ
る
公

費
も

ま
た
違
憲

・
違

法
な

支
出

に
な
る
も

の
と

し
、

ま
た

、
本
件
国

葬
に

市
長

及
び

議

長
が

出
席
し

た
り

、
公
金
を

支
出

し
た

り
す

る
こ
と
が

、
地

方
自

治
の

本
旨
を
具

体
化

し
た

法
第

２

条
第
２
項
に
反
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。
 

そ
の

趣
旨
と

し
て
は

、
本
件

国
葬

は
国

が
主
催

し
て
挙

行
し

た
も

の
で
あ

る
た
め

、
市

長
も

し
く

は
議
長
が
本
件
国
葬
に
出
席
す
る
こ
と
が
「
公
務
に
当
た
ら
な
い
用
務
に
つ
い
て
公
金
を
支
出
し
た
」
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違
法
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
 

以
上
の
と
お
り
、
議
長
に
お
け
る
本
件
国
葬
へ
の
出
席
は
、
法
第
２
条
第
２
項
の
地
方
公
共
団
体

の
事
務
と
し
て
、
公
務
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
公
用
車
使
用
等
に
係
る
費
用
の
支
出
は
、

違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
に
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
。
 

 

(
2
)
 
結
論
 

以
上

の
と
お

り
、
市

長
の
本

件
国

葬
の

出
席
に

係
る
費

用
及

び
議

長
の
本

件
国
葬

の
出

席
に

係
る

費
用

の
支
出

は
、

い
ず
れ
も

違
法

又
は

不
当

な
公
金
の

支
出

に
あ

た
る

と
は
認
め

ら
れ

ず
、

請
求

人

ら
の
主
張
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。
 

よ
っ
て
、
本
件
措
置
請
求
は
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
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ま
た

、
対

象
と

な
っ

た
行

為
が

普
通

地
方

公
共

団
体

の
事

務
に

当
た

る
の

で
あ

れ
ば

、
市

長
自

ら

出
席

す
る

か
否

か
の

判
断

は
、

市
長

の
合

理
的

な
裁

量
に

委
ね

ら
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

本
件

市
長

公
費

に
つ

い
て

検
討

す
る

に
、
前

記
第

４
の

１
(
3
)
記

載
の

と
お

り
、
市

長
が

本
件

国

葬
に

出
席

す
る

こ
と

で
生

じ
た

費
用

は
、
香

典
、
供
物

、
供

花
等

に
係

る
交

際
費

を
含

む
も

の
で

は

な
く

、
公

用
車

使
用

に
係

る
燃

料
費

及
び

高
速

道
路

利
用

料
金

並
び

に
随

行
秘

書
及

び
運

転
手

の

時
間

外
勤

務
手

当
の

み
で

あ
っ

て
、

市
長

に
お

け
る

本
件

国
葬

の
出

席
は

、
社

会
通

念
上

相
当

と

認
め

ら
れ

る
社

交
儀

礼
上

の
範

囲
を

逸
脱

し
た

も
の

と
は

い
え

ず
、

そ
の

他
、

本
件

市
長

公
費

が

違
法

不
当

で
あ

る
と

認
め

る
に

足
り

る
証

拠
は

な
い

。
 

以
上

の
と

お
り

、
市

長
に

お
け

る
本

件
国

葬
へ

の
出

席
は

、
法

第
２

条
第

２
項

の
地

方
公

共
団

体

の
事

務
と

し
て

、
公

務
で

あ
る

と
解

さ
れ

、
そ

の
た

め
の

公
用

車
使

用
等

に
係

る
費

用
の

支
出

は
、

違
法

又
は

不
当

な
公

金
の

支
出

に
あ

た
る

と
は

い
え

な
い

。
 

 

イ
 

議
長

に
つ

い
て

 

前
記

第
４

の
２

(
1
)
ア

の
と

お
り

、
本

件
国

葬
の

法
的

な
根

拠
等

に
つ

い
て

多
種

多
様

な
意

見
が

あ
る

と
こ

ろ
、

閣
議

決
定

を
根

拠
と

し
て

国
の

儀
式

で
あ

る
本

件
国

葬
を

行
う

こ
と

が
内

閣
府

設

置
法

に
よ

り
可

能
で

あ
る

と
す

る
旨

の
国

の
見

解
が

公
表

さ
れ

、
内

閣
法

制
局

に
お

い
て

も
「

所

要
の

検
討

を
行

っ
た

上
、
意

見
は

な
い

」
と

さ
れ

て
い

た
こ

と
、
ま

た
、
全

国
市

議
会

議
長

会
を

通

じ
て

本
件

国
葬

の
出

席
に

関
す

る
案

内
が

な
さ

れ
て

い
た

こ
と

等
の

事
情

の
下

、
議

長
は

、
本

件

国
葬

に
出

席
す

る
こ

と
が

地
方

議
会

の
代

表
と

し
て

国
の

行
事

に
参

加
す

る
も

の
で

、
社

会
通

念

上
相

当
と

認
め

ら
れ

る
社

交
儀

礼
上

の
行

為
に

あ
た

る
と

判
断

し
て

出
席

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

そ
し

て
、

地
域

に
お

け
る

行
政

を
自

主
的

か
つ

総
合

的
に

実
施

す
る

役
割

を
広

く
担

う
と

い
う

地
方

公
共

団
体

の
役

割
を

果
た

す
た

め
に

、
行

政
事

務
一

般
を

広
く

処
理

す
る

権
能

を
有

し
て

い

る
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

本
件

国
葬

の
実

施
に

様
々

な
意

見
が

あ
り

、
政

治
的

問
題

と
し

て
議

論

す
る

こ
と

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
本

件
国

葬
に

出
席

す
る

行
為

そ
の

も
の

に
つ

い
て

、
地

方
議

会

の
長

と
し

て
、

国
と

の
友

好
、

信
頼

関
係

の
維

持
増

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

と
客

観
的

に

み
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

か
、

社
会

通
念

上
儀

礼
の

範
囲

を
逸

脱
し

た
場

合
に

あ
た

る
と

ま
で

は

い
え

ず
、

当
該

普
通

地
方

公
共

団
体

の
事

務
に

含
ま

れ
る

も
の

と
解

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

 

ま
た

、
対

象
と

な
っ

た
行

為
が

普
通

地
方

公
共

団
体

の
事

務
に

当
た

る
の

で
あ

れ
ば

、
議

長
自

ら

出
席

す
る

か
否

か
の

判
断

は
、

議
長

の
合

理
的

な
裁

量
に

委
ね

ら
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

本
件

議
長

公
費

に
つ

い
て

検
討

す
る

に
、
前

記
第

４
の

１
(
3
)
記

載
の

と
お

り
、
議

長
が

本
件

国

葬
に

出
席

す
る

こ
と

で
生

じ
た

費
用

は
、
香

典
、
供
物

、
供

花
等

に
係

る
交

際
費

を
含

む
も

の
で

は

な
く

、
公

用
車

使
用

に
係

る
燃

料
費

及
び

高
速

道
路

利
用

料
金

並
び

に
随

行
秘

書
及

び
運

転
手

の

時
間

外
勤

務
手

当
の

み
で

あ
っ

て
、

議
長

に
お

け
る

本
件

国
葬

の
出

席
は

、
社

会
通

念
上

相
当

と

認
め

ら
れ

る
社

交
儀

礼
上

の
範

囲
を

逸
脱

し
た

も
の

と
は

い
え

ず
、

そ
の

他
、

本
件

議
長

公
費

が
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そ
も

そ
も

「
国

葬
」

と
は

い
か

な
る

性
質

を
も

つ
も

の
な

の
で

し
よ

う
か

。
 

 
 

 
 

日
本

最
初

の
国

葬
は

、
１

８
８

３
年

に
行

わ
れ

た
、

岩
倉

具
視

の
葬

儀
で

す
が

、
そ

の
原

型

は
、

さ
ら

に
５

年
前

の
大

久
保

利
通

の
葬

儀
だ

っ
た

と
言

わ
れ

て
い

ま
す

。
大

久
保

家
の

葬
儀

で

し
た

が
、

天
皇

が
弔

意
の

品
を

贈
り

、
勅

使
を

派
遣

し
て

い
ま

す
。

そ
の

費
用

に
は

国
費

が
支

出

さ
れ

、
政

府
職

員
も

要
員

と
し

て
派

遣
さ

れ
、

国
葬

に
準

じ
た

も
の

と
し

て
行

わ
れ

て
い

ま
す

。

こ
れ

は
、

暗
殺

さ
れ

た
大

久
保

の
葬

儀
を

盛
大

に
営

む
こ

と
で

、
「

政
府

に
逆

ら
う

こ
と

は
天

皇

の
意

思
に

背
く

こ
と

だ
」

と
い

う
こ

と
を

、
内

外
に

ア
ピ

－
ル

す
る

こ
と

で
、

い
ま

だ
不

安
定

な

明
治

政
府

の
基

盤
を

強
め

よ
う

と
し

た
も

の
で

し
た

（
資

料
２

＜
宮

間
純

一
氏

の
新

聞
記

事
＞

）
 

 
 

 
 

そ
の

こ
と

は
、

国
葬

に
つ

い
て

定
め

て
い

た
「

国
葬

令
」

（
資

料
３

）
か

ら
も

読
み

取
れ

ま

す
。

国
葬

令
で

は
、

天
皇

・
皇

太
后

・
皇

后
の

葬
儀

で
あ

る
大

喪
儀

と
、

皇
太

子
・

皇
太

子
妃

・

皇
太

孫
・

皇
太

孫
妃

及
び

摂
政

在
任

中
の

親
王

・
内

親
王

・
王

・
女

王
の

喪
儀

を
国

葬
と

す
る

と

し
た

う
え

で
（

同
令

１
条

、
２

条
）

、
皇

族
以

外
の

「
國

家
ニ

偉
功

ア
ル

者
薨

去
又

ハ
死

亡
シ

タ

ル
ト

キ
ハ

特
旨

ニ
依

リ
國

葬
ヲ

賜
フ

コ
ト

ア
ル

ヘ
シ

」
と

さ
れ

て
い

ま
し

た
（

同
令

３
条

）
。

「
特

旨
」

と
は

、
す

な
わ

ち
天

皇
の

「
思

召
」

を
意

味
し

ま
す

。
「

國
葬

ヲ
賜

フ
」

と
の

「
特

旨
」

は
、

勅
書

の
形

式
を

も
っ

て
公

に
さ

れ
、

内
閣

総
理

大
臣

は
こ

れ
を

公
告

し
、

葬
儀

の
式

次

第
は

総
理

が
案

を
作

成
し

て
勅

裁
を

経
た

う
え

で
決

定
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
て

い
ま

し
た

。
つ

ま

り
、

「
國

家
二

偉
功

ア
ル

者
」

の
葬

儀
は

、
天

皇
の

「
思

召
」

を
も

っ
て

、
天

皇
の

命
令

に
よ

り
、

内
閣

の
主

導
で

実
施

さ
れ

る
形

が
と

ら
れ

て
い

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

ま
た

、
国

葬
令

４
条

は
、

「
皇

族
ニ

非
サ

ル
者

國
葬

ノ
場

合
ニ

於
テ

ハ
喪

儀
ヲ

行
フ

當
日

廢
朝

シ
國

民
喪

ヲ
服

ス
」

と
し

て
、

臣
下

の
国

葬
当

日
、

「
国

民
」

が
喪

に
服

す
こ

と
を

義
務

付
け

て

い
ま

し
た

。
こ

れ
は

、
「

国
民

」
の

立
場

に
立

て
ば

、
国

葬
の

対
象

と
な

る
人

物
に

対
し

て
、

生

前
の

「
偉

功
」

を
讃

え
る

場
が

、
国

民
の

望
む

と
望

ま
な

い
と

に
か

か
わ

ら
ず

、
政

府
に

よ
っ

て

用
意

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

の
で

す
。

こ
う

し
て

行
わ

れ
る

国
葬

に
は

、
莫

大
な

国
費

が
投

じ
ら

れ
、

新
聞

各
紙

も
こ

れ
を

大
き

く
報

じ
て

い
ま

す
。

ほ
と

ん
ど

の
国

葬
は

東
京

で
行

わ
れ

た
よ

う

で
す

が
、

東
京

か
ら

離
れ

た
各

地
の

行
政

機
関

・
学

校
・

宗
教

施
設

な
ど

で
は

、
葬

儀
の

前
後

に

遥
祭

が
営

ま
れ

る
よ

う
に

な
り

、
そ

の
葬

儀
の

場
に

い
な

か
っ

た
人

た
ち

も
間

接
的

に
「

國
家

二

偉
功

ア
ル

者
」

の
死

に
接

す
る

こ
と

と
な

り
、

全
国

を
巻

き
込

ん
だ

一
大

イ
ベ

ン
ト

に
な

っ
て

い

た
の

で
す

（
資

料
４

＜
国

葬
の

成
立

３
・

４
頁

＞
）

 

 
 

 
 

平
民

出
身

者
で

初
め

て
国

葬
の

対
象

と
な

っ
た

の
は

、
大

日
本

帝
国

海
軍

連
合

艦
隊

司
令

長
官

で
あ

っ
た

山
本

五
十

六
海

軍
大

将
で

す
。

こ
れ

は
、

国
民

の
戦

意
高

揚
を

も
た

ら
し

ま
し

た
。

山

本
は

、
１

９
４

３
年

４
月

１
８

日
に

ブ
－

ゲ
ン

ビ
ル

島
上

空
で

乗
機

が
撃

墜
さ

れ
戦

死
し

ま
し

た

が
、

そ
の

死
は

し
ば

ら
く

の
間

公
表

さ
れ

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
で

し
た

。
し

か
し

、
５

月
２

１

日
に

大
本

営
か

ら
そ

の
死

が
発

表
さ

れ
る

と
と

も
に

、
国

葬
と

す
る

こ
と

が
決

め
ら

れ
ま

し
た

。

当
時

の
新

聞
報

道
（

資
料

５
）

は
次

の
よ

う
な

も
の

で
す

。
 

 
 

 
 

 
 

情
報

局
発

表
（

昭
和

一
八

年
五

月
二

十
一

日
午

後
五

時
）

 

 
 

 
 

 
天

皇
陛

下
に

於
か

せ
ら

れ
て

は
聯

合
艦

隊
司

令
長

官
海

軍
大

将
山

本
五

十
六

の
多

年
の

偉
功

を
嘉

せ
ら

れ
、

大
勲

位
功

一
級

に
叙

せ
ら

れ
、

元
帥

府
に

列
せ

ら
れ

特
に

元
帥

の
称

号
を

賜
ひ

、
正

三
位

に
叙

ら
せ

れ
、

薨
去

に
付

特
に

国
葬

を
賜

ふ
旨

仰
出

さ
る

 

 
 

 
 

同
年

六
月

五
日

に
行

わ
れ

た
国

葬
に

際
し

て
は

、
東

条
英

機
首

相
は

「
元

帥
の

闘
志

を
継

げ
」

と
国

民
を

激
励

し
ま

し
た

。
 

。
 

────────────────────────────────────────────────────

川
 
崎

 
市

 
職

 
員

 
措

 
置

 
請

 
求

 
書

 

 

 
地

方
自

治
法

第
２

４
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
別

紙
事

実
証

明
書

を
添

え
、

必
要

な
措

置
を

請
求

し
ま

す
。

 

２
０

２
２

年
９

月
１

５
日

 
 

 

 
川

崎
市

監
査

委
員

 
御

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

請
求

人
 

後
添

「
請

求
人

」
の

と
お

り
。

 

 第
１

 
請

求
の

要
旨

 

 
１

 
概

要
 

 
 

 
日

本
国

政
府

は
、

２
０

２
２

年
９

月
２

７
日

に
「

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

」
（

以
下

「
本

件
国

葬
」

と
い

い
ま

す
。

）
を

挙
行

す
る

こ
と

を
閣

議
決

定
し

ま
し

た
（

資
料

１
）

。
 

 
 

 
本

件
国

葬
は

国
費

を
も

っ
て

行
う

国
家

儀
式

と
考

え
ら

れ
ま

す
か

ら
、

こ
れ

に
川

崎
市

長
（

以
下

「
市

長
」

と
言

い
ま

す
。

）
及

び
川

崎
市

議
会

議
長

（
以

下
「

議
長

」
と

言
い

ま
す

。
）

が
公

費
に

て
出

席
・

参
列

す
る

こ
と

、
す

な
わ

ち
本

件
国

葬
に

関
連

し
て

公
費

が
支

出
さ

れ
る

こ
と

が
相

当
な

確
実

さ
を

も
っ

て
予

測
さ

れ
て

い
ま

す
（

秋
篠

宮
が

２
０

２
０

年
１

１
月

８
日

、
国

事
行

為
た

る
儀

式
「

立
皇

嗣
の

礼
」

が
皇

居
・

宮
殿

で
行

わ
れ

た
際

、
市

長
に

案
内

が
き

て
公

費
で

参
加

。
本

件
国

葬
も

こ
れ

に
倣

う
こ

と
が

推
認

さ
れ

る
。

し
か

も
、

市
長

は
国

の
要

請
が

な
い

に
も

拘
わ

ら
ず

、
安

倍
元

首
相

の
死

後
、

教
育

委
員

会
を

通
じ

各
学

校
に

対
し

弔
旗

の
掲

揚
を

要
請

し
て

い
る

。
）

。
 

 
 

 
と

こ
ろ

で
、

私
た

ち
請

求
人

は
、

本
件

国
葬

が
以

下
に

述
べ

る
と

お
り

、
違

憲
・

違
法

な
も

の
と

考
え

て
お

り
、

そ
の

結
果

、
本

件
国

葬
に

関
連

し
て

支
出

さ
れ

る
公

費
も

ま
た

違
憲

・
違

法
な

支
出

に
な

る
も

の
と

考
え

て
い

ま
す

。
 

 
 

 
そ

こ
で

、
私

た
ち

請
求

者
は

、
地

方
自

治
法

第
２

４
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

川
崎

市
監

査
委

員
に

対
し

て
、

本
件

国
葬

に
市

長
及

び
議

長
が

参
列

す
る

に
際

し
て

公
金

を
支

出
す

る
こ

と
を

差
し

止
め

る
措

置
を

と
る

こ
と

を
求

め
ま

す
。

 

 
２

 
対

象
と

な
る

川
崎

市
長

及
び

川
崎

市
議

会
議

長
の

行
為

及
び

そ
れ

に
関

す
る

公
金

の
支

出
に

つ
い

て
 

 
 

 
２

０
２

２
年

９
月

２
７

日
に

挙
行

さ
れ

る
「

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

」
に

関
し

て
、

出
席

を
予

定
し

て
い

る
市

長
及

び
議

会
議

長
の

参
列

・
出

席
に

関
連

す
る

公
金

の
支

出
行

為
一

切
（

随
行

職
員

に
関

す
る

支
出

等
も

含
む

。
）

。
 

 
３

 
本

件
国

葬
の

違
憲

性
・

違
法

性
に

つ
い

て
 

 
（

1
）

は
じ

め
に

 

 
 

 
 

本
項

に
お

い
て

は
、

私
た

ち
請

求
者

が
、

な
ぜ

本
件

国
葬

が
違

憲
・

違
法

で
あ

る
か

、
と

い
う

点
に

つ
い

て
述

べ
ま

す
。

 

 
 

 
 

ま
ず

、
そ

も
そ

も
「

国
葬

」
と

は
い

か
な

る
性

質
を

も
つ

も
の

な
の

か
に

つ
い

て
述

べ
ま

す

（
(
2
)
）

。
そ

し
て

、
現

時
点

で
私

た
ち

が
把

握
し

て
い

る
本

件
国

葬
が

挙
行

さ
れ

る
に

至
っ

た

経
緯

を
述

べ
（

(
3
)
）

、
本

件
国

葬
が

日
本

国
憲

法
に

照
ら

し
て

違
憲

で
あ

る
こ

と
（

(
4
)
）

及
び

本
件

国
葬

を
実

施
す

る
に

つ
い

て
法

的
根

拠
が

な
い

違
法

な
行

政
活

動
で

あ
る

こ
と

（
(
5
)
）

に

つ
い

て
述

べ
ま

す
。

 

 
（

2
）

「
国

葬
」

が
持

つ
歴

史
的

政
治

的
意

味
に

つ
い

て
 

別
紙

１
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す
。

こ
れ

は
、

私
た

ち
の

社
会

を
考

え
る

上
で

、
極

め
て

重
要

な
前

提
を

示
し

て
い

る
部

分
で

す
。

な
ぜ

、
私

た
ち

は
社

会
を

作
る

の
か

と
い

う
根

本
的

な
問

い
に

立
ち

返
る

部
分

で
も

あ
る

か
ら

で
す

。
私

た
ち

を
取

り
巻

く
社

会
的

関
係

を
一

つ
ず

つ
取

り
除

き
、

最
後

に
残

っ
た

「
私

自
身

」
「

あ
な

た
自

身
」

と
い

う
独

立
し

た
存

在
を

「
個

人
」

と
い

い
、

そ
の

個
人

一
人

ひ
と

り
は

自
由

で
平

等
で

あ
る

と
い

う
前

提
が

共
有

さ
れ

て
い

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

そ
の

「
個

人
」

が
持

つ
自

由
や

権
利

を
維

持
・

発
展

さ
せ

る
た

め
に

私
た

ち
は

社
会

を
作

り
、

そ
の

社
会

を
運

営
す

る
際

に
、

運
営

者
た

る
権

力
者

に
た

い
し

、
構

成
員

の
侵

し
て

は
な

ら
な

い
自

由
や

権
利

を
「

基
本

的
人

権
」

と
い

う
形

で
注

意
喚

起
を

し
て

い
る

の
で

す
。

 

 
 

 
 

 
こ

の
よ

う
に

、
私

た
ち

の
社

会
は

、
何

よ
り

も
ま

ず
、

私
た

ち
一

人
ひ

と
り

が
等

し
く

尊
重

さ
れ

る
存

在
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

大
前

提
と

し
て

成
り

立
っ

て
お

り
、

こ
れ

を
個

人
主

義
と

呼
ん

で
い

ま
す

。
こ

の
反

対
概

念
は

全
体

主
義

と
い

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

 
 

 
イ

 
憲

法
１

４
条

違
反

 

 
 

 
 

 
こ

の
よ

う
に

述
べ

た
と

こ
ろ

で
、

現
実

社
会

を
み

る
と

、
そ

れ
ぞ

れ
の

個
人

は
決

し
て

自
由

で
平

等
で

あ
る

と
は

い
い

が
た

い
状

況
に

あ
る

こ
と

は
わ

か
り

ま
す

。
男

女
の

性
差

で
あ

っ
た

り
、

障
害

の
有

無
や

資
産

の
有

無
な

ど
い

た
る

と
こ

ろ
に

物
理

的
な

格
差

が
あ

る
か

ら
で

す
。

 

 
 

 
 

 
し

か
し

、
私

た
ち

が
、

心
の

う
ち

で
何

を
考

え
よ

う
と

、
い

か
な

る
神

を
信

じ
よ

う
と

、
あ

る
い

は
仏

を
信

じ
ま

い
と

、
誰

か
を

愛
お

し
い

と
感

じ
よ

う
と

、
あ

る
い

は
殺

し
て

し
ま

い
た

い
ほ

ど
に

憎
し

み
を

感
じ

よ
う

と
自

由
で

す
。

他
者

と
の

か
か

わ
り

の
中

で
、

他
人

の
自

由
や

最
低

限
の

秩
序

を
侵

害
し

な
け

れ
ば

、
基

本
的

に
何

を
し

よ
う

と
自

由
で

す
。

こ
れ

は
、

人
間

と
し

て
生

ま
れ

た
と

い
う

一
点

に
お

い
て

、
私

も
あ

な
た

も
等

し
く

同
じ

存
在

だ
か

ら
で

す
。

個
人

は
そ

れ
ぞ

れ
自

由
か

つ
平

等
で

す
。

よ
り

正
確

に
言

う
な

ら
ば

、
個

人
は

そ
の

自
由

性
に

お
い

て
平

等
だ

と
い

う
こ

と
で

す
。

こ
の

こ
と

を
宣

言
し

た
の

が
、

憲
法

１
４

条
で

す
。

 

 
 

 
 

 
こ

の
憲

法
１

４
条

の
唯

一
の

例
外

が
、

日
本

国
の

象
徴

た
る

天
皇

で
す

。
裏

を
返

せ
ば

、
天

皇
以

外
は

日
本

国
と

の
関

係
で

当
然

に
特

別
扱

い
さ

れ
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
む

し
ろ

、
し

て
は

な
ら

な
い

の
で

す
。

特
別

な
対

応
を

し
よ

う
と

す
る

な
ら

ば
、

そ
の

根
拠

と
な

る
法

律
が

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
 

 
今

回
の

安
倍

氏
に

対
す

る
国

葬
儀

は
、

日
本

国
と

し
て

安
倍

氏
を

特
別

扱
い

し
て

国
費

に
お

い
て

葬
儀

を
す

る
と

い
う

こ
と

で
す

。
当

然
の

こ
と

な
が

ら
、

私
や

あ
な

た
も

、
将

来
亡

く
な

っ
た

と
き

に
国

が
葬

儀
を

し
て

く
れ

る
こ

と
な

ど
な

い
で

し
よ

う
。

ど
う

し
て

安
倍

氏
が

国
葬

の
対

象
に

な
る

の
か

、
納

得
の

い
く

説
明

は
あ

り
ま

せ
ん

。
憲

政
史

上
最

長
の

首
相

在
任

期
間

は
理

由
に

は
な

り
ま

せ
ん

。
加

え
て

、
そ

の
長

期
政

権
の

中
で

政
治

の
私

物
化

を
追

及
さ

れ
る

な
ど

、
安

倍
氏

の
政

権
運

営
に

は
否

定
的

評
価

も
多

く
あ

り
ま

し
た

。
首

相
の

座
こ

そ
降

り
ま

し
た

が
現

職
の

国
会

議
員

で
し

た
し

、
こ

の
評

価
は

今
な

お
定

ま
る

と
こ

ろ
で

は
あ

り
ま

せ

ん
。

そ
の

よ
う

な
中

で
国

家
と

し
て

葬
儀

を
行

う
と

す
る

の
は

、
あ

ま
り

に
安

倍
氏

の
特

別
扱

い
が

過
ぎ

、
個

人
の

平
等

と
い

う
基

本
的

な
大

原
則

に
正

面
か

ら
反

す
る

も
の

で
す

。
 

 
 

 
ウ

 
憲

法
１

９
条

違
反

 

 
 

 
 

 
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、

日
本

国
憲

法
が

施
行

さ
れ

て
か

ら
、

「
国

葬
」

は
皇

族
を

除
け

ば
吉

田
茂

元
首

相
の

例
し

か
あ

り
ま

せ
ん

。
首

相
経

験
者

に
つ

い
て

、
こ

れ
ま

で
の

慣
例

を
あ

え
て

破
っ

て
半

世
紀

以
上

行
わ

れ
て

こ
な

か
っ

た
「

国
葬

」
と

い
う

形
式

を
取

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
の

こ
と

自
体

に
意

味
を

見
出

し
て

い
る

と
言

わ
ざ

る
を

得
ま

せ
ん

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 
 

 
 

ま
た

、
全

国
民

が
喪

に
服

す
る

こ
と

と
さ

れ
、

午
前

１
０

時
１

５
分

を
「

国
民

遙
拝

の
時

刻
」

と
定

め
、

遙
拝

式
を

行
う

こ
と

な
ど

が
通

達
さ

れ
て

い
ま

し
た

。
 

 
 

 
 

こ
の

よ
う

に
、

「
国

葬
」

は
、

国
家

が
特

定
の

「
功

臣
」

の
死

に
政

治
的

な
狙

い
を

も
っ

て
、

積
極

的
に

介
入

し
て

い
る

の
で

す
。

特
に

明
治

憲
法

下
に

お
け

る
天

皇
の

介
在

は
そ

の
点

を
強

調

す
る

意
味

合
い

が
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

国
葬

令
は

、
１

９
４

７
年

に
「

日
本

国
憲

法
施

行
の

際
現

に
効

力
を

有
す

る
命

令
の

規
定

の
効

力
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
７

２
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
り

、
失

効
し

て
い

ま

す
。

そ
の

理
由

は
、

日
本

国
憲

法
の

基
本

原
理

と
両

立
し

な
い

か
ら

で
す

。
そ

の
た

め
、

現
在

の

日
本

に
お

い
て

、
国

を
挙

げ
て

行
な

う
公

葬
を

規
定

す
る

法
は

存
在

し
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
 

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

も
、

１
９

４
６

年
１

１
月

１
日

内
務

文
部

次
官

通
達

で
「

地
方

官
衙

及
び

都
道

府
県

市
町

村
等

の
地

方
公

共
団

体
は

、
公

葬
そ

の
他

の
宗

教
的

儀
式

及
び

行
事

（
慰

霊

祭
、

追
弔

会
等

）
は

、
そ

の
対

象
の

如
何

を
問

わ
ず

、
今

後
挙

行
し

な
い

こ
と

」
と

地
方

長
官

に

命
令

が
出

さ
れ

、
行

政
が

主
導

し
て

宗
教

性
を

伴
う

慰
霊

行
為

を
行

う
こ

と
は

政
教

分
離

の
観

点

か
ら

全
面

的
に

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

 
 

 
 

日
本

国
憲

法
の

下
で

は
、

皇
室

に
関

す
る

も
の

と
し

て
、

１
９

５
１

年
の

貞
明

皇
后

に
対

す
る

「
事

実
上

の
国

葬
」

と
、

１
９

８
９

年
の

昭
和

天
皇

に
対

す
る

大
喪

の
礼

（
皇

室
典

範
に

基
づ

く

も
の

）
の

２
回

が
あ

り
、

皇
室

以
外

で
は

、
１

９
６

７
年

に
吉

田
茂

元
首

相
に

対
す

る
「

国
葬

」

が
行

わ
れ

て
い

ま
す

。
も

っ
と

も
、

首
相

経
験

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
後

も
国

葬
が

検
討

さ
れ

た

よ
う

で
す

が
、

根
拠

法
令

が
な

い
と

の
こ

と
で

実
行

さ
れ

ず
、

ノ
ー

ベ
ル

平
和

賞
を

受
賞

し
た

佐

藤
栄

作
元

首
相

を
含

め
、

近
年

ま
で

「
内

閣
・

自
由

民
主

党
合

同
葬

」
が

慣
例

的
に

行
わ

れ
て

い

ま
す

。
 

 
（

3
）

本
件

国
葬

の
挙

行
に

至
る

経
緯

 

 
 

 
 

本
件

国
葬

が
挙

行
さ

れ
る

に
至

っ
た

経
過

は
、

次
の

通
り

で
す

。
 

 
 

 
 

２
０

２
２

年
７

月
８

日
午

前
、

同
月

１
０

日
に

執
行

さ
れ

る
第

２
６

回
参

議
院

議
員

通
常

選
挙

の
選

挙
応

援
の

た
め

奈
良

県
内

を
遊

説
し

て
い

た
安

倍
晋

三
衆

議
院

議
員

（
元

内
閣

総
理

大
臣

、

元
自

由
民

主
党

総
裁

）
が

、
街

頭
演

説
中

に
銃

撃
を

受
け

、
同

日
午

後
に

亡
く

な
り

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

岸
田

文
雄

内
閣

総
理

大
臣

（
以

下
「

岸
田

首
相

」
と

い
い

ま
す

。
）

は
、

２
０

２
２

年
７

月
２

２
日

、
亡

安
倍

晋
三

氏
に

つ
い

て
本

件
国

葬
を

行
う

こ
と

と
し

、
そ

の
名

称
を

故
安

倍
晋

三
国

葬

儀
と

す
る

こ
と

な
ど

を
閣

議
決

定
し

ま
し

た
（

資
料

１
）

。
岸

田
首

相
に

よ
る

と
、

安
倍

氏
に

つ

い
て

国
葬

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
、

①
憲

政
史

上
最

長
に

な
る

８
年

８
か

月
に

わ
た

り
内

閣
総

理

大
臣

の
重

責
を

担
っ

た
こ

と
、

②
東

日
本

大
震

災
か

ら
の

復
興

、
日

本
経

済
の

再
生

や
日

米
関

係

を
基

軸
と

し
た

外
交

の
展

開
等

の
大

き
な

実
績

を
残

し
た

こ
と

、
③

外
国

首
脳

を
含

む
関

係
社

会

か
ら

の
高

い
評

価
が

あ
る

こ
と

、
④

選
挙

中
の

蛮
行

に
よ

る
急

逝
で

あ
る

こ
と

、
と

説
明

し
て

い

ま
す

（
資

料
６

）
。

 

 
（

4
）

 本
件

国
葬

の
違

憲
性

に
つ

い
て

 

 
 

 
ア

 
日

本
国

憲
法

の
根

底
に

あ
る

個
人

主
義

（
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m
）

 

 
 

 
 

 
私

た
ち

が
、

今
回

の
監

査
請

求
を

す
る

に
あ

た
り

、
も

っ
と

も
重

要
だ

と
考

え
て

い
る

こ
と

は
、

私
た

ち
の

住
む

日
本

社
会

に
お

い
て

、
私

た
ち

一
人

ひ
と

り
が

、
等

し
く

尊
重

さ
れ

る
社

会
で

あ
る

と
い

う
こ

と
で

す
。

 

 
 

 
 

 
憲

法
第

１
３

条
は

、
「

す
べ

て
国

民
は

、
個

人
と

し
て

尊
重

さ
れ

る
。

」
と

規
定

し
て

い
ま
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意
を

示
す

儀
式

で
す

。
追

悼
と

は
故

人
の

生
前

を
思

い
返

し
て

そ
の

死
を

悲
し

む
こ

と
で

あ

り
、

弔
意

と
は

故
人

が
亡

く
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
自

分
の

悲
し

み
・

弔
い

の
気

持
ち

を
意

味
し

ま
す

。
い

ず
れ

に
せ

よ
、

国
民

一
人

ひ
と

り
の

内
心

に
深

く
関

わ
り

、
人

そ
れ

ぞ
れ

で
あ

り
、

宗
教

的
側

面
と

切
り

離
す

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
 

 
本

件
国

葬
を

決
め

た
同

年
７

月
２

２
日

の
閣

議
後

の
記

者
会

見
で

、
松

野
博

一
官

房
長

官

は
、

「
無

宗
教

形
式

で
行

う
こ

と
と

し
、

厳
粛

か
つ

心
の

こ
も

っ
た

国
葬

儀
と

な
る

よ
う

関
係

者
と

密
接

に
連

携
を

と
り

な
が

ら
速

や
か

に
準

備
を

進
め

て
い

く
。

」
と

述
べ

ま
し

た
。

し
か

し
、

形
式

が
無

宗
教

で
あ

っ
た

と
し

て
も

、
既

存
の

宗
教

団
体

の
方

式
を

踏
襲

し
な

い
と

い
う

だ
け

で
、

「
国

葬
儀

」
が

宗
教

的
な

意
味

合
い

を
も

っ
た

行
為

で
あ

る
こ

と
に

変
わ

り
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
 

 
日

本
国

憲
法

２
０

条
３

項
は

国
及

び
そ

の
機

関
が

「
宗

教
的

活
動

」
を

行
う

こ
と

を
禁

止
し

て
い

ま
す

。
し

た
が

っ
て

、
国

が
主

催
し

て
本

件
国

葬
を

執
行

し
、

地
方

公
共

団
体

の
市

長
等

が
こ

れ
に

参
列

し
、

公
金

を
支

出
す

る
こ

と
は

、
憲

法
２

０
条

３
項

に
反

す
る

も
の

で
あ

り
、

許
さ

れ
な

い
こ

と
で

す
。

 

 
 

 
オ

 
憲

法
２

１
条

違
反

 

 
 

 
 

 
故

人
に

対
し

て
追

悼
の

念
を

抱
く

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
、

さ
ら

に
追

悼
の

念
を

表
明

す
る

、
し

な
い

と
い

う
こ

と
も

、
思

想
良

心
に

基
づ

く
表

現
行

為
と

し
て

き
わ

め
て

個
人

的
な

営
為

で

す
。

 

 
 

 
 

 
儀

式
の

価
値

は
、

外
形

に
あ

ら
わ

れ
た

荘
厳

な
形

式
に

よ
っ

て
発

揮
さ

れ
る

と
言

わ
れ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
前

述
の

よ
う

に
、

「
国

葬
」

当
日

は
弔

旗
の

掲
揚

や
黙

祷
の

「
要

請
」

が
官

民
問

わ
ず

行
わ

れ
る

こ
と

が
強

く
予

想
さ

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
前

述
の

と
お

り
、

岸
田

首
相

は
、

「
地

方
公

共
団

体
や

教
育

委
員

会
な

ど
に

対
す

る
弔

意
表

明
の

協
力

の
要

望
も

行
う

予
定

は
な

い
」

と
し

て
い

ま
す

が
、

本
件

国
葬

を
「

故
人

に
対

す
る

敬
意

と
弔

意
を

国
全

体
と

し
て

表
す

儀
式

」
と

し
た

自
ら

の
説

明
と

矛
盾

し
て

お
り

、
国

家
意

思
と

し
て

の
「

事
実

上
の

要
請

」
で

あ
る

こ
と

を
否

定
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
（

資
料

８
）

 

 
 

 
 

 
「

国
葬

」
が

「
故

人
に

対
す

る
敬

意
と

弔
意

を
国

全
体

と
し

て
表

す
儀

式
」

で
あ

る
な

ら

ば
、

本
件

国
葬

の
会

場
で

あ
る

日
本

武
道

館
に

と
ど

ま
ら

ず
、

国
全

体
に

弔
意

の
表

明
が

行
き

渡
っ

て
い

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
「

要
請

」
は

し
な

い
と

言
い

な
が

ら
も

、
本

件
国

葬
が

儀
式

と
し

て
完

成
す

る
た

め
に

は
、

安
倍

氏
に

対
す

る
「

敬
意

と
弔

意
」

を
表

明
す

る
こ

と
の

有
形

無
形

の
圧

力
が

生
じ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
し

か
し

、
追

悼
の

念
を

表
明

す
る

と
い

う
こ

と
は

一
種

の
表

現
活

動
で

あ
り

、
弔

旗
の

掲
揚

や
黙

祷
は

そ
の

具
体

的
な

表
明

行
為

で
す

。
 

 
 

 
 

 
「

国
葬

」
を

実
施

す
る

こ
と

は
、

そ
の

よ
う

な
弔

意
表

明
の

「
要

請
」

が
明

示
的

に
あ

る
か

否
か

に
拘

わ
ら

ず
、

「
事

実
上

の
要

請
」

が
官

民
問

わ
ず

行
わ

れ
、

有
形

無
形

の
圧

力
が

か
け

ら
れ

る
こ

と
に

つ
な

が
り

、
憲

法
２

１
条

が
保

障
す

る
表

現
の

自
由

が
侵

害
さ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

 

 
（

5
）

本
件

国
葬

の
違

法
性

に
つ

い
て

 

 
 

 
ア

 
行

政
活

動
は

法
律

に
基

づ
い

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

 

 
 

 
 

 
と

こ
ろ

で
、

今
回

の
国

葬
は

内
閣

府
に

実
行

委
員

会
を

置
く

方
式

で
運

営
さ

れ
る

こ
と

と
閣

議
決

定
が

な
さ

れ
ま

し
た

。
内

閣
総

理
大

臣
が

実
行

委
員

長
で

あ
り

、
そ

の
実

務
機

関
を

内
閣

府
に

置
く

の
で

す
か

ら
、

今
回

の
国

葬
儀

は
国

の
行

政
活

動
の

一
つ

と
い

う
べ

き
で

し
よ

う
。

 。
 

────────────────────────────────────────────────────

 
 

 
 

 
岸

田
首

相
は

、
７

月
１

４
日

の
記

者
会

見
で

、
本

件
国

葬
に

よ
っ

て
、

安
倍

氏
を

追
悼

す
る

と
と

も
に

、
暴

力
に

屈
せ

ず
民

主
主

義
を

断
固

と
し

て
守

り
抜

く
と

い
う

決
意

を
示

す
、

活
力

に
あ

ふ
れ

た
日

本
を

受
け

継
ぎ

、
未

来
を

切
り

拓
い

て
い

く
と

い
う

気
持

ち
を

示
す

、
と

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
８

月
１

０
日

の
記

者
会

見
で

は
、

「
国

葬
」

に
つ

い
て

、
故

人
に

対
す

る
敬

意
と

弔
意

を
国

全
体

と
し

て
表

す
儀

式
、

と
説

明
し

て
い

ま
す

（
資

料
７

）
。

 

 
 

 
 

 
す

な
わ

ち
、

「
国

葬
」

と
い

う
形

式
を

取
る

こ
と

の
意

味
は

、
国

を
挙

げ
て

故
人

を
追

悼

し
、

一
定

の
決

意
や

気
持

ち
を

示
す

、
と

い
う

こ
と

に
ほ

か
な

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
に

、
本

件
国

葬
当

日
は

弔
旗

の
掲

揚
や

黙
祷

の
「

要
請

」
が

官
民

問
わ

ず
行

わ
れ

、
ま

た
マ

ス
コ

ミ
も

本
件

国
葬

一
色

の
報

道
に

な
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
ま

す
（

吉
田

茂
氏

の
国

葬
に

際
し

て
は

ま
さ

に
そ

の
よ

う
な

こ
と

が
行

わ
れ

ま
し

た
し

、
安

倍
晋

三
氏

に
つ

い
て

も
、

７
月

１
２

日
の

葬
儀

に
際

し
て

多
く

の
公

共
団

体
が

弔
旗

の
掲

揚
を

行
い

ま
し

た
。

）
。

 

 
 

 
 

 
野

党
や

国
民

多
数

の
本

件
国

葬
反

対
の

声
を

受
け

て
、

岸
田

首
相

は
、

８
月

３
１

日
の

記
者

会
見

で
、

黙
と

う
や

弔
旗

の
掲

揚
と

い
っ

た
弔

意
表

明
に

つ
い

て
「

閣
議

了
解

は
行

わ
ず

、
地

方
公

共
団

体
や

教
育

委
員

会
な

ど
に

対
す

る
弔

意
表

明
の

協
力

の
要

望
も

行
う

予
定

は
な

い
」

と
説

明
し

、
そ

の
う

え
で

「
各

府
省

に
お

け
る

弔
意

表
明

に
つ

い
て

は
、

葬
儀

委
員

長
決

定
と

し
、

弔
旗

を
掲

揚
し

、
葬

儀
中

の
一

定
時

刻
に

黙
と

う
を

す
る

と
し

た
」

と
述

べ
ま

し
た

。
し

か
し

、
本

件
国

葬
を

「
故

人
に

対
す

る
敬

意
と

弔
意

を
国

全
体

と
し

て
表

す
儀

式
」

と
し

た
自

ら
の

主
張

と
矛

盾
し

て
お

り
、

そ
れ

以
上

に
「

国
葬

」
と

い
う

国
家

行
事

で
あ

る
こ

と
と

矛
楯

し
て

お
り

、
国

家
意

思
と

し
て

の
「

事
実

上
の

要
請

」
で

あ
る

こ
と

有
形

無
形

の
圧

力
が

か
か

る
こ

と
を

否
定

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

（
資

料
８

）
。

 

 
 

 
 

 
し

か
し

、
故

人
に

対
し

て
追

悼
の

念
を

抱
く

か
否

か
は

本
来

き
わ

め
て

個
人

的
な

営
為

で
あ

り
、

と
り

わ
け

、
首

相
経

験
者

で
あ

る
故

人
に

対
す

る
そ

れ
は

、
個

人
の

歴
史

観
や

世
界

観
、

政
治

信
条

に
深

く
根

ざ
し

た
行

為
で

す
。

そ
し

て
、

「
国

葬
」

は
、

個
人

の
歴

史
観

や
世

界
観

に
基

づ
い

た
営

為
で

あ
る

は
ず

の
追

悼
を

、
故

人
に

対
す

る
敬

意
や

弔
意

を
持

ち
合

わ
せ

て
い

な
い

人
も

含
め

て
、

国
中

の
人

々
に

強
い

る
と

い
う

意
味

で
、

思
想

良
心

の
自

由
を

保
障

し
た

憲
法

１
９

条
に

反
す

る
も

の
で

す
。

 

 
 

 
エ

 
憲

法
２

０
条

・
８

９
条

違
反

 

 
 

 
 

 
安

倍
氏

国
葬

は
憲

法
２

０
条

や
８

９
条

の
政

教
分

離
規

定
に

違
反

し
、

市
民

の
信

教
の

自
由

を
侵

害
す

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
憲

法
２

０
条

１
項

前
段

は
信

教
の

自
由

は
何

人
に

対
し

て
も

保
障

す
る

と
し

、
２

項
は

何
人

も
宗

教
上

の
行

為
を

強
制

さ
れ

な
い

と
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

、
明

治
憲

法
の

も
と

で
は

国
が

宗
教

、
と

り
わ

け
神

道
と

結
び

つ
く

こ
と

に
よ

っ
て

市
民

の
信

教
の

自
由

が
保

障
さ

れ
て

い
た

と
は

い
え

ま
せ

ん
で

し
た

。
そ

こ
で

日
本

国
憲

法
２

０
条

１
項

後
段

、
３

項
や

８
９

条
は

、
政

教
分

離
原

則
に

基
づ

き
国

と
宗

教
が

結
び

つ
く

こ
と

を
禁

止
す

る
政

教
分

離
規

定
を

定
め

ま
し

た
。

そ
れ

に
よ

っ
て

、
信

教
の

自
由

の
保

障
を

制
度

的
に

確
保

し
よ

う
と

し
た

の
で

す
。

 

 
 

 
 

 
安

倍
氏

国
葬

は
、

故
安

倍
晋

三
元

内
閣

総
理

大
臣

に
対

し
、

哀
悼

や
追

悼
の

意
を

表
す

る
た

め
に

行
わ

れ
る

も
の

で
す

。
岸

田
文

雄
首

相
は

、
２

０
２

２
年

７
月

１
４

日
夜

の
記

者
会

見
に

お
い

て
、

「
国

の
内

外
か

ら
幅

広
く

哀
悼

や
追

悼
の

意
が

寄
せ

ら
れ

て
い

る
こ

と
」

な
ど

を

「
勘

案
し

、
こ

の
秋

に
『

国
葬

儀
』

の
形

式
」

で
本

件
国

葬
を

行
う

と
表

明
し

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

 
本

件
国

葬
は

、
「

国
」

と
し

て
故

安
倍

晋
三

元
内

閣
総

理
大

臣
を

追
悼

し
、

故
安

倍
氏

に
弔
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本

件
国

葬
に

地
方

公
共

団
体

の
市

長
等

が
出

席
し

た
り

、
公

金
を

支
出

し
た

り
す

る
こ

と
は

、
地

方
自

治
法

に
反

し
ま

す
。

 

 
 

 
地

方
自

治
法

２
条

２
項

は
、

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、

「
地

域
に

お
け

る
事

務
及

び
そ

の
他

の
事

務
」

で
「

法
律

又
は

こ
れ

に
基

づ
く

政
令

に
よ

り
処

理
す

る
こ

と
と

さ
れ

る
も

の
」

を
処

理
す

る
と

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

は
、

住
民

自
治

と
団

体
自

治
を

地
方

自
治

の
本

旨
と

す
る

憲
法

９
２

条
に

基
づ

く
規

定
で

す
。

 

 
 

 
そ

こ
で

、
問

題
は

地
方

公
共

団
体

の
市

長
ら

が
本

件
国

葬
に

出
席

し
た

り
、

そ
の

た
め

の
出

張
費

用
等

に
公

金
を

支
出

し
た

り
す

る
こ

と
が

、
地

方
公

共
団

体
の

「
事

務
」

と
い

え
る

か
で

す
。

こ
れ

に
つ

い
て

、
関

係
省

庁
が

検
討

し
た

り
、

地
方

公
共

団
体

が
検

討
し

た
り

し
て

い
る

形
跡

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
こ

の
点

を
検

討
す

る
と

、
地

方
公

共
団

体
が

行
う

「
事

務
」

は
ま

ず
「

法
律

」
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

ま
す

が
、

本
件

国
葬

に
市

長
ら

が
出

席
し

た
り

、
公

金
を

支
出

す
る

こ
と

を
根

拠
づ

け
る

「
法

律
」

は
存

在
し

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
ま

た
、

「
法

律
に

基
づ

く
政

令
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

」
場

合
は

、
そ

れ
も

地
方

公
共

団
体

の
「

事
務

」
と

い
え

ま
す

が
、

本
件

国
葬

に
市

長
ら

が
出

席
し

た
り

、
公

金
支

出
す

る
こ

と
を

根
拠

づ
け

る
「

政
令

」
も

存
在

し
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
仮

に
、

本
件

国
葬

に
関

す
る

法
律

や
政

令
が

な
く

て
も

、
地

方
公

共
団

体
が

社
会

的
実

体
を

有

し
、

「
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
地

域
に

お
け

る
行

政
を

自
主

的
か

つ
総

合
的

に
実

施
す

る
役

割
を

広
く

担
う

も
の

と
す

る
」

さ
れ

て
い

る
こ

と
（

地
方

自
治

法
１

条
の

２
第

１
項

）
か

ら
、

法
律

や
政

令
に

基
づ

く
「

事
務

」
に

直
接

該
当

し
な

く
て

も
、

な
お

独
自

に
地

方
公

共
団

体
の

「
事

務
」

に
あ

た
る

と
い

え
る

場
合

が
あ

る
と

い
う

議
論

も
あ

り
え

ま
す

。
 

 
 

 
し

か
し

、
国

葬
へ

の
出

席
は

「
住

民
の

福
祉

の
増

進
」

を
図

る
も

の
と

は
言

え
ず

、
や

は
り

、
地

方
公

共
団

体
の

「
事

務
」

に
は

該
当

し
な

い
と

い
う

べ
き

で
す

。
 

 
 

 
こ

の
よ

う
に

検
討

し
て

く
る

と
、

本
件

国
葬

に
市

長
ら

が
参

加
し

た
り

、
公

金
を

支
出

し
た

り
す

る
こ

と
が

、
地

方
自

治
の

本
旨

を
具

体
化

し
た

地
方

自
治

法
２

条
２

項
に

反
す

る
違

法
な

行
為

で
あ

る
こ

と
は

明
ら

か
で

す
。

 

 
５

 
本

件
国

葬
に

関
し

て
地

方
公

共
団

体
が

公
費

を
支

出
す

る
こ

と
の

不
当

性
に

つ
い

て
 

 
（

1
）

は
じ

め
に

 

 
 

 
 

唐
突

に
「

国
葬

」
な

る
言

葉
が

飛
び

出
し

ま
し

た
。

法
律

に
規

定
も

な
く

、
誰

も
考

え
て

も
い

な
か

っ
た

言
葉

が
岸

田
首

相
の

口
か

ら
飛

び
出

し
ま

し
た

。
漫

画
で

あ
れ

ば
、

皆
が

口
を

あ
ん

ぐ

り
と

開
け

て
驚

き
あ

き
れ

て
い

る
姿

で
す

。
規

程
も

何
も

な
い

か
ら

基
準

も
な

い
。

し
か

し
、

言

葉
の

意
味

か
ら

は
、

「
立

派
な

こ
と

を
し

た
人

」
と

い
う

イ
メ

－
ジ

が
浮

か
び

ま
す

が
、

こ
の

安

倍
元

首
相

に
関

し
て

は
想

像
も

で
き

な
い

ミ
ス

キ
ャ

ス
ト

で
あ

る
と

、
多

く
の

国
民

が
思

っ
て

い

ま
す

。
そ

の
こ

と
自

体
が

、
国

を
挙

げ
て

追
悼

す
べ

き
こ

と
か

（
不

当
性

）
と

い
う

問
い

掛
け

に

ほ
か

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
（

2
）

国
民

生
活

の
困

窮
－

賃
金

は
全

く
上

昇
せ

ず
 

 
 

 
 

本
件

国
葬

を
実

施
す

る
理

由
と

し
て

挙
げ

ら
れ

た
の

が
「

憲
政

史
上

最
長

の
８

年
８

か
月

」
で

す
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、
単

に
長

い
期

間
、

首
相

の
座

に
座

っ
て

い
た

だ
け

で
は

な
く

、
最

長
期

間

そ
の

場
に

い
た

者
の

国
民

に
対

す
る

責
任

が
問

わ
れ

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
 

実
は

、
日

本
は

２
０

数
年

に
わ

た
り

、
労

働
者

の
実

質
賃

金
は

全
く

上
が

っ
て

い
ま

せ
ん

。
Ｏ

────────────────────────────────────────────────────

 
 

 
 

 
大

日
本

帝
国

憲
法

の
下

に
お

い
て

は
、

国
家

権
力

の
す

べ
て

を
統

帥
す

る
天

皇
が

い
ま

し
た

か
ら

、
行

政
権

は
ア

・
プ

リ
オ

リ
に

法
に

先
立

つ
も

の
と

考
え

ら
れ

て
い

ま
し

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
日

本
国

憲
法

の
下

に
お

い
て

は
、

憲
法

に
よ

っ
て

行
政

権
が

創
設

さ
れ

、
国

会
の

制
定

し
た

法
律

に
よ

っ
て

組
織

さ
れ

、
個

別
の

法
律

に
よ

っ
て

一
定

の
権

限
を

与
え

ら
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
し

た
。

つ
ま

り
、

行
政

と
い

う
営

み
の

本
質

は
、

「
法

律
を

誠
実

に
執

行
す

る
」

こ
と

（
憲

法
７

３
条

１
号

）
に

あ
る

と
い

う
べ

き
で

す
。

そ
の

た
め

、
行

政
権

を
発

動
す

る
た

め
に

は
、

法
律

を
執

行
す

る
た

め
の

機
関

を
作

る
根

拠
と

な
る

「
行

政
組

織
法

」
と

、
具

体
的

に
行

政
活

動
を

営
む

際
の

手
続

や
要

件
、

活
動

の
内

容
や

効
果

に
関

す
る

「
行

政
作

用
法

」
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

行
政

組
織

法
が

ハ
－

ド
ウ

ェ
ア

で
、

行
政

作
用

法
が

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

と
い

え
ば

わ
か

り
や

す
い

で
し

よ
う

。
 

 
 

 
 

 
行

政
活

動
は

、
あ

く
ま

で
も

個
別

具
体

的
な

行
政

作
用

法
の

存
在

を
前

提
と

し
、

そ
の

法
律

に
拘

束
さ

れ
る

の
で

あ
っ

て
、

行
政

権
は

法
律

に
よ

る
授

権
な

し
に

私
人

の
権

利
義

務
に

影
響

を
与

え
る

決
定

を
し

て
は

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
 

 
こ

の
よ

う
な

行
政

法
の

執
行

過
程

を
貫

く
基

本
原

理
を

「
法

律
に

基
づ

く
行

政
の

原
理

」
と

い
い

ま
す

。
 

 
 

 
イ

 
内

閣
府

設
置

法
を

根
拠

に
す

る
と

い
う

詭
弁

 

 
 

 
 

 
本

件
国

葬
の

実
施

に
際

し
て

、
国

葬
を

行
う

具
体

的
な

法
律

根
拠

が
な

い
と

い
う

厳
し

い
指

摘
が

な
さ

れ
て

い
ま

し
た

。
先

の
述

べ
た

通
り

、
戦

前
の

日
本

で
実

施
さ

れ
て

い
た

国
葬

は

「
国

葬
令

」
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
て

い
ま

し
た

が
、

日
本

国
憲

法
の

制
定

に
よ

っ
て

こ
の

国
葬

令
が

廃
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
そ

こ
で

、
政

府
が

打
ち

出
し

た
法

律
が

内
閣

府
設

置
法

で
す

。
内

閣
府

設
置

法
に

は
内

閣
府

の
所

掌
事

務
と

し
て

「
国

の
儀

式
」

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

と
言

う
の

で
す

。
 

 
 

 
 

 
た

し
か

に
、

内
閣

府
設

置
法

第
４

条
第

３
項

第
３

３
号

を
み

る
と

、
「

国
の

儀
式

並
び

に
内

閣
の

行
う

儀
式

及
び

行
事

に
関

す
る

事
務

に
関

す
る

こ
と

（
他

省
の

所
掌

に
属

す
る

も
の

を
除

く
。

）
。

」
と

あ
り

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
し

か
し

な
が

ら
、

こ
の

説
明

は
詭

弁
に

す
ぎ

ま
せ

ん
。

内
閣

府
設

置
法

は
、

「
内

閣
府

の
設

置
並

び
に

任
務

及
び

こ
れ

を
達

成
す

る
た

め
必

要
と

な
る

明
確

な
範

囲
の

所
掌

事
務

を
定

め

る
」

（
同

法
第

１
条

前
段

）
と

あ
る

こ
と

か
ら

明
確

な
と

お
り

、
「

行
政

組
織

法
」

の
一

つ
だ

か
ら

で
す

。
先

に
確

認
し

た
通

り
、

行
政

活
動

は
、

あ
く

ま
で

も
個

別
具

体
的

な
行

政
作

用
法

の
存

在
を

前
提

と
す

る
も

の
で

す
。

内
閣

府
設

置
法

は
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
で

あ
っ

て
、

国
葬

を
実

施
す

る
た

め
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

に
は

な
り

え
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
 

 
こ

の
内

閣
府

設
置

法
に

い
う

「
国

の
儀

式
」

は
、

天
皇

が
行

う
国

事
行

為
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
「

儀
式

」
（

日
本

国
憲

法
第

７
条

第
１

０
号

）
が

念
頭

に
置

か
れ

て
い

ま
す

。
こ

の

「
儀

式
」

の
行

政
作

用
法

の
１

つ
と

し
て

、
皇

室
典

範
が

挙
げ

ら
れ

ま
す

。
天

皇
の

即
位

に
伴

う
「

即
位

の
礼

」
は

同
法

第
２

４
条

に
、

天
皇

の
崩

御
に

伴
う

「
大

喪
の

礼
」

は
同

法
第

２
５

条
に

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
今

回
の

閣
議

決
定

が
皇

室
典

範
の

規
定

と
同

等
の

位
置

づ
け

に
あ

る
と

言
い

難
い

こ
と

は
明

ら
か

で
す

。
 

 
 

 
 

 
結

局
の

と
こ

ろ
、

今
回

の
国

葬
儀

は
、

何
ら

の
法

的
根

拠
の

な
い

も
の

と
い

う
ほ

か
な

く
、

違
法

な
行

政
行

為
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

も
の

で
す

。
 

 
４

 
本

件
国

葬
に

関
し

て
地

方
公

共
団

体
が

公
費

を
支

出
す

る
こ

と
の

違
法

性
に

つ
い

て
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危
険

が
発

生
し

て
い

ま
す

。
も

し
、

台
湾

有
事

で
も

発
生

す
れ

ば
、

沖
縄

の
米

軍
基

地
な

ら
び

に
今

さ
か

ん
に

南
西

諸
島

に
自

衛
隊

が
配

備
し

て
い

る
軍

事
施

設
か

ら
戦

争
が

は
じ

ま
る

こ
と

に
な

り
か

ね
ま

せ
ん

。
安

倍
元

首
相

は
、

こ
こ

で
、

「
専

守
防

衛
」

の
憲

法
９

条
の

政
府

解
釈

を
変

え
る

「
実

質
改

憲
」

を
断

行
し

た
の

で
す

。
 

 
 

 
 

 
こ

の
責

任
を

と
ら

ず
に

安
倍

元
首

相
は

死
亡

し
ま

し
た

。
 

 
 

 
 

 
思

い
起

こ
せ

ば
、

集
団

的
自

衛
権

行
使

を
認

め
る

閣
議

決
定

を
行

な
っ

た
２

０
１

４
年

４

月
、

安
倍

元
首

相
は

ワ
シ

ン
ト

ン
に

行
き

、
オ

バ
マ

大
統

領
の

前
で

、
「

越
え

ら
れ

ぬ
山

は
な

い
」

と
い

う
恋

歌
を

引
用

し
て

、
「

私
は

い
つ

で
も

あ
な

た
の

お
そ

ば
に

参
り

ま
す

」
と

言
い

ま
し

た
。

民
族

主
義

者
で

な
く

と
も

日
本

国
民

の
名

誉
と

誇
り

に
傷

つ
け

、
戦

争
国

家
へ

の
道

筋
を

つ
け

た
総

理
で

も
あ

り
ま

し
た

。
 

 
 

 
 

 
岸

田
首

相
は

、
こ

れ
も

実
績

と
し

て
「

追
悼

」
す

る
の

で
し

よ
う

か
。

 

 
（

5
）

世
論

の
多

数
を

占
め

る
反

対
の

声
 

 
 

 
 

国
葬

の
不

当
性

に
つ

い
て

は
、

下
記

新
聞

・
テ

レ
ビ

等
の

様
々

な
メ

デ
ィ

ア
の

調
査

の
と

お

り
、

い
ず

れ
も

反
対

の
声

が
世

論
の

多
数

を
占

め
る

こ
と

か
ら

も
明

ら
か

で
す

。
 

 

記
 

【
】

内
は

調
査

期
間

で
、

い
ず

れ
も

２
０

２
２

年
で

す
。

 

 
 

 
Ｎ

Ｈ
Ｋ

【
９

月
９

日
～

同
月

１
１

日
】

評
価

す
る

３
２

％
・

評
価

し
な

い
５

７
％

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
資

料
９

－
１

）
 

 
 

 
朝

日
新

聞
【

９
月

１
０

日
～

同
月

１
１

日
】

納
得

で
き

る
２

３
％

・
納

得
で

き
な

い
６

４
％

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
資

料
９

－
２

）
 

 
 

 
読

売
新

聞
【

９
月

２
日

～
同

月
４

日
】

評
価

す
る

３
８

％
・

評
価

し
な

い
５

６
％

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
資

料
９

－
３

）
 

 
Ｊ

Ｎ
Ｎ

【
９

月
３

日
～

同
月

４
日

】
賛

成
３

８
％

・
反

対
５

１
％

 
 

 
 

（
資

料
９

－
４

）
 

 
 

 
産

経
新

聞
・

Ｆ
Ｎ

Ｎ
【

８
月

２
０

日
～

同
月

２
１

日
】

賛
成

４
０

・
８

％
・

反
対

５
１

・
１

％
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
資

料
９

－
５

）
 

 
 

 
毎

日
新

聞
【

８
月

２
０

日
～

同
月

２
１

日
】

賛
成

３
０

％
・

反
対

５
３

％
 

（
資

料
９

－
６

）
 

 
 

 
時

事
通

信
【

８
月

５
日

～
同

月
８

日
】

賛
成

３
０

.
５

％
・

反
対

４
７

.
３

％
（

資
料

９
－

７
）

 

以
上

 

 
 

 
 

上
記

の
と

お
り

、
国

葬
に

関
す

る
世

論
調

査
に

お
い

て
は

、
評

価
し

な
い

・
納

得
で

き
な

い
・

反
対

等
の

声
が

評
価

す
る

・
納

得
で

き
る

・
賛

成
等

の
声

を
大

き
く

上
回

り
、

世
論

の
過

半
数

を

占
め

て
い

ま
す

。
加

え
て

、
調

査
期

間
を

ふ
ま

え
る

と
世

論
の

国
葬

へ
の

反
対

の
声

は
日

に
日

に

高
ま

っ
て

い
る

こ
と

が
見

て
取

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

国
民

の
声

を
踏

ま
え

て
も

、
国

葬
の

実
施

の
不

当
性

は
明

ら
か

で
す

。
 

 
（

6
）

巻
き

起
こ

る
反

対
の

声
 

 
 

 
 

更
に

、
全

国
で

様
々

な
形

で
、

本
件

国
葬

に
反

対
す

る
動

き
が

加
速

し
て

い
ま

す
。

 

 
 

 
 

本
件

監
査

請
求

と
同

様
の

住
民

監
査

請
求

は
、

既
に

北
海

道
、

大
阪

、
京

都
、

兵
庫

、
長

野
、

広
島

、
沖

縄
の

７
道

府
県

で
請

求
さ

れ
て

お
り

、
ま

た
、

本
件

国
葬

に
関

す
る

公
費

支
出

の
差

し

止
め

仮
処

分
申

立
て

が
東

京
、

埼
玉

、
大

阪
、

横
浜

で
申

し
立

て
ら

れ
、

差
止

請
求

訴
訟

も
東

京
、

埼
玉

、
横

浜
で

提
訴

さ
れ

て
い

ま
す

。
本

件
国

葬
に

反
対

す
る

署
名

は
短

期
間

で
４

０
万

筆

────────────────────────────────────────────────────

Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸

国
は

概
ね

１
.
５

倍
以

上
に

な
っ

て
い

る
の

に
、

ひ
と

り
日

本
だ

け
下

が
っ

て
い

る
の

で
す

。
大

企
業

は
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

恩
恵

を
受

け
、

史
上

最
高

益
を

稼
ぎ

出
し

て
き

た
一

方
で

、

労
働

者
は

「
国

際
競

争
力

強
化

」
を

口
実

に
低

賃
金

を
強

い
ら

れ
、

労
働

市
場

の
非

正
規

化
が

急

速
に

進
ん

だ
の

で
す

。
こ

の
最

大
の

責
任

者
が

安
倍

元
首

相
で

す
。

 

 
 

 
 

安
倍

元
首

相
が

し
た

こ
と

は
、

国
民

の
貴

重
な

年
金

財
源

を
取

り
崩

し
、

こ
れ

を
大

企
業

の
株

価
安

定
の

た
め

に
投

資
し

続
け

た
こ

と
で

す
。

従
来

違
法

で
あ

っ
た

年
金

財
源

を
法

改
正

し
て

投

資
に

あ
て

ま
し

た
。

こ
の

よ
う

な
や

り
方

で
日

本
経

済
が

再
生

す
る

は
ず

は
な

く
、

実
質

経
済

は

ガ
タ

ガ
タ

で
す

。
多

く
の

国
民

に
と

つ
て

生
活

水
準

は
低

下
す

る
一

方
で

す
。

安
倍

元
首

相
に

「
経

済
の

功
績

」
な

ど
認

め
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

 
（

3
）

権
力

の
私

物
化

－
「

モ
リ

」
「

カ
ケ

」
「

サ
ク

ラ
」

 

 
 

 
 

安
倍

元
首

相
に

国
葬

と
聞

い
て

、
第

一
に

思
い

浮
か

ぶ
の

は
、

「
モ

リ
」

「
カ

ケ
」

「
サ

ク

ラ
」

で
す

。
い

ず
れ

も
「

ミ
ミ

ッ
チ

イ
」

話
で

す
。

権
勢

を
傘

に
、

違
法

行
為

に
蓋

を
し

て
強

行

突
破

し
よ

う
と

し
て

、
芝

居
が

か
っ

た
「

大
見

得
」

を
切

り
ま

し
た

。
「

私
や

妻
が

関
係

し
て

い

た
と

い
う

こ
と

に
な

れ
ば

、
ま

さ
に

私
は

、
そ

れ
は

も
う

間
違

い
な

く
総

理
大

臣
も

国
会

議
員

も

や
め

る
と

い
う

こ
と

を
は

っ
き

り
申

し
上

げ
て

お
き

た
い

」
と

安
倍

元
首

相
は

国
会

質
疑

の
中

で

高
ら

か
に

宣
言

し
ま

し
た

。
こ

れ
を

聞
い

て
泡

を
食

っ
た

財
務

省
は

公
文

書
の

改
ざ

ん
を

行
い

、

事
実

を
消

し
て

し
ま

い
ま

し
た

。
そ

の
た

め
に

最
も

ま
じ

め
で

貴
重

な
一

人
の

国
家

公
務

員
の

命

が
失

わ
れ

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

「
国

葬
」

に
な

る
様

な
人

は
、

こ
の

よ
う

な
違

法
は

も
ち

ろ
ん

、
人

格
的

倫
理

性
に

傷
が

つ
く

事
実

が
あ

れ
ば

、
初

め
か

ら
候

補
に

な
ら

な
い

は
ず

で
す

。
死

亡
し

た
銃

撃
事

件
で

明
ら

か
に

な

っ
た

旧
統

一
協

会
と

の
関

係
も

然
り

で
す

。
 

 
 

 
 

岸
田

首
相

は
こ

の
「

安
倍

元
首

相
」

の
追

悼
で

何
を

遺
す

つ
も

り
な

の
で

し
よ

う
か

。
 

 
（

4
）

「
民

主
主

義
」

と
「

憲
法

秩
序

」
の

破
壊

 

 
 

 
ア

 
教

育
基

本
法

の
改

悪
 

 
 

 
 

 
２

０
０

６
年

第
一

次
安

倍
内

閣
が

真
っ

先
に

取
り

上
げ

た
課

題
は

「
教

育
基

本
法

」
の

改
悪

で
し

た
。

も
と

も
と

、
旧

教
育

基
本

法
は

、
準

憲
法

的
性

格
を

も
つ

と
言

わ
れ

た
法

律
で

す
。

戦
前

の
天

皇
制

絶
対

主
義

国
家

に
お

い
て

狂
信

的
軍

国
主

義
を

発
生

さ
せ

た
反

省
か

ら
、

新
憲

法
の

平
和

主
義

・
基

本
的

人
権

尊
重

主
義

の
実

現
は

「
教

育
の

力
に

よ
る

」
と

し
て

、
こ

の
基

本
法

が
作

ら
れ

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

 
と

こ
ろ

が
第

一
次

安
倍

内
閣

は
、

こ
の

基
本

法
か

ら
、

教
育

行
政

の
根

本
た

る
「

国
民

全
体

に
対

し
直

接
に

責
任

を
負

っ
て

行
わ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
」

と
い

う
規

定
を

削
除

し
ま

し

た
。

そ
の

結
果

、
今

で
は

、
行

政
当

局
の

意
の

ま
ま

に
行

わ
れ

る
上

意
下

達
教

育
と

愛
国

心
教

育
に

子
ど

も
た

ち
が

晒
さ

れ
る

事
態

を
作

り
上

げ
、

教
育

の
危

機
を

招
い

て
い

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
安

倍
元

首
相

は
、

こ
こ

で
、

教
育

に
関

す
る

「
憲

法
改

悪
」

を
断

行
し

た
の

で
す

。
 

 
 

 
 

 
そ

の
結

果
、

ユ
ニ

セ
フ

「
レ

ポ
ー

ト
カ

ー
ド

１
６

」
（

２
０

２
０

年
）

に
よ

れ
ば

、
日

本
の

子
供

の
精

神
的

幸
福

度
は

先
進

国
３

８
か

国
中

３
７

位
と

い
う

状
況

に
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 
 

 
イ

 
安

保
法

制
・

集
団

的
自

衛
権

行
使

の
違

憲
行

為
 

 
 

 
 

 
安

倍
元

首
相

の
最

大
の

「
罪

」
は

、
集

団
的

自
衛

権
行

使
を

可
能

と
す

る
「

安
保

法
制

」
を

強
制

採
決

し
た

こ
と

で
す

。
こ

れ
に

よ
っ

て
、

日
本

国
民

全
体

は
、

い
つ

何
時

で
も

、
ア

メ
リ

カ
の

行
う

戦
争

に
そ

の
片

棒
を

担
が

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

、
戦

争
国

家
に

よ
る

被
害

を
受

け
る
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暫
定

的
な

停
止

勧
告

の
申

し
立

て
 

 

２
０

２
２

年
９

月
１

５
日

 

川
崎

市
監

査
委

員
御

中
 

請
求

人
代

表
者

 
 

橋
本

清
貴

 

 第
１

 
申

立
て

の
趣

旨
 

請
求

人
ら

は
、

貴
監

査
委

員
に

対
し

て
、

政
府

が
２

０
２

２
（

令
和

４
）

年
９

月
２

７
日

に
東

京

都
内

で
実

施
す

る
こ

と
を

決
定

し
た

安
倍

晋
三

元
首

相
の

国
葬

（
以

下
「

本
件

国
葬

」
と

い
い

ま

す
。

）
に

あ
た

り
、

川
崎

市
市

長
（

以
下

「
市

長
」

と
言

い
ま

す
。

）
及

び
川

崎
市

議
会

議
長

（
以

下
「

議
長

」
と

言
い

ま
す

。
）

の
出

席
並

び
に

こ
れ

に
随

行
す

る
川

崎
市

職
員

の
派

遣
（

以
下

「
市

長
等

の
派

遣
」

と
い

い
ま

す
。

）
に

関
し

、
こ

れ
ら

に
要

す
る

費
用

（
以

下
「

市
長

等
の

派
遣

費

用
」

と
い

い
ま

す
。

）
に

つ
い

て
、

市
長

（
議

会
費

に
つ

い
て

は
議

長
）

に
対

し
て

支
出

の
差

止
を

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
、

地
方

自
治

法
第

２
４

２
条

の
２

第
１

項
１

号
に

基
づ

く
請

求
を

行
な

い
ま

し
た

。
 

こ
れ

に
対

し
て

、
勧

告
手

続
が

終
了

す
る

ま
で

の
間

、
同

法
２

４
２

条
第

４
項

に
基

づ
い

て
当

該

行
為

を
暫

定
的

に
停

止
す

べ
き

こ
と

を
川

崎
市

市
長

に
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

ま
す

。
 

 第
２

 
申

立
て

の
理

由
 

１
 

市
長

等
の

派
遣

行
為

が
違

憲
な

い
し

違
法

で
あ

る
こ

と
の

相
当

な
理

由
 

（
１

）
実

質
的

理
由

 

市
長

等
の

派
遣

が
違

憲
な

い
し

違
法

で
あ

る
こ

と
、

従
っ

て
こ

れ
に

伴
う

市
民

の
税

金
の

支
出

も
違

憲
な

い
し

違
法

で
あ

る
こ

と
は

、
措

置
請

求
書

の
「

請
求

の
要

旨
」

に
記

載
し

た
と

お
り

で

す
。

 

し
か

も
、

主
権

者
の

平
等

や
思

想
・

信
条

の
自

由
な

ど
、

重
要

な
基

本
的

人
権

の
侵

害
を

伴
う

も
の

で
あ

り
、

そ
の

違
憲

な
い

し
違

法
の

程
度

も
重

大
で

す
。

 

（
２

）
手

続
的

理
由

 

本
件

国
葬

に
つ

い
て

、
政

府
は

内
閣

設
置

法
に

基
づ

く
「

内
閣

の
事

務
」

（
憲

法
第

７
３

条
）

と
し

て
行

な
う

と
し

ま
す

が
、

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

首
長

等
が

国
葬

に
出

席
し

た
り

弔
意

を

表
わ

す
行

為
は

、
地

方
公

共
団

体
が

独
自

に
行

な
う

「
財

産
を

管
理

し
、

事
務

を
処

理
し

、
及

び

行
政

を
執

行
す

る
」

（
憲

法
９

４
条

）
行

為
に

ほ
か

な
り

ま
せ

ん
。

す
な

わ
ち

、
地

方
公

共
団

体

が
自

主
的

に
判

断
す

る
こ

と
で

あ
り

、
と

り
わ

け
違

憲
な

い
し

違
法

が
問

わ
れ

る
よ

う
な

問
題

は
、

慎
重

に
審

議
さ

れ
検

討
さ

れ
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
 

と
こ

ろ
が

、
市

議
会

に
お

い
て

、
本

件
国

葬
が

違
憲

・
違

法
な

も
の

で
あ

る
こ

と
を

前
提

に
本

件
国

葬
へ

の
出

席
の

有
無

を
質

問
さ

れ
た

市
長

は
「

現
在

検
討

中
で

ご
ざ

い
ま

す
が

、
適

切
に

判

断
し

て
参

り
た

い
と

存
じ

ま
す

」
等

と
答

弁
す

る
ば

か
り

で
あ

り
、

違
憲

・
違

法
で

あ
る

点
に

つ

い
て

は
全

く
答

弁
す

ら
な

く
、

お
よ

そ
充

分
な

審
理

を
行

っ
た

と
い

え
る

状
態

で
は

あ
り

ま
せ

ん

（
資

料
１

４
）

。
 

２
 

回
復

の
困

難
な

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
あ

る
こ

と
 

前
記

１
（

１
）

（
２

）
で

述
べ

た
と

お
り

、
市

議
会

に
お

い
て

充
分

な
審

議
す

る
こ

と
も

な
く

別
紙

２

────────────────────────────────────────────────────

を
超

え
な

お
増

え
続

け
て

い
ま

す
（

資
料

１
０

）
。

地
方

自
治

体
の

首
長

が
本

件
国

葬
に

出
席

し

な
い

旨
の

意
思

表
示

も
相

次
い

で
い

ま
す

（
資

料
１

１
）

。
神

奈
川

県
に

お
い

て
も

、
葉

山
町

議

会
は

本
件

国
葬

に
反

対
す

る
意

見
書

を
可

決
し

（
資

料
１

２
）

鎌
倉

市
議

会
は

本
件

国
葬

の
撤

回

を
求

め
る

意
見

書
を

可
決

し
ま

し
た

（
資

料
１

３
）

。
本

件
国

葬
実

施
の

不
当

性
は

国
民

多
数

の

認
め

る
と

こ
ろ

と
な

っ
て

い
る

の
で

す
。

 

 
（

7
）

小
括

 

 
 

 
 

以
上

に
述

べ
た

と
お

り
、

安
倍

元
首

相
の

「
実

績
」

は
、

肯
定

的
に

評
価

す
る

こ
と

な
ど

で
き

な
い

も
の

で
す

。
仮

に
百

歩
譲

っ
て

「
功

罪
」

両
面

が
あ

る
と

し
て

も
、

「
罪

」
の

側
面

が
大

き

く
、

今
後

起
こ

り
得

る
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

破
綻

や
格

差
と

貧
困

の
拡

大
、

米
軍

と
の

戦
争

遂
行

な

ど
の

日
本

の
行

く
末

を
考

え
た

と
き

、
い

ま
安

倍
元

首
相

を
国

葬
に

し
て

評
価

す
る

こ
と

は
、

時

期
に

お
い

て
も

内
容

に
お

い
て

も
、

全
く

適
当

で
な

い
と

い
う

ほ
か

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 
６

 
結

論
 

 
 

 
よ

っ
て

、
私

た
ち

請
求

人
は

、
地

方
自

治
法

第
２

４
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

本
件

国
葬

に
川

崎
市

長
及

び
川

崎
市

議
会

議
長

が
出

席
・

参
列

す
る

に
際

し
て

、
公

金
を

支
出

す
る

こ
と

の
差

止
め

の
措

置
を

求
め

て
、

住
民

監
査

請
求

を
し

ま
す

。
 

【
予

備
的

請
求

】
 

 
 

 
本

監
査

請
求

は
、

２
０

２
２

年
９

月
２

７
日

に
実

施
予

定
の

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

に
つ

い
て

の
、

公
金

の
支

出
差

止
請

求
で

す
が

、
監

査
委

員
に

よ
る

判
断

が
同

期
日

を
過

ぎ
て

し
ま

い
、

川
崎

市
長

及
び

川
崎

市
議

会
議

長
が

公
務

と
し

て
こ

れ
に

出
席

し
た

場
合

に
は

、
こ

れ
に

要
す

る
旅

費
、

宿
泊

費
、

弔
慰

金
、

随
行

職
員

の
出

張
日

当
等

の
公

金
支

出
は

、
違

法
ま

た
は

不
当

な
財

務
会

計
行

為
が

な
さ

れ
、

市
民

全
体

に
損

害
を

与
え

た
も

の
と

し
て

、
そ

の
損

害
を

補
填

す
べ

く
、

川
崎

市
長

ら
に

支
出

さ
れ

た
金

額
の

返
還

を
請

求
す

る
よ

う
求

め
ま

す
。

 

 第
２

 
請

求
者

 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
で

す
。

 

 
 

 
な

お
、

請
求

人
一

覧
を

添
付

し
、

請
求

人
代

表
者

を
橋

本
清

貴
と

し
ま

す
。

本
件

に
関

す
る

連
絡

は
別

紙
請

求
人

一
覧

に
記

載
の

代
理

人
宛

に
な

さ
る

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
 

 第
３

 
事

実
証

明
書

 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
で

す
。
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請
求

人
の

陳
述

（
要

旨
）

 

 

そ
れ

で
は

初
め

に
、

請
求

人
代

理
人

か
ら

意
見

を
述

べ
る

。
 

 
ま

ず
初

め
に

、
も

う
既

に
御

存
じ

の
と

お
り

、
私

た
ち

が
こ

の
住

民
監

査
請

求
を

出
し

た
後

に
、

残
念

な
こ

と
に

今
回

の
安

倍
晋

三
元

首
相

の
国

葬
儀

は
強

行
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
て

し
ま

っ
た

と
い

う
こ

と
は

極
め

て
遺

憾
だ

と
思

っ
て

い
る

。
全

国
の

主
要

な
１

０
の

世
論

調
査

で
も

、
全

て
反

対
が

賛
成

を
大

き
く

上
回

っ
て

い
る

中
で

の
強

行
で

、
そ

の
結

果
、

招
待

者
の

４
割

は
参

列
せ

ず
、

県
知

事
４

名
、

政
令

市
の

市
長

１
名

が
欠

席
し

、
全

国
の

ほ
と

ん
ど

の
市

町
村

、
学

校
に

お
い

て
弔

意
を

表
す

る
こ

と
も

さ
れ

な
い

と
い

う
状

態
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
Ｇ

７
、

そ
れ

か
ら

国
連

常
任

理
事

国
の

現
役

首
脳

の
参

加
は

ゼ
ロ

と
い

う
こ

と
で

、
岸

田
首

相
が

お
っ

し
ゃ

っ
て

い
た

本
件

国
葬

の
意

義
と

し
て

掲
げ

た
弔

問
外

交
も

、
そ

の
外

交
の

内
容

以
前

に
、

も
う

破
綻

し
て

し
ま

っ
た

と
言

っ
て

過
言

で
は

な
い

状
態

だ
っ

た
と

思
う

。
そ

の
意

味
に

お
い

て
も

、
こ

の
よ

う
な

国
葬

に
、

今
回

、
川

崎
市

長
及

び
川

崎
市

議
会

議
長

が
参

列
し

た
と

い
う

こ
と

の
不

当
性

は
明

白
な

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
と

い
う

ふ
う

に
思

っ
て

い
る

。
 

 
で

は
引

き
続

き
、

今
回

の
請

求
に

つ
い

て
、

そ
の

要
旨

を
述

べ
る

。
 

 
既

に
請

求
書

を
提

出
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
け

れ
ど

も
、

ま
ず

、
最

も
大

き
い

と
こ

ろ
は

、
戦

前
は

国
葬

令
と

い
う

も
の

が
あ

っ
て

、
国

葬
が

法
的

根
拠

を
持

っ
て

行
わ

れ
て

い
た

と
い

う
こ

と
に

な
っ

て
い

る

が
、

そ
の

中
に

国
葬

の
本

質
と

い
う

も
の

が
大

き
く

現
れ

て
い

た
ん

だ
ろ

う
と

思
っ

て
い

る
。

戦
前

の
国

葬
と

い
う

の
は

何
で

あ
っ

た
の

か
。

国
葬

令
を

見
れ

ば
分

か
る

よ
う

に
、

国
家

に
偉

功
あ

る
者

が
、

天
皇

の
思

し
召

し
を

も
っ

て
、

天
皇

の
命

令
に

よ
っ

て
内

閣
の

主
導

で
実

施
さ

れ
る

、
そ

れ
が

国
葬

で
あ

っ

た
。

現
実

に
国

葬
さ

れ
た

人
た

ち
の

状
況

を
見

て
も

、
ま

さ
に

戦
争

遂
行

の
た

め
に

国
葬

が
行

わ
れ

た
、

初
め

て
の

平
民

で
あ

っ
た

山
本

五
十

六
海

軍
大

将
な

ど
、

戦
争

の
遂

行
の

た
め

に
利

用
さ

れ
て

い
っ

た
と

い
う

経
緯

が
あ

っ
た

と
思

っ
て

い
る

。
 

 
戦

後
、

国
葬

令
は

日
本

国
憲

法
の

施
行

に
伴

っ
て

失
効

す
る

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

は
、

戦
前

の
国

葬
と

い
う

も
の

が
、

ま
さ

に
天

皇
主

権
の

下
で

、
天

皇
が

誰
を

国
葬

に
す

る
か

を
選

び
、

そ
し

て
天

皇
に

忠
誠

を
尽

く
し

た
、

そ
の

人
た

ち
を

国
葬

す
る

と
い

う
も

の
だ

っ
た

か
ら

こ
そ

、
そ

し
て

戦
前

の
大

日
本

帝
国

憲
法

下
で

は
、

法
律

の
留

保
の

下
で

、
人

権
が

保
障

さ
れ

て
い

な
い

と
い

う
状

況
の

中
だ

っ
た

か
ら

こ
そ

許
さ

れ
た

国
葬

が
、

日
本

国
憲

法
の

基
本

原
理

と
両

立
し

な
い

と
い

う
形

で
失

効
す

る
こ

と
に

な
っ

た
と

い
う

こ
と

が
経

緯
で

あ
る

。
 

 
同

時
に

、
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
も

、
内

務
文

部
次

官
の

通
達

で
、

行
政

が
主

導
し

て
宗

教
性

を
伴

う
慰

霊
行

為
を

行
う

と
い

う
こ

と
は

、
政

教
分

離
の

観
点

か
ら

全
面

的
に

禁
止

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
た

。
そ

の
意

味
で

は
、

こ
う

し
た

国
葬

、
今

回
の

国
葬

儀
に

つ
い

て
も

、
そ

う
し

た
宗

教
性

を
伴

う
慰

霊
行

為
で

あ
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

り
、

こ
の

よ
う

な
国

葬
に

参
加

す
る

こ
と

は
許

さ
れ

な
い

、
法

的
根

拠
を

失
っ

た
と

い
う

ふ
う

に
考

え
て

い
る

。
 

 
そ

の
点

に
お

い
て

、
こ

の
後

述
べ

る
よ

う
に

、
法

令
に

違
反

す
る

と
同

時
に

憲
法

に
違

反
す

る
、

こ
の

よ
う

な
今

回
の

国
葬

は
許

さ
れ

な
か

っ
た

ん
だ

ろ
う

と
思

う
。

 

こ
の

後
、

岸
田

首
相

が
閣

議
決

定
と

い
う

形
で

、
国

会
に

も
諮

ら
ず

強
行

し
た

今
回

の
国

葬
に

つ
い

て
、

違
憲

性
に

つ
い

て
述

べ
て

い
き

た
い

。
 

請
求

書
５

ペ
ー

ジ
(
4
)
以

降
の

本
件

国
葬

の
違

憲
性

に
関

す
る

点
、

口
頭

で
補

足
し

た
い

と
思

う
。

 

違
憲

性
に

つ
い

て
５

点
挙

げ
て

い
る

。
 

 
ま

ず
第

１
点

、
個

人
主

義
に

反
す

る
と

い
う

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

別
紙
３

────────────────────────────────────────────────────

本
件

国
葬

へ
の

出
席

・
公

費
の

支
出

を
強

行
す

る
こ

と
は

、
地

方
行

政
の

法
（

憲
法

）
適

合
性

及

び
公

費
支

出
の

適
法

性
確

保
に

つ
い

て
取

り
返

し
の

つ
か

な
い

回
復

困
難

な
損

害
を

与
え

る
可

能

性
が

あ
り

ま
す

。
 

３
 

暫
定

的
に

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

又
は

身
体

に
対

す
る

重
大

な
危

害
の

防
止

そ
の

他
公

共
の

福
祉

を
著

し
く

阻
害

す
る

お
そ

れ
も

存
在

し
ま

せ
ん

。
 

 第
３

 
結

論
 

以
上

よ
り

、
申

し
立

て
の

趣
旨

記
載

の
と

お
り

の
勧

告
を

求
め

ま
す

。
 

以
上
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張
で

あ
る

。
本

来
追

悼
と

い
う

も
の

を
し

た
く

な
い

人
に

も
対

し
て

、
国

全
体

を
挙

げ
て

追
悼

を
せ

よ
、

つ
ま

り
、

あ
な

た
の

心
の

中
で

も
し

っ
か

り
追

悼
し

な
さ

い
と

い
う

メ
ッ

セ
ー

ジ
に

ほ
か

な
ら

な
い

。
 

 
４

点
目

に
、

憲
法

２
０

条
・

８
９

条
違

反
、

政
教

分
離

原
則

に
違

反
し

て
い

る
。

 

 
ま

ず
、

憲
法

２
０

条
１

項
前

段
に

お
い

て
は

、
信

教
の

自
由

は
何

人
に

対
し

て
も

保
障

す
る

と
い

う
ふ

う
に

し
て

い
る

。
さ

ら
に

、
内

心
の

み
な

ら
ず

、
同

じ
く

２
項

は
、

何
人

も
、

宗
教

上
の

行
為

、
こ

れ
を

強
制

さ
れ

な
い

と
い

う
ふ

う
に

し
て

い
る

。
そ

し
て

、
こ

う
い

っ
た

宗
教

と
国

家
が

結
び

つ
く

こ
と

の
危

険
性

は
、

先
の

世
界

大
戦

に
お

い
て

も
証

明
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

、
こ

の
反

省
を

生
か

し
て

、
日

本
国

憲
法

は
、

さ
ら

に
、

自
由

を
保

障
す

る
た

め
の

み
な

ら
ず

、
政

教
分

離
原

則
を

見
い

だ
し

て
い

る
。

憲
法

２
０

条
１

項
後

段
、

３
項

、
そ

し
て

８
９

条
は

、
政

教
分

離
原

則
に

基
づ

い
て

、
国

と
宗

教
が

結
び

つ
い

て
は

な
ら

な
い

と
い

う
こ

と
を

定
め

て
お

り
、

政
教

分
離

原
則

に
よ

っ
て

、
間

接
的

に
信

教
の

自
由

の
保

障
を

制
度

と
し

て
確

保
し

よ
う

と
い

う
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
先

ほ
ど

も
述

べ
た

け
れ

ど
も

、
本

件
国

葬
は

、
安

倍
さ

ん
に

対
し

て
哀

悼
や

追
悼

の
意

を
表

す
る

、
こ

の
た

め
に

行
わ

れ
る

と
い

う
ふ

う
に

説
明

さ
れ

て
い

る
。

も
ち

ろ
ん

、
こ

の
国

葬
に

つ
い

て
は

、
政

府
側

の
説

明
で

は
、

形
式

と
し

て
は

無
宗

教
で

あ
る

と
説

明
さ

れ
て

い
る

け
れ

ど
も

、
た

だ
、

こ
れ

は
、

あ
く

ま
で

既
存

の
宗

教
団

体
の

方
式

を
踏

襲
し

な
い

、
つ

ま
り

、
仏

教
式

で
な

い
、

キ
リ

ス
ト

教
式

で
な

い
、

特
定

の
宗

教
団

体
の

形
式

を
踏

襲
し

な
い

と
い

う
だ

け
に

す
ぎ

ず
、

葬
儀

を
す

る
と

い
う

、
つ

ま
り

霊
的

な
も

の
を

悼
む

と
い

う
宗

教
的

な
意

味
合

い
と

い
う

も
の

は
全

く
薄

れ
な

い
。

無
宗

教
で

あ
る

か
ら

と
い

っ
て

宗
教

性
が

薄
れ

な
い

と
い

う
こ

と
は

全
く

な
い

。
な

の
で

、
国

が
主

催
し

て
本

件
国

葬
を

執
行

し

て
、

地
方

公
共

団
体

の
知

事
が

こ
れ

に
参

列
し

て
公

金
支

出
を

す
る

と
い

う
と

こ
ろ

は
、

ま
さ

し
く

先
ほ

ど
述

べ
た

政
教

分
離

原
則

に
反

す
る

も
の

で
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
最

後
に

、
表

現
の

自
由

、
憲

法
２

１
条

違
反

、
９

ペ
ー

ジ
の

終
わ

り
か

ら
述

べ
て

い
る

。
 

先
ほ

ど
も

述
べ

た
け

れ
ど

も
、

本
件

国
葬

に
つ

い
て

は
、

故
人

に
対

す
る

敬
意

と
弔

意
を

国
全

体
と

し
て

表
す

儀
式

で
あ

る
と

い
う

ふ
う

に
さ

れ
て

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
国

家
の

意
思

と
し

て
の

事
実

上
の

要
請

で
あ

る
と

い
う

と
こ

ろ
は

否
定

で
き

な
い

。
そ

の
よ

う
に

、
国

葬
が

故
人

に
対

す
る

敬
意

と
弔

意
を

国
全

体
と

し
て

表
す

、
そ

う
い

う
儀

式
で

あ
る

た
め

に
は

、
国

葬
の

会
場

に
な

っ
た

日
本

武
道

館
に

と
ど

ま
ら

ず
、

国
全

体
で

こ
う

い
っ

た
弔

意
の

表
明

と
い

う
も

の
が

行
き

渡
っ

て
い

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ざ

る
を

得
な

い
。

岸
田

首
相

は
、

敬
意

、
弔

意
の

表
明

等
の

要
請

は
し

な
い

と
表

面
上

は
言

っ
て

い
る

け
れ

ど
も

、
実

際
に

そ
う

い
っ

た
敬

意
と

弔
意

を
国

全
体

と
し

て
表

す
、

そ
の

た
め

の
儀

式
と

し
て

完
成

す
る

た
め

に
は

、
安

倍
さ

ん
に

対
す

る
敬

意
と

弔
意

、
こ

れ
を

表
明

す
る

こ
と

の
、

有
形

無
形

に
か

か
わ

ら
ず

様
々

な
圧

力
が

生
じ

る
と

い
う

こ
と

は
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

そ
し

て
、

追
悼

の
念

を
表

明
す

る
と

い
う

と
こ

ろ
は

、
あ

る
種

の
表

現
活

動
で

あ
っ

て
、

弔
旗

の
掲

揚
、

ま
た

黙
禱

と
い

う
も

の
は

、
そ

う
い

っ
た

意
思

表
明

、
こ

れ
の

具
体

的
な

行
為

で
あ

る
。

 

憲
法

２
１

条
は

、
表

現
の

自
由

、
こ

れ
を

保
障

し
て

い
る

け
れ

ど
も

、
何

を
表

現
す

る
か

、
こ

れ
も

個
人

の
自

由
で

あ
る

と
。

こ
れ

を
さ

ら
に

裏
返

す
と

、
何

を
表

現
し

な
い

か
と

い
う

と
こ

ろ
に

つ
い

て

も
、

憲
法

２
１

条
、

こ
れ

が
保

障
し

て
い

る
け

れ
ど

も
、

先
ほ

ど
述

べ
た

と
お

り
、

国
葬

実
施

に
際

し

て
、

こ
う

い
っ

た
事

実
上

の
要

請
、

官
民

問
わ

ず
行

わ
れ

て
、

有
形

無
形

、
様

々
な

圧
力

を
か

け
ら

れ
る

と
い

う
と

こ
ろ

で
、

弔
意

を
表

明
し

な
い

自
由

と
い

う
も

の
も

侵
害

し
て

い
る

と
言

わ
ざ

る
を

得
ず

、
憲

法
２

１
条

が
保

障
す

る
表

現
の

自
由

は
侵

害
さ

れ
て

い
る

と
い

う
こ

と
に

な
る

。
 

 
そ

の
た

め
、

こ
の

よ
う

な
５

つ
の

違
憲

性
を

備
え

て
お

り
、

本
件

国
葬

は
、

ま
ず

大
前

提
と

し
て

違
憲

で
あ

っ
て

許
さ

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

 

────────────────────────────────────────────────────

憲
法

第
１

３
条

は
「

す
べ

て
国

民
は

、
個

人
と

し
て

尊
重

さ
れ

る
。
」

と
い

う
ふ

う
に

規
定

し
て

お

り
、

こ
の

社
会

は
、

何
よ

り
も

ま
ず

我
々

一
人

一
人

が
ひ

と
し

く
尊

重
さ

れ
る

べ
き

存
在

で
あ

る
と

い
う

と
こ

ろ
を

大
前

提
と

し
て

い
る

。
こ

れ
を

個
人

主
義

と
呼

ぶ
け

れ
ど

も
、

そ
れ

と
異

な
っ

て
、

こ
の

反
対

概
念

は
全

体
主

義
と

い
う

ふ
う

に
な

る
け

れ
ど

も
、

個
人

を
尊

重
し

な
い

、
特

定
の

個
人

の
み

を
尊

重
す

る
と

い
う

と
こ

ろ
に

つ
い

て
は

、
ま

さ
に

今
回

、
国

葬
で

行
わ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
っ

て
、

こ
れ

こ
そ

が
個

人
主

義
に

対
す

る
違

反
で

あ
る

と
い

う
ふ

う
に

考
え

て
い

る
。

 

 
続

い
て

、
６

ペ
ー

ジ
目

以
降

の
憲

法
１

４
条

違
反

の
点

で
あ

る
。

 

憲
法

１
４

条
は

個
人

の
平

等
を

定
め

て
お

り
、

今
回

の
安

倍
氏

に
対

す
る

国
葬

は
、

日
本

国
と

し
て

安
倍

氏
の

み
を

特
別

扱
い

に
し

て
、

国
の

費
用

、
税

金
か

ら
成

る
国

費
に

お
い

て
葬

儀
を

す
る

と
い

う
。

 
 

こ
れ

は
当

然
か

と
思

う
け

れ
ど

も
、

請
求

人
の

我
々

、
代

理
人

の
我

々
も

、
今

こ
の

場
に

居
る

あ
な

た
方

も
、

全
員

、
将

来
亡

く
な

っ
た

と
き

に
国

が
葬

儀
を

し
て

く
れ

る
、

こ
ん

な
こ

と
は

な
い

。
ど

う
し

て
安

倍
さ

ん
の

み
が

国
葬

の
対

象
に

な
る

の
か

、
政

府
は

納
得

の
い

く
説

明
を

し
て

い
な

い
。

憲
政

史
上

最
長

の
首

相
在

任
期

間
で

あ
る

と
か

、
凶

弾
に

倒
れ

た
と

か
、

様
々

な
理

由
を

縷
々

述
べ

て
い

る
よ

う
で

は
あ

る
け

れ
ど

も
、

他
方

で
、

そ
の

長
期

政
権

の
中

で
政

治
の

私
物

化
を

追
及

さ
れ

る
、

モ
リ

カ
ケ

問
題

等
々

、
と

い
う

と
こ

ろ
で

、
安

倍
さ

ん
の

政
権

運
営

に
つ

い
て

は
否

定
的

な
評

価
も

た
く

さ
ん

あ
る

。
こ

の
否

定
的

評
価

に
対

し
て

、
首

相
の

座
こ

そ
降

り
た

も
の

の
現

職
の

国
会

議
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
否

定
的

な
評

価
に

関
し

て
責

任
を

追
及

さ
れ

る
べ

き
立

場
と

い
う

と
こ

ろ
は

変
わ

ら
な

い
。

そ
う

い
っ

た
中

で
、

否
定

的
な

評
価

も
含

ま
れ

る
中

で
、

国
家

と
し

て
安

倍
さ

ん
の

み
に

対
し

て
葬

儀
を

行
う

と
い

う
の

は
、

あ
ま

り
に

も
安

倍
さ

ん
の

特
別

扱
い

が
過

ぎ
、

そ
し

て
、

こ
れ

に
対

す
る

合
理

的
な

説
明

も
一

切
さ

れ
て

い
な

い
と

い
う

と
こ

ろ
で

、
個

人
の

平
等

と
い

う
基

本
的

な
大

原
則

に
正

面
か

ら
反

し
て

い
る

と
い

う
と

こ
ろ

が
２

点
目

の
大

き
な

点
で

あ
る

。
 

 
３

点
目

と
し

て
、

憲
法

１
９

条
違

反
に

つ
い

て
挙

げ
て

い
る

。
 

憲
法

１
９

条
、

御
存

じ
の

と
お

り
、

思
想

良
心

の
自

由
を

定
め

て
お

り
、

内
心

に
わ

た
る

限
り

に
つ

い
て

は
、

ど
ん

な
思

想
で

あ
っ

て
も

、
も

ち
ろ

ん
尊

重
さ

れ
る

べ
き

と
い

う
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

こ
れ

に
つ

い
て

岸
田

首
相

は
、

本
年

７
月

１
４

日
の

記
者

会
見

に
お

い
て

、
本

件
国

葬
に

よ
っ

て
、

安
倍

氏
を

追
悼

す
る

と
と

も
に

、
暴

力
に

屈
せ

ず
民

主
主

義
を

断
固

と
し

て
守

り
抜

く
と

い
う

決
意

を
示

す
、

活
力

に
あ

ふ
れ

た
日

本
を

受
け

継
ぎ

、
未

来
を

切
り

拓
い

て
い

く
と

い
う

気
持

ち
を

示
す

と
し

た
上

で
、

さ
ら

に
同

じ
く

８
月

１
０

日
の

記
者

会
見

に
お

い
て

は
、

国
葬

に
つ

い
て

、
故

人
に

対
す

る
敬

意
と

弔
意

を
国

全
体

と
し

て
表

す
儀

式
だ

と
い

う
ふ

う
に

説
明

し
て

い
る

。
こ

れ
は

資
料

７
等

に
も

書
い

て
あ

る
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
つ

ま
り

、
国

葬
と

い
う

形
、

形
式

を
取

る
こ

と
の

意
味

は
、

国
を

挙
げ

て
故

人
を

悼
み

追
悼

し
て

、
一

定
の

弔
意

な
り

、
決

意
や

気
持

ち
を

示
す

と
い

う
と

こ
ろ

が
岸

田
首

相
の

記
者

会
見

か
ら

は
透

け
て

見
え

る
。

実
際

に
本

件
国

葬
が

行
わ

れ
た

当
日

、
前

日
も

含
め

て
、

弔
旗

の
掲

揚
や

黙
禱

の
要

請
と

い
う

も
の

が
官

民
問

わ
ず

行
わ

れ
た

し
、

マ
ス

コ
ミ

に
お

い
て

も
本

件
国

葬
一

色
の

報
道

と
な

っ
て

い
た

。
 

 
他

方
で

、
故

人
に

対
し

て
追

悼
の

念
を

抱
く

か
ど

う
か

と
い

う
と

こ
ろ

に
つ

い
て

は
、

本
来

極
め

て
個

人
的

な
営

為
で

あ
っ

て
、

と
り

わ
け

首
相

経
験

者
で

あ
る

故
人

に
対

す
る

そ
れ

は
、

尊
重

さ
れ

る
べ

き
個

人
の

歴
史

観
や

世
界

観
、

政
治

信
条

に
深

く
根

差
す

行
為

だ
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
国

葬
は

、
個

人
の

歴
史

観
や

世
界

観
に

基
づ

い
た

営
為

で
あ

る
は

ず
の

追
悼

と
い

う
も

の
を

、
亡

く
な

っ
た

方
に

対
す

る
敬

意
や

弔
意

、
こ

れ
を

持
っ

て
い

な
い

方
に

対
し

て
も

含
め

て
、

国
中

の
人

々
全

員
に

強
い

る
も

の
で

あ
る

と
い

う
意

味
で

、
思

想
良

心
の

自
由

を
保

障
し

た
憲

法
１

９
条

に
反

す
る

と
い

う
と

こ
ろ

が
３

点
目

の
主



（第1,855号）令和４年(2022年)11月25日 川 崎 市 公 報

－4368－

点
に

該
当

す
る

場
合

、
そ

の
場

合
に

の
み

事
務

と
し

て
遂

行
す

る
こ

と
が

可
能

だ
と

い
う

ふ
う

に
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
点

、
国

葬
へ

の
出

席
と

い
う

の
は

、
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

、
あ

る
い

は
自

主
的

か
つ

総
合

的
と

言
わ

れ
て

い
る

け
れ

ど
も

、
そ

の
中

身
に

具
体

的
に

該
当

す
る

も
の

が
な

い
。

そ
の

意
味

で

は
、

ま
さ

に
今

回
の

国
葬

に
市

長
及

び
議

長
が

出
席

し
た

行
為

と
い

う
の

は
、

地
方

自
治

の
本

旨
を

具
体

化
し

た
地

方
自

治
法

２
条

２
項

に
反

す
る

違
法

な
行

為
で

あ
る

と
考

え
ざ

る
を

得
な

い
と

い
う

ふ
う

に
思

っ
て

い
る

。
 

 
引

き
続

き
、

住
民

監
査

請
求

な
の

で
、

不
当

性
の

問
題

に
つ

い
て

述
べ

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
。

順
次

述
べ

て
い

く
。

 

 
私

は
、

全
川

崎
地

域
労

働
組

合
で

執
行

委
員

を
や

っ
て

お
り

、
当

労
組

は
、

困
窮

し
て

相
談

に
訪

れ
る

方
々

が
多

く
在

籍
す

る
労

働
組

合
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
組

合
員

の
多

く
は

非
正

規
労

働
者

で
あ

り
、

雇
用

環
境

の
酷

さ
を

日
々

目
の

当
た

り
に

し
て

い
る

。
決

し
て

自
己

責
任

で
片

づ
け

ら
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

組
合

員
は

、
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
に

代
表

さ
れ

る
新

自
由

主
義

経
済

の
犠

牲
者

で
あ

る
。

ア
ベ

ノ
ミ

ク
ス

を
発

動
し

た
安

倍
元

首
相

の
国

葬
に

な
ぜ

反
対

す
る

の
か

、
そ

し
て

反
対

す
る

国
葬

に
川

崎
市

が
市

予
算

を
使

う
こ

と
に

な
ぜ

反
対

す
る

の
か

を
陳

述
す

る
。

 

 
反

対
の

基
本

ス
タ

ン
ス

は
、

安
倍

元
首

相
の

政
治

や
政

策
で

の
評

価
で

は
な

い
。

安
倍

元
首

相
の

政
治

生
活

か
ら

見
え

た
人

間
と

し
て

の
卑

怯
な

振
る

舞
い

に
あ

る
。

２
例

を
述

べ
る

。
 

 
１

つ
は

、
Ｎ

Ｈ
Ｋ

、
従

軍
慰

安
婦

問
題

へ
の

介
入

時
の

振
る

舞
い

で
、

介
入

の
経

過
は

広
く

知
れ

渡
っ

て
い

る
。

従
軍

慰
安

婦
制

度
の

責
任

追
及

を
テ

ー
マ

に
Ｎ

Ｈ
Ｋ

が
2
0
0
1
年

１
月

に
放

送
し

た
「

戦
争

を
ど

う
裁

く
か

」
の

第
２

回
、

裁
か

れ
た

戦
時

性
暴

力
の

内
容

が
放

送
直

前
に

大
幅

に
変

更
さ

れ
た

の
は

、
当

時
、

官
房

副
長

官
だ

っ
た

安
倍

氏
ら

が
Ｎ

Ｈ
Ｋ

上
層

部
を

呼
び

つ
け

、
一

方
的

な
放

送
を

す
る

な
、

公
平

で
客

観
的

な
番

組
に

す
る

よ
う

に
、

そ
れ

が
で

き
な

い
な

ら
や

め
て

し
ま

え
と

か
、

公
平

公
正

に
や

れ
と

圧
力

を
か

け
た

こ
と

に
よ

る
。

事
が

暴
露

し
た

後
の

釈
明

会
見

で
、

安
倍

元
首

相
は

、
自

分
の

信
念

を
吐

露
す

れ
ば

い
い

の
に

、
左

翼
系

の
弁

護
士

が
介

入
し

て
変

質
し

た
か

ら
だ

と
、

あ
り

も
し

な
い

論
点

を
持

ち
出

し
て

批
判

を
は

ぐ
ら

か
し

た
。

レ
ッ

テ
ル

貼
り

と
印

象
操

作
を

行
っ

た
も

の
で

、
卑

怯
な

行
為

で
あ

る
。

政
治

信
念

の
徒

で
あ

る
政

治
家

な
ら

信
念

を
述

べ
れ

ば
よ

か
っ

た
は

ず
で

あ
る

。
 

 
森

友
学

園
問

題
で

も
卑

怯
な

振
る

舞
い

を
し

て
い

る
。

安
倍

元
首

相
は

、
私

や
妻

が
関

係
し

て
い

た
と

い
う

こ
と

に
な

れ
ば

総
理

大
臣

も
国

会
議

員
も

辞
め

る
と

い
う

答
弁

の
後

、
佐

川
氏

が
、

交
渉

記
録

は
な

く
、

面
会

な
ど

の
記

憶
も

残
っ

て
い

な
い

と
の

う
そ

を
つ

い
た

こ
と

が
こ

の
事

件
の

始
ま

り
で

、
こ

の
問

題
で

も
安

倍
元

首
相

は
部

下
に

責
任

を
取

ら
せ

て
、

結
果

、
大

阪
財

務
局

の
赤

木
さ

ん
は

自
死

す
る

と
い

う
悲

惨
な

出
来

事
が

起
こ

っ
た

。
 

 
以

上
か

ら
、

国
民

が
哀

悼
す

べ
き

人
物

像
は

安
倍

元
首

相
で

は
な

い
。

ア
フ

ガ
ン

で
の

人
道

支
援

を
続

け
、

凶
弾

に
倒

れ
た

ペ
シ

ャ
ワ

ー
ル

会
の

中
村

医
師

で
あ

り
、

森
友

問
題

で
改

ざ
ん

に
よ

り
自

死
を

し
た

赤
木

さ
ん

で
あ

る
。

国
葬

と
し

て
、

国
民

が
ひ

と
し

く
哀

悼
の

念
を

示
す

国
葬

に
安

倍
元

首
相

が
ふ

さ
わ

し
い

と
は

思
え

な
い

。
私

の
税

金
の

一
部

を
使

用
す

る
こ

と
は

認
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

私
の

陳
述

を
さ

せ
て

い
た

だ
く

。
 

 
安

倍
氏

は
、

一
億

総
活

躍
社

会
の

実
現

に
向

け
て

、
「

希
望

を
生

み
出

す
強

い
経

済
」
、
「

夢
を

つ
む

ぐ

子
育

て
支

援
」
、
「

安
心

に
つ

な
が

る
社

会
保

障
」

を
掲

げ
た

。
し

か
し

、
現

在
、

労
働

者
の

賃
金

は
上

昇

せ
ず

、
社

会
保

障
の

年
金

は
下

が
る

ば
か

り
で

、
到

底
安

倍
氏

の
実

績
を

評
価

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

特
に

、
生

活
の

困
窮

に
よ

り
女

性
の

自
殺

者
は

増
え

、
シ

ン
グ

ル
マ

ザ
ー

は
生

活
が

立
ち

行
か

ず
、

貧
困

が
大

き
く

広
が

っ
て

い
る

。
先

日
、

私
た

ち
が

行
っ

た
生

活
相

談
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
で

は
、

電
話

が
鳴

り
っ

────────────────────────────────────────────────────

 
続

い
て

、
先

ほ
ど

ち
ょ

っ
と

頭
出

し
で

も
話

し
た

け
れ

ど
も

、
本

件
国

葬
の

違
法

性
に

つ
い

て
述

べ
さ

せ
て

い
た

だ
く

。
 

 
本

件
国

葬
は

、
内

閣
総

理
大

臣
を

実
行

委
員

長
と

し
て

、
実

務
機

関
を

内
閣

府
に

置
い

て
行

わ
れ

る
国

葬
儀

で
あ

っ
て

、
ま

さ
に

本
件

国
葬

儀
が

国
の

行
政

行
為

の
一

つ
で

あ
る

と
い

う
こ

と
は

明
ら

か
だ

と
思

う
。

 

 
戦

前
の

大
日

本
帝

国
憲

法
下

で
は

、
国

家
権

力
の

全
て

を
統

帥
す

る
天

皇
と

い
う

存
在

が
あ

り
、

天
皇

は
、

あ
る

意
味

、
行

政
権

を
ア

プ
リ

オ
リ

に
独

占
し

て
い

る
も

の
で

あ
っ

て
、

法
に

先
立

つ
存

在
だ

っ

た
。

だ
か

ら
、

仮
に

法
律

が
な

い
と

し
て

も
、

そ
の

行
政

権
の

行
使

は
許

さ
れ

て
い

た
。

そ
れ

に
対

し
て

日
本

国
憲

法
に

お
い

て
は

、
憲

法
に

よ
っ

て
行

政
権

が
創

設
さ

れ
、

国
会

の
制

定
し

た
法

律
に

よ
っ

て
組

織
さ

れ
、

個
別

の
法

律
に

よ
っ

て
一

定
の

権
限

が
与

え
ら

れ
て

初
め

て
行

政
権

が
行

使
で

き
る

。
行

政
と

い
う

の
は

、
そ

う
い

う
意

味
で

、
本

質
に

お
い

て
法

律
を

誠
実

に
施

行
す

る
こ

と
、

憲
法

７
３

条
に

規
定

さ
れ

て
い

る
と

お
り

だ
け

れ
ど

も
、

こ
れ

が
行

政
の

本
質

で
あ

る
。

 

 
そ

う
す

る
と

、
行

政
権

を
発

動
す

る
た

め
に

は
、

そ
の

法
律

を
執

行
す

る
機

関
を

つ
く

る
根

拠
と

な
る

行
政

組
織

法
、

ど
う

い
う

と
こ

ろ
が

や
れ

る
か

と
い

う
こ

と
、

そ
れ

と
具

体
的

に
行

政
活

動
を

営
む

際
の

手
続

の
要

件
と

か
活

動
の

内
容

を
規

定
す

る
行

政
作

用
法

、
こ

の
２

つ
が

必
要

と
な

る
。

今
流

の
言

葉
で

言
え

ば
、

行
政

組
織

法
が

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

で
、

行
政

作
用

法
が

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

と
い

う
こ

と
に

な
る

わ
け

で
、

こ
の

い
ず

れ
も

が
な

け
れ

ば
行

政
活

動
と

い
う

の
は

本
来

で
き

な
い

。
そ

の
点

に
お

い
て

、
行

政
権

は
法

律
に

よ
る

授
権

な
し

に
行

わ
れ

る
と

す
れ

ば
、

ま
さ

に
私

人
の

権
利

義
務

に
法

律
の

根
拠

な
く

権
力

が
影

響
を

与
え

る
と

い
う

も
の

に
な

っ
て

し
ま

う
。

ま
さ

に
人

に
よ

る
行

政
に

な
っ

て
し

ま
う

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
 

 
と

こ
ろ

で
、

今
回

、
岸

田
首

相
は

、
内

閣
府

設
置

法
が

こ
れ

の
根

拠
に

な
る

ん
だ

と
い

う
こ

と
を

述
べ

て
い

る
。

そ
の

根
拠

と
し

て
言

っ
て

い
る

の
は

、
内

閣
府

設
置

法
の

中
で

、
内

閣
府

の
所

管
事

項
と

し
て

国
の

儀
式

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

と
い

う
こ

と
を

言
っ

て
い

る
。

し
か

し
、

こ
れ

は
全

く
の

詭
弁

で
、

儀
式

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

と
い

う
こ

と
と

、
そ

れ
が

ど
う

い
う

儀
式

で
あ

る
の

か
、

ど
う

い
う

手
続

で
行

わ
れ

る
こ

と
に

な
る

の
か

と
い

う
こ

と
の

行
政

作
用

法
の

部
分

、
つ

ま
り

、
先

ほ
ど

で
言

う
国

葬
を

実
施

す
る

た
め

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
部

分
に

つ
い

て
の

法
律

は
全

く
な

い
。

そ
の

意
味

で
は

、
行

政
組

織
法

で
あ

る
内

閣
府

設
置

法
を

も
っ

て
法

的
根

拠
と

言
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

 
現

在
の

日
本

で
国

葬
に

つ
い

て
の

行
政

作
用

法
の

部
分

、
儀

式
の

部
分

を
持

っ
て

い
る

の
は

皇
室

典
範

だ
け

で
、

そ
の

意
味

で
は

、
天

皇
が

亡
く

な
ら

れ
た

と
き

の
大

喪
の

礼
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
法

的
根

拠
を

持
っ

た
も

の
と

し
て

、
違

法
な

存
在

と
は

言
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

他
方

、
今

回
の

国
葬

儀
に

つ
い

て
は

何
ら

法
的

根
拠

が
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

 

 
こ

れ
に

対
し

て
、

地
方

自
治

法
は

、
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
政

令
に

よ
り

処
理

さ
れ

る
も

の
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

お
り

、
基

本
的

に
憲

法
９

２
条

に
基

づ
く

住
民

自
治

と
団

体
自

治
を

地
方

自
治

の
本

旨
と

す
る

、
そ

う
し

た
活

動
だ

け
が

で
き

る
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
そ

の
場

合
、

地
方

公
共

団
体

の
事

務
を

執
行

し
て

い
く

こ
と

に
な

る
わ

け
だ

け
れ

ど
も

、
事

務
と

言
わ

れ
る

た
め

に
は

、
ま

ず
法

律
、

法
令

に
基

づ
く

と
い

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

と
こ

ろ
が

、
今

回
の

国
葬

に
出

席
す

る
に

当
た

る
と

こ
ろ

の
法

律
あ

る
い

は
政

令
と

い
う

も
の

は
存

在
し

な
い

。
 

 
他

方
、

そ
れ

以
外

の
、

仮
に

法
律

、
政

令
の

直
接

の
明

文
規

定
が

な
い

場
合

で
あ

る
け

れ
ど

も
、

そ
の

場
合

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

が
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
地

域
に

お
け

る
行

政
を

自
主

的
か

つ
総

合
的

に
実

施
す

る
役

割
を

担
う

と
い

う
こ

と
を

言
わ

れ
て

い
る

点
か

ら
、

そ
の
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関
係

職
員

の
陳

述
（

要
旨

）
 

 

先
ほ

ど
、

請
求

人
の

主
張

を
伺

い
、

内
容

に
つ

い
て

は
、

本
件

国
葬

儀
が

日
本

国
憲

法
に

照
ら

し
て

違
憲

で
あ

る
こ

と
と

い
う

こ
と

、
本

件
国

葬
儀

を
実

施
す

る
に

つ
い

て
、

法
的

根
拠

が
な

い
違

法
な

政
治

活
動

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

関
連

し
て

支
出

さ
れ

る
公

費
も

ま
た

違
憲

・
違

法
な

支
出

で
あ

る
と

い
う

主
張

だ
っ

た
と

思
う

。
そ

れ
に

つ
い

て
、

住
民

監
査

請
求

に
対

す
る

市
の

考
え

方
と

い
う

こ
と

で
説

明
さ

せ
て

い
た

だ
く

。
 

 
ま

ず
、

住
民

監
査

請
求

書
記

載
事

項
に

対
す

る
市

の
認

識
に

つ
い

て
で

、
請

求
書

の
記

載
に

よ
れ

ば
、

請
求

の
趣

旨
と

し
て

、
請

求
人

は
、

令
和

４
年

９
月

２
７

日
に

行
わ

れ
た

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

が
違

憲
・

違
法

な
も

の
と

し
て

、
監

査
委

員
に

対
し

て
、

川
崎

市
長

及
び

川
崎

市
議

会
議

長
が

、
本

件
国

葬
儀

に
参

列
す

る
に

際
し

て
公

金
を

支
出

す
る

こ
と

を
差

し
止

め
る

措
置

を
求

め
た

も
の

と
考

え
て

い
る

。
 

 
請

求
書

に
記

載
さ

れ
た

論
点

に
つ

い
て

、
本

市
の

考
え

方
を

整
理

し
た

上
で

、
市

長
及

び
議

長
の

本
件

国
葬

儀
へ

の
出

席
並

び
に

本
件

公
金

の
支

出
は

違
法

又
は

不
当

で
は

な
い

と
い

う
こ

と
を

説
明

す
る

。
 

 
ま

ず
、

事
実

経
過

で
、

１
つ

目
と

し
て

、
本

件
国

葬
儀

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
令

和
４

年
７

月
２

２
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
、

同
年

９
月

２
７

日
、

日
本

武
道

館
で

執
り

行
わ

れ
る

こ
と

と
な

り
、

松
野

官
房

長
官

は
、

同
日

の
記

者
会

見
で

「
無

宗
教

形
式

で
、

か
つ

簡
素

厳
粛

に
行

う
」
、
「

国
葬

儀
は

儀
式

と
し

て
実

施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
国

民
一

人
一

人
に

政
治

的
評

価
や

喪
に

服
す

る
こ

と
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
は

こ
れ

ま
で

も
申

し
上

げ
て

き
た

と
お

り
で

あ
り

ま
す

」
と

述
べ

た
。

 

 
首

相
官

邸
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
岸

田
内

閣
総

理
大

臣
記

者
会

見
、

７
月

１
４

日
の

会
見

録
に

は
、

岸
田

内
閣

総
理

大
臣

の
記

者
の

質
問

へ
の

回
答

と
し

て
、
「

国
の

儀
式

を
内

閣
が

行
う

こ
と

に

つ
い

て
は

、
平

成
１

３
年

１
月

６
日

施
行

の
内

閣
府

設
置

法
に

お
い

て
、

内
閣

府
の

所
掌

事
務

と
し

て
、

国
の

儀
式

に
関

す
る

事
務

に
関

す
る

こ
と

、
こ

れ
が

明
記

さ
れ

て
い

ま
す

。
よ

っ
て

、
国

の
儀

式
と

し
て

行
う

国
葬

儀
に

つ
い

て
は

、
閣

議
決

定
を

根
拠

と
し

て
、

行
政

が
国

を
代

表
し

て
行

い
得

る
も

の
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

こ
れ

に
つ

き
ま

し
て

は
、

内
閣

法
制

局
と

も
し

っ
か

り
調

整
を

し
た

上
で

判
断

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

こ
う

し
た

形
で

、
閣

議
決

定
を

根
拠

と
し

て
国

葬
儀

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
と

政
府

と
し

て
は

判
断

を
し

て
お

り
ま

す
。
」

と
の

記
載

が
あ

る
。

な
お

、
内

閣
府

設
置

法
第

４
条

第
３

項
第

３
３

号

に
は

、
内

閣
府

の
司

る
事

務
と

し
て

、
国

の
儀

式
並

び
に

内
閣

の
行

う
儀

式
及

び
行

事
に

関
す

る
事

務
に

関
す

る
こ

と
が

掲
げ

ら
れ

て
い

る
。

 

 
ま

た
、

首
相

官
邸

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

官
房

長
官

記
者

会
見

、
９

月
６

日
の

会
見

録
に

は
、

本
件

国
葬

議
の

流
れ

に
つ

い
て

、
葬

儀
委

員
長

が
決

定
し

た
と

の
記

載
が

あ
る

。
 

 
本

件
国

葬
儀

に
必

要
な

経
費

に
つ

い
て

は
、

令
和

４
年

８
月

２
６

日
の

閣
議

に
お

い
て

、
令

和
４

年
度

一
般

会
計

予
備

費
を

使
用

す
る

こ
と

が
決

定
さ

れ
、

首
相

官
邸

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

官
房

長
官

記
者

会
見

、
同

日
の

会
見

録
に

は
、
「

予
備

費
の

使
用

額
は

、
令

和
２

年
に

行
わ

れ
た

中
曽

根
元

総

理
の

内
閣

・
自

由
民

主
党

合
同

葬
か

ら
約

５
,
７

０
０

万
円

増
の

約
２

億
４

,
９

０
０

万
円

と
な

り
ま

す
」

と
の

記
載

が
あ

る
。

 

ま
た

、
官

房
長

官
記

者
会

見
、

９
月

６
日

の
会

見
録

に
は

、
「

予
備

費
で

賄
う

こ
と

と
し

た
式

典
関

係

の
経

費
２

.
４

９
億

円
以

外
に

、
警

備
費

や
海

外
要

人
の

接
遇

に
要

す
る

経
費

な
ど

が
必

要
と

な
る

見
込

み
で

あ
る

こ
と

、
丁

寧
な

説
明

を
尽

く
す

こ
と

と
い

う
観

点
に

加
え

、
海

外
か

ら
１

９
０

以
上

の
代

表
団

が
参

列
し

、
そ

の
中

で
特

別
の

接
遇

を
要

す
る

首
脳

級
等

の
代

表
団

の
数

が
５

０
程

度
と

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
仮

定
す

る
と

と
も

に
、

そ
う

し
た

要
人

が
多

数
集

ま
る

行
事

に
対

す
る

警
備

体
制

を
一

別
紙

４

────────────────────────────────────────────────────

放
し

だ
っ

た
。

安
倍

氏
が

行
っ

た
政

策
の

失
敗

で
あ

る
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

破
綻

や
格

差
と

貧
困

の
拡

大
を

考
え

る
と

、
安

倍
氏

の
国

葬
を

評
価

で
き

ず
、

国
民

の
平

等
の

観
点

か
ら

違
憲

で
あ

る
と

私
は

考
え

る
。

 

 
ち

な
み

に
、

こ
の

国
葬

が
終

わ
っ

た
後

に
、

世
論

調
査

の
中

で
、

多
数

が
、

こ
の

国
葬

を
や

っ
た

こ
と

が
適

当
で

あ
っ

た
か

ど
う

か
と

い
う

こ
と

に
つ

い
て

、
不

適
当

で
あ

っ
た

と
い

う
意

見
が

圧
倒

し
て

い
る

と
い

う
こ

と
も

、
私

た
ち

が
今

回
、

こ
の

よ
う

な
監

査
請

求
を

上
げ

さ
せ

て
い

た
だ

い
た

国
葬

の
不

当
性

を
国

民
レ

ベ
ル

で
明

ら
か

に
し

て
い

る
も

の
だ

ろ
う

と
い

う
ふ

う
に

考
え

て
い

る
。

文
字

ど
お

り
、

川
崎

市
長

及
び

川
崎

市
議

会
議

長
が

公
金

を
使

っ
て

今
回

の
国

葬
に

出
席

さ
れ

た
こ

と
、

そ
の

こ
と

の
公

費
の

支
出

は
違

法
・

違
憲

で
あ

り
、

か
つ

不
当

な
も

の
で

あ
っ

た
と

い
う

こ
と

で
、

既
に

使
用

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

返
還

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

と
い

う
ふ

う
に

考
え

る
。

 

 
結

局
、

こ
れ

だ
け

国
民

の
反

対
が

多
い

中
で

、
国

会
も

通
さ

ず
、

こ
う

し
た

国
葬

儀
を

強
行

し
て

い
く

と
い

う
今

日
の

や
り

方
、

そ
の

こ
と

に
、

特
に

地
方

自
治

体
が

地
方

自
治

の
本

旨
に

基
づ

い
て

地
方

自
治

を
行

っ
て

い
く

と
い

う
意

味
は

、
国

家
の

中
に

お
い

て
、

そ
う

し
た

国
家

の
暴

走
を

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
方

自
治

体
が

、
そ

れ
ぞ

れ
憲

法
に

基
づ

い
て

そ
の

在
り

方
を

判
断

し
て

相
互

に
抑

制
し

て
い

く
、

そ
う

い
う

機
能

を
担

っ
て

い
る

も
の

だ
と

思
う

。
 

現
実

に
今

回
は

地
方

自
治

体
の

市
長

の
方

で
も

、
知

事
の

方
、

先
ほ

ど
言

っ
た

よ
う

に
政

令
市

で
も

出
席

さ
れ

な
い

方
も

い
た

。
ま

た
、

県
内

で
も

あ
り

ま
し

た
け

れ
ど

も
、

市
議

会
等

で
反

対
の

意
思

を
表

明
さ

れ
る

方
も

あ
っ

た
。

そ
の

中
に

あ
っ

て
、

川
崎

市
長

及
び

市
議

会
議

長
が

、
こ

の
後

、
説

明
が

あ
る

の
で

し
ょ

う
け

れ
ど

も
、

い
ず

れ
に

し
て

も
、

私
ど

も
か

ら
見

る
と

、
そ

う
し

た
こ

と
に

つ
い

て
の

十
分

な
検

討
を

さ
れ

ず
、

公
費

を
使

っ
て

出
席

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

が
極

め
て

遺
憾

だ
と

。
遺

憾
で

あ
る

だ
け

で
は

な
く

て
、

や
は

り
こ

れ
は

監
査

請
求

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

と
い

う
ふ

う
に

考
え

て
い

る
。

 

 
様

々
な

主
張

も
あ

る
よ

う
だ

け
れ

ど
も

、
我

々
と

し
て

も
、

や
は

り
声

を
大

に
し

て
伝

え
た

い
の

は
違

憲
性

に
加

え
て

違
法

性
と

い
う

と
こ

ろ
で

、
違

法
性

、
そ

も
そ

も
法

律
自

体
に

準
拠

し
て

い
な

い
と

い
う

と
こ

ろ
が

一
番

大
き

い
と

思
っ

て
い

る
。

一
説

に
よ

れ
ば

、
閣

議
決

定
等

々
が

あ
る

か
ら

お
墨

つ
き

が
あ

る
と

い
う

主
張

も
あ

る
よ

う
だ

け
れ

ど
も

、
閣

議
決

定
は

全
く

何
ら

の
法

的
根

拠
に

な
ら

な
い

と
い

う
と

こ
ろ

は
重

要
視

し
て

い
た

だ
き

た
い

と
思

っ
て

い
る

。
 

 

※
請

求
人

の
請

求
内

容
を

補
足

し
た

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
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り
、

被
推

薦
者

に
は

、
指

定
都

市
の

長
及

び
同

議
会

議
長

と
の

記
載

が
あ

っ
た

ほ
か

、
メ

ー
ル

本
文

に
は

全
国

市
長

会
よ

り
、

指
定

都
市

市
長

全
員

が
参

列
推

薦
さ

れ
る

と
の

連
絡

が
あ

り
、

全
市

長
を

推
薦

す
る

こ
と

、
出

欠
に

つ
い

て
は

事
前

に
送

付
さ

れ
る

案
内

状
で

回
答

を
す

る
旨

、
記

載
が

あ
っ

た
。

 

 
令

和
４

年
８

月
３

０
日

、
指

定
都

市
市

長
会

事
務

局
か

ら
市

東
京

事
務

所
へ

、
本

件
国

葬
儀

の
主

催
者

は
政

府
と

い
う

こ
と

、
指

定
都

市
２

０
市

の
推

薦
主

体
は

総
務

省
と

の
こ

と
、

ま
た

、
案

内
状

に
つ

い
て

は
、

９
月

２
日

か
９

月
５

日
に

配
付

さ
れ

、
指

定
都

市
市

長
の

案
内

状
は

、
全

国
市

長
会

総
務

部
が

各
市

の
全

国
市

長
会

の
窓

口
を

担
当

し
て

い
る

部
署

に
郵

送
す

る
こ

と
に

つ
い

て
連

絡
が

あ
っ

た
。

 

 
令

和
４

年
９

月
９

日
に

市
東

京
事

務
所

へ
メ

ー
ル

に
て

、
全

国
市

長
会

総
務

部
名

、
各

市
長

秘
書

御
担

当
者

宛
て

「
故

安
倍

晋
三

国
葬

儀
の

参
列

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」

が
、

案
内

状
サ

ン
プ

ル
及

び
参

列
回

答

票
（

エ
ク

セ
ル

フ
ァ

イ
ル

）
と

と
も

に
送

付
が

さ
れ

た
。

依
頼

文
に

は
、
「

内
閣

総
理

大
臣

よ
り

、
来

る

９
月

２
７

日
（

火
）

に
開

催
さ

れ
る

標
記

葬
儀

の
案

内
状

が
届

き
ま

し
た

の
で

、
本

日
、

郵
送

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

し
た

。
つ

き
ま

し
て

は
、

参
列

の
可

否
に

つ
き

ま
し

て
、

添
付

エ
ク

セ
ル

フ
ァ

イ
ル

の
参

列
回

答
票

に
て

、
９

月
１

４
日

（
水

）
ま

で
に

御
回

答
く

だ
さ

い
ま

す
よ

う
、

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
」

と

い
う

記
載

が
あ

っ
た

。
サ

ン
プ

ル
の

本
件

国
葬

儀
に

関
す

る
国

か
ら

の
案

内
状

に
は

、
「

謹
啓

 
故

安
倍

晋
三

国
葬

儀
を

左
記

に
よ

り
挙

行
い

た
し

ま
す

の
で

御
案

内
申

し
上

げ
ま

す
 

敬
具

」
、
「

日
時

 
令

和
四

年
九

月
二

十
七

日
（

火
）

午
後

二
時

」
、
「

場
所

 
日

本
武

道
館

」
と

記
載

さ
れ

、
発

信
者

は
「

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

委
員

長
 

内
閣

総
理

大
臣

 
岸

田
文

雄
」

と
な

っ
て

い
た

。
ま

た
、

添
付

さ
れ

た
御

留
意

事
項

と
い

う
も

の
に

は
、
「

御
香

典
、

御
供

物
、

御
供

花
等

は
固

く
御

辞
退

申
し

上
げ

ま
す

。
」

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

メ
ー

ル
本

文
に

は
総

務
省

よ
り

案
内

状
を

受
領

し
、

速
達

・
簡

易
書

留
に

て
郵

送
し

た

旨
、

記
載

が
あ

っ
た

。
 

 
令

和
４

年
９

月
１

２
日

に
全

国
市

長
会

を
通

じ
て

速
達

に
て

案
内

状
を

受
領

し
、

出
席

す
る

旨
を

９
月

１
４

日
に

参
列

回
答

票
を

メ
ー

ル
に

て
回

答
し

た
次

第
で

あ
る

。
 

 
続

い
て

、
議

長
へ

の
案

内
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

令
和

４
年

８
月

１
７

日
、

全
国

市
議

会
議

長
会

か
ら

本
件

国
葬

儀
に

係
る

メ
ー

ル
に

「
内

閣
府

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

事
務

局
か

ら
、

令
和

４
年

９
月

２
７

日
(
火

)
に

行
わ

れ
る

国
葬

儀
に

つ
い

て
参

列
者

を
推

薦
依

頼
が

あ
り

、
政

令
指

定
都

市
の

議
会

議
長

（
２

０
市

）
に

つ
い

て
は

本
会

に
て

取
り

ま
と

め
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

」
と

の
記

載
が

あ
り

、
参

列
者

推
薦

名
簿

が
添

付
さ

れ
て

お
り

、
同

推
薦

名
簿

を
メ

ー
ル

で
令

和
４

年
８

月
１

８
日

午
後

５
時

ま
で

に
提

出
す

る
よ

う
依

頼
が

あ
っ

た
。

ま
た

、
総

務
省

か
ら

政
令

指
定

都
市

の
長

及
び

同
議

会
議

長
、

各
２

０
名

が
参

列
対

象
と

な
っ

て
い

る
こ

と
及

び
内

閣
府

か
ら

準
備

を
進

め
る

都
合

上
の

事
務

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

な
ど

に
つ

い
て

記
載

が
あ

っ
た

。
 

 
な

お
、

令
和

４
年

８
月

１
８

日
に

全
国

市
議

会
議

長
会

宛
て

に
メ

ー
ル

で
参

列
者

推
薦

名
簿

を
送

付
し

た
。

 

 
続

い
て

、
令

和
４

年
９

月
６

日
、

全
国

市
議

会
議

長
会

か
ら

本
件

国
葬

儀
に

係
る

メ
ー

ル
に

、
総

務
省

か
ら

、
「

内
閣

府
事

務
局

か
ら

連
絡

が
あ

り
、

最
速

で
９

月
７

日
（

水
）

に
当

省
に

案
内

状
が

届
く

予
定

で
あ

る
」

旨
の

記
載

が
あ

っ
た

。
な

お
、

令
和

４
年

９
月

７
日

に
案

内
状

が
届

い
た

連
絡

は
な

か
っ

た
。

 

 
令

和
４

年
９

月
９

日
、

全
国

市
議

会
議

長
会

か
ら

本
件

国
葬

儀
に

係
る

メ
ー

ル
に

、
「

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

に
関

し
、

参
列

対
象

者
宛

て
の

案
内

状
を

総
務

省
経

由
で

内
閣

府
か

ら
受

け
取

り
ま

し
た

の
で

、
本

日
、

郵
送

」
す

る
旨

の
記

載
が

あ
り

、
葬

儀
へ

の
出

欠
確

認
及

び
当

日
の

緊
急

連
絡

先
を

令
和

４
年

９
月

１
３

日
ま

で
に

メ
ー

ル
で

回
答

す
る

よ
う

依
頼

が
あ

り
、

同
日

、
全

国
市

議
会

議
長

会
宛

て
に

メ
ー

ル
で

出
席

す
る

旨
、

回
答

し
た

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

定
の

規
模

で
仮

定
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

あ
え

て
現

時
点

で
の

経
費

の
見

込
み

を
お

示
し

し
た

い
。

警

備
・

接
遇

等
の

経
費

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
合

同
葬

と
同

様
に

、
既

に
成

立
を

し
て

い
る

今
年

度
予

算
の

中
で

対
応

す
る

」
と

の
記

載
が

あ
り

、
併

せ
て

警
備

に
要

す
る

経
費

と
し

て
８

億
円

程
度

、
海

外
要

人
の

接
遇

に
要

す
る

経
費

と
し

て
６

億
円

程
度

、
接

遇
要

員
と

し
て

一
時

帰
国

さ
せ

る
在

外
公

館
職

員
の

出
張

の
た

め
の

旅
費

と
し

て
１

億
円

程
度

、
自

衛
隊

の
儀

仗
隊

等
の

車
両

借
り

上
げ

費
等

と
し

て
０

.
１

億
円

程
度

と
見

込
ま

れ
て

い
る

旨
の

記
載

が
あ

る
。

 

 
次

に
、

令
和

４
年

９
月

８
日

に
行

わ
れ

た
衆

議
院

議
院

運
営

委
員

会
及

び
参

議
院

議
院

運
営

委
員

会
の

閉
会

中
審

査
に

お
い

て
、

岸
田

内
閣

総
理

大
臣

は
、

冒
頭

で
、

本
件

国
葬

儀
実

施
の

理
由

と
し

て
、
「

憲

政
史

上
最

長
の

８
年

８
か

月
に

わ
た

り
内

閣
総

理
大

臣
の

重
責

を
担

っ
た

こ
と

」
、
「

大
き

な
実

績
を

様
々

な
分

野
で

残
し

た
こ

と
」
、
「

各
国

で
様

々
な

形
で

、
国

全
体

を
巻

き
込

ん
で

の
敬

意
と

弔
意

が
表

明
さ

れ

て
い

る
こ

と
、

民
主

主
義

の
根

幹
た

る
選

挙
運

動
中

で
の

非
業

の
死

で
あ

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
安

倍
元

総
理

の
国

葬
儀

を
執

り
行

う
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

判
断

し
、

７
月

２
２

日
、

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

の
執

行
を

閣
議

決
定

い
た

し
ま

し
た

。
国

と
し

て
葬

儀
を

執
り

行
う

こ
と

で
、

安
倍

元
総

理
を

追
悼

す
る

と
と

も
に

、
我

が
国

は
暴

力
に

屈
せ

ず
民

主
主

義
を

断
固

と
し

て
守

り
抜

く
と

い
う

決
意

を
示

し
て

ま
い

り
ま

す
。

あ
わ

せ
て

、
各

国
か

ら
の

敬
意

と
弔

意
に

対
し

、
日

本
国

と
し

て
礼

節
を

も
っ

て
お

応
え

す
る

と
と

も
に

、
国

葬
儀

の
機

会
に

来
日

さ
れ

る
各

国
要

人
と

集
中

的
に

会
談

を
行

い
、

安
倍

元
総

理
が

培
わ

れ
た

外
交

的
遺

産
を

我
が

国
と

し
て

し
っ

か
り

受
け

継
ぎ

、
発

展
さ

せ
る

と
い

う
意

思
を

内
外

に
示

し
て

ま
い

り
ま

す
。
」

と
述

べ
た

。
 

ま
た

、
「

国
葬

儀
に

つ
い

て
、

そ
の

理
由

で
す

と
か

、
あ

る
い

は
法

的
根

拠
で

す
と

か
、

そ
し

て
予

算
、

執
り

行
い

方
、

こ
う

し
た

こ
と

を
丁

寧
に

説
明

す
る

こ
と

と
併

せ
て

、
引

き
続

き
政

府
の

考
え

方
全

体
を

し
っ

か
り

説
明

し
て

い
く

、
こ

う
し

た
努

力
は

重
要

」
で

あ
る

旨
述

べ
た

。
ま

た
、
「

国
民

に
さ

ら

な
る

義
務

を
課

す
る

と
か

、
何

か
行

為
を

強
制

す
る

と
い

う
こ

と
で

は
な

い
限

り
、

具
体

的
な

法
律

は
必

要
な

い
と

い
う

学
説

に
基

づ
い

て
、

政
府

と
し

て
も

、
今

回
の

件
に

つ
い

て
し

っ
か

り
考

え
て

い
る

」

旨
、

述
べ

た
。

 

 
次

に
、

本
件

国
葬

儀
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

は
、

政
府

は
当

初
、

参
列

者
は

約
６

,
０

０
０

人
と

見
込

ん
で

い
た

が
、

最
終

的
な

参
列

者
は

４
,
１

７
０

人
で

あ
っ

た
。

会
場

近
く

の
九

段
坂

公
園

に
設

け
ら

れ

た
一

般
向

け
の

献
花

会
場

に
は

２
万

５
,
０

０
０

人
を

超
え

る
方

が
献

花
を

し
た

。
秋

篠
宮

御
夫

妻
ら

７

人
の

皇
族

方
が

国
葬

儀
に

参
列

を
し

た
。

天
皇

、
皇

后
両

陛
下

と
上

皇
御

夫
妻

は
、

慣
例

に
従

っ
て

使
者

を
派

遣
さ

れ
た

。
海

外
か

ら
は

２
１

８
の

国
や

地
域

、
国

際
機

関
の

代
表

者
７

３
４

人
が

参
列

し
た

。
 

 
ア

メ
リ

カ
か

ら
は

、
初

来
日

と
な

っ
た

ハ
リ

ス
副

大
統

領
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
か

ら
は

ア
ン

ソ
ニ

ー
・

ア
ル

バ
ニ

ー
ジ

ー
首

相
、

イ
ン

ド
か

ら
は

ナ
レ

ン
ド

ラ
・

モ
デ

ィ
首

相
、

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

か
ら

は
リ

ー
・

シ
ェ

ン
ロ

ン
首

相
が

参
列

し
、

安
倍

氏
が

提
唱

し
た

日
米

豪
印

の
枠

組
み

ク
ア

ッ
ド

の
メ

ン
バ

ー
国

か
ら

は
首

脳
級

が
参

列
し

た
。

そ
の

ほ
か

、
親

交
の

あ
っ

た
イ

ギ
リ

ス
の

テ
リ

ー
ザ

・
メ

イ
元

首
相

や
フ

ラ
ン

ス
の

ニ
コ

ラ
・

サ
ル

コ
ジ

元
大

統
領

ら
も

参
列

し
た

。
岸

田
首

相
は

、
国

葬
儀

の
前

後
に

活
発

な
弔

問
外

交
を

行
い

、
各

国
と

連
携

強
化

を
確

認
し

た
。

東
京

・
元

赤
坂

の
迎

賓
館

で
海

外
の

要
人

か
ら

個
別

に
弔

意
を

受
け

る
機

会
も

設
け

、
２

６
日

か
ら

２
８

日
ま

で
の

３
日

間
で

３
０

か
国

以
上

の
首

脳
級

と
個

別
に

会
談

し
た

。
 

本
件

国
葬

儀
に

係
る

国
等

か
ら

の
案

内
に

つ
い

て
、

ま
ず

市
長

へ
の

案
内

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

令
和

４
年

８
月

１
７

日
、

指
定

都
市

市
長

会
事

務
局

か
ら

市
東

京
事

務
所

へ
送

付
さ

れ
た

本
件

国
葬

儀
に

係
る

メ
ー

ル
に

は
、

国
作

成
の

「
参

列
者

の
推

薦
に

つ
い

て
」

と
題

す
る

書
面

が
添

付
さ

れ
て

お
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随
行

職
員

の
人

件
費

に
つ

い
て

は
、

公
務

で
出

張
し

た
際

の
時

間
外

勤
務

に
対

し
、

手
続

き
に

従
い

随
行

秘
書

及
び

運
転

手
に

合
計

１
万

４
,
５

８
１

円
の

手
当

を
支

給
し

た
。

議
長

及
び

随
行

者
の

公
用

車
の

使

用
に

係
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

ガ
ソ

リ
ン

代
１

,
０

３
４

円
及

び
高

速
道

路
利

用
料

金
９

６
０

円
、

合
計

１
,
９

９
４

円
の

見
込

み
で

あ
る

。
 

 
公

費
支

出
に

係
る

手
続

き
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

ま
ず

、
人

件
費

（
時

間
外

勤
務

手
当

）
に

つ
い

て
で

あ
る

が
、

川
崎

市
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
３

２
年

１
１

月
２

０
日

条
例

第
２

９
号

）
第

９
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
に

勤
務

を
命

じ
ら

れ
た

場
合

、
そ

の
勤

務
時

間
に

応
じ

て
時

間
外

勤
務

手
当

が
各

所
属

の
予

算
よ

り
支

給
さ

れ
る

が
、

９
月

２
７

日
の

時
間

外
勤

務
手

当
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

職
員

の
給

料
等

の
支

給
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

４
６

年
１

０
月

１
５

日
）

第
２

条
に

よ
り

１
０

月
２

１
日

に
支

払
わ

れ
た

。
な

お
、

経
費

の
支

出
負

担
行

為
及

び
支

出
命

令
に

関
す

る
事

務
は

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

室
長

が
行

っ
た

。
 

 
続

い
て

、
公

用
車

使
用

に
係

る
ガ

ソ
リ

ン
代

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
特

定
物

品
等

契
約

事
務

取
扱

要
綱

の
規

定
に

基
づ

き
、

財
政

局
長

が
基

本
的

契
約

事
項

を
定

め
た

協
定

を
締

結
し

た
者

か
ら

、
あ

ら
か

じ
め

決
定

し
た

単
価

に
基

づ
き

納
品

を
受

け
、

翌
月

以
降

に
そ

の
者

か
ら

受
け

た
請

求
に

基
づ

き
支

払
わ

れ

る
。

事
務

の
執

行
に

当
た

っ
て

は
、

川
崎

市
金

銭
会

計
規

則
第

３
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

所
定

の
経

費
の

支
出

負
担

行
為

及
び

支
出

命
令

に
関

す
る

事
務

を
主

管
す

る
庁

舎
管

理
課

長
が

行
う

。
な

お
、

令
和

４
年

９
月

１
日

か
ら

９
月

３
０

日
に

給
油

し
た

ガ
ソ

リ
ン

（
レ

ギ
ュ

ラ
ー

）
の

単
価

は
１

リ
ッ

タ
ー

当
た

り
１

５
５

円
（

税
抜

き
）

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

本
件

国
葬

儀
へ

の
参

列
に

係
る

ガ
ソ

リ
ン

代
は

合
計

で
２

,
６

０
２

円
の

支
出

見
込

み
で

あ
る

。
 

 
公

用
車

使
用

に
係

る
高

速
道

路
利

用
料

金
は

、
庁

舎
管

理
課

に
て

契
約

し
て

い
る

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

の
そ

の
月

の
使

用
分

に
つ

い
て

、
翌

日
に

首
都

高
速

道
路

株
式

会
社

及
び

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
か

ら

の
、

そ
れ

ぞ
れ

の
請

求
に

基
づ

き
支

払
わ

れ
る

。
事

務
の

執
行

に
当

た
っ

て
は

、
金

銭
会

計
規

則
第

３
条

に
よ

り
、

所
定

の
経

費
の

支
出

負
担

行
為

及
び

支
出

命
令

に
関

す
る

事
務

を
主

管
す

る
庁

舎
管

理
課

長
が

行
う

。
な

お
、

本
件

国
葬

儀
へ

の
参

列
に

係
る

高
速

道
路

利
用

料
金

は
、

合
計

で
２

,
６

８
０

円
を

支
出

す
る

見
込

み
で

あ
る

。
 

 
続

い
て

、
本

件
国

葬
儀

に
関

し
て

地
方

公
共

団
体

が
公

費
を

支
出

す
る

こ
と

の
違

法
性

及
び

不
当

性
に

つ
い

て
、

説
明

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、

地
域

に
お

け
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

で
法

律
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
政

令
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

も
の

を
処

理
す

る
（

地
方

自
治

法
第

２
条

第
２

項
）

と
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、

地
方

公
共

団
体

は
、

社
会

的
実

体
を

有
す

る
も

の
と

し
て

活
動

す
る

も
の

で
あ

り
、

住
民

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
地

域
に

お
け

る
行

政
を

自
主

的
か

つ
総

合
的

に
実

施
す

る
役

割
を

広
く

担
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

（
地

方
自

治
法

第
１

条
の

２
第

１
項

）
な

ど
に

照
ら

す
と

、
地

方
公

共
団

体
の

長
等

が
各

種
団

体
等

の
主

催
す

る
会

合
に

列
席

す
る

こ
と

も
、

地
方

公
共

団
体

の
上

記
役

割
を

果
た

す
た

め
相

手
方

と
の

友
好

、
信

頼
関

係
の

維
持

増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
こ

と
と

客
観

的
に

見
る

こ
と

が
で

き
、

か
つ

、
社

会
通

念
上

儀
礼

の
範

囲
に

と
ど

ま
る

限
り

、
地

方
公

共
団

体
の

事
務

に
含

ま
れ

る
も

の
と

解
す

る
の

が
相

当
で

あ
る

と
い

う
こ

と
で

、
最

高
裁

平
成

１
８

年
１

２
月

１
日

の
判

決
が

あ
る

。
 

 
本

件
に

つ
い

て
み

る
に

、
本

件
国

葬
儀

は
、

閣
議

決
定

に
基

づ
き

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
内

閣
総

理
大

臣
の

案
内

に
応

じ
て

国
の

儀
式

に
出

席
す

る
こ

と
は

、
社

会
通

念
上

相
当

と
認

め
ら

れ
る

社
交

儀
礼

上
の

行
為

と
い

え
、

ま
た

、
国

と
の

良
好

な
関

係
を

保
ち

、
国

と
の

信
頼

関
係

の
維

持
増

進
に

資
す

る
も

────────────────────────────────────────────────────

 

 
令

和
４

年
９

月
１

２
日

に
届

い
た

本
件

国
葬

儀
に

関
す

る
国

か
ら

の
案

内
状

は
、
「

謹
啓

 
故

安
倍

晋

三
国

葬
儀

を
左

記
に

よ
り

挙
行

い
た

し
ま

す
の

で
御

案
内

申
し

上
げ

ま
す

 
敬

具
」
、
「

日
時

 
令

和
四

年

九
月

二
十

七
日

（
火

）
午

後
二

時
」
、
「

場
所

 
日

本
武

道
館

」
と

記
載

さ
れ

、
発

信
者

は
、
「

故
安

倍
晋

三
国

葬
儀

委
員

長
 

内
閣

総
理

大
臣

 
岸

田
文

雄
」

と
な

っ
て

い
た

。
ま

た
、

添
付

さ
れ

た
御

留
意

事
項

に
、
「

御
香

典
、

御
供

物
、

御
供

花
等

は
固

く
御

辞
退

申
し

上
げ

ま
す

。
」

と
記

載
さ

れ
て

い
た

。
 

 
続

い
て

、
本

件
国

葬
儀

へ
の

出
欠

の
決

定
及

び
当

日
の

公
務

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

ま
ず

、
市

長
の

本
件

国
葬

儀
へ

の
出

欠
の

決
定

及
び

当
日

の
公

務
に

つ
い

て
で

あ
る

が
、

本
件

国
葬

儀
は

閣
議

決
定

に
基

づ
き

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
内

閣
総

理
大

臣
名

で
市

長
に

案
内

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
明

ら
か

に
国

の
公

式
行

事
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

た
め

、
市

長
の

出
席

は
、

地
域

住
民

の
代

表
と

し
て

国
の

公
式

行
事

に
参

加
す

る
も

の
で

あ
り

、
社

会
通

念
上

相
当

と
認

め
ら

れ
る

社
交

儀
礼

上
の

行
為

に
当

た
る

と
判

断
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
具

体
的

な
手

続
と

し
て

は
、

本
件

国
葬

儀
は

、
政

府
が

主
催

し
、

総
務

省
よ

り
指

定
都

市
市

長
と

し
て

参
列

者
と

し
て

の
推

薦
を

受
け

、
正

式
に

案
内

状
を

受
領

し
た

こ
と

か
ら

、
公

務
と

し
て

参
列

す
る

こ
と

を
決

定
し

、
出

席
す

る
旨

、
全

国
市

長
会

宛
て

回
答

し
た

。
ま

た
、

当
日

は
公

用
車

で
随

行
職

員
と

都
道

府
県

会
館

に
集

合
し

、
本

件
国

葬
儀

へ
参

列
を

し
た

。
 

 
議

長
の

本
件

国
葬

儀
へ

の
出

欠
の

決
定

及
び

当
日

の
公

務
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

本
件

国
葬

儀
は

閣
議

決
定

に
基

づ
き

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
内

閣
総

理
大

臣
名

で
議

長
に

案
内

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
明

ら
か

に
国

の
公

式
行

事
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

た
め

、
議

長
の

出
席

は
、

議
会

の
代

表
と

し
て

国
の

公
式

行
事

に
参

加
す

る
も

の
で

あ
り

、
社

会
通

念
上

儀
礼

の
範

囲
に

と
ど

ま
る

と
判

断
を

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

 
具

体
的

な
手

続
と

し
て

、
本

件
国

葬
儀

は
、

政
府

が
主

催
し

、
総

務
省

よ
り

指
定

都
市

議
長

と
し

て
参

列
者

と
し

て
の

推
薦

を
受

け
、

正
式

に
案

内
状

を
受

領
し

た
こ

と
か

ら
、

議
長

公
務

と
し

て
参

列
す

る
こ

と
を

決
定

し
、

出
席

す
る

旨
、

全
国

市
議

会
議

長
会

宛
て

回
答

し
た

。
ま

た
、

当
日

は
公

用
車

で
随

行
職

員
と

都
道

府
県

会
館

に
集

合
し

、
本

件
国

葬
儀

へ
参

列
し

た
。

 

 
本

件
国

葬
儀

へ
の

出
席

に
係

る
公

費
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

本
件

国
葬

儀
に

市
長

が
参

列
し

た
際

に
支

出
す

る
公

費
は

、
市

長
及

び
随

行
者

の
旅

費
並

び
に

人
件

費
（

時
間

外
勤

務
手

当
）

で
あ

る
が

、
本

件
国

葬
儀

当
日

の
移

動
手

段
は

公
用

車
の

み
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

旅
費

と
し

て
の

支
出

は
な

く
、

使
用

し
た

公
用

車
に

係
る

ガ
ソ

リ
ン

代
及

び
高

速
道

路
利

用
料

金
を

支
出

す
る

見
込

み
で

あ
る

。
案

内
状

に
添

付
さ

れ
た

御
留

意
事

項
に

、
「

御
香

典
、

御
供

物
、

御
供

花
等

は
固

く
御

辞
退

申
し

上
げ

ま
す

。
」

と
の

記
載

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
参

列
す

る
際

に
交

際
費

に
つ

い
て

は
支

出
し

て
い

な
い

。
随

行
職

員
の

人
件

費
に

つ
い

て
は

、
公

務
で

出
張

し
た

際
の

時
間

外
勤

務
に

対

し
、

手
続

き
に

従
っ

て
随

行
秘

書
及

び
運

転
手

に
合

計
１

万
５

,
３

３
６

円
の

手
当

を
支

給
し

た
。

市
長

及
び

随
行

者
の

公
用

車
の

使
用

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
ガ

ソ
リ

ン
代

１
,
５

６
８

円
及

び
高

速
道

路

利
用

料
金

１
,
７

２
０

円
、

合
計

３
,
２

８
８

円
の

見
込

み
で

あ
る

。
 

 
続

い
て

、
議

長
が

出
席

し
た

こ
と

に
よ

り
支

出
さ

れ
る

公
費

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

本
件

国
葬

儀
に

議
長

が
参

列
し

た
際

に
支

出
す

る
公

費
は

、
議

長
及

び
随

行
者

の
旅

費
及

び
人

件
費

（
時

間
外

勤
務

手
当

）
で

あ
る

が
、

本
件

国
葬

儀
当

日
の

移
動

手
段

は
公

用
車

の
み

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら
、

旅
費

の
支

出
は

な
く

、
使

用
し

た
公

用
車

に
係

る
ガ

ソ
リ

ン
代

及
び

高
速

道
路

利
用

料
金

を
支

出
す

る
見

込
み

で
あ

る
。

な
お

、
案

内
状

に
添

付
さ

れ
た

御
留

意
事

項
に

、
「

御
香

典
、

御
供

物
、

御
供

花
は

固
く

御
辞

退
」

と
記

載
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

葬
儀

等
に

係
る

交
際

費
に

つ
い

て
は

支
出

し
て

い
な

い
。
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の
で

あ
る

と
い

う
こ

と
が

で
き

る
か

ら
、

地
方

公
共

団
体

の
事

務
に

含
ま

れ
る

も
の

で
あ

っ
て

、
本

件
国

葬
儀

に
市

長
及

び
議

長
が

出
席

し
た

こ
と

は
違

法
又

は
不

当
と

は
言

え
な

い
と

考
え

て
い

る
。

 

こ
の

点
に

つ
い

て
、

本
件

国
葬

儀
に

は
、

各
都

道
府

県
の

知
事

及
び

議
長

並
び

に
各

指
定

都
市

の
市

長
及

び
議

長
が

多
数

出
席

し
て

い
る

こ
と

か
ら

し
て

も
、

本
市

の
市

長
及

び
議

長
の

対
応

が
不

合
理

で
あ

っ
た

と
は

言
え

な
い

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

 

 
そ

し
て

、
本

件
国

葬
儀

へ
の

出
席

に
伴

い
、

上
記

の
費

用
を

支
出

す
る

こ
と

は
、

必
要

な
額

の
範

囲
内

で
あ

る
こ

と
に

照
ら

せ
ば

、
違

法
又

は
不

当
な

財
務

会
計

行
為

に
当

た
る

も
の

で
は

な
い

と
考

え
て

い

る
。

 

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
市

長
及

び
議

長
の

本
件

国
葬

儀
へ

の
出

席
及

び
本

件
公

金
の

支
出

は
違

法
又

は
不

当
で

は
な

い
と

考
え

て
い

る
。

 

 

※
関

係
職

員
の

陳
述

の
要

旨
を

ま
と

め
て

い
る

。
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 ４川監公第14号　

 令和４年11月25日

　　　監査の結果の報告に基づく措置について(公

　　　表) 

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の

規定により、令和４年３月25日付け４川監公第５号で公

表した監査の結果の報告に基づき、川崎市長及び川崎市

教育委員会教育長から措置を講じた旨通知がありました

ので、次のとおり公表します。 

 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　浅　野　文　直　　

 同　　　　　　　山　田　晴　彦　　
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１
 

令
和

３
年

度
第

２
回

定
期

（
財

務
）

監
査

・
行

政
監

査
結

果
に

対
す

る
措

置
状

況
 

（
１

）
定

期
（

財
務

）
監

査
 

ア
 

徴
収

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
財

産
規

則
（

昭
和

３
９

年
川

崎
市

規
則

第
３

３
号

）
第

２
５

条
第

１
項

第

１
号

に
よ

る
と

、
使

用
許

可
の

期
間

が
１

年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

使
用

許
可

の
期

間
の

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３

０
日

以
内

に
使

用
料

の
全

額
を

納
付

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

川
崎

市
財

産
規

則
第

３
７

条
に

よ
る

と
、

第
２

５
条

の
規

定
は

普
通

財
産

を
貸

し
付

け
る

場
合

に
準

用
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

徴
収

手
続

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

に
基

づ
き

、
徴

収
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

（
ア

）
目

的
外

使
用

許
可

に
係

る
使

用
料

に
つ

い
て

、
川

崎
市

財
産

規
則

に
定

め
る

期

限
を

過
ぎ

た
納

期
限

で
納

入
通

知
書

を
送

付
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
財

産
規

則
等

の
例

規
を

基
に

、
使

用
料

の
納

期
限

等
を

は
じ

め
と

し
た

公
有

財
産

の
管

理
に

関
す

る
注

意
事

項
に

つ
い

て
、

課

内
会

議
に

お
い

て
関

係
職

員
に

対
し

周
知

啓
発

を
図

り
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
徴

収
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

管
理

課
）

 

（
イ

）
普

通
財

産
の

貸
付

料
に

つ
い

て
、

川
崎

市
財

産
規

則
に

定
め

る
期

限
内

に
納

付

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

よ
り

指
摘

事
項

の
内

容
を

局
内

で
情

報
共

有

す
る

と
と

も
に

、
再

発
防

止
に

向
け

、
局

内
の

研
修

会
、

会
議

の
場

で
周

知
徹

底

を
行

い
ま

し
た

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

 

４
川

総
コ

第
７

５
号

 

令
和

 
４

年
９

月
３

０
日

 

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

大
村

 
研

一
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

植
村

 
京

子
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

浅
野

 
文

直
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

山
田

 
晴

彦
 

様
 

 

川
崎

市
長

 
 

福
田

 
紀

彦
 

 

 

監
査

の
結

果
の

報
告

に
基

づ
く

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 

 

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
１

９
９

条
第

１
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

４
年

３
月

２
５

日
付

け
４

川
監

報
第

２
号

で
報

告
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

監
査

の
結

果

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

措
置

を
講

じ
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。
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ま
し

た
。

 
 

今
後

は
、

滞
納
債
権

に
係

る
記
録

の
管

理
を

適
正

に
行

い
ま

す
。

 

（
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て
推
進

部
保

育
対

策
課

）
 

ウ
 
督
促

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
債
権

管
理

条
例

（
平
成

２
５

年
川

崎
市

条
例

第
４

２
号

）
第

５
条

に
よ

る

と
、
債
権

に
つ

い
て

、
履

行
期

限
ま

で
に
履

行
し

な
い
者

が
あ

る
と

き
は

、
督
促

状

に
よ

り
期

限
を

指
定

し
て
督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

滞
納
債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の
債
権

に
係

る
督
促

状
を

発
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

条
例

に
基

づ
き

、
督
促

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

（
ア

）
地
域
型
保

育
事
業
連
携
受
託

収
入

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

を
図

る
た

め
、

今
回

の
指

摘
事

例
に

つ
い

て
係

内
で

周
知

す
る

と
と

も
に

、
歳

入
に

係
る

管
理
簿

を
作
成

し
、

収
入

状
況

を

管
理

す
る

よ
う

、
改

め
て

係
内

全
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
債
権

管
理

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
保

育
第

２
課

）
 

エ
 
不

納
欠
損
処
分

の
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条

第
１

項
に

よ
る

と
、
金
銭

の
給

付
を

目
的

と
す

る
普

通

地
方

公
共
団
体

の
権
利

は
、
時
効

に
関

し
他

の
法

律
に

定
め

が
あ

る
も

の
を
除

く
ほ

か
、

５
年

間
こ

れ
を

行
わ

な
い

と
き

は
、
時
効

に
よ

り
消
滅

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

ま
た

、
川

崎
市
金
銭

会
計

規
則

第
５
８

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
債
権

が
消
滅

し
た

と
き

は
、
歳

入
徴

収
者

は
欠
損
処
分

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
徴

収
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
）

 

イ
 

滞
納
債
権

に
係

る
記
録

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
債
権

管
理

規
則

（
平
成

２
６

年
川

崎
市

規
則

第
１
８

号
）

第
３

条
第

４
項

に
よ

る
と

、
台
帳

に
記
録

し
た
債
権

に
つ

い
て
そ

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の
処

理
上

必
要

な
措

置
を

と
っ

た
と

き
、
当
該
債
権

が
消
滅

し
た

こ
と

を
確
認

し
た

と
き

、
又

は
そ

の
管

理
に

関
係

す
る

事
実

で
当
該

事
務

の
処

理
上
必

要
な

も
の

が
あ

る
と
認

め

る
と

き
は

、
そ

の
都

度
遅

滞
な

く
、

こ
れ

ら
の

内
容

を
台
帳

に
記
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 
保

育
所
運

営
費
負
担
金

は
、

１
件
ご

と
の
債
権

に
つ

い
て

福
祉

総
合

情
報
シ
ス
テ

ム
で

管
理

し
、

こ
の

情
報

を
も

と
に

総
合

財
務

会
計
シ
ス
テ
ム

で
歳

入
調

定
や
不

納

欠
損

等
を

行
っ

て
い

る
。

 
 

保
育
所
運

営
費
負
担
金

に
係

る
滞

納
債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

福
祉

総
合

情

報
シ
ス
テ
ム

に
お

い
て
時
効
完
成

に
よ

り
削
除

さ
れ

る
債
権

の
記
録

を
適
切

に
保
存

し
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

福
祉

総
合

情
報
シ
ス
テ
ム

の
調

定
額

を
総

合
財

務
会
計
シ

ス
テ
ム

に
反
映

さ
せ

る
調

定
額

の
減

額
処

理
に

お
い

て
、
時
効
完
成

に
よ

り
不

納
欠

損
処
分

す
べ

き
も

の
な

の
か

、
又

は
調

定
額

の
誤

り
に

よ
る

も
の

な
の

か
を
確
認

で

き
な

か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

規
則

に
基

づ
き

、
滞

納
債
権

に
係

る
記
録

の
管

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
福
祉

総
合

情
報
シ
ス
テ
ム

と
総

合

財
務

会
計
シ
ス
テ
ム

の
連
携

に
齟
齬

が
生

じ
な

い
よ

う
、
シ
ス
テ
ム

間
不

一
致

に
つ

い
て
毎

年
度
確
実

に
点
検

を
し

、
時
効
完
成

に
よ

る
不

納
欠
損
処

理
を

年
度
ご

と
に

適
正

に
実
施

す
る
ほ

か
、
不

納
欠
損

の
デ
ー
タ

に
つ

い
て
別
途
保
存

す
る

こ
と

と
し
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［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
に

向
け

て
、
予

算
執

行
伺

の
適

正
処

理
に

つ

い
て

周
知

す
る

と
と

も
に

、
課

内
会

議
で

注
意
喚

起
を

行
う

な
ど

の
対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
（
経
済
労
働

局
公

営
事
業

部
業

務
課

、
こ

ど
も

未
来

局
総

務
部
企
画

課
、

子
育

て
推

進
部
保

育
所
整
備

課
、

同
幼
児

教
育
担
当

、
保

育
事
業

部
保

育
第

１
課

、
同
保

育
第

２
課

、
同
運

営
管

理
課

、
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
、

同
こ

ど
も
保
健

福
祉

課
、

児
童

家
庭

支
援

・
虐
待

対
策
室

、
こ

ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー

、
ま

ち
づ

く
り

局
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

管
理

課
）

 

カ
 
物
品
購

入
に

係
る
契
約

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
事

務
分
掌

規
則

（
昭

和
４

７
年

川
崎

市
規

則
第

１
９

号
）

第
３

条
及

び
川

崎
市

事
務
決
裁

規
程

（
昭

和
４

１
年

川
崎

市
訓

令
第
８

号
）

第
５

条
第

１
項

に
よ

る

と
、
物
品

の
調
達

で
定

め
ら

れ
た
金

額
を
超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は
原

則
と

し
て

財

政
局
資

産
管

理
部
契
約

課
へ
契
約

手
続

を
依
頼

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 
物
品
購

入
に

係
る
契
約

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

一
括

し
て

発
注

す
べ

き
物

品
に

つ
い

て
分
割

し
て

起
案

し
、

財
政

局
資

産
管

理
部
契
約

課
へ
契
約

手
続

を
依
頼

せ
ず

に
契
約

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

等
に

基
づ

き
、
物
品
購

入
に

係
る
契
約

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

よ
り

指
摘

事
項

の
内

容
を

局
内

で
情

報
共

有
す

る
と

と
も

に
、

再
発

防
止

に
向

け
、

局
内

の
研

修
会

、
会

議
の

場
で

周
知

徹
底

を
行

い
ま

し
た

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

滞
納
債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の
債
権

に
係

る
不

納
欠
損
処
分

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

法
令

等
に

基
づ

き
、
不

納
欠
損
処
分

の
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

（
ア

）
保

育
所
運

営
費
負
担
金

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
当
該
債
権

の
時
効

を
確
認

し
、
不

納
欠
損
処
分

手
続

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
債
権

管
理

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て
推
進

部
保

育
対

策
課

）
 

 
 

（
イ

）
児
童

手
当
返
還
金

、
こ

ど
も

手
当
返
還
金

、
児
童
扶
養

手
当
返
還
金

、
小
児
医

療
費

等
返
還
金

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
当
該
債
権

の
時
効

を
確
認

し
、
不

納
欠
損
処
分

手
続

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
債
権

管
理

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
）

 

オ
 
予

算
執

行
伺

の
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
予

算
及

び
決

算
規

則
（
平
成

７
年

川
崎

市
規

則
第

１
０

号
）

第
２

３
条

第

１
項

に
よ

る
と

、
歳

出
予

算
を
執

行
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め
予

算
執

行
伺

を
作

成
し

、
決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

支
出

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
予

算
執

行
伺

の
手

続
を

行
わ

な
い

ま
ま
物
品

の
納

入
や

委
託
業

務
等

を
履

行
さ

せ
、

後
日

、
日

付
を
遡

っ
て
処

理
し

て
い

た
事

例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

に
基

づ
き

、
予

算
執

行
伺

の
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
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（
ア

）
請
求

書
の
首
標
金

額
の
頭
初

に
「
￥
」

の
記

号
が

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

関
係

規
則

等
を

課
内

で
確
認

し
、

支
出

に
関

す
る
証

拠
書
類

の
取
扱

い
を

適
正

に
行

う
よ

う
周

知
し

た
ほ

か
、
記
載
漏

れ
防

止
に

向
け

て
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
又

は
マ
ニ
ュ

ア
ル

に
項

目
を
追
記

す
る

な
ど

の
対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
市
街

地
整
備

部
地
域
整
備
推
進

課
、

同
防
災

ま
ち

づ
く

り
推
進

課
、
拠
点
整
備
推
進
室

、
施
設
整
備

部
施
設
計
画

課
、

指
導

部
建
築

指
導

課
）

 

 
 

（
イ

）
筆
跡

が
消

せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
鉛
筆

で
記
載

さ
れ

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

を
図

る
た

め
、

今
回

の
指

摘
事

例
に

つ
い

て
課

内
会

議
の

場
で

周
知

す
る

な
ど

の
取
組

を
行

い
、

適
正

な
事

務
手

続
を

行
う

よ
う

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
経
済
労
働

局
都

市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術

支
援
セ
ン
タ
ー

、
こ

ど
も

未

来
局

総
務

部
企
画

課
、

子
育

て
推
進

部
保

育
所
整
備

課
、
保

育
事
業

部
保

育
第

１

課
、

同
保

育
第

２
課

、
同
宮
前
区
保

育
総

合
支

援
担
当

、
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

保
健

福
祉

課
、

ま
ち

づ
く

り
局
交

通
政

策
室

、
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

管
理

課
）

 

 
 

（
ウ

）
契
約

書
に

お
い

て
文
字

が
加
筆

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、
文

書
事

務
の

手
引

に
基

づ
く
訂

正
が

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

委
託
契
約

書
の
記
載
不
備

に
つ

い
て

、
課

内
の

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 
 

 
 

今
後

は
、
複
数

の
者

に
よ

る
書
類
確
認

を
徹

底
し

つ
つ

、
適

正
な

事
務
執

行
に

────────────────────────────────────────────────────

 

 
今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も
保
健

福
祉

課
）

 

キ
 

支
出

に
関

す
る
証
拠

書
類

の
取
扱

い
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
金
銭

会
計

規
則

第
９

条
第

２
項

に
よ

る
と

、
請
求

書
の
首
標
金

額
の
頭
初

に
「
￥
」

の
記

号
を

表
示

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
公

文
書

の
適

正
な
作
成

に
つ

い
て

（
通

知
）

（
平
成

２
６

年
４

月
８

日
付

け
２

６
川

総
行

情
第

７
８

号
）

に
よ

る
と

、
「
筆
跡

が
消

せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
」

の
使

用
は

、
公

文
書

の
改
ざ
ん

等
、
重

大
な

法
令
違
反

に
つ

な
が

る
お
そ

れ
が

あ
る
ほ

か
、

市
政

に
対

す
る

市
民

の
信

用
を
失

う
行
為

に
な

り
か
ね

な
い

と
し

て
、

公
文

書
で

は

使
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

会
計
室

が
作
成

し
た

会
計

事
務

の
手
引

（
平
成

２
９

年
３

月
３

１
日

付

け
２
８

川
会

第
２

４
９

３
号

）
に

よ
る

と
、
請
求

書
の

う
ち
訂

正
が

で
き

な
い
記
載

内
容

で
あ

る
請
求
金

額
、
請
求
者
名

及
び
受
取
人
名

以
外

の
請
求

内
容

に
訂

正
が

あ

る
場

合
は

、
二
重
線

を
引

い
た
訂

正
箇
所

に
請
求
印

が
押
印

さ
れ

て
い

る
こ

と
と

さ

れ
て

お
り

、
請
求

書
の
記
載

は
ボ
ー
ル
ペ
ン

等
の
筆
跡

の
消
え

な
い

も
の

を
用

い
て

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 
加
え

て
、

総
務
企
画

局
情

報
管

理
部

行
政

情
報

課
が
作
成

し
た

文
書

事
務

の
手
引

（
平
成

１
７

年
８

月
３

１
日

付
け

１
７

川
総

行
情

第
４

６
３

号
）

に
よ

る
と

、
契
約

書
を
取

り
交

わ
し

た
後

に
字
句

の
間
違

い
が
判
明

し
た

場
合

の
訂

正
方

法
は

、
原

則

と
し

て
、
訂

正
し

た
行

の
左
欄

外
に
何
字
加
え

、
何
字
削

っ
た

か
を
明
記

す
る

と
と

も
に

、
当
該
箇
所

に
、
両
当

事
者

が
、
記
名
押
印

に
用

い
た
印

を
押
印

す
る

と
さ

れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

支
出

に
関

す
る
証
拠

書
類

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

等
に

基
づ

き
、

支
出

に
関

す
る
証
拠

書
類

の
取
扱

い
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
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最
低
制

限
価
格

を
設

定
す

る
業

務
委
託
契
約

に
係

る
入
札

事
務

に
つ

い
て

み
た

と

こ
ろ

、
最
低
制

限
価
格

を
設

定
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

等
に

基
づ

き
、

入
札

事
務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

よ
り

指
摘

事
項

の
内

容
を

局
内

で
情

報
共

有
す

る
と

と
も

に
、

再
発

防
止

に
向

け
、

局
内

の
研

修
会

、
会

議
の

場
で

周
知

徹
底

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

入
札

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、
青
少

年
支

援
室

）
 

コ
 

産
業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

（
昭

和
４

６
年

政
令

第
３

０
０

号
）

第
６

条
の

２
第

４
号

に
よ

る
と

、
委
託
契
約

は
、

書
面

に
よ

り
行

い
、
当
該

委

託
契
約

書
に

は
、

同
号

で
掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
の

条
項

が
含

ま
れ

、
か

つ
、
環
境

省
令

で
定

め
る

書
面

が
添

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

産
業
廃
棄
物

の
運
搬

、
処
分

等
に

係
る

委
託
契
約

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
令

に
基

づ
き

、
産
業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

（
ア

）
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

で
定

め
る

条
項

が
含

ま
れ

、

か
つ

、
環
境
省

令
で

定
め

る
書
面

も
添

付
さ

れ
て

い
た

も
の

の
、
請

書
に

よ
っ

て

事
務
処

理
を

行
い

、
本

来
作
成

す
べ

き
で

あ
っ

た
契
約

書
を
作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

産
業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る

適
正

な
事

務
処

理
方

法

に
つ

い
て

課
内
へ

周
知

徹
底

を
図

り
ま

し
た

。
 

────────────────────────────────────────────────────

 

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
計
画

部
景
観

・
地
区

ま
ち

づ
く

り
支

援
担
当

）
 

 
 
ク

 
前
渡
金

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

２
条

の
５

第
２

項
に

よ
る

と
、

支
出

の
特

例
と

し
て
資
金
前

渡
等

の
方

法
が
認

め
ら

れ
て

い
る

が
、

職
員

等
に

よ
る
立
替
払

は
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

前
渡
金

に
係

る
出

納
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
職

員
が
駐
車

場
利

用
料
金

等

の
立
替
払

を
行

っ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
令

に
基

づ
き

、
前
渡
金

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
前
渡
金

に
お

け
る

職
員

に
よ

る
立
替
払

が
生

じ
な

い
よ

う
、

出
張
時

に
お

け
る
駐
車

料
金

の
取
扱

い
に

つ
い

て
関

係
職

員
に
資

料
を
配
布

し

周
知

徹
底

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
市
街

地
整
備

部
地
域
整
備
推
進

課
、

住
宅

政
策

部
住

宅
整
備
推
進

課
、

指
導

部
建
築

管
理

課
）

 

ケ
 

入
札

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
契
約

規
則

（
昭

和
３

９
年

川
崎

市
規

則
第

２
８

号
）

第
１

４
条

の
２

に
よ

る
と

、
あ

ら
か

じ
め
最
低
制

限
価
格

を
設

け
る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、
予

定
価
格

の

３
分

の
２

を
下

ら
な

い
範
囲

内
で

定
め

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
川

崎
市
業

務
委
託
契
約

に
係

る
最
低
制

限
価
格
取
扱

要
綱

（
平
成

２
９

年

１
月

１
日

付
け

２
８

川
財
契

第
７

３
６
８

号
）

に
お

い
て

、
最
低
制

限
価
格

を
設

定

す
る
契
約

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
。
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今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
（

こ
ど

も
未

来
局

子
育

て
推
進

部
保

育
所
整
備

課
）

 

 
 
シ

 
特

定
個
人

情
報

の
取
扱

い
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

行
政

手
続

に
お

け
る
特

定
の
個
人

を
識
別

す
る

た
め

の
番

号
の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平
成

２
５

年
法

律
第

２
７

号
）

第
１

１
条

に
よ

る
と

、
個
人
番

号
利

用
事

務

等
の

全
部
又

は
一

部
の

委
託

を
す

る
者

は
、
当
該

委
託

に
係

る
個
人
番

号
利

用
事

務

等
に

お
い

て
取

り
扱

う
特

定
個
人

情
報

の
安

全
管

理
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
当
該

委
託

を
受

け
た
者

に
対

す
る
必

要
か

つ
適
切

な
監
督

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
特

定
個
人

情
報

を
取

り
扱

う
際

に
委
託
契
約

書
に
添

付
す

る
特

定
個
人

情

報
の
取
扱

い
に

関
す

る
特
記
仕

様
書

第
４

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
受

注
者

は
、
特

定

個
人

情
報

の
取
扱

い
に

係
る
作
業
責
任
者

及
び
作
業
従

事
者

を
定

め
、

書
面

に
よ

り

発
注
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

お
り

、
同
仕

様
書

第
５

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
受

注
者

は
、

発
注
者

の
認

め
る
範
囲

に
お

い
て
特

定
個
人

情
報

を
取

り

扱
う

場
所

を
定

め
、
業

務
の
着

手
前

に
書
面

に
よ

り
発

注
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

さ
ら

に
、

同
仕

様
書

第
１

５
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

発
注

者
は

、
本

委
託
業

務
に

係
る
特

定
個
人

情
報

の
取
扱

い
に

つ
い

て
、
本
契
約

の
規

定

に
基

づ
き
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
ど

う
か
検
証

及
び
確
認

す
る

た
め

、

受
注
者

及
び

再
委
託
先

に
対

し
て

、
監

査
又

は
検

査
を

行
う

も
の

と
す

る
と

さ
れ

て

い
る

。
 

 
 

 
 
特

定
個
人

情
報

を
取

り
扱

う
委
託
契
約

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

同
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

書
面

に
よ

る
報

告
が

さ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

監
査
又

は
検

査
を
実
施

し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
令

等
に

基
づ

き
、
特

定
個
人

情
報

の
取
扱

い
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

────────────────────────────────────────────────────

 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
経
済
労
働

局
産
業

政
策

部
庶

務
課

、
経

営
支

援
部
経

営
支

援
課

、
都

市
農
業
振

興
セ
ン
タ
ー
農

地
課

、
中
央
卸
売

市
場
北

部
市

場
管

理
課

、
こ

ど
も

未
来

局
子

育

て
推
進

部
保

育
所
整
備

課
、
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、
こ

ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー

）
 

サ
 
変
更
契
約

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
契
約

規
則

第
４
８

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

契
約
者

と
協

議
の

う
え

、
契
約

の
解
除

、
履

行
の
中

止
又

は
設
計
変
更
若

し
く

は
仕

様
の
変
更

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ

て
お

り
、

川
崎

市
契
約

規
則

第
４

９
条

第

１
項

に
よ

る
と

、
前

条
に

よ
り
設
計
変
更

等
が

あ
っ

た
と

き
は

、
契
約
者

は
、

市
長

の
指

定
す

る
期

間
内

に
変
更
契
約

書
又

は
変
更
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 
軽
易
工

事
の
契
約

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
契
約

の
内

容
に
変
更

が
な

く
、

契
約
金

額
を
減

額
す

る
必

要
が

な
か

っ
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
減

額
変
更

し
て

い
た

事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

こ
れ

は
、
契
約

の
相

手
先

が
同

一
の
賃

貸
借
契
約

に
お

い
て
賃

貸
借

期
間
終
了

後

に
減

額
要
因

が
生

じ
た

た
め

、
当
該
軽
易
工

事
の
契
約

を
減

額
変
更

す
る

こ
と

で
精

算
を

行
お

う
と

し
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

が
、
別
件

の
契
約

を
減

額
す

る
こ

と

は
適
切

で
は

な
い

。
 

 
 

 
 

規
則

に
基

づ
き

、
変
更
契
約

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
契
約

の
相

手
方

と
の

間
で
覚

書
を
締

結
し

、
賃

貸
借

料

の
変
更

に
対

す
る
処

理
方

法
に

関
し
確
認

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
ま

た
、
本
件
変
更
契
約

の
問
題
点

に
つ

い
て
所
属

長
か

ら
関

係
職

員
に

周
知

及
び

注
意
喚

起
を

行
い

ま
し

た
。
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測
量

委
託
契
約

に
つ

い
て

、
財

政
局
資

産
管

理
部
契
約

課
へ
契
約

手
続

を
依
頼

せ
ず

に
契
約

し
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
財

政
局
資

産
管

理
部
契
約

課
と
協

議
し

、
契
約

手
続

を
依
頼

す
る

こ
と

を
確
認

し
た
ほ

か
、

課
内

会
議

に
お

い
て

適
正

な
契
約

手
続

を

行
う

よ
う

周
知

す
る

な
ど

の
対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
計
画

部
都

市
計
画

課
、

指
導

部
建
築
審

査
課

、
同

宅
地
企
画

指

導
課

）
 

（
エ

）
契
約

関
係

文
書

の
確
認

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
a
 

日
付

の
入

っ
て

い
な

い
請

書
を

徴
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
契
約
担
当
者

以
外

の
職

員
が
請

書
等

の
内

容
に
不
備

が
な

い
か

を
確
認

す
る

よ
う

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
な

ど
の

対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
児
童

家
庭

支
援

・
虐
待

対
策
室

、
ま

ち
づ

く
り

局
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

管
理

課
）

 

 
 

 
 

 
b
 

委
託
業

務
完
了
届

を
受
領

し
な

い
ま

ま
履

行
確
認

を
行

っ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

よ
り

指
摘

事
項

の
内

容
を

局
内

で
情

報
共

有

す
る

と
と

も
に

、
再

発
防

止
に

向
け

、
局

内
の

研
修

会
、

会
議

の
場

で
周

知
徹

底

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
、

同
こ

ど
も
保
健

福
祉

課
）

 

────────────────────────────────────────────────────

 

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
受

注
者

に
対

し
て

、
特

定
個
人

情
報

の
取
扱

い
に

関
す

る
特
記
仕

様
書

に
規

定
す

る
作
業
責
任
者

等
の
届

出
、
作
業

場
所

に
関

す
る
届

出
等

を
書
面

に
よ

り
報

告
さ

せ
る

と
と

も
に

、
特

定
個
人

情
報

に
関

す
る
検

査
を
実
施

し

ま
し

た
。

 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
住

宅
政

策
部

市
営

住
宅

管
理

課
）

 

ス
 
そ

の
他
改
善

を
要

す
る

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 
軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

次
の

と
お

り
改
善

措
置

を
要

す
る

事
例

が
あ

っ
た

。
 

（
ア

）
領

収
書
受
払
簿

を
作
成

す
べ

き
も

の
 

 
 

 
 

 
領

収
書

の
管

理
に

つ
い

て
、
領

収
書
受
払
簿

を
作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
領

収
書
受
払
簿

を
作
成

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
ま

ち
づ

く
り

局
指
導

部
建
築
審

査
課

）
 

 
 

（
イ

）
適

正
な

会
計

年
度
区
分

に
よ

り
支

出
を

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
光
熱
水
費

等
に

つ
い

て
、

支
出

す
べ

き
年

度
を
誤

っ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
課

内
会

議
の

場
で

周
知

を
行

う
な

ど
、

適
正

な
事

務

手
続

に
つ

い
て

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

 
今

後
は

、
適

正
な

支
出

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
ま

ち
づ

く
り

局
交

通
政

策
室

、
登
戸
区
画
整

理
事

務
所

、
指
導

部
建
築

管
理

課
）

 

 
 

（
ウ

）
委
託

に
係

る
契
約

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の
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b
 
不

用
の
決

定
及

び
処
分

の
決

定
を

行
わ
ず

に
廃
棄

し
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
不

用
の
決

定
及

び
処
分

の
決

定
を

行
い

ま
し

た
。

 

 
今

後
は

、
適

正
な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
経
済
労
働

局
労
働
雇

用
部

、
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
保

育
第

１
課

、
同
保

育
第

２
課

、
同
運

営
管

理
課

、
児
童

家
庭

支
援

・
虐
待

対
策
室
北

部
児
童
相
談
所

、

こ
ど

も
家

庭
セ
ン
タ
ー

、
ま

ち
づ

く
り

局
総

務
部
庶

務
課

、
市
街

地
整
備

部
地
域

整
備
推
進

課
、

住
宅

政
策

部
住

宅
整
備
推
進

課
）

 

 
 

 
 

 
c
 
所
在

が
不
明

と
な

っ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
備
品

の
所
在

を
確
認

し
、
廃
棄

が
確
認

さ
れ

た
備
品

に
つ

い
て
不

用
の
決

定
及

び
処
分

の
決

定
を

行
い

ま
し

た
。

 

 
今

後
は

、
適

正
な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
経
済
労
働

局
公

営
事
業

部
総

務
課

、
こ

ど
も

未
来

局
総

務
部
企
画

課
、

ま
ち

づ

く
り

局
指
導

部
建
築
審

査
課

）
 

 
 

 
 

 
d
 
備
品
整

理
簿

に
登
載

す
べ

き
物
品

を
登
載

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
備
品
登
録

を
完
了

し
、
備
品
整

理
簿

に
登
載

す
る

な

ど
の

手
続

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
経
済
労
働

局
都

市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
農

地
課

、
同
農
業
技
術

支
援
セ
ン
タ
ー

、

こ
ど

も
未

来
局

総
務

部
庶

務
課

、
同
企
画

課
、
保

育
事
業

部
保

育
第

２
課

、
同
中

原
区
保

育
・

子
育

て
総

合
支

援
セ
ン
タ
ー

、
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も
保
健

福
祉

課
、

ま
ち

づ
く

り
局

総
務

部
ま

ち
づ

く
り
調
整

課
、

市
街

地
整
備

部
地
域
整
備
推
進

課
、

施
設
整
備

部
施
設
計
画

課
、

指
導

部
建
築
審

査
課

、
同

宅
地
企
画

指
導

課
）

 

────────────────────────────────────────────────────

 

 
 

 
 

 
c
 

委
託
業

務
完
了
届

に
業

務
完
了

日
が
記
載

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
文

書
に

よ
り

指
摘

事
項

の
内

容
を

局
内

で
情

報
共

有

す
る

と
と

も
に

、
再

発
防

止
に

向
け

、
局

内
の

研
修

会
、

会
議

の
場

で
周

知
徹

底

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て
推
進

部
保

育
対

策
課

）
 

（
オ

）
検

査
確
認

書
の
作
成

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
定

期
支
払

に
つ

い
て

、
検

査
確
認
済

み
を
証

す
る

書
類

を
作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
検

査
確
認

書
の
作
成

を
行

う
と

と
も

に
、
打

合
せ

に

お
い

て
関

係
職

員
へ

の
周

知
を

行
う

な
ど

の
対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
、

同
こ

ど
も
保
健

福
祉

課
、
青
少

年
支

援
室

、
ま

ち
づ

く
り

局
計
画

部
都

市
計
画

課
、

住
宅

政
策

部
市

営
住

宅
管

理
課

、
施
設
整
備

部
施
設
計
画

課
、

指
導

部
建
築

管
理

課
）

 

 
 

（
カ

）
備
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 
重

要
物
品

の
増
減

に
つ

い
て

、
会
計

管
理
者

に
報

告
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
重

要
物
品
増
減

書
を
作
成

し
、

会
計

管
理
者
へ

報
告

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
保

育
第

１
課

）
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指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
消
耗
品

出
納
簿
へ

の
登
載

手
続

等
を

行
い

ま
し

た
。

ま
た

、
課

内
会

議
等

で
指

摘
事

項
を

共
有

し
適

正
な

事
務

手
続

に
つ

い
て

周
知

徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
消
耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
経
済
労
働

局
都

市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術

支
援
セ
ン
タ
ー

、
労
働
雇

用

部
、

ま
ち

づ
く

り
局

総
務

部
ま

ち
づ

く
り
調
整

課
）

 

c
 
保

管
換
え

の
手

続
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
当
該
消
耗
品

の
保

管
換
え

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
消
耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て
推
進

部
幼
児

教
育
担
当

）
 

（
２

）
行

政
監

査
 

 
 

ア
 
各
種
団
体

の
会
計
業

務
に

関
す

る
事

務
 

 
 

（
ア

）
各
種
団
体

に
お

け
る

意
思
決

定
の

方
法

を
改

め
る

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
川

崎
市
青
少

年
の
健

全
な

育
成
環
境
推
進
協

議
会

の
会
計
業

務
に

関
す

る
事

務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
団
体
宛

て
の
照

会
文

書
に

対
し

て
は

、
団
体

が
回
答

す

る
も

の
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
市

の
文

書
管

理
シ
ス
テ
ム

に
よ

り
起
案

し
、

決
裁

を
行

っ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
各
種
団
体

の
会
計
業

務
に

関
す

る
運

用
第

２
条

に
よ

る
と

、
各
種
団
体

と
は

、

市
民

を
構
成

員
と

し
て
任

意
に
設

置
さ

れ
た
団
体
又

は
特
別

な
法

律
で
国
民

を
社

員
等

の
構
成

員
と

す
る
団
体

で
あ

っ
て

、
市

の
事

務
と
密
接

な
関
連

を
有

す
る
業

務
を

行
う

も
の

を
い

う
と

さ
れ

て
い

る
が

、
各
種
団
体

の
業

務
と

市
の
業

務
と

は

区
別

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
各
種
団
体

の
事

務
執

行
に
当

た
っ

て
、

市
の

文
書

管
理
シ
ス
テ
ム

を
使

用
す

る

────────────────────────────────────────────────────

 

 
 

 
 
ｅ

 
保

管
換
え

の
手

続
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
当
該
備
品

の
保

管
換
え

を
行

い
ま

し
た

。
ま

た
、
不

用
で

あ
る

こ
と

を
確
認

し
た
備
品

に
つ

い
て

は
、
不

用
の
決

定
及

び
処
分

の
決

定

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て
推
進

部
幼
児

教
育
担
当

、
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、

同
中
原
区
保

育
・

子
育

て
総

合
支

援
セ
ン
タ
ー

、
ま

ち
づ

く
り

局
市
街

地
整
備

部

地
域
整
備
推
進

課
）

 

 
 

（
キ

）
消
耗
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 
印
紙

、
切

手
そ

の
他
消
耗
品

に
つ

い
て

、
消
耗
品

出
納
簿

等
と
実
際

の
数
量

が
一
致

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
物
品
交

付
請
求

等
を

行
い

、
消
耗
品

出
納
簿

と
実
際

の
数
量

が
一
致

す
る

こ
と

を
確
認

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な
消
耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
経
済
労
働

局
経

営
支

援
部
経

営
支

援
課

、
都

市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
農
業
振
興

課
、

同
農
業
技
術

支
援
セ
ン
タ
ー

、
こ

ど
も

未
来

局
総

務
部
庶

務
課

、
同

監
査
担

当
、

子
育

て
推
進

部
保

育
対

策
課

、
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、
同
中
原
区
保

育
・

子
育

て
総

合
支

援
セ
ン
タ
ー

、
こ

ど
も

支
援

部
こ

ど
も

家
庭

課
、

同
こ

ど
も

保
健

福
祉

課
、
児
童

家
庭

支
援

・
虐
待

対
策
室
中

部
児
童
相
談
所

、
こ

ど
も

家
庭

セ
ン
タ
ー

、
ま

ち
づ

く
り

局
計
画

部
都

市
計
画

課
）

 

b
 
消
耗
品

出
納
簿
へ

の
登
載

を
省
略

で
き

な
い
消
耗
品

を
登
載

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］
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イ
 

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

 

 
 

（
ア

）
情

報
資

産
の

自
己
点
検

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
文

書
の

管
理

状
況

と
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
点
検

表
の

結
果

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

文
書

の
機
密
性

等
の
区
分
や
保

管
場
所

を
定

め
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
ら

の
実
態

と
は
異

な
る

内
容

が
点
検

表
に
記
載

さ
れ

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

 
川

崎
市

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

基
準

（
平
成

１
４

年
９

月
２

日
付

け
１

４
川

総
シ

企
第

１
２

３
号

）
第

１
２
章

４
（

２
）

に
よ

る
と

、
情

報
管

理
責
任
者

及
び

情
報

シ
ス
テ
ム
利

用
責
任
者

は
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
マ
ニ
ュ

ア
ル

の
情

報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

対
策
点
検

表
に

よ
り

、
自
己
点
検

を
行

う
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
ま

た
、

川
崎

市
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

基
準

第
１

２
章
８

に
よ

る
と

、
自
己
点
検

等
に

よ
り

、
改
善

の
必

要
性

が
確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
改
善
計
画

等
を

策
定

し
、

改
善

を
行

う
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
実
態

と
は
異

な
る

内
容

が
点
検

表
に
記
載

さ
れ

た
場

合
で

、
特

に
、

文
書

の
機

密
性

等
の
区
分

及
び
保

管
場
所

を
定

め
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
文

書
が
不

適
正

な
状
態

で
管

理
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
情

報
資

産
の

自
己
点
検

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
に

向
け

て
、

関
係

職
員

に
監

査
結

果
を

周

知
し

、
適

正
な
取
扱

い
を

行
う

よ
う

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
保

育
事
業

部
運

営
管

理
課

、
青
少

年
支

援
室

）
 

 
 

────────────────────────────────────────────────────

 

こ
と

は
不

適
切

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
当
該
団
体

の
意
思
決

定
の

方
法

を
改

め
ら

れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
に

向
け

て
、

文
書

に
て

関
係

職
員

に
監

査

結
果

を
周

知
し

、
適

正
な
取
扱

い
を

行
う

よ
う

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
こ

ど
も

未
来

局
青
少

年
支

援
室

）
 

 
 

（
イ

）
立
替
払

に
よ

る
支

出
事

務
を
改
善

す
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
各
種
団
体

の
会
計
業

務
に

関
す

る
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
職

員
が
個
人

の
現
金

、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

及
び
電

子
マ
ネ
ー

で
立
替
払

を
行

っ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
各
種
団
体

の
会
計
業

務
に

関
す

る
運

用
第

３
条

に
よ

る
と

、
各
種
団
体

の
会
計

業
務

は
、
そ

の
意
思

に
基

づ
い

て
、

公
金

に
関

す
る
取
扱

に
準

じ
て

行
わ

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

お
り

、
各
種
団
体

の
現
金

の
出

納
に
当

た
っ

て
、
個
人

の
現
金

等
を

用
い

る
こ

と
は
不

適
切

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

支
出

事
務

の

改
善

に
向

け
て
検
討

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
立
替
払

が
生

じ
な

い
よ

う
、

会
計

事
務

の
手
順

等
を

見
直

し
、
概

算
で

指
示

書
を
作
成

し
、

事
業
終
了

後
に
残
金

を
口
座

に
入
金

す
る

方
法

に
変
更

す
る

と
と

も
に

、
課

内
へ

適
正

な
取
扱

い
を

行
う

こ
と

を
周

知
徹

底

す
る

な
ど

の
対
応

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
経
済
労
働

局
経

営
支

援
部
経

営
支

援
課

、
都

市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
農

地
課

、

労
働
雇

用
部

）
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今
後

は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

事
の
品
質

管
理

に
関

す
る

適
切

な
施
工

監
理

に
努

め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
１

）
（
上
下
水
道

局
水
道

部
施
設
整
備

課
）

 

（
２

）
掘
削
時

の
安

全
に

関
す

る
指
導

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

工
水

３
号
配
水

支
管
８

０
０
ｍ
ｍ
－

３
０

０
ｍ
ｍ
布
設
替

及
び
夜
光

３
丁

目
２

５

０
ｍ
ｍ
配
水

管
撤
去
工

事
ほ

か
２
件

の
工

事
は

、
配
水

管
の
布
設
替
え

等
を

行
う

も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
掘
削
時

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
「
建
設
工

事
公
衆
災

害
防

止
対

策
要
綱
土
木
工

事
編
」

に
よ

る
と

、
地
盤

を
掘
削

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

切
取

り
面

に
そ

の
箇
所

の
土
質

に
見

合
っ

た
勾
配

を
保

っ
て
掘
削

で
き

る
場

合
を
除

き
、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ
ー
ト
ル

を
超
え

る
場

合
に

は
、
原

則
と

し
て

、
土
留

工
を
施

す
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ
ー
ト
ル

を
超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
土
留
工

に
よ

る
安

全
対

策
が
施

さ
れ

て
い

な
い
箇
所

が
あ

っ

た
。

 

こ
れ

に
対

し
、

監
督

員
は

、
こ

の
箇
所

に
お

い
て
土
留
工

の
実
施

状
況

を
確
認

し

て
い

な
か

っ
た

。
 

「
川

崎
市
上
下
水
道

局
請
負
工

事
監
督

規
程

（
昭

和
４

７
年

川
崎

市
水
道

局
規
程

第
２

３
号

。
以
下
「

監
督

規
程
」

と
い

う
。

）
」

に
よ

る
と

、
監
督

員
は

、
工

事
が

設
計

図
書

等
の

と
お

り
実
施

さ
れ

て
い

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

、
請
負
者

に
対

し

必
要

な
指
示

を
与
え

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

掘
削
時

の
工

事
監

理
に
当

た
っ

て
は

、
監
督

員
は

、
現

場
状

況
の
確
認

を
適
切

に

行
う

と
と

も
に

、
事
故

の
未
然

防
止

に
努

め
る

よ
う

、
請
負
者

に
対

し
安

全
管

理
の

徹
底

に
つ

い
て
強

く
指
導

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

────────────────────────────────────────────────────

 

２
 

令
和

３
年

度
第

２
回

定
期

（
工

事
）

監
査

結
果

に
対

す
る

措
置

状
況

 

（
１

）
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

事
の
施
工

監
理

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

本
工

事
は

、
配
水
池

の
耐
震
化

を
目

的
と

し
て
側
壁

等
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト

に
て
補

強
す

る
工

事
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
品
質

管
理

の
た

め
に

行
う
圧
縮
強

度
試
験

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
「

川
崎

市
土
木
工

事
施
工

管
理

基
準

（
以
下
「
施
工

管
理

基
準
」

と
い

う
。

）
」

に
定

め
る
「

川
崎

市
土
木
工

事
試
験
実
施

要
領

（
以
下
「
試
験
実
施

要
領
」

と
い

う
。

）
」

に
よ

る
と

、
圧
縮
強

度
試
験

は
、

公
的
試
験
機

関
に

お
い

て
実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

れ
以

外
の
機

関
で

行
わ

れ
て

い
た

。
 

ま
た

、
「
水
道
工

事
施
工

管
理

基
準

（
以
下
「

管
理

基
準
」

と
い

う
。

）
」

に
よ

れ
ば

、
請
負
者

は
、

監
督

員
が
現

地
に

お
い

て
立

会
い
又

は
確
認

す
る
工
種

及
び
試

験
項

目
等

に
つ

い
て
工

事
着

手
前

に
協

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

う
ち
試
験

項
目

の
協

議
が

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

こ
れ

ら
は

、
施
工

管
理

基
準

、
試
験
実
施

要
領

及
び

管
理

基
準

の
内

容
に

つ
い

て
、

監
督

員
の
確
認
不
足

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

事
の
施
工

監
理

に
当

た
っ

て
は

、
品
質

管
理

が
適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
関

係
基

準
等

の
内

容
を
十
分

に
確
認

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

事
の
施
工

監
理

に
際

し
、
圧
縮
強

度
試

験
を
含
む

公
的
試
験
機

関
で
実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
試
験

項
目

及
び

公
的
試
験

機
関

の
一
覧

を
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

ま
た

、
監
督

員
が
現

地
に

お
い

て
立

会
い
又

は
確
認

す
る
工
種

及
び
試
験

項
目

等

に
つ

い
て
工

事
着

手
前

に
協

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

に
つ

い
て

も
関

係
職

員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。
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排
水
路

な
ど

開
口

部
の

あ
る
工

事
の

監
督

に
当

た
っ

て
は

、
保
安
施
設

の
設

置
状

況
を

的
確

に
把
握

し
、

第
三
者

の
安

全
確
保

に
向

け
た

対
策

が
確
実

に
行

わ
れ

る
よ

う
、
請
負
者

に
対

し
適
切

に
指
導

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
排
水
路
上

の
転
落

防
止
ネ
ッ
ト

等
の
復
旧

に
お

い
て

、

監
督

員
は
排
水
路
へ

の
転
落

防
止

に
配
慮

し
、
設
計

図
書

に
立

入
禁

止
措

置
を
明
確

に
行

い
施
工

す
る

こ
と

を
定

め
て

い
ま

し
た

が
、

一
部

の
現

場
に

お
い

て
立

入
禁

止

措
置

の
状

況
を
確
認

し
て

お
ら
ず

、
請
負
者

に
対

し
適
切

な
指
導

を
行

っ
て

い
な

か

っ
た

た
め

、
現

場
確
認

の
際

に
は
安

全
対

策
の
確
認

を
行

う
と

と
も

に
、
請
負
者
へ

の
適
切

な
指
導

を
行

う
よ

う
、
所

内
会

議
に

お
い

て
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し

た
。

 

今
後

は
、
工

事
中

の
保
安
施
設

に
関

す
る
施
工

監
理

を
適

正
に

行
う

よ
う

努
め

ま

す
。

 

（
工

事
番

号
４

０
）

（
上
下
水
道

局
中

部
下
水
道

事
務
所

管
理

課
）

 

（
４

）
そ

の
他
改
善

を
要

す
る

も
の

 

改
善

措
置

を
要

す
る

も
の

の
う

ち
軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

適
正

に
執

行
す

べ
き

も

の
が

あ
っ

た
。

 

ア
 
変
更

内
容

の
確
認

を
十
分

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

変
更
設
計

書
の
作
成

に
当

た
り

、
産
業
廃
棄
物
処

理
費

の
変
更

を
適

正
に

行
っ

て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
設
計
変
更

に
係

る
事

務
手

続
に

つ
い

て
説
明

会
を

開
催

し
、
契
約
変
更

の
事
象

が
生

じ
た

場
合

は
、
速
や

か
に
主
任

監
督

員
、

総
括

監
督

員

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

川
崎

市
上
下
水
道

局
工

事
請
負
契
約
約
款

等
に

規
定

さ
れ

────────────────────────────────────────────────────

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

局
内

の
工

事
担
当

課
所

等
を

対
象

に
し

た
会

議
を

開
催

し
、

措
置

内
容

に
つ

い
て
調
整

、
確
認

を
行

い
ま

し
た

。
 

措
置

内
容

と
し

て
、

監
督

員
は
土
留

に
関

す
る

規
定

等
を

再
認
識

す
る

と
と

も
に

、

請
負
者
へ

の
指
導

を
徹

底
す

る
こ

と
と

し
、
そ

の
旨

を
上
下
水
道

局
内

関
係

課
所

に

対
し

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、
掘
削
時

の
安

全
に

関
す

る
施
工

監
理

を
適

正
に

行
う

よ
う

努
め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
１

５
、

１
６

）
（
上
下
水
道

局
第

１
配
水
工

事
事

務
所
水
道
整
備

課
）

 

（
工

事
番

号
１

９
）

（
上
下
水
道

局
第

１
配
水
工

事
事

務
所

第
２
配
水
工

事
事

務
所

）
 

（
３

）
工

事
中

の
保
安
施
設

に
関

す
る

指
導

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

本
工

事
は

、
管

き
ょ

の
緊
急
補

修
工

事
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
排
水
路
上

の
転
落

防
止
ネ
ッ
ト

等
の
復
旧

に
お

け
る
保
安
施
設

の
設

置
状

況
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
国
土
交

通
省

が
定

め
る
「
土
木
工

事
安

全
施
工
技

術
指
針

（
以
下
「
技
術

指
針
」

と
い

う
。

）
」

に
よ

る
と

、
工

事
現

場
の

周
囲

は
フ

ェ
ン
ス

等
防
護
工

を
設

置
し

、
第
三
者

に
対

し
て
工

事
区
域

を
明
確

に
す

る
こ

と
と

さ
れ

、
立

入
防

止
施
設

は
子
供

等
第
三
者

が
容
易

に
侵

入
で

き
な

い
よ

う
な
構
造

と

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

一
部

の
現

場
に

お
い

て
フ
ェ
ン
ス

の
設

置
な

ど
に

よ

る
適
切

な
立

入
防

止
対

策
が

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

ま
た

、
監
督

規
程

に
よ

る
と

、
監
督

員
は

、
工

事
が
設
計

図
書

等
の

と
お

り
実
施

さ
れ

て
い

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

、
請
負
者

に
対

し
必

要
な

指
示

を
与
え

る
こ

と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

監
督

員
は

、
技
術

指
針

の
内

容
を

理
解

し
て

お
り

、
排
水
路
へ

の
転
落

事
故

防
止

に
配
慮

し
設
計

図
書

に
立

入
禁

止
措

置
を
明
確

に
行

っ
た
上

で
施
工

す
る

こ
と

と
定

め
て

い
た

も
の

の
、

一
部

の
現

場
に

お
い

て
立

入
禁

止
措

置
の

状
況

を
確
認

し
て

お

ら
ず

、
請
負
者

に
対

し
適
切

な
指
導

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
。
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４
川

教
庶

第
６

５
２

号
 

 

令
和

４
年

９
月

２
９

日
 

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
大

村
 

研
一

 
様

 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

村
 

京
子

 
様

 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
浅

野
 

文
直

 
様

 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
山

田
 

晴
彦

 
様

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
川

崎
市

教
育

委
員

会
教

育
長

 
小

田
嶋

 
満

 
 

 

監
査

の
結

果
に

基
づ

く
措

置
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
１

９
９

条
第

１
４

項
の

規
定

に
基

づ

き
、

令
和

４
年

３
月

２
５

日
付

け
４

川
監

公
第

２
号

で
報

告
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

監
査

の
結

果
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
措

置
を

講
じ

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

１
 

令
和

３
年

度
第

２
回

定
期

（
財

務
）

監
査

・
行

政
監

査
結

果
に

対
す

る
措

置
状

況
 

（
１

）
定

期
（

財
務

）
監

査
 

ア
 

収
納

金
の

事
務

処
理

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
金

銭
会

計
規

則
（

昭
和

３
９

年
川

崎
市

規
則

第
３

１
号

）
第

６
７

条
に

よ
る

と
、

金
銭

出
納

員
等

は
、

収
納

し
た

現
金

又
は

証
券

（
以

下
「

収
納

金
」

と

い
う

。
）

を
収

納
の

日
又

は
そ

の
翌

日
ま

で
に

払
込

書
に

よ
り

指
定

金
融

機
関

等

に
払

い
込

ま
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
川

崎
市

金
銭

会
計

規

則
第

６
９

条
に

よ
る

と
、

金
銭

出
納

員
等

は
、

収
納

金
の

収
納

及
び

払
込

み
の

状

────────────────────────────────────────────────────

 

た
手

続
を

適
正

に
行

う
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、
設
計
変
更

に
関

す
る

適
正

な
施
工

監
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
工

事
番

号
７

）
（
上
下
水
道

局
下
水
道

部
施
設

課
）

 

イ
 
積

算
内

容
の
確
認

を
十
分

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
安

定
処

理
路
盤

の
工

事
費

の
積

算
に
当

た
り

、
設
計

図
面

に
明
示

さ
れ

た
厚

さ
で
積

算
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
設
計

図
面

と
設
計

書
の
整

合
確
認

及
び
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
見

直
し

を
図

り
ま

し
た

。
 

ま
た

、
積

算
研

修
を

開
催

し
、
本

事
例

の
報

告
と
積

算
ミ
ス

の
事

例
等

に
つ

い
て

検
証

す
る

こ
と

で
、

再
発

防
止

に
努

め
る

よ
う

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
設
計

・
積

算
に

努
め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
２

０
）

（
上
下
水
道

局
水
道

部
水
道

管
路

課
）
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か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

条
例

に
基

づ
き

、
督

促
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

（
ア

）
高

等
学

校
授

業
料

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

速
や

か
に

督
促

状
を

発
し

、
そ

の
後

授
業

料
が

納

入
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
債

権
管

理
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
高

津
高

等
学

校
全

日
制

課
程

）
 

ウ
 

延
滞

金
を

適
正

に
徴

収
す

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
債

権
管

理
条

例
６

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
地

方
自

治
法

２
３

１
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

歳
入

に
つ

い
て

同
項

の
規

定
に

よ
る

督
促

を
し

た
と

き
は

、

こ
の

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
延

滞
金

を
徴

収
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

 

高
等

学
校

授
業

料
延

滞
金

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

延
滞

金
を

過
小

に
徴

収
し

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

条
例

に
基

づ
き

、
延

滞
金

を
適

正
に

徴
収

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

延
滞

金
の

過
小

徴
収

額
に

つ
い

て
速

や
か

に
徴

収
手

続
を

行
い

、
既

に
納

付
済

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

滞
納

債
権

の
管

理
を

行
う

際
に

、
条

例
等

に
基

づ
き

、
適

正
か

つ
滞

り
な
く

授
業

料
等

の
徴

収
手

続
を

行
う

な
ど

、
適

正
な

徴
収

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
川

崎
総
合
科

学
高

等
学

校
全

日
制

課
程

）
 

エ
 
予
算

執
行
伺

の
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

────────────────────────────────────────────────────

 

況
を

収
納

金
受

払
簿

に
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

収
納

金
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
次

の
事

例
が

あ
っ

た
。

 

規
則

に
基

づ
き

、
収

納
金

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

 
 

（
ア

）
収

納
金

が
金

庫
に

保
管

さ
れ

た
ま

ま
と

な
っ

て
お

り
、

収
納

金
受

払
簿

に
も

記
録

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
収

納
金

受
払

簿
を

作
成

し
、

払
込

み
を

行
い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
田

島
支

援
学

校
）

 

 
 

（
イ

）
収

納
金

を
川

崎
市

金
銭

会
計

規
則

に
定

め
ら

れ
た

日
ま

で
に

払
い

込
ん

で
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

迅
速

な
払

込
み

の
た

め
に

事
務

フ
ロ

ー
の

見
直

し

を
行

い
、

通
知

文
に

よ
り

各
校

へ
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課
、

橘
高

等
学

校
定

時
制

課
程

、
中

央
支

援
学

校
、

田
島

支
援

学
校

）
 

イ
 

督
促

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
債

権
管

理
条

例
（

平
成

２
５

年
川

崎
市

条
例

第
４

２
号

）
第

５
条

に
よ

る
と

、
債

権
に

つ
い

て
、

履
行

期
限

ま
で

に
履

行
し

な
い

者
が

あ
る

と
き

は
、

督

促
状

に
よ

り
期

限
を

指
定

し
て

督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

滞
納

債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

債
権

に
係

る
督

促
状

を
発

し
て

い
な
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物
品

に
つ

い
て
分
割

し
て
起
案

し
、

財
政

局
資
産

管
理

部
契
約

課
へ
契
約

手
続

を

依
頼
せ
ず

に
契
約

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

等
に

基
づ

き
、
物
品
購

入
に

係
る
契
約

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
契
約

事
務

に
係

る
留
意
点

を
改

め
て

確
認

し
、

規
則

等
に

基
づ
く

適
正

な
契
約

手
続

を
行

う
よ

う
会
議

等
に

よ
り
職

員
に

周
知

徹
底

し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部
健
康

教
育

課
）

 

カ
 

支
出

に
関

す
る

証
拠

書
類

の
取
扱

い
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

公
文

書
の

適
正

な
作

成
に

つ
い

て
（

通
知

）
（

平
成

２
６

年
４

月
８

日
付

け
２

６
川
総

行
情

第
７
８

号
）

」
に

よ
る

と
、

「
筆
跡

が
消
せ

る
ボ

ー
ル
ペ
ン

」
の
使

用
は

、
公

文
書

の
改
ざ

ん
等

、
重
大

な
法

令
違
反

に
つ

な
が

る
お

そ
れ

が
あ

る
ほ

か
、

市
政

に
対

す
る

市
民

の
信
用

を
失

う
行
為

に
な

り
か
ね

な
い

と
し

て
、

公
文

書
で

は
使
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 
 

ま
た

、
会

計
室

が
作

成
し

た
会

計
事

務
の

手
引

（
平

成
２

９
年

３
月

３
１

日
付

け
２
８

川
会

第
２

４
９

３
号

）
に

よ
る

と
、
請
求

書
の

う
ち
訂

正
が

で
き

な
い

記

載
内

容
で

あ
る
請
求

金
額

、
請
求

者
名

及
び

受
取
人
名

以
外

の
請
求

内
容

に
訂

正

が
あ

る
場
合

は
、
二
重
線

を
引

い
た
訂

正
箇
所

に
請
求
印

が
押
印

さ
れ

て
い

る
こ

と
と

さ
れ

お
り

、
請
求

書
の

記
載

は
ボ

ー
ル
ペ
ン

等
、
筆
跡

の
消
え

な
い

も
の

を

用
い

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

支
出

に
関

す
る

証
拠

書
類

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

等
に

基
づ

き
、

支
出

に
関

す
る

証
拠

書
類

の
取
扱

い
を

適
正

に
行

わ
れ

た

────────────────────────────────────────────────────

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
予
算

及
び
決
算

規
則

（
平

成
７

年
川

崎
市

規
則

第
１
０

号
）

第
２

３
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

歳
出
予
算

を
執

行
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め
予
算

執
行
伺

を
作

成
し

、
決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 
 

支
出

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
予
算

執
行
伺

の
手

続
を

行
わ

な
い

ま
ま
物

品
の

納
入

や
委
託

業
務

等
を

履
行

さ
せ

、
後

日
、

日
付

を
遡

っ
て

処
理

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

に
基

づ
き

、
予
算

執
行
伺

の
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
該
当

課
内

に
て

適
正

な
予
算

執
行
伺

の
手

続
を

行
う

よ
う

、
会
議

等
に

よ
る

周
知

徹
底

、
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル

管
理

の
徹

底
な
ど

を
講

じ
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
徹

底
を
図

り
、

適
正

な
事

務
執

行

に
努

め
ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課
、

同
健
康

教
育

課
、
生
涯

学
習

部
生

涯
学
習
推
進

課
、

同
中
原
図

書
館

、
東

橘
中

学
校

）
 

オ
 
物
品
購

入
に

係
る
契
約

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
事

務
分
掌

規
則

（
昭

和
４

７
年

川
崎

市
規

則
第

１
９

号
）

第
３

条
及

び

川
崎

市
事

務
決
裁

規
程

（
昭

和
４

１
年

川
崎

市
訓

令
第
８

号
）

第
５

条
第

１
項

に

よ
る

と
、
物
品

の
調
達

で
定

め
ら

れ
た

金
額

を
超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
原

則

と
し

て
財

政
局
資
産

管
理

部
契
約

課
へ
契
約

手
続

を
依
頼

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

物
品
購

入
に

係
る
契
約

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
一
括

し
て

発
注

す
べ

き
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［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

校
長
名
義

の
口
座

に
残

置
さ

れ
て

い
た

現
金

に
つ

い

て
、

速
や

か
に
立
替
元

へ
の

支
払

い
及

び
不
用

額
の
戻

入
処

理
の

対
応

を
行

い
ま

し
た

。
ま

た
、

法
令

等
に

基
づ

き
、

適
正

に
就

学
援
助
費

の
事

務
処

理
を

行
う

よ

う
、

全
市

校
長

会
で

文
書

及
び
口
頭

で
説
明

し
周

知
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
総

務
部

学
事

課
、

今
井

中
学

校
、
宮

崎
中

学
校

）
 

ク
特
別

支
援

教
育
就

学
奨
励
費

の
支
給

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

小
中

学
校

に
お

け
る
特
別

支
援

教
育
就

学
奨
励
費

（
以

下
「
就

学
奨
励
費

」
と

い
う

。
）

は
、
特
別

支
援

学
校

へ
の
就

学
奨
励

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
２

９
年

法

律
第

１
４

４
号

）
及

び
川

崎
市
立

小
、

中
学

校
に

お
け

る
特
別

支
援

教
育
就

学
奨

励
費
交

付
要
綱

（
平

成
２
８

年
４

月
１

日
付

け
２
８

川
教

指
第

４
６
８

号
）

に
基

づ
き

、
前
渡

金
管

理
者

が
校
長
名
義

の
口
座

に
振

り
込

ん
だ
上

で
、

各
学

校
長

が

支
給

対
象

者
に

支
給

し
て

い
る

。
 

就
学
奨
励
費

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
令

和
２

年
１

２
月

に
振

り

込
ん
だ

令
和

２
年

度
就

学
奨
励
費
前

期
分

が
、

令
和

４
年

１
月

時
点

で
支
給

対
象

者
に

支
給

さ
れ

て
お

ら
ず

、
現

金
が

校
長
名
義

の
口
座

に
残

置
さ

れ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

口
座

に
振

り
込

ん
だ
就

学
奨
励
費

が
１

年
以
上

、
支
給

対
象

者
に

支
給

さ
れ

て

お
ら
ず

、
ま

た
、

現
金

が
校
長
名
義

の
口
座

に
残

置
さ

れ
て

い
る

状
況

は
適
切

で

は
な

い
。

 

法
令

等
に

基
づ

き
、
就

学
奨
励
費

の
支
給

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

────────────────────────────────────────────────────

 

い
。

 

（
ア

）
筆
跡

が
消
せ

る
ボ

ー
ル
ペ
ン

や
鉛
筆

で
記
載

さ
れ

て
い

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
該
当

課
内

に
て
情

報
共
有

及
び

課
題

の
再

認
識

を

行
い

、
公

文
書

の
適

正
な

作
成

に
つ

い
て

、
改

め
て

各
自

で
確

認
し

、
適

正
な

事
務

処
理

を
行

う
よ

う
職

員
全

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 
 

今
後

は
、

同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
政
策
室

、
学

校
教

育
部

指
導

課
、

同
健
康

教
育

課
、
生
涯

学
習

部
文
化

財
課

、
総
合

教
育
セ
ン
タ

ー
総

務
室

、
同
情

報
・
視
聴

覚
セ
ン
タ

ー
、

中
央

支
援

学
校

）
 

キ
 
就

学
援
助
費

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
就

学
奨
励

規
則

（
平

成
１

５
年

川
崎

市
教

育
委

員
会

規
則

第
２

号
）

第

６
条

第
２

項
に

よ
る

と
、

支
給

対
象

者
に

対
す

る
就

学
援
助
費

の
支
給

に
つ

い

て
、

校
長

を
通

じ
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ
て

お
り

、
前
渡

金
管

理
者

が
校

長
名
義

の
口
座

に
振

り
込

ん
だ
上

で
、

各
学

校
長

が
支
給

対
象

者
に

支
給

し
て

い

る
。

 

就
学

援
助
費

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
職

員
が

支
給

対
象

者
に
立

替
払

を
行

い
、

か
つ

、
そ

の
後

も
事

務
処

理
を
遺
漏

し
た

た
め

、
現

金
が

校
長
名

義
の
口
座

に
残

置
さ

れ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

立
替

払
は

認
め

ら
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

現
金

が
校
長
名
義

の
口
座

に
残

置
さ

れ
て

い
る

状
況

は
適
切

で
は

な
い

。
 
 

法
令

等
に

基
づ

き
、
就

学
援
助
費

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
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職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 
 

今
後

は
、

規
則

や
手
引

き
等

の
内

容
を
把
握

し
、
最
低

制
限
価
格
設

定
対
象

業

務
の

委
託
契
約

に
つ

い
て

は
、
最
低

制
限
価
格

を
設

定
し

て
入
札

事
務

を
行

う
よ

う
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
生
涯

学
習

部
文
化

財
課

）
 

コ
 
請

書
の

徴
取

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
契
約

規
則

第
３
０

条
第

２
項

に
よ

る
と

、
契
約

書
の

作
成

を
省
略

す
る

と
き

は
、
契
約

の
履

行
に
必

要
な

要
件

を
記
載

し
た
請

書
そ

の
他

こ
れ

に
準
ず

る

書
面

を
徴

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

契
約

手
続

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

見
積
合
せ

の
決

定
額

と
異

な
る

額
の
請

書

を
徴

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

に
基

づ
き

 
、
請

書
の

徴
取

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

各
種

手
引

き
で

適
正

な
事

務
処

理
を
再

確
認

し
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

見
積

書
を
添

付
し

た
開
札

状
況
表

を
供
覧

し
、

金
額

の
照
合

を
確
実

に
行

い
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
御
幸

小
学

校
、
南
野

川
小

学
校

）
 

サ
 
産

業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

（
昭

和
４

６
年

政
令

第
３
０

０
号

）
第

６
条

の
２

第
４

号
に

よ
る

と
、

委
託
契
約

は
、

書
面

に
よ

り
行

い
、
当

該
委
託
契
約

書
に

は
、

同
号

で
掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
の

条
項

が
含

ま
れ

、
か

────────────────────────────────────────────────────

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

全
市

校
長

会
で

報
告

し
、

各
学

校
内

で
就

学
奨
励
費

の
請
求

及
び

支
給

状
況

を
確

認
す

る
よ

う
周

知
す

る
と

と
も

に
、

各
学

校
へ

支
給

台
帳

等
の

提
出

を
依
頼

し
、

支
援

教
育

課
に

お
い

て
も

支
給

状
況

の
確

認
を

行
い

ま
し

た
。

ま
た

、
関
連

要
綱

の
改

正
を

行
い

、
原

則
と

し
て

、
直
接

保
護

者
口
座

へ
の
振

込
み

に
よ

り
就

学
奨
励
費

を
支
給

す
る

こ
と

と
い

た
し

ま
し

た
。

 

支
給
漏

れ
の

あ
っ

た
世
帯

に
つ

い
て

は
、

支
給

を
完
了

す
る

と
と

も
に

、
校

内

で
支
給

事
務

の
確

認
及

び
共
有

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

学
校

や
関

係
課

等
と
連
携

を
図

り
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

支
援

教
育

課
、

今
井

中
学

校
）

 

ケ
 

入
札

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
契
約

規
則

（
昭

和
３

９
年

川
崎

市
規

則
第

２
８

号
）

第
１

４
条

の
２

に

よ
る

と
、

あ
ら

か
じ

め
最
低

制
限
価
格

を
設

け
る
必

要
が

あ
る
場
合

は
、
予

定
価

格
の

３
分

の
２

を
下

ら
な

い
範
囲

内
で

定
め

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
川

崎
市

業
務

委
託
契
約

に
係

る
最
低

制
限
価
格
取
扱

要
綱

（
平

成
２

９

年
１

月
１

日
付

け
２
８

川
財
契

第
７

３
６
８

号
）

に
お

い
て

、
最
低

制
限
価
格

を

設
定

す
る
契
約

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
。

 

最
低

制
限
価
格

を
設

定
す

る
業

務
委
託
契
約

に
係

る
入
札

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、
最
低

制
限
価
格

を
設

定
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

規
則

等
に

基
づ

き
、

入
札

事
務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
の

内
容

］
 

 
 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

規
則

及
び

要
綱

に
基

づ
き

、
適

正
に

行
う

よ
う

関
係
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（
教

育
委

員
会

事
務

局
総

務
部
庶

務
課

、
教

育
環
境
整
備
推
進
室

、
総
合

教
育

セ
ン
タ

ー
総

務
室

）
 

シ
 
再

委
託

の
承
諾

に
係

る
事

務
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

給
食

管
理
シ
ス
テ
ム
改
修

業
務

委
託
変
更
契
約

書
に

よ
る

と
、

受
注

者
は

、
業

務
の
一

部
を

第
三

者
に

委
託

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
再

委
託
先

の
名
称

、
再

委

託
す

る
理
由

、
再

委
託

し
て

処
理

す
る

内
容

、
再

委
託
先

に
お

い
て
取

り
扱

う
情

報
、
再

委
託
先

に
お

け
る
安

全
性

及
び
信
頼
性

を
確

保
す

る
対
策
並

び
に
再

委
託

先
に

対
す

る
管

理
及

び
監

督
の

方
法

等
を

記
載

し
た

書
面

を
発
注

者
へ

提
出

し
、

そ
の
承
諾

を
書
面

に
よ

り
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

当
該

委
託

の
再

委
託

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
受
注

者
か

ら
定

め

ら
れ

た
内

容
を
具
備

し
た

書
面

が
提

出
さ

れ
て

お
ら
ず

、
ま

た
、

市
も

書
面

に
よ

る
承
諾

を
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

契
約

書
に

基
づ

き
、
再

委
託

の
承
諾

に
係

る
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
一

部
業

務
の
再

委
託

の
承
諾

に
当

た
っ

て
は

、
川

崎

市
委
託
契
約
約
款

及
び
個
人
情

報
の
取
扱

い
に

関
す

る
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
特

記

事
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

受
注

者
か

ら
申
請

書
面

を
徴

す
る
必

要
が

あ
る
点

、
ま

た
、

こ
れ

を
承
諾

す
る
場
合

は
、
特

記
事

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
書
面

に
よ

り
回

答
を

行
う
必

要
が

あ
る
点

に
留
意

し
、

適
正

に
行

う
よ

う
、

関
係
職

員
に

周
知

徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
健
康

教
育
推
進
室

）
 

ス
 

そ
の
他
改
善

を
要

す
る

も
の

 

────────────────────────────────────────────────────

 

つ
、
環
境
省

令
で

定
め

る
書
面

が
添

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
産

業
廃
棄
物

の
運
搬

、
処
分

等
に

係
る

委
託
契
約

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次

の
事

例
が

あ
っ

た
。

 

法
令

等
に

基
づ

き
、
産

業
廃
棄
物

の
処

理
に

係
る

手
続

き
を

適
正

に
行

わ
れ

た

い
。

 

（
ア

）
請
書
に
よ
っ
て
事
務
処
理
を
行
い
、
本
来

作
成

す
べ

き
で

あ
っ

た
契
約

書
を

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
こ

と
に
加
え

、
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

で
定

め
る

条
項

が
含

ま
れ
ず

、
か

つ
、
環
境
省

令
で

定
め

る
書

面
も
添

付
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容

］
 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
環
境
省

令
を
含
む

関
係

法
令

を
関

係
職

員
間

の
打

合
せ

で
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
総
合

教
育
セ
ン
タ

ー
総

務
室

）
 

（
イ

）
廃
棄
物

の
処

理
及

び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

で
定

め
る

条
項

が
含

ま

れ
、

か
つ

、
環
境
省

令
で

定
め

る
書
面

も
添

付
さ

れ
て

い
た

も
の

の
、
請

書
に

よ
っ

て
事

務
処

理
を

行
い

、
本
来

作
成

す
べ

き
で

あ
っ

た
契
約

書
を

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容
]
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
廃
棄
物

収
集
運
搬

・
処
分

業
務

に
つ

い
て

、
廃
棄

物
の

処
理

及
び
清
掃

に
関

す
る

法
律
施

行
令

に
基

づ
き

、
請

書
で

は
な
く

、
契

約
書

を
適

正
に

作
成

す
る

よ
う

、
関

係
職

員
に

対
し

て
周

知
徹

底
を
図

り
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。
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［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
預

金
利
子

を
指

定
金

融
機

関
等

に
納

入
し

ま
し

た
。

ま
た

、
学

校
口
座

の
適

正
な

管
理

に
つ

い
て

、
校

内
の

会
議

で
周

知
し

ま

し
た

。
 

今
後

は
、
前
渡

金
管

理
者
口
座

の
適

正
な

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
白
鳥

中
学

校
）

 

（
エ

）
前
渡

金
精
算

書
の

作
成

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

前
渡

金
精
算

書
を

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

 
 

 
 
[
措

置
の

内
容
]
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

規
則

等
の

確
認

を
行

い
、
前
渡

金
精
算

書
を

適
正

に
作

成
す

る
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課
）

 

（
オ

）
契
約

関
係

文
書

の
確

認
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 

日
付

の
入

っ
て

い
な

い
請

書
を

徴
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
契
約

関
係

文
書

の
受
取

時
に

日
付

、
押
印

等
の

事
項

を
必
ず

確
認

す
る

な
ど

、
適

正
な

事
務

処
理

を
行

う
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
総

務
部
庶

務
課

、
青
少

年
科

学
館

、
東
生

田
小

学

校
）

 

b
 
押
印

の
な

い
請

書
を

徴
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容

］
 

────────────────────────────────────────────────────

 

 
［

指
摘

の
要

旨
］

 

軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

次
の

と
お

り
改
善

措
置

を
要

す
る

事
例

が
あ

っ
た

。
 

財
務

関
係

法
令

等
に

基
づ

き
、

適
正

な
事

務
手

続
を

行
う

と
と

も
に

、
再

発
防

止
に

努
め

ら
れ

た
い

。
 

（
ア

）
物
品

の
売

払
事

務
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

指
定

管
理

者
へ

の
物
品

の
売

払
い

に
つ

い
て

、
売

払
契
約

の
締

結
及

び
売

払

代
金

の
収

納
前

に
物
品

を
引

き
渡

し
て

い
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
物
品
売

払
事

務
を

行
う

よ
う

、
関

係
職

員

及
び

指
定

管
理

者
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
青
少

年
科

学
館

）
 

（
イ

）
支

払
期

限
内

に
支

出
す

べ
き

も
の

 

対
価

の
支

払
の

時
期

を
書
面

に
よ

り
明

ら
か

に
し

て
い

な
い
雑
誌

の
購

入
に

つ
い

て
、
請
求

日
か

ら
１

５
日

以
内

の
日

に
支

払
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

財
務

関
係

法
令

等
に

基
づ

き
、

適
正

な
時

期
に

支

払
い

を
行

う
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
、
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク

を
行

う
こ

と

を
確

認
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
日
本
民
家
園

）
 

（
ウ

）
前
渡

金
管

理
者
口
座

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

決
済
用
預

金
に
切

り
替
え

る
前

の
預

金
に

よ
り
生

じ
た
利
子

が
残

置
さ

れ
て

い
た

事
例
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ン
タ

ー
総

務
室

）
 

（
ク

）
備
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 
不
用

の
決

定
及

び
処
分

の
決

定
を

行
わ
ず

に
廃
棄

し
て

い
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
改

め
て

現
状

を
確

認
の
上

、
不
用

及
び

処
分

の

決
定

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
生
涯

学
習

部
文
化

財
課

、
同

川
崎
図

書
館

、
新
城

小

学
校

、
東
生

田
小

学
校

、
桜
本

中
学

校
、

中
央

支
援

学
校

）
 

b
 
所
在

が
不
明

と
な

っ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
改

め
て

現
状

を
確

認
し

、
所
在

を
確

認
し

ま
し

た
。

ま
た

、
同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
、

通
知

等
に

よ
り

、
更

な
る

周
知

徹
底

を
図

り
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
生
涯

学
習

部
生
涯

学
習
推
進

課
）

 

c
 

保
管
換
え

の
手

続
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
物
品

会
計

規
則

（
昭

和
３

９
年

川
崎

市

規
則

第
３

２
号

）
第

４
０

条
に

基
づ

き
、

保
管
換
え

の
手

続
き

を
行

い
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
健
康
給
食
推
進
室

）
 

（
ケ

）
消
耗
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

────────────────────────────────────────────────────

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

財
務

処
理

の
過

程
に

お
い

て
、
電
子
決
裁
上

の

確
認
だ

け
で

な
く

、
決
裁

時
に

事
務
職

員
と

管
理
職

で
書
類
原
本

の
確

認
も

行

い
、
組
織
的

に
対
応

す
る

こ
と

で
再

発
防
止

に
取

り
組
む

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
宮

崎
台

小
学

校
）

 

（
カ

）
検

査
確

認
書

の
作

成
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

定
期

支
払

に
つ

い
て

、
検

査
確

認
済

み
を

証
す

る
書
類

を
作

成
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

指
摘

対
象

と
な

っ
た
契
約

に
つ

い
て

、
契
約

の
内

容
が

適
切

に
履

行
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
す

る
検

査
調

書
の

作
成

が
必

要
で

あ
る

こ
と

を
、

関
係
職

員
に

周
知

徹
底

し
、

令
和

４
年

度
の

同
種

の
契
約

か
ら

見
直

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
政
策
室

、
職

員
部

教
職

員
人

事
課

、
同
給
与
厚
生

課
、
健
康
給
食
推
進
室
南

部
学

校
給
食
セ
ン
タ

ー
、
総
合

教
育
セ
ン
タ

ー
総

務

室
、
生
涯

学
習

部
麻
生
図

書
館

）
 

（
キ

）
検

査
確

認
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

 
 

 
 

 
法

律
等

で
定

め
ら

れ
た

期
限

内
に
検

査
確

認
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
再

発
防
止

の
た

め
、

適
正

な
検

査
確

認
を

行
う

よ

う
周

知
文

書
の

回
覧

等
に

よ
り

、
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
総

務
部
庶

務
課

、
職

員
部
給
与
厚
生

課
、
総
合

教
育
セ
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に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

事
業
費

は
学

校
を
経
由

し
て

事
業

を
担

う
地
域
住

民
に

支
出

さ
れ

、
地
域
住
民

は
、

事
業
終
了

後
に

、
学

校
へ
領

収
書

等
と

と

も
に
実
績

報
告

書
を

提
出

し
、

そ
の

際
、
残
余

金
が

あ
れ

ば
戻

入
す

る
。

学

校
は

提
出

さ
れ

た
実
績

報
告

書
に

つ
い

て
、
領

収
書

等
を

基
に

、
そ

の
使
途

を
確

認
し

た
後

、
学

校
長

が
決
裁

を
行

い
、

事
務

局
（

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

）
に
実
績

報
告

書
を

提
出

し
、

事
務

局
が
最
終

確
認

を

行
う

と
し

て
い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
学

校
長

が
決
裁

を
行

わ
ず

に
、

事
務

局
の

み
が
決
裁

を

行
っ

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

学
校

で
は
領

収
書

等
を

保
管

し
て

お
り

、
学

校
長

が
決
裁

を
行

わ
な

け
れ

ば
、

支
出

の
適

正
性

が
確

認
さ

れ
な

い
た

め
、

学
校
長

は
決
裁

を
適

正
に

行

わ
れ

た
い

。
 

ま
た

、
事

務
局

は
、

学
校
長

が
決
裁

を
行

わ
ず

に
、
実
績

報
告

書
を

提
出

し
た
場
合

に
は

、
適
切

に
指

導
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
事

務
手

続
き

を
行

う
よ

う
、
該
当

の
学

校
及

び
事

務
局

内
に

お
い

て
、
決
裁

に
お

け
る

適
正
ル

ー
ル

に
つ

い
て

、
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
、

適
切

な
確

認
を

行
い

、
支

出
事

務
の

適
正
性

の
確

保
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課
、
宮

内
小

学
校

、
下
布

田
小

学

校
）

 

 
 

（
イ

）
立
替

払
に

よ
る

支
出

事
務

を
改
善

す
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

────────────────────────────────────────────────────

 

a
 
印
紙

、
切

手
そ

の
他
消
耗
品

に
つ

い
て

、
消
耗
品

出
納

簿
等

と
実

際
の
数

量
が
一
致

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
の

内
容

］
 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
原
因

を
確

認
し

、
消
耗
品

出
納

簿
と
実

際
の
数

量
が
一
致

す
る

よ
う

手
続

を
行

い
ま

し
た

。
 

ま
た

、
川

崎
市
物
品

会
計

規
則

第
３

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
日

常
使
用

す
る
消
耗
品

に
つ

い
て

は
、

１
箇

月
以

内
の
所

要
数
量

を
請
求

す
る

こ
と

と
し

、
適

正
な

事
務

処
理

を
行

う
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
消
耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
総

務
部
庶

務
課

、
東

小
倉

小
学

校
、
新

作
小

学
校

、

向
丘

中
学

校
、
白
鳥

中
学

校
）

 

b
 
消
耗
品

出
納

簿
へ

の
登
載

を
省
略

で
き

な
い
消
耗
品

を
搭
載

し
て

い
な

か

っ
た

事
例

 

［
措

置
の

内
容

］
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、
当
該
消
耗
品

を
消
耗
品

出
納

簿
に
登
載

し
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
消
耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
政
策
室

）
 

 

 

 
（

２
）

行
政

監
査

 

 
 

ア
 

各
種
団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
 

 
 

（
ア

）
事

務
決
裁

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
地
域

教
育
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
推
進

会
議

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
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各
種
団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
職

員
が

個
人

の
現

金
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド

及
び
電
子
マ
ネ

ー
で
立
替

払
を

行
っ

て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

各
種
団
体

の
会

計
業

務
に

関
す

る
運
用

第
３

条
に

よ
る

と
、

各
種
団
体

の

会
計

業
務

は
、

そ
の
意
思

に
基

づ
い

て
、

公
金

に
関

す
る
取
扱

に
準

じ
て

行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

お
り

、
各
種
団
体

の
現

金
の

出
納

に
当

た
っ

て
、
個
人

の
現

金
等

を
用

い
る

こ
と

は
不

適
切

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
支

出
事

務
の
改
善

に
向

け
て
検
討

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
取
扱

い
を

行
う

よ
う

、
課

内
会
議

に
よ

り
、
所
属
長

か
ら

関
係
職

員
に

対
し

て
、

周
知

徹
底

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
同
様

の
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
徹

底
を
図

り
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
教

育
委

員
会

事
務

局
生
涯

学
習

部
地
域

教
育
推
進

課
）
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第160号

　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険

料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第78条、介護保険法（平成９

年12月17日法律第123号）第143条及び高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）第112条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月９日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第161号

　国民健康保険料に係る納期限変更告知書を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月９日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第162号

　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険

料に係る差押解除通知書及び交付要求解除通知書を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条、

介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条及

び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月９日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第163号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年11月11日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第164号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年11月11日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第165号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日
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 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第166号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第167号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第168号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第63号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年11月10日

 川崎市幸区長　　赤　坂　慎　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第64号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第60号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　（別紙省略）

高 津 区 公 告
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川崎市高津区公告第74号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年12月27

日法律192号）第78条及び地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月７日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第75号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第76号

　次の介護保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

介護保険法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第77号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第78号

　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第37号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

年度 科目 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料

第５期

以降
なし 計１件

　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第49号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日
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 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第50号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第49号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年11月11日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

辞 令

令和４年11月１日付人事異動

　（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

健康福祉局保険医療政策部担当課長

健康福祉局総務部担当課長兼務

財務局税務部市民税管理課担当課長兼務

川崎区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

幸区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

中原区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

高津区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

宮前区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

多摩区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

麻生区役所区民サービス部区民課担当課長兼務

長　井　武　志
健康福祉局保険医療政策部担当課長

健康福祉局総務部担当課長兼務
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